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日程第１ 会期の決定 
日程第２ 会議録署名議員の指名 

（日程第５ 報告第１号 平成１８年度北杜市一般会計継続費繰越計算

書報告の件 
日程第６ 報告第２号 平成１８年度北杜市一般会計繰越明許費繰

越計算書報告の件 
日程第７ 報告第３号 平成１８年度北杜市一般会計事故繰越し繰

越計算書報告の件 
日程第８ 報告第４号 平成１８年度北杜市国民健康保険特別会計繰

越明許費繰越計算書報告の件 
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日程第１３ 報告第９号 平成１８年度北杜市農業集落排水事業特別会

計事故繰越し繰越計算書報告の件 
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ことについて 
日程第１５ 承認第２号 平成１８年度北杜市ケーブルテレビ特別会計

補正予算（第４号）の専決処分の報告及び承

認を求めることについて 
日程第１６ 承認第３号 北杜市税条例の一部を改正する条例の専決処

分の報告及び承認を求めることについて 
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日程第１７ 承認第４号 北杜市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分の報告及び承認を求めること
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いて 
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ついて 
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改正する条例について 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（小澤寛君） 

 改めまして、おはようございます。 
 ただいまから、平成１９年第２回北杜市議会定例会を開会いたします。 
 開会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 
 県下一の米どころである市内の水田も田植え作業を終え、一段と緑を増しております。本市

の基幹産業である農業は自然との調和の上に成り立ち、気象の影響を直接受けやすい産業であ

ります。近年、世界的に異常気象が多発しており、このような異常気象による気象災害が発生

しないよう、望むところであります。 
 議員各位におかれましては、慎重に審議を尽くされ、市民の負託に応えられますよう期待す

るとともに、議会運営につきましてもご協力をお願いいたしまして、開会のあいさつといたし

ます。 
 ただいまの出席議員数は、４１名です。 
 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 
 諸報告をいたします。 
 本定例会に提出する議案につき、市長から通知がありました提出議案は報告９件、承認５件、

議案９件、その他２件であります。 
 次に監査委員から平成１９年２月分、３月分および４月分の例月出納検査および定期監査に

ついて、結果報告がありました。 
 次に４月１３日、笛吹市において第２３７回山梨県市議会議長会定期総会が開催され、私と

副議長が出席いたしました。総会において、会長に甲州市議会議長、廣瀬宗勝氏が就任されま

したので、ご報告いたします。 
 また６月７日、茨城県水戸市において、第７３回関東市議会議長会定期総会が開催され、私

が出席いたしました。総会において、会長に埼玉県川越市議会議長、大河内氏が就任されま

したので、ご報告いたします。 
 なお、報道関係者から撮影の申し出があり、これを許可いたしましたので、ご承知願います。 
 以上で、諸報告を終わります。 
 これから、本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日６月１５日から６月２７日まで１３日間といたしたいと思います。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、会期は本日から６月２７日までの１３日間に決定いたしました。 
 なお、定例会でありますので、追加案件もあろうかと思いますが、ご承知おき願いたいと思

います。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第７９条の規定により、議長が指名いたします。 
 ２５番議員 篠原珍彦君 
 ２６番議員 内藤 昭君 
 ２７番議員 小林保壽君 
 以上、３名を本定例会の会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第５ 報告第１号 平成１８年度北杜市一般会計継続費繰越計算書報告の件から日程第

２７の議案第７８号 北杜市白州尾白の森名水公園条例の一部を改正する条例についてまでの

２３案件を一括議題といたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第３ 市長から行政報告および提出案件に対する説明を求めます。 

 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 本日、ここに平成１９年第２回北杜市議会定例会の開会にあたり、私の市政に対する所信の

一端を申し述べるとともに、提出いたしました案件につきまして、その概要をご説明申し上げ、

議員各位ならびに市民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。 
 内閣府の５月の月例経済報告では、企業収益は改善し、設備投資は増加していると発表して

おります。また、日銀甲府支店が今月４日に発表した金融経済概観によりますと、県内経済は

引き続き、製造業を中心に緩やかに回復しているとの判断が示されました。しかしながら、市

内では、なかなか景気回復を実感として肌で感じるまでには至らず、元気な企業を誘致し、雇

用機会の拡大などを図っていくことが必要であると考えております。 
 こうした中、課題となっております明野町の、畑地帯総合整備事業の永井原工区内へ農業生

産法人等の誘致につきまして、先月、野菜の水耕栽培などを行っている広島県内の２つの農園

を地元関係者とともに視察し、誘致について強く働きかけを行ってまいりました。 
 その結果、一昨日、サラダ菜の栽培を行っている株式会社日本農園の社長から、永井原工区

へ進出したいとの意思表示を受けましたので、今後は日本農園と連携をとりながら、平成２０年

度に着工できるよう、国・県との協議を進めてまいりたいと考えております。 
 今月４日、山本有二金融・再チャレンジ担当大臣が北杜市を訪れ、高根クラインガルテン、

道の駅南きよさとや八ヶ岳倶楽部を視察されました。 
 都市と地方を行き来して生活する２地域居住、暮らしの複線化とも言われている新しい生き

方が実践されている事例として本市が選ばれたものであり、八ヶ岳倶楽部では２地域居住の住

民の方々との意見交換が行われました。 
 山本大臣は「今回の視察により、政府が進めている再チャレンジができる社会の仕組みづく

りのモデルとして、大いに参考になった」と感想を述べられました。また、大変喜んでいただ

き、高い評価をいただきました。 
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 今月６日には、全国市長会議に出席してまいりました。本年４月から第２期地方分権改革が

スタートしたことから、政府に対し、国から地方への税源移譲、国と地方の役割分担の明確化、

地方共有税の導入などを求める決議がされました。また、地域住民に良質かつ均質な医療を提

供できるよう、適切な医療体制を実現するため、医師等の確保対策を緊急要望することといた

しました。 
 次に、市政の状況について申し上げます。 
 最初に、国際交流事業についてであります。 
 姉妹都市であるアメリカ合衆国ケンタッキー州マディソン郡、ベリア市、リッチモンド市と

の交流は、旧高根町がベリア市と交流を始めてから、本年で２０年を迎えました。 
 本年は５月７日から１０日間、議会代表の林泰副議長をはじめ、各町から選出された１８名

の代表が親善訪問し、両地域の絆を深めていただきました。また、文化交流代表として保坂多

枝子議員がホームステイをしながら、小中学校６校で押し花の授業を行い、生徒から大変歓迎

されました。 
 夏休みにはベリア市、リッチモンド市と韓国抱川市の中学生がホームステイに、秋にはマディ

ソン郡等と抱川市から訪問団が本市を訪れる予定であり、ますます友好が深まることを期待し

ております。 
 次に、市長と語る集いについてであります。 
 昨年度は、各総合支所単位に各種団体の皆さまを対象に意見交換を行い、地域の実情をふま

えた貴重なご意見、ご提案を多数いただいたところであります。いただきましたご意見等は、

できるだけ市政に反映しているところであります。 
 本年度は市内４カ所を会場に、テーマを設定した中で、自由に参加、意見が述べられるよう

開催し、より有意義な集いとなるよう計画しているところであります。 
 開催にあたりましては、広報ほくとや防災行政無線および北杜ケーブルテレビ等で周知し、

多くの市民の皆さまに参加していただきたいと考えております。 
 次に、妊婦健康診査についてであります。 
 国では、母体や胎児の健康確保と少子化対策の更なる充実を図るため、妊婦健康診査におけ

る公費負担を拡大することになりました。これに伴い、県市長会および県町村会において協議

が行われ、その結果、７月から公費負担による妊婦健康診査の回数を、県下一律に現行の２回

を５回に増やして実施することで了承されましたので、今回の補正予算に所要額を計上してお

ります。 
 また、他市に先駆けて、これまで実施してきました市単独事業の妊婦健康診査助成事業につ

きましては、引き続き１回２千円を限度に、５回まで助成してまいります。 
 次に、少子化対策についてであります。 
 市では、平成１６年度に北杜市次世代育成支援行動計画を策定し、さらに昨年度は北杜市次

世代育成支援対策地域協議会を設立したところであります。この協議会から具体的な提案をい

ただき、これまで家庭における家事・育児への協力・推進、民間子育て支援施設等の紹介と情

報提供、子育て中の親が働きやすい職場・環境づくりの啓蒙などを家庭や地域などと連携を図

りながら推進してまいりました。 
 過日、平成１８年の合計特殊出生率が発表され、全国では前年の１．２６から１．３２へ増

加しましたが、北杜市では１．３１から１．３０と低下しております。こうした状況の中で、
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若い男女が夢や希望を持って新たな家庭を築き、楽しく子どもを育てていける社会を築くため

には、あらゆる面からの環境整備を進めることで、少子化対策だけでなく、誰もがより住みや

すいと実感できるまちづくりにつながっていくことと考えております。 
 こうしたことから、重要課題である少子化対策に取り組むため、庁内少子化対策推進本部を

設置し、北杜市次世代育成支援対策地域協議会と連携を図りながら、今後の方策を検討してま

いりたいと考えております。 
 次に、大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究についてであります。 
 昨年９月の採択を受け、これまでに現地の調査測量および設計業務を行い、地権者の皆さま

との土地賃貸借契約を完了したところであります。現在、国で農地転用の協議が進められてお

り、許可があり次第、造成工事に着手する予定であります。 
 また、本年度は第１期として６００キロワットの実証研究を行うため、先進的な太陽電池パ

ネルを年内に設置し、来年１月から研究を開始する予定であります。 
 なお、２１年秋までの間に、第２期および第３期の太陽電池パネルの設置が進められ、第１期

分と合わせて約２メガワットの太陽光発電システムを構築し、大型発電出力安定制御システム

を開発するための実証研究が、総合的に進められる計画であります。 
 次に、村山六ヶ村堰水力発電所についてであります。 
 本年４月１日から稼動しておりますが、４月の総発電量は約１３万３千キロワットアワーで、

そのうち大門浄水場への供給量は約１０万キロワットアワー、東京電力に売電した余剰電力量

は約３万３千キロワットアワーでありました。 
 今後も適切な管理に努め、小中学生の地球温暖化防止のための環境学習などを計画し、環境

創造都市をアピールできる施設として、活用してまいりたいと考えております。 
 次に、名水サミットについてであります。 
 環境省が選定した全国名水百選の所在市町村が参加して、毎年、名水サミットを開催してお

り、本年は北杜市大泉町で開催することが決定しております。 
 名水サミットは、国民の水質保全への認識を深め、優良な水環境を積極的に保護することな

ど、今後も水質の保全を図っていくことを目的としており、１０月５日・６日の２日間、県内

外から約５００人を迎え、全国大会やシンポジウムなどを行う予定であります。また、今回は

子どもたちの参加をお願いし、環境についての意識の向上を図ることとしております。 
 このサミットを通じて、豊かな水、日照時間日本一、美しい山岳景観や多くの観光、文化、

芸術施設などを幅広くＰＲし、さらに北杜市の知名度が上がるよう努めてまいりたいと考えて

おります。 
 次に昨年９月に開館した風林火山館につきましては、入館者が６月１１日に２３万人を突破

いたしました。多くの観光客が風林火山館を訪れることによって、北杜市の知名度アップや他

の観光施設などへの誘客および経済効果が見込めることから、積極的なＰＲに努めてきたとこ

ろであり、予想を上回る人気が今後も続くことを期待しております。こうした状況の中、４月

から５月の２ヵ月間における白州、小淵沢、高根の道の駅の利用状況を昨年同期と比較すると

１５．７％の増加となっており、周辺施設への波及効果としても大きなものがあったと確信し

ております。夏休みの時期には多数の来館者が見込まれるため、駐車スペースの拡張や交通渋

滞の解消に万全を尽くすとともに、他産業の振興にも寄与できるよう、更なる誘客に努めてま

いりたいと考えております。 
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 なお、「風林火山」の観光キャンペーンの一環として、北杜市と山梨県などで構成する北杜市

稲文字アート実行委員会が、５月２５日に小淵沢町および長坂町内の水田で、色の異なる２種

類の苗を植え、風林火山の文字を浮かび上がらせる稲文字アートの田植えを実施いたしました。 
 当日はあいにくの雨でしたが、小淵沢小学校の児童をはじめ、ボランティアの皆さん約

１００人に参加していただいた苦労の成果が、６月末ごろには稲文字となって現れる見込みで

あります。７月に運行が開始される小海線の世界初のハイブリッド車両と同様に、観光客の目

を楽しませるとともに、北杜市を大いに印象づけるものと思っております。 
 また、来年４月から６月までの３カ月間、山梨県大型観光キャンペーン推進協議会による山

梨デスティネーションキャンペーンが実施されます。このキャンペーンに先駆けて、全国の旅

行エージェント、旅行雑誌記者、ＪＲ関係者などに山梨県の観光の魅力を紹介し、山梨県向け

旅行商品の開発を促進するための全国宣伝販売促進会議が、４月１６日から１８日にかけて開

催され、北杜市も観光資源のＰＲを行いました。来年度には、こうした取り組みによる効果が

着実に表れるものと、大いに期待しております。 
 また、都会の人々が求めている癒しの空間として、来訪者の長期滞在を可能とする観光基盤

および観光資源の整備充実に取り組むため、去る６月２日に、議員各位をはじめ関係者のご出

席をいただき、長期滞在型リトリートの杜宣言を行ったところであります。今後は観光に関係

する、さまざまな事業者による共同事業体の組織形成をはじめとして、民間主導による観光商

品やサービスの開発、観光の基盤である農業・商業などとの連携強化を図ってまいる所存であ

ります。 
 ひと休みを必要とする若年世代や、もうひと花咲かせたい団塊世代にとって、北杜市が魅力

に満ちたリトリートの杜として光り輝くために、市と市民が協働して、その基盤整備に努めて

まいりたいと考えております。 
 次に、都市計画および景観計画についてであります。 
 両計画の策定に当たっては、市民の理解と参加が何よりも必要であり、市民と行政が協力す

ることにより、はじめて豊かで住みよいまちづくりが可能となることと考えております。この

ため、本年度は両計画策定に向け、市民との協働による検討・協議を行うためのワークショッ

プなどの組織を立ち上げ、共通認識を持ち、市と市民が同じ目的・目標に向かい、一体となり

進めてまいりたいと考えております。 
 なお、両計画とも平成２１年度策定を目標としております。 
 次に、市営住宅使用料滞納者への取り組みについてであります。 
 本市の市営住宅は、本年３月末現在で４３団地あり、９６９戸が入居しております。入居者

の中には、住宅使用料の納付が困難な方も見受けられるところであり、年々住宅使用料の滞納

も増加し、昨年度末では総額２，９００万円余の滞納となっております。 
 市では、各滞納世帯への電話や催告書による督促をはじめ、職員による訪問徴収や、滞納者

に対する納入指導の強化に努めてまいりましたが、平成１７年度と比べ滞納者数が２１人増加、

また、滞納額では８００万円余の増加となっております。 
 こうしたことから、市営住宅の負担の公平と管理の適正を図るため、滞納解消に誠意の見ら

れない高額滞納者に対しては、抜本的な滞納対策を講じる必要がありますので、提訴も含めた

実効性のある滞納整理を進めてまいりたいと考えております。提訴に当たっては、市議会の議

決をお願いすることとなりますので、ご理解をお願い申し上げます。 
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 次に、小淵沢中学校の改築工事についてであります。 
 昨年８月に着工いたしました校舎棟、屋内運動場の改築工事は、７月に完成する予定であり

ます。８月中には新校舎への引っ越し作業を行い、２学期からは新校舎での授業が開始できる

よう準備を進めております。また、８月にはプールの改築工事に着手する予定であります。 
 次に、給食センターの建設についてであります。 
 ２月に設置いたしました給食センター整備検討委員会は、１２月の市議会定例会で請願が採

択となり設置したものであり、市議会をはじめ小中学校ＰＴＡ連合連絡会、市調理場運営委員

会における協議内容の説明や市内の既存施設の視察をしていただくとともに、数次におよび慎

重に審議を重ねていただき、このほど、教育委員長に答申をいただきました。検討委員会の委

員の皆さまには、大変ご苦労いただき感謝申し上げます。 
 この答申につきましては、過日、教育委員長から教育委員会の意見書とともに、報告を受け

たところであります。私といたしましては、この答申を尊重するとともに、将来の北杜市の少

子化や財政状況などを総合的に勘案する中で、議員各位のご理解を賜りながら対応してまいり

たいと考えております。 
 次に、囲碁美術館についてであります。 
 囲碁美術館は議員各位のご理解のもと、昨年８月に開館し、１年が経過しようとしておりま

す。その間、展示品の入れ替え、囲碁子ども教室、市民および教職員の囲碁指導員講習会、第

１回北杜市地区対抗囲碁大会などを開催し、多数の皆さまの参加をいただきました。 
 市民の皆さまには、日頃から囲碁美術館に親しんでいただいておりますが、市外・県外から

も多数の来館があり、全国的に珍しい囲碁に関わる展示品に感動された礼状が数多く寄せられ

ております。本年度は、昨年度の事業を継続的に実施するとともに、囲碁グッズの作成、囲碁

講座の開設、女性囲碁教室の開催などを実施してまいる予定であります。 
 また、開館１周年記念行事として、日本棋院の石田芳夫２４世本因坊囲碁道場の門下生との

親善囲碁対局を、明日と明後日の両日開催いたします。 
 今後も日本棋院と連携協力しながら、囲碁美術館が多くの市民に親しまれ、利用されるよう

努めてまいります。 
 最後に旧須玉町の保育料および明野町、武川町の農業集落排水処理施設の使用料についてで

あります。 
 平成１４年度から平成１６年度の、旧須玉町の保育料の算定に誤りが判明したことから、再

算定を行い、このたび額が確定しましたので、還付および追加徴収を行うことといたしました。 
 また、明野町および武川町の農業集落排水施設の使用料につきましては、合併前と同様に公

共枡へ未接続の世帯からも基本料金を徴収しておりましたが、北杜市農業集落排水処理施設条

例においては徴収できるものではないことから、未接続世帯へ合併後の基本料金を還付するこ

ととし、今議会にそれぞれの所要額の予算をお願いしております。 
 市民の皆さまには大変ご迷惑をお掛けし、申し訳なく思っております。心からお詫びを申し

上げます。今後このようなことがないよう、適切な事務処理に努めてまいる所存であります。 
 次に提出案件の内容につきまして、ご説明申し上げます。 
 本定例会に提出いたしました案件は報告案件９件、承認案件５件、補正予算案３件、同意案

件１件、その他の案件７件となっております。 
 はじめに報告第１号から報告第９号までの９案件につきましては、地方自治法施行令第
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１４５条第１項、第１４６条第２項および第１５０条第３項の規定により、議会へ報告するも

のであります。 
 次に承認第１号から承認第５号までの５案件につきましては、地方自治法第１７９条第１項

の規定により専決処分をしたので、同条第３項の規定により議会へ報告し、承認を求めるもの

であります。 
 続きまして、補正予算につきましてご説明申し上げます。 
 まず議案第７０号の、平成１９年度北杜市一般会計補正予算（第１号）の主なものにつきま

して、申し上げます。 
 はじめに企画関係でありますが、コミュニティー助成事業を活用し、白州地区、神楽保存会

が行う衣装、小道具などの整備に対し助成することとし、所要の経費を計上いたしました。 
 次に民生関係でありますが、平成２０年４月からの後期高齢者医療制度の開始に向け、必要

な機器を整備し、データの移行作業を行うための経費および旧須玉町の保育料について、還付

を行う経費等を計上しております。 
 次に衛生関係でありますが、少子化対策として子育て世帯の経済的負担を軽減するため、一

般妊婦検診にかかる経費の助成制度を見直し、助成額および助成回数の拡充に必要な経費を計

上いたしております。 
 次に教育関係でありますが、明野小学校の特別支援学級の新設および高根西小学校のわくわ

くイングリッシュ小学生サポート事業に必要な経費等を計上いたしております。 
 以上、これらの内容をもって編成いたしました結果、その補正額は４，９６２万４千円とな

り、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２７６億７，８７８万円とするものであります。 
 次に議案第７１号の、平成１９年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）であり

ますが、平成２０年４月からの後期高齢者医療制度の開始に向け、国民健康保険データの移行

作業を行うための経費です。その補正額は４９８万８千円となり、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ５３億１，２０３万２千円とするものであります。 
 次に議案第７２号の平成１９年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）であ

りますが、明野町および武川町において公共枡未接続世帯へ使用料を還付するための経費で、

その補正額は６６７万３千円となり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０億３，３９１万４千

円とするものであります。 
 続きまして、議案第７３号の政治倫理の確立のための北杜市長の資産等の公開に関する条例

の一部を改正する条例についてでありますが、証券取引法等の一部を改正する法律の公布に伴

い、条例の規定中、証券取引法を金融商品取引法へ変更するなど、所要の改正を行うものであ

ります。 
 次に議案第７４号の北杜市ケーブルテレビ情報連絡施設条例の一部を改正する条例について

でありますが、平成２０年４月１日から指定管理者制度に移行することに伴い、指定管理者が

行う業務の範囲、管理の基準、利用料金等所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第７５号の北杜市手数料条例の一部を改正する条例についてでありますが、関係法

令の施行に伴い、戸籍事項の証明の手数料を免除するため、所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第７６号の北杜市体育施設条例の一部を改正する条例についてでありますが、小淵

沢町および武川町の体育施設について、平成２０年４月１日から指定管理者制度に移行するこ

とに伴い、別表へ対象施設の追加を行うものであります。 

 １３



 次に議案第７７号および議案第７８号の北杜市白州尾白の森名水公園条例の一部を改正する

条例についてでありますが、利用者の利便性と集客力の向上を図るため、休園日を変更するこ

と、ならびにリラクゼーションルームの使用目的を変更し、無料休憩室とするものであります。 
 以上、私の所信の一端と提案いたしました案件につきまして、ご説明申し上げました。よろ

しくご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 
 なお、定例会でありますので、追加案件もあろうかと思いますが、よろしくご理解をお願い

申し上げます。 
〇議長（小澤寛君） 

 市長の説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題になっております承認第３号から承認第５号、議案第７３号および議案第

７５号から議案第７８号、以上の８案件につきましては、お手元に配布してあります議案付託

表のとおり、所管の常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、承認第３号から承認第５号、議案第７３号および議案第７５号から議案第７８号、

以上の８案件につきましては、各常任委員会に付託することに決定いたしました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 １５分間、休憩をとりまして、再開は１０時５５分といたします。 

休憩 午前１０時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時５５分 
〇議長（小澤寛君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第４ 選挙第３号 大内窪外壱字恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙についてを議題とい

たします。 
 本件につきましては、大内窪外壱字恩賜県有財産保護組合議会議員に欠員が生じたため、同

保護組合規約第６条の規定に基づき、選挙を行います。 
 選挙を要する議員数は１人でございます。 
 お諮りいたします。 
 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思います。 
 これに異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 
 続いて、お諮りいたします。 
 指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議長が指名することに決定いたしました。 
 大内窪外壱字恩賜県有財産保護組合議会議員に、藤原忠晴君を指名いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま、議長が指名いたしました藤原忠晴君を当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、ただいま指名いたしました藤原忠晴君が大内窪外壱字恩賜県有財産保護組合議会議

員に当選されました。 
 ただいま当選をされました藤原忠晴君につきましては、会議規則第３２条第２項の規定によ

り、文書による当選告知をいたします。 
 以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。 
 次の会議は６月２５日、午前１０時に開会いたしますので、全員定刻にご参集ください。 
 本日は、誠にご苦労さまでございました。 

 
散会 午前１０時５５分 
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再開 午前１０時００分 
〇議長（小澤寛君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願いを申し上げます。 
 ただいまの出席議員は４１名です。 
 定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１ 会派代表質問を行います。 

 ここで、各会派の質問順位および代表質問の割り当て時間をお知らせいたします。 
 １番 北杜クラブ、１４０分。２番 市民クラブ、１２０分。３番 北清クラブ、７０分。

４番 政経会、６０分となります。 
 それでは順次、質問を許します。 
 はじめに、北杜クラブの会派代表質問を許します。 
 北杜クラブ、３０番議員、茅野光一郎君。 
 茅野光一郎君。 

〇３０番議員（茅野光一郎君） 
 私は格差社会につきまして、質問をさせていただきます。 
 最近、格差という言葉をだいぶ耳にするようになりました。一頃前は民主党が、国会で格差

を重点的に取り上げておりましたけれども、最近では自民党までが、こうした都市と地方の格

差が非常に大きくなっていることを思ってのことだと思いますけれども、骨太の方針の中に、

その格差の問題を是正するようなことを織り込んできております。おとといのＮＨＫでありま

したか、３時間にわたりまして、この格差の議論がされてもおりました。このように、非常に

今、格差という問題があちこちでいわれております。そしてまた、世の中がだんだん歪んでき

たようにも思えるわけであります。 
 格差というのは、いろいろあるわけでありますけども、大きな点では２つあろうかと思いま

す。それは、１つは地域間格差であります。今、東京を中心に大都市では、豊かな税収に恵ま

れておりますけれども、一方、地方では交付税が減らされる、あるいは補助金が減らされる、

また三位一体の改革で、税源移譲がなかなか進まなかったというふうなこともありまして、財

政は悪化の一途をたどっているわけであります。加えて、地方は人口減少社会に入ってまいり

ました。私たちの生活している農村では、耕作されない荒地が増えてきて、住民の高齢化が進

んでいく、若者にはなかなかお嫁さんが来てくれない、企業誘致をしようにも地方への進出は

難しい、残念ながら人口が減少に向かっています。このわが北杜市も合併して５万人になりま

したけれども、残念ながら人口は、これから減っていかざるを得ないと思います。 
 また、所得格差について言えば、日本では１億総中流といわれるような、経済大国としては

格差の少ない社会を形成しておりましたが、最近はどうでしょうか、中流が崩れてしまいまし

て、上層の人か、あるいは貯金がほとんどなくなって、下層の人の二極分化になってきている

といわれています。 
 市の職員につきましても、８００何名からの正職員と２００何名からの臨時・パート、こう

いった方たち、この格差も、実は難しい問題もあるわけであります。このように格差社会の議
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論が盛んにされるようになってきました。 
 格差の問題は、こうすればよいと答えることは難しいと思いますが、私たちが当面する、避

けては通れない問題をあえて取り上げ、行政も住民もみんなで知恵を絞って対策を考えていく、

そして弱い立場の人、小さい存在のところにやさしい光をあてていく、今そうした政治が求め

られていると思います。 
 そこで北杜クラブでは、北杜市に関わる各種の格差問題を中心に、代表質問をさせていただ

きます。 
 １つは、限界集落ということであります。 
 この限界集落というのは、６５歳以上の人たちが集落で半分以上になってしまっていると。

そして、そこの集落で、いろいろ共同でやろうという、集団的なものができなくなってきてい

るような地域を指しております。 
 １カ月ほど前の山日新聞にも、社説の欄で２日にわたって、この限界集落のことが出ており

ました。ことに南巨摩のほうの具体的事例でありましたけども、このことは北杜市にも当然、

言えることだと思っております。 
 北杜市内でも高齢化が進んでおりまして、今は市の中では一番高齢化が進んでいる市であり

ます。ひとつ、山村のほうへ入りますと、この限界集落はいくつか出てきているんではないか

と、私は感じております。 
 １つの例を申し上げましょう。 
 須玉町に樫山という地域があるんだそうでありますけれども、この地域は２０戸ぐらい、か

つてはあった集落でありますが、どうも最近、なくなっているんではないかと。１戸もないん

ではないかというふうにいわれています。そのまわりの集落も、おそらく、そこまではいって

いないけれども、この限界集落になってきていると思います。こうして、旧町村のあそこはと

思い浮かばれるようなところを、本当に調査してみると、私は結構、限界の集落がこの北杜市

の中にあるんではないかなというふうに思うわけであります。旧国土庁の調査によりますと、

全国では今後１０年間に５００の集落が消滅し、さらにその後、１，５００の集落が消滅する

おそれがあるといっております。 
 そこで質問でありますが、１．北杜市では集落の実態調査をしたことがありますか。 
 ２番。また、すでに限界集落になっているところや、放置しておけば、やがては限界集落に

なるところの再生対策を考えておりますか。高知県では３年前に、あの有名な森林環境税を導

入して、山村の再生に取り組んでいる事例もあります。 
 ３番。嫁さんが来ない問題も大きいわけでありますが、最近の結婚の推移状況はどのように

なってきておりますか。本当に心配であります。対象を広げて、国際結婚にも力を入れられた

らどうですか。 
 次に教育の格差について、お伺いしたいと思います。 
 自然の環境は都会と比べれば、今度は逆に都会のほうが悪くて、地方のほうが立地条件が非

常にいい、そういう格差もあるわけでありますので、そのいい条件をさらに生かしたらどうだ

ろうということについて、質問をさせていただきます。 
 そこで、命を何より大切にする教育について、自分の考えを述べたいと思います。 
 「命は大河の一滴である」と説いた人があるが、私は大自然の中にあらゆる命を生み育む不

思議な力が宿っていると考える。植物はもちろん、動物も昆虫もあらゆる生物は、みんな太陽
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や雨や風、つまり大自然の恵みをいただかなければ生きることができない。人間も、その例外

ではない。私どもの命は、自然の中に生かされているのだと思う。 
 大昔から、私どもは宇宙の大自然の法則に従い、その恵みに感謝しながら謙虚に生きてきた。

しかし最近、経済の豊かさを追うあまり、自然の教えを忘れ、心はすっかり貧しくなってしまっ

た。人々があまりにも自分本位になり、いろいろな困った問題が次々に起きている。それを正

すには、子どものころからもっと自然に接する教育をすべきだと考える。でき得れば、命を育

てる農林業を小中学校の教育の中に取り入れたい。 
 先日、小淵沢の小学校では八ヶ岳の登山をされました。野中議員も父兄で一緒に付いていか

れたようでありますけども、おおぜいの父兄の方たちが参加をしておりました。また、小淵沢

小学校５年生は、風林火山の形をかたどったお田植えをしておりました。大変、素晴らしいこ

とであります。 
 親子で林の中を歩いたり、農業のお手伝いをする。都会の子どもたちよりも、大自然に接す

る環境には、農村は恵まれている。北杜市が唱えている原っぱ教育は、誇りを持って大いに進

めるべきだと思う。調和のとれた健康な体と心は、自然に接する教育の中からこそ、生まれる

のだと考える。私は、北杜市の原っぱ教育を評価したい。 
 そこで、質問をいたします。 
 １．原っぱ教育を推進していますが、市内の学校で実践している内容について、お聞きいた

します。せっかく原っぱ教育を進めていても、やっているところ、やっていないところの

格差はないだろうかということであります。 
 ２．原っぱ教育を実践してきて、効果はいかがですか。教育というのは、すぐには効果がな

かなか出てこないかと思いますけども、しかし、具体的にこんなことになってきましたと

言えることがあれば、ご紹介もいただきたいと思います。 
 ３．自然のフィールドは、都会には真似のできないものです。原っぱ教育をさらに推進して、

都会の学校にも参加を呼びかけ、交流を進めたらいかがですか。 
 病院の格差について、お伺いいたします。 
 今、都会の病院はまずまずだろうと思いますが、こうした地方の自治体の病院はどこも大変

な状況であると報道されております。 
 １つは、財政の問題があろうかと思います。北杜市では甲陽病院、あるいは塩川病院、それ

に辺見の診療所、白州の診療所の４つを抱えておりますが、特に私の質問では、この大きな病

院、甲陽病院、塩川病院を中心にご質問していきたいと思います。 
 この甲陽病院と塩川病院へは、毎年毎年、一般会計から繰入金をしているわけでありまして、

今年の予算でも３億８千万円から投入されているところであります。このように病院への繰り

入れというのは、もう毎年毎年、行われている状況になっており、この対策をどのようにして

いくか、頭の痛い問題でもあります。 
 ２つ目の問題は、医師不足などによる医療の低下であります。特に甲陽病院は前々から医師

不足が続き、病床稼働率、いわゆる空きベッドが出ている状況ではないかなと推測されるわけ

であります。全国では、お医者さんの数というのは、毎年５千人ずつ増やしているようであり

ます。ところがなぜ、こうした地方は医師不足になるのか。１つには、開業医になるお医者さ

んが、収入も多いために開業に変わっていくお医者さんが多いということ。もう１つは、大学

病院で中堅のお医者さんを今、引き上げている状況であります。 
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 政府もようやく、この秋に法律で医師不足の解消にということで、対策を考えているようで

ありますけれども、まだまだ時間はかかるかと思います。そこで、北杜市の病院が財政面、医

師不足で共倒れしないよう、思い切った対策が必要かと思います。 
 次の何点かについて、お伺いいたします。 
 １．病床利用率は、現在何％になっておりますか。 
 ２．一般会計からの繰入金の、今後の推移をどのように予想されておりますか。また、医師

の確保についての見通しについて、お伺いいたします。 
 ３．これからの病院の改革については、目下、取り組んでおられるようでありますけれども、

現状の病院の姿でいくのか。あるいは合併、再編、民営化、いろいろ考えられますけれど

も、現時点でどのような考え方を持っているか、お答えをいただきたいと思います。 
 ４．先日の山日新聞に「命に地域格差」という、大きな見出しで掲げられておりました。こ

れは上野原市の事例でありますけれども、やはり県境がありまして、山梨県から一歩出て、

救急患者を搬送しようにも、受け入れる側が、県が違うためになかなか連携がうまくいっ

ていないことが載っておりました。北杜市では、県境は長野県となります。その長野県と

の連携がどのようにされているかということについて、お聞きしたいと思います。 
 男女の格差についてであります。 
 男女間の不平等を感じている人が多く、男女平等の実現に向けて、なお一層の努力が必要か

と思います。社会のあらゆる分野における活動に参加するための男女の格差を改善しようと、

北杜市でも「ほくと ほほえみ 夢プラン」を策定、男女共同参画推進条例を制定し、目下、

推進活動を展開されております。 
 本年の２月でありましたか、高根ふれあいホールにおきまして、「ほほえみ ふぉーらむ」が

開催され、イラスト劇や朗読、紙芝居が発表され、大変好評でした。私も、その会場におりま

したが、会場へ出席していた人たちは、男性が半分おりました。 
 ところが、北杜市の各委員会等への女性登用率を調べて、その低さに驚きました。今、地方

自治法でいう、１８０条の５に基づく委員会等、これは具体的には選挙管理委員であるとか、

あるいは教育委員、また農業委員、監査委員、その他、おられるわけでありますが、こうした

法律に基づいた行政の委員が６９名中、女性はわずか２名であります。パーセントにすると、

２．９％という実態であります。国では男女共同参画社会の実現を、２１世紀のわが国社会を

決定する最重要課題と位置づけ、２０２０年までに３０％にする計画であります。山梨県にお

きましても、担当の課へ問い合わせましたところ、もうすでに現在３０％以上になっているよ

うであります。 
 市長、フランスの新しい大統領、サルコジ大統領がこの間、就任いたしました。まず言った

ことは、閣僚を女性５０％にしますと。あの大きな国が、そういうふうな宣言をされている。

もう世界では、そういう姿になってきているように思います。 
 北杜市の男女共同参画の広報がまわってまいりました。その中身に目を通しましたら、市長

への要望ということで、２１年度までに、つまりあと２年後までに、男女の登用率が４０％を

超えるようお願いしますと、そういう記事が広報に出ておりました。 
 わが市の政策に、積極的に女性の声を反映させるため、女性の一定以上の割り当てをして、

登用率を思い切って上げることが必要だと思います。各種委員会や審議会への女性の登用を、

国や県以上の高い目標を掲げ、登用率のアップを図るべきだと思いますが、市長の考えをお伺
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いいたします。 
 次、使用料等の格差についてであります。 
 合併して、２年半ほどが経ってまいりました。合併時点で、旧町村の各種使用料等はほとん

ど統一されていると思いますが、中には旧町村時代からの経緯や、あるいは特殊な事情もあっ

て、まだ統一が図られていないものが見受けられます。例を挙げるならば、上水道、あるいは

下水道、ＣＡＴＶ等であります。水道の料金を旧村の段階で比較いたしますと、３倍以上の差

があるわけであります。別荘においては、１０倍の格差があるんです。下水道に至っても２．

８倍の格差がついている現状であります。しかし、合併した現在、同じ市民でいながら使用料

の格差がいつまでも、このようにあることは望ましいことではありません。統一に向けての検

討がなされていると思いますが、お伺いいたします。 
 そこで、まだ統一されていない使用料というのは、どういうものがあるのかということ。そ

して今まで、なかなか統一できないという状況は、どうしてなんですか。それをいつまでにし

ようと目標を立てておりますか。このことについて、お伺いいたします。 
 最後の質問でありますけれども、財政についてであります。 
 代表質問でありますので、大きな問題について、１つに絞って質問をさせていただきます。 
 先にもふれましたように、国からの交付税や補助金が大きく減ったことにより、地方の市町

村の財政は極めて苦しくなってきております。市長もご承知のように、合併する前のときには、

旧町村長とのいろいろの打ち合わせの中で、税収もそこそこ伸びていくだろうと、そしてそれ

ぞれの建設事業も、こうした事業計画を立てていっていいだろうというふうに踏んでいたかと

思うわけであります。しかし、合併してから今日まで、このように交付税が減らされてくる、

補助金がなかなかつかない、このことは誰しも想像つかなかったんではないかと思います。 
 北杜市でも市の借金が、実は１千億円になってまいりました。その借り入れを年々返してい

かなくてはならないわけでありますが、最近困ったことに実質公債比率という指数が出てまい

りました。これは簡単に言いますと、税収だとか、あるいは交付税の、自由に使える一般財源

のうち、毎年返済する公債費の比率が何％ですかということでありますが、北杜市は１８％で

す。この１８％という数字は、公債費負担適正計画を県に提出していかなくてはならないわけ

です。そして、県の許可を取らないと、これからは借り入れができないわけであります。 
 １８％というのは、私はイエローカードが出ているというふうに言っても過言でないと思い

ます。そして、もしワンマンの市長であれば、「いいや、そんなものは無視して、どんどん事業

をやるよ」と、もし、そういうようなことを進めていきますと、これは夕張市のようになる。

ある段階で、レッドカードが出るわけであります。そのレッドカードが出てしまいますと、今

度は市長がこれをする、あれをするなんて自分ではできない。それこそ、国がそれぞれ指図し

てしまうことになってしまうわけです。このように、借金も限界にきている状況であります。

収入は減ってきた、そして借金は多いというのが実態であります。しかし一方では、合併した

市に共通している問題でありますけれども、旧町村からの継続事業や要望を多く抱えているこ

とです。私ども北杜クラブでは、この課題を一生懸命勉強してまいりました。 
 旧町村からの要望は真剣に、それこそ応えなければならない。しかし、市の借金はこれ以上、

増やせない。第２の夕張市になることは、絶対的に避けるべきです。この２つの矛盾に対して

は、新たな税収の確保を図るとともに、支出を抑える必要があります。市の経常経費を思い切っ

て減らし、今、計画している事業も聖域なく再検討すべきだと考えます。 
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 そこで問題になるのは、合併に大きな期待を抱いてきた住民の方々にどう理解をしていただ

くかであります。率直に、丁寧に市の財政の現状を説明する必要があると思いますが、市長の

考えをお伺いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 茅野光一郎議員の、北杜クラブの代表質問にお答えいたします。 
 まず、限界集落について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に限界集落の実態調査についてでありますが、過疎化・高齢化の進行は地域における集

落機能や社会活動の低下を招き、農地・山林などの地域資源管理の問題を深刻化することで、

農業・農村の多面的機能の発揮に支障を来たすことが懸念されております。 
 このような状況の中、北杜市としては実態調査をしておりませんが、昨年６月に国土交通省

が全国７７５の過疎市町村を対象に実施した、過疎地域等における集落の状況に関するアン

ケート調査の中間報告が、今年１月に発表されました。報告では全国を１０圏域に区分し、人

口、世帯数、高齢者の割合や集落機能の維持状況等が報告されたものとなっております。北杜

市においては明野、須玉、高根、白州、武川の集落の状況等について、アンケート調査の報告

をしており、詳細については最終報告が待たれるところであります。 
 次に、すでに限界集落になっているところなどの再生対策についてでありますが、未調査の

現段階では、市内のどの集落が対象になるか判断できない状況であります。しかしながら、地

域の活性化の一助として、市内の空き家を利用した定住化対策を講じるべく、現在、地域委員

の協力を得ながら、空き家の調査を実施しております。 
 現在までに７２棟の調査を行い、そのうち別荘と判断できるものや住宅の傷みが激しい家屋

を除いた１３棟の所有者に、貸借に関するアンケート調査を実施する運びとなっております。

空き家の活用には所有者の理解は当然でありますが、地域の理解も必要なことから、直ちに貸

し借りが成立することは難しいと思いますが、今後も調査を継続し、早期に空き家情報の発信

を行い、限界集落対策にも活用して、地域の活性化を図られるよう、努めてまいりたいと考え

ております。 
 次に最近の結婚の推移状況についてでありますが、北杜市では平成１６年度、２５６件。平

成１７年度、２０１件。平成１８年度、１９９件の婚姻届が提出されております。市では結婚

相談員４５名を委嘱し、毎週日曜日に地区を変えて結婚相談所を開設し、独身者の登録・相談

に応じております。 
 社会情勢の変化等により、近年、男女ともに離婚率が上昇しております。結婚しない男女の

増加が出生率の低下にもつながるため、全国的にも大きな問題であります。北杜市の昨年度の

結婚相談員による成婚数は８件であり、山梨県結婚相談員連絡協議会に加入している県下

１６市町の中でも北杜市の成婚件数は高くなっております。今後も独身男女の交流の場や、自

己啓発のためのスキルアップ講座などを設け、カップルの誕生に向け、鋭意、取り組んでまい

る考えであります。 
 また、国際結婚への取り組みですが、先進事例等を調べ、研究したいと考えております。 
 次に教育の格差について、いくつかご質問をいただいております。 
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 戦後６０年余りが経過する中で、昨年末には教育基本法が改正され、これを受け、教育改革

関連３法改正案が過日成立し、教育環境は大きく変化することになります。経済的な豊かさを

達成した日本社会は、一方では格差が生まれ、殺伐とした状況も生まれつつあります。 
 こうした中で、命の大切さが薄れたと思えるような事件が多く発生しており、改めて命を大

切にする教育が求められております。このような状況の中、市では原っぱ教育において、自然

環境等を通じて、命の営みや大切さを学ぶ教育を展開しております。 
 次に病院の格差について、いくつかご質問をいただいております。 
 病院の恒常的な赤字財政、医療スタッフ不足、中でも医師・看護師不足は深刻な問題となっ

ております。こうした中で、市民にとって必要な医療の中核である２つの市立病院を安定的に

運営するため、高度医療機器については市立病院間での共同利用を行うなど、改革を進めてお

ります。 
 最初に医師の確保の見通しにつきましては、全国的に医師不足の中、県内の各病院は医師の

確保が厳しい状況であります。現在、医師確保のため、関係大学病院の医局長や教授へ直接、

医師の派遣要請を行い、また近県の複数の病院の医師へ個別に、病院医師の確保について要請

を行っております。このような活動もあり、常勤医師は増員ができないものの臨時医師派遣に

つきましては、補われている状況であります。今後も、関係大学病院等にお願いする中で、医

師不足の解消に努めてまいりたいと考えております。また、看護師の確保についても広報、ハ

ローワークなどを利用して募集を行い、看護師の充足に努めてまいりたいと考えております。 
 なお、今月６日の全国市長会議においても、政府に対し、地域住民に良質、かつ均質な医療

を提供できるよう、適切な医療体制を実現するため、医師等の確保対策を緊急要望することと

いたしました。 
 次に市立病院のこれからの運営についてでありますが、市民の医療の確保のため、経営基盤

の安定のもとに、継続実施していく考えであり、そのためにさらなる医療サービスの向上と収

入増加、費用削減等の改善努力を行っております。その成果も表われ、塩川病院では、昨年度

は前年度に比べ収入は増加し、費用は軽減でき、経営の改善が進んでいるところであります。

現場の職員が一丸となり、改善を行った成果であると評価しております。 
 今後も引き続き、改善を進めてまいりますが、市民が安心して医療を受けられる体制づくり

のため、効率的な運営が期待できる指定管理者制度の導入や民営化など、経営のあり方につい

て検討してまいる考えであります。 
 次に長野県との連携についてでありますが、本市を管轄とする峡北広域行政事務組合と隣接

する長野県の佐久広域連合および諏訪広域連合との間において、消防相互援助協定を結んでお

り、災害等緊急時に連携した対応を行うこととしております。また、緊急患者搬送につきまし

ても、県境地域の格差はなく、甲陽病院と長野県の富士見高原病院などが相互に患者を受け入

れる体制が整備されております。これからも命に地域医療の格差が生じないよう、医療の充実

に努めてまいる考えであります。 
 次に、男女の格差是正についてであります。 
 北杜市では、平成１８年３月に男女共同参画社会を実現するため、「ほくと ほほえみ 夢プ

ラン」を策定し、活力のあるふるさとを築くため、家庭・職場・地域などあらゆる場での男女

共同参画の推進に向け、取り組んでおります。 
 北杜市で設置している地方自治法第１８０条の５に基づく委員会では公平委員、農業委員に
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女性がそれぞれ１名選任されており、２．９％の女性登用率であります。この公平委員や農業

委員６９名中２名というご指摘がありましたけども、そのうち農業委員は１名。私がいまさら

言うまでもなく、農業委員は選挙で選ばれてくるわけですから、なかなか数がそんな結果になっ

ているわけですけども、後段でも述べますが、そういう農業委員も含めた社会参加を、あるい

は立候補ができるような世論づくりの醸成も必要であるというふうに、承知をしています。 
 また市の委員会および審議会は２４あり、女性は６７９名中１８４名で、その比率は２７．

１％であります。私を含めた任命者として、女性の登用は意を注いでいきたいと思っておりま

す。男女共同参画社会の推進にあたり、各委員会、審議会への女性の参加の拡大が重要である

と考えております。 
 北杜市男女共同参画推進委員会からは、女性の比率を４０％にするよう要望を受けておりま

すので、こうした数値目標による要望をふまえ、今後、女性の意見や感性が政策や方針決定に

生かされるよう、また本市が目指す８つの杜づくりの実現に参画していただけるよう、登用率

のアップを図ってまいりたいと考えております。 
 次に使用料等の格差についてであります。 
 使用料等につきまして、統一がされていないものは上下水道、ＣＡＴＶの使用料、バスの料

金であります。 
 バス料金につきましては、昨年度、地域公共交通再編計画を策定し、本年１０月から新たな

体系で運行できるよう、準備を進めております。 
 上下水道使用料につきましては、施設の建設費、維持管理費および給配水人口等により設定

されており、旧８町村の実情もあることから、どのように統一を図っていくか、地域的な課題

もあります。 
 現在、料金統一につきまして、簡易水道運営委員会および下水道審議会に諮り、検討してい

るところであり、行財政アクションプランでお示ししたとおり、来年度を目途に原案をまとめ

たいと考えております。 
 また、市営のＣＡＴＶ使用料につきましては高根町、大泉町が月額１，５００円、小淵沢町

が月額３，１５０円となっており、その差は約２倍となっておりますが、来年度から指定管理

者に移行することに伴い、市と選定された指定管理者とで協議し、平成２３年度までに北杜市

小淵沢合併協定および北杜市アクションプランに基づき、段階的に利用料をはじめ、サービス

内容などを統一してまいりたいと考えております。 
 次に財政についてであります。 
 合併前後の財政状況を見ますと、平成１４年度に８町村合わせて１０５億円あった普通交付

税が、１８年度には１０２億円と３億円減少し、普通会計の国県支出金も平成１４年度の４３億

円が、１７年度では３３億円と約１０億円減少しております。一方、地方債残高や昨年度から

新たに導入された実質公債比率を考えますと、合併特例債をはじめとする起債に頼ることもか

なわない状況であります。 
 こうしたことを受け、本年度の予算編成においては、税収確保に向けた積極的な取り組みを

強化する一方、市債の発行額を当該年度の元金償還額の約８割に抑えたところであり、歳出面

では厳しいシーリングを設定した総額を抑制するとともに、これまで以上に事業効果や施策の

優先度を厳しく精査し、市単独補助金の見直しや公共事業費の削減を図ったところであります。 
 このように予算編成の都度、事業の必要性の精査はもちろん、財政状況をふまえた的確な予
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算計上に努め、併せて行財政改革アクションプランに基づき、経常経費の着実な削減を進めて

おります。しかしながら、予想を上回る厳しい財政状況を考えますと、新市建設計画に掲載し

た事業も含めて、聖域なく見直すなど、これまで以上に大胆な見直しを行う必要があると思い

ます。 
 さらに公債費負担適正化計画を達成するためには、公営企業の経営改善や市税をはじめとす

る一般財源の確保など、各般にわたる行財政改革の実現が不可欠であり、議員および市民の皆

さんのご理解とご協力を賜る必要があります。このため、これまでも市の広報やホームページ

を通じて、財政状況等を市民の皆さんにお伝えし、ご理解をいただけるよう努めてきたところ

であり、ページ数を増やすなど、内容の充実に努めてきました。今後は市政報告会など、さま

ざまな機会を捉え、また広報などもより分かりやすくするよう、工夫を凝らし、一層的確な広

報に努めてまいる所存であります。 
 その他につきましては、教育長および担当部長から答弁いたさせます。 

〇議長（小澤寛君） 
 小清水教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 茅野光一郎議員の北杜クラブの代表質問にお答えをいたします。 
 最初に原っぱ教育の実践についてでありますが、不屈な精神と大志を持った人材の育成を目

標に掲げ、知性に富んだ心豊かな人づくり、徳性が高く人に迷惑をかけない温かい心を持った

人づくり、体を鍛え汗をかくことの尊さが分かる人づくり、感性豊かで清く正しく協調性のあ

る人づくり、自然を愛し心身ともにたくましく思いやりのある人づくりをテーマに掲げ、学校

教育を進めております。 
 市内各小中学校では、各学校共通するものとして読書の奨励、体力づくり、総合学習や体験

学習に取り組んでおります。 
 読書については、朝の始業前の時間や読書週間などを設けております。また、読み聞かせを

とおして、地域住民との触れ合う機会を設けている学校もあります。 
 体力づくりについては、各学校で特色のあるメニューを作成して、基礎体力の向上に取り組

んでおります。具体的には始業前や、授業と授業の間ですけども授業間休み、あるいは昼休み、

放課後などにマラソン、なわとび、体操、一輪車、竹馬、ボール遊びなどであります。縦割り

班の中で活動している学校もあり、協調性や指導力の学習にもなっております。 
 総合学習や体験学習では、各学年ごとに花作りや野菜作り。５年生では、稲の栽培などをし

ております。また地域文化や産業を探索する学習、キャンプやスキー、スケートなどの野外活

動をとおして、自然に親しみ、知る学習などが実践されております。さらに特別な取り組みと

して、マラソン大会の実施、登山、自転車クラブ、学校林の手入れ、縦割り班による地域文化

や産業の調査、オオムラサキの生息調査などがあります。 
 次に原っぱ教育の効果についてでありますが、昨年度の体力テストの結果は平成１７年度を

上回るものとなりました。徐々にではありますが、原っぱ教育の成果が上がりつつあると考え

ております。また、朝の読書に取り組んでいる学校においては、児童に落ち着きが増してきた

という報告もされております。原っぱ教育の理念のもと、地道ではありますが、日常的な活動

を継続することにより、子どもたちの育成はより健全なものになると考えております。 
 次に都会の学校との交流についてでありますが、現在、北杜市の各小中学校で進めておりま
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す、原っぱ教育の成果であります知・徳・体のバランスのとれた子どもたちが育つには、まだ

まだ時間が必要だと思います。じっくり時間をかけ、しっかりとした結果が出ることが大切で

あると考えております。都会の学校において、北杜市の原っぱ教育に触れたいという希望があ

るならば、積極的に交流も深めたいと考えております。 
 茅野議員からも原っぱ教育を評価していただきました。これからも自然環境日本一の北杜市

で、しっかりとした教育ができるよう努力してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 
 藤原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（藤原良一君） 
 茅野光一郎議員の北杜クラブの代表質問にお答えいたします。 
 最初に病床利用率についてでありますが、昨年度、塩川病院では１０８床の病床に対し、利

用率８７．３％で、前年度対比１％の増加でありました。また、甲陽病院では１２２床の病床

に対し、利用率７２．３％で前年度対比３．７％の減少でありました。 
 次に一般会計から病院会計への繰り入れについてでありますが、昨年度は５億１，５００万

円でありましたが、本年度は経営の見直しのもとに３億８千万円とするところであります。今

後、病院の経営状況の改善に努め、効率的な運営を進める中で繰り入れを縮小できるよう努め

てまいる考えでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 茅野光一郎君の再質問を許します。 

〇３０番議員（茅野光一郎君） 
 ただいまから再質問は各項目ごとに、一問一答で質問させていただきたいと思いますが、議

長、お取り計らいをよろしくお願いします。 
 最初は限界集落についてでありますけれども、京都府の綾部市というところでは、この限界

集落へＵターンした人に生活資金を援助したり、あるいはバス路線の確保をするということを

条例化しているということで、大変、全国で注目されているわけです。まだ、今からだと思い

ますけれども、今年、その限界集落の関係団体の全国サミットをそこで開くやに聞いておりま

すけども、私はこれは大変、重要なことだと思いますので、これからどんどん高齢化が進んで

いくわが市は、こうしたところに積極的に参加をされたらどうかなということを思います。い

かがでしょうか。 
 それから、もう１つ。今回、議会で言ってくれということを、ある区長から言われました。

それは、こうした集落の中に、その区へ加入している人と加入していない人がいるわけであり

ます。これは旧町村間においても、非常によく区へ入っているところと、もう自由にしている

ために、新しく来た方が区へは加入しないと。もっと困ったことに、今入っている区から脱退

をしていくという話も聞いております。今日も、ある議員とも話したんですが、うちの区でも

そういう状況が出てきているという話をしておりましたけれども、要は地方の時代と言われ、

これから地域のことは地域でやっていく、自立していかなければならない、こうした時代に、

その市として、区に加入しない人たちへの対応はどのように考えていくのか、お伺いいたしま
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す。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 限界集落の全国サミットの話でありますけども、私も中山間地域振興対策協議会の、私は全

国の副会長をさせていただいたんですけども、この協議会でも過疎の問題なるものが大きな課

題になっているわけであります。そういう意味の限界集落という問題を、先ほど茅野議員から

ご質問をいくつかいただいたわけでありますけども、参加につきましては、綾部市に問い合わ

せながら、参加する方向で検討してみたいと思います。こういった中で、限界集落、これから

残念ながら、さらに進むと、見えてくると思いますので、関係自治体と連携をとりながら協調

し合いながら対応していきたいと思っています。 
 それから、この区に入る、入らないとかのお話でありますけども、区に加入していただくこ

とは、ぜひひとつ、原則、入っていただきたいと思っています。その中で、そういった個別の

問題については、区長等々と相談しながら対応していきたいと思っています。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 茅野光一郎君。 

〇３０番議員（茅野光一郎君） 
 教育の格差について、再質問をさせていただきます。 
 今年の４月でありましたか、全国の学力テストが実施されたわけであります。その結果は、

まだ出てきていないようでありますけれども、また、この結果は前回の議会では公表しないと

いうふうなことを答弁されておりましたけども、これはこれとして、せっかく学力テストを実

施されたわけでありますので、文科省がやれといったからやりましただけでは、ちょっと物足

りないなと。その結果は、いずれ教育委員会や学校長に示されてくるわけでありますから、こ

の北杜市内で学校間の格差が出てくることと思われます。そうしたときに、低い学校はどうし

てなのかなと。やはり格差が広がらないことを、ひとつお考えをいただきたい。どういう手を

使ったかということをお考えいただきたいと思います。教育長、よろしくお願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 小清水教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 今年の４月の全国学力学習状況調査について、ただいま再質問をいただきました。 
 この調査の目的は、全国の義務教育の機会均等、それから水準向上のために児童生徒の学力、

学習状況を把握・分析することにより、教育の結果を検証し、改善を図るものであります。各

教育委員会、それから各学校等において、全国的な状況との関係において、みずからの教育の

成果を把握し、改善を図ることに、この調査はあると思います。教育委員会および各学校では、

文科省から言われたからということでなくして、各学校の状況が全国との検討関係が確認でき

るものとして、参加をいたしました。 
 調査結果の公表につきましては、基本的には個人学校、格差の比較をするものではございま
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せん。国全体の状況、都道府県ごとの公立学校全体の状況を把握して、公表することとされて

おります。学校間や個人間における比較は、できないことになっております。教育の成果を把

握して検証するためにも、必要な指導は各学校と協議をしながらしていきたいと思いますが、

学校間の格差、比較、そうしたもので公表するということは考えておりませんし、公表もされ

ませんから、それぞれの学校におきまして、今回の調査の結果に基づいたものを、できる範囲

の中で把握をして、今後の学習指導に生かしていきたいと、こんなふうに思います。よろしく

お願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 茅野光一郎君。 
〇３０番議員（茅野光一郎君） 

 今、答弁で分かりました。 
 今までの歴史的なことを聞いておりますと、山梨教育といったら、これは北巨摩のことです

よと。北巨摩の教育レベルというのは、非常に高かったということを年配の人たちから聞いて

いるわけです。私も、今現在どうかなということが気になるところでありますが、県内ではま

あまあ、北巨摩は成績がいいというふうに、感じとしては伺っております。これはちょっと公

表の問題もあるかもしれませんので、答弁は結構ですが、病院の格差につきまして、再質問を

させていただきます。 
 合併前の町村長の話し合いでは、この塩川病院と、あるいは甲陽病院、２つあるけども、こ

の市に２つ病院は難しいことだと。いずれは１つの方向にすべきではないかと、これが１つ。 
 それから、もう１つは甲陽病院と塩川病院、それぞれ病院の特徴を出した病院にしていただ

きたいという申し合わせ事項があったやに聞いておりますけれども、市長の見解をお伺いした

いと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 基本的には、先ほども答弁したとおりの流れですけども、病院の格差についてでありますけ

ども、合併協議の中において、将来的には２つの病院を統合し、より高度な病院として整備す

る必要があるとの意見があったことは、引き継いでいるわけであります。市民の医療の確保の

ため、これからも市立病院は経営基盤の安定と、さらなる経営改善に努めるとともに、経営の

あり方についても抜本的な見直しを行い、市民が安心して医療を受けられる体制づくりに取り

組んでまいりたいと考えております。 
 ２つの病院と２つの診療所があるわけですから、ある面では役割分担をということもあろう

かと思いますけども、そのへんを含めて、できるだけ早く検討してまいると。そしてまた、先

ほども答弁したとおり、民営という問題は、非常に地域医療を守る上においては課題があるよ

うな気がしますが、指定管理を含めた経営のあり方については、これからいろいろの機会を通

じるごとに、市民の意見やら関係者の皆さんのご意見を聞いていきたいと思っています。 
 医師確保が困難な状況の中で、甲陽病院では週２回ではありますが、小児科医の診療を行っ

たり、また消化器、外科は毎日の診療を行うなど、塩川病院にはない、特色ある専門外来診療

の充実を行っておりますし、塩川病院ではリハビリの関係等々でも、苦心をしておるところで

あります。 

 ３２



 また、先ほども答弁しましたが、高度医療機器につきましては、手術の医療機器の間で共同

利用を行うなど、効果・効率的な分担にも努めているところでありますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 茅野光一郎君。 

〇３０番議員（茅野光一郎君） 
 男女の格差について、再質問をさせていただきます。 
 武川町に男女共同参画推進センターの設置をするということで、計画していたわけでありま

すが、前回の市長の答弁で、それは２、３年後、延期するという考えが出ました。そこで市内

には合併によりまして、空いている建物、あるいは部屋等も出ているかと思います。そこで、

センターが設置されるまでの間、男女共同参画推進の専用場所を設けてやったらいかがですか。

これが１つです。 
 それから２つ目は、今、女性を幹部に登用する動きが全国で広がってきているわけでありま

す。男女雇用均等法が施行されまして、２０年が経過してまいりました。女性が幹部に昇格す

る年齢になってきたということも言えるかと思いますが、おとといの朝日新聞ですか、民間で

は、例えば全日空だとか松下、あるいは日本ＩＢＭ、資生堂、トヨタ、こうした一流の会社は

数値目標を掲げて、そして女性の幹部を増やす取り組みをしてきております。市の管理職職員

のうち、女性が占める割合が分かりましたら、どのくらいになっているか、お答えをいただき

たいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 男女共同参画推進のお話でありますけども、ご承知のとおり、県も峡北地域に女性センター、

また女性プラザなる構想があったわけであります。そして私どもも北杜市として、武川町から

言ってみれば地域交流プラザなる課題も引き継いだわけであります。この抱き合わせ事業を一

時考えまして、議会でもご説明したわけでありますけども、財政事業をはじめとして、大変厳

しい状況であるから、平成２２年度以降、延ばしてほしいと、こういう経過があるわけであり

ます。総合支所には議場とか空き部屋とか、分かりやすく言えばですね、あるわけでありまし

て、男女共同参画推進員の皆さんと相談して、そのような空き部屋等々が代用的にできるかど

うかは、今後、検討していきたいと思います。あとのことは、部長のほうから答弁いたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 総務部長。 
〇総務部長（坂本伴和君） 

 女性職員の幹部への登用率はというご質問でございますが、誠に申し訳ありませんが、登用

率につきましては、現在、数字を持ち合わせておりません。ただ本庁・支所の課長、それから

保育士の保育指導監、それから保健師の保健指導監、それから等々、約２０名ぐらいではなか

ろうかと思いますが、数字、率につきましては、後日、お示しをさせていただきたいというふ

うに考えております。ご理解をお願いいたします。 
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〇議長（小澤寛君） 
 茅野光一郎君。 

〇３０番議員（茅野光一郎君） 
 急な質問ですから、のちほど調べておいていただきたいと思います。 
 使用料の格差について、再度質問させていただきます。 
 先日、市長はここで所信表明をされたわけであります。そのとき、市営住宅の家賃を１年以

上滞納している人、それからまた支払う意思を示さない悪質な入居者には、訴訟に踏み切る考

えを示しました。税金と違って滞納処分とか、あるいは退去の強制執行はできないので、訴訟

はやむを得ないと思いますけれども、ただ、これに類する上水道や下水道、そういった使用料

の滞納、あるいは保育料、給食費、医療費のそうした滞納の、何度督促しても入れてくれない

というものについてはどのように考えているか、ご答弁をお願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 生活環境部長。 

〇生活環境部長（柴井英記君） 
 茅野議員さんの、上下水道使用料の滞納の関係のご質問でございます。 
 現在の対応につきましては督促状、ならびに催告状の対応は当然しているわけでございます

が、滞納額も年々増えている状況にございます。そんな中で担当、総合支所、本庁、共同しま

して滞納整理課を設けて対応しているところでございますが、今後につきましては、北杜市の

簡易水道給水条例３５条の中にも給水を停止することができると、できる規定もございますの

で、今後につきましては、給水停止処分を行う場合の取り扱い要綱を定めて、対処していきた

いと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 茅野光一郎君。 
〇３０番議員（茅野光一郎君） 

 上水道の回答はいただきましたが、さっき言った、それらの問題につきましては、ひとつご

検討もいただきたいと思います。 
 財政についてでありますけれども、大都市と地方の格差を少しでも縮小しようと、ふるさと

納税制度が今、話題になっております。これは個人の住民税の一部を、その人が育ったふるさ

とに納税する制度でありますけれども、ご承知のように大議論が起こっているわけであります。

わが市長は、この制度をどのように考えられているか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 ふるさと納税制度でありますけども、議員ご指摘のとおり、自治体の税収格差の是正策とし

て、今の菅総務大臣が提唱しているわけであります。個人住民税の一部を生まれ育ったふるさ

とに納めることができる制度で、都市部に住む地方出身者の思いを表現する制度であり、私も

個人的にはぜひ実現してほしいと思います。 
 併せて、やはり日本は絆社会だと思います。だから、ときにふるさとを愛する、ふるさとを

思う気持ちを税で取るというのも、ある面では日本人的でおもしろいではないかというふうに
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思っています。また総務省は、６月１日にふるさとに対する納税者の貢献等が可能となる制度

の実現に向け、ふるさと納税研究会を立ち上げて、ふるさとの定義および納税率など、寄附金

税制の拡充を求め、検討に入ったところでありますので、今後の研究会の推移を注意深く見守っ

ていきたいと思います。 
 先ほど来から、茅野議員が北杜クラブを代表して、格差という問題を中心に質問していただ

きました。私の格差の思いを、ちょっとせっかくだから、急いでお話しさせていただきたいと

思いますけども、戦後の民主主義は、日本はやっぱり弱者救済が原点であったと思います。だ

から国土の均衡ある発展だとか、あるいはまた地域間格差をなくすということが、政治の原点

であったような気がします。そういう意味からすれば、格差のない社会をつくる、隔たりのな

い地域をつくるということは、非常に大切なことだと思いますし、議員もそういう角度で、ずっ

と質問していただいたわけであります。しかし、現実は昨今、永田町や霞ヶ関でも平気で格差

という活字が見え隠れしているわけですから、私ども地方としても、北杜市としても、合併し

た北杜市、全力で地域力を高める必要があると、そんな思いで頑張っていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 茅野光一郎君。 

〇３０番議員（茅野光一郎君） 
 今の格差の問題、あるいは再生の問題、いずれも難しい課題でありまして、ご親切にご答弁

をありがとうございました。 
 私は、体に例えるならばスリムで筋肉質の市の運営、また財政構造をつくり上げていただき

たいと思います。そんなお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 
〇議長（小澤寛君） 

 茅野光一郎君の質問が終わりましたので、これから関連質問を許します。 
 鈴木孝男君。 

〇４０番議員（鈴木孝男君） 
 格差についてと財政についての２問を、関連で質問させていただきます。 
 先ほどの茅野議員の質問の中にも、使用料という形で出ておりましたが、私は別荘と一般住

民、ここで取り上げますのは、高根町の水道料金の裁判の結果、皆さんが知るところでござい

ますが、過日、環境課でのお話しを伺いますと、還付する対象が２，０９２人、２，０９２口

とでもいうんでしょうか、還付対象が、僕は驚いているんですが、高根町の戸数が全体で３，

６００何がしだと思うんですよね。そのうちの２，０９２口というのが、私には理解できない

わけでございますが。そして平成１０年、１１年ごろですから、移転してきた、住民票さえな

ければ、これは別荘というカウントをしているんではないかなという気もするんでございます

が、そして住民が還付を受けるということでございますので、還付をもらった人は異議の申し

立てはしないわけでございまして、そこのところの、要は２，０９２という、この数字が合っ

ているのか、合っていないのか。それから、本当にこれが別荘で、５千円もらっていたのかと

いう、その判断が分からないから、私どもも計算しようにも、分母と分子が分からないもので

やりようがないんです。 
 これはあとでちょっと、お答えいただきたいと思いますが、それからあと１点、財政につき

 ３５



まして、お聞きいたしますが、非常に厳しい状態の北杜市でございますが、財政的に見て合併

特例債、平成１６年度から使っておるわけでございますが、今、平成１９年度の末になります

と、３５億円からの合併特例債を使うことになるわけです。これに対しても特例債、３年の据

え置きですから、今年度から支払いが出てくるわけでございますが、先ほどもおっしゃいまし

たように、非常に経常経費というものを削っていかなければならない北杜市でございます。そ

して見るからに、物件費を見れば横ばい、ただ問題があると思うのは、人件費というものに対

して、市ではどのような方策をとっているのか。あるいは、とろうとしているのか。その点で

結構でございますので、お答えいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 生活環境部長。 

〇生活環境部長（柴井英記君） 
 議員さんの、高根町の水道裁判の還付に関わるご質問でございます。 
 対象世帯の把握についてでございますが、把握につきましては、対象者の過去８年間の収納

状況調定一覧表を収納簿およびシステム管理で確認して、対象者の把握をしているところでご

ざいます。住民基本台帳に登録されていない住民ということで、カウントしているところでご

ざいます。よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 後段の答弁をお願いします。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 鈴木議員ご指摘のとおり、合併した北杜市も財政が厳しいことは、いまさら言うまでもない

わけでありまして、経常経費の削減等々にも全力で当たっていますし、物品購入等々について

も十分意を注いでいるところであります。また、人事的においても合併した北杜市が、ときに

１２０人、１３０人多いというお話しについても、適正化計画で着実に減らしておりますし、

こういう機会で言っていいかどうか分かりませんけども、職員も５８歳役職停止という厳しい

人事も行っているところであります。 
 また、いろいろの機会あるごとにやっておるわけでありますけども、ただ、ご理解していた

だきたいのは、北杜市が１２０人、１３０人多いぞといっても、市役所が１個になった姿とし

て１２０人、１３０人多いということでありまして、現実の北杜市は、合併した北杜市が役場

を９つ持っているというのが実際の姿であるわけでありまして、職務的には相当、職員の過労

になっていることも確かであるわけであります。職員飽くことなく、全力で市民の期待に応え

ているわけでありまして、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 総務部長。 
〇総務部長（坂本伴和君） 

 人件費につきまして、現在、実施している方策等につきまして、お話をさせていただきます。 
 まず行政職の給料表の見直しをいたしまして、現在、平均で４．８％の減額ということになっ

ております。また１７年度には、９級制の給料表を７級制に変更してございます。それに伴い

まして、昇給時期が今まで、まちまちだったわけでございますが、年１回、１月１日というこ
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とで昇給時期を統一しております。また、平成１８年から２１年までには一号法抑制するとい

う形の中で、職員の皆さまにご理解をいただくというところでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 鈴木孝男君。 

〇４０番議員（鈴木孝男君） 
 環境部、あとで結構ですから、資料だけいただけたらと思いますので、よろしくお願いいた

します。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 小林保壽君。 

〇２７番議員（小林保壽君） 
 北杜クラブの代表質問の茅野光一郎議員の代表質問の関連で、質問をいたしたいと思います。 
 どのような例えをとって説明をしたらと思いまして、今朝ほど新聞を見ましたところ、ゴル

フが出ておりましたので、私の一番得意な分野ということで、ゴルフの点から説明をさせてい

ただきます。 
 先週末に、メジャーでございます、全米オープンというものがございました。ここで優勝し

たのはアルゼンチンのカブレラという選手でございますが、これは５オーバーという、パー

７２を４回ある、２８８からいくつオーバーを出すか、アンダーを出すかというのが、このパー

ということですが、これはペンシルベニアのオークモント・カントリーという、世界でも屈指

の難コースです。ここで、５オーバーで優勝をしたということなんですが、これは２年連続

５オーバーなんですね。それまで過去３０年間、このオーバーパーというのはなかったんです。

つまり、コースが非常に難しくなってきた。このゴルフから何をという疑問ではありましょう

が、難コースというのは現在の北杜市の財政、そしてプレイヤーが市長であり、われわれ市民

であるわけです。つまり、どのような素晴らしいプレイヤーでも、カブレラ、タイガー・ウッ

ズ、素晴らしいプレイヤーでも、これはオーバーパーになるんだという難コースを今、北杜市

はプレイをしていると、このような状況にあるんではないかと思うんです。 
 つまり、北杜市７カ町村の合併協で検討いたしました決定事項、３、４年経っていますよね、

その合併協からは。その場で現在、どのように違ってきているのか。つまり補助金交付金、税

収等、すべてが減収しているわけです。この中で、どのようにプレイをしていくかということ

が、現在の課題なんですね。北杜市の職員が、毎日のように残業問わず頑張っていることは、

私ども議員もよく知っております。しかし、このことを５万人の市民に知らせ得る手段を、も

うちょっとはっきり、現在８カ町村ですが、７カ町村の合併協の先人たち、つまり先代市町村

長たちへの配慮もあろうかと思いますが、はっきりとした示し方が必要だと思うんです。 
 現在、若者の間の言葉で「ぶっちゃけ」という言葉があるんですね。これはうそ隠しごとな

く、つまりありのままを伝えようではないかということが「ぶっちゃけ」だそうです。市長は、

先代市町村長への配慮が非常に深く、つまり現在の北杜市のありのままの状況をしっかりと伝

えるということに遠慮をしているんではないかと思うんですね。これは、現在の置かれた立場

を、北杜市５万人の市民に伝えて、この難コースに北杜市の市民を連れ込むことが必要ではな
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いかと思うんです。つまり、私ども北杜クラブでは、以前にも千野秀一議員が広聴広報という

ことについて、質問いたしました。つまり、市民に知らしめる、その方法、このことが必要で

はないかと思うんですね。合併協で非常に、ニンジンをぶら下げて馬を走らせる、飴をくれて

というような形のものが多かったわけなんです。みんな夢を見て合併をして、今、落胆をして

いる。合併しないほうがよかったんではないかというのが市民の声なんですね。白倉市長が悪

い、挙句の果てには議会が悪い、こういった形の声が聞こえてくるんです。つまり、これは現

在の状況を、ぶっちゃけ説明する必要があるんではないかと思うんですね。 
 つまり貸借対照表、バランスシートではありませんが、合併協のときのはこうでありました

よ、しかし現在の北杜市はこうですよという対照表みたいなものを、はっきりと発行して、こ

れからこうしていきますよというような位置づけが、必要ではないかと思うんです。この広報

活動について、これから力を入れていっていただけるのか。そうではないと、やっぱり北杜市

民は、まだ知らない部分がたくさんあるんですね。そういったことを、はっきりと市民に知っ

ていただく、深く知っていただく。 
 先ほど、茅野光一郎議員の質問にもありましたように、聖域なく大検討をという、この聖域

なくという部分を強調し、やはりできないものはできない、やるべきものはやるという、しっ

かりした方向が必要ではないかと思うんです。このことについて、やはり北杜市民を、この難

コースに引き込む、こういったことについて、どのように考えているか。これからどうしてい

くのか、いわゆる対照表みたいなものが出たら、市民に分かりいいんではないかと思うんです

が、市長の答弁をお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 合併した北杜市がいろいろな意味で評価されるのは、それぞれの角度であろうかと思います。

ただ、この合併しなかったほうがよかったという議論に対しては、合併して苦しいかもしれな

いけども、合併しなかったならば、もっと先が見えないという現実だけは確かだと思います。

そのへんをまず大前提に、いろいろな意味で議論してほしいなと思っています。 
 別に、前の町村の時代の配慮とかなんとかということでは決してないわけでありまして、私

も合併した市長として、私なりに先の見える北杜市を、そしてまた、合併した北杜市の礎を築

けるよう、これからも全力で頑張っていきたいと思いますし、今、議員ご指摘のような内容に

ついては、これから機会あるごとにご説明もし、市民の理解を得ていきたいところであります。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 保坂多枝子君。 

〇１４番議員（保坂多枝子君） 
 男女の格差というところで、ご質問させていただきたいと思います。 
 先ほどのご答弁の中で、行政で直接関与ができる部分の格差是正については、しっかりとし

たご答弁をいただきましたが、地域社会、もっと身近なところにおいては、女性の果たす役割

というのが、非常に限定されております。例えば組長だとか、それから班長、それから公民館

の主事だとか公民館長、また学校関係のＰＴＡの会長とか、体育後援会の会長といった、そう
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いったところの役職も、非常に女性という姿が少ない。その中で、また地区の総会といったふ

うな、本当に身近なところでも男性がほとんどでありまして、女性の不参加というところもあ

るんですが、その中でも代理で出席する、「私はちょっと、今日は代理で来ているんです」とい

うふうな雰囲気もございまして、そういった住民の中のイメージづくりとか、きっかけづくり

に対して、行政としても働きかけていただければということも必要ではないかと考えておりま

す。 
 そこで、先ほどから出ております、この男女共同参画推進員への活動のバックアップ、そし

てまた支援体制をもう少し強化していただきたいということで、質問をさせていただきます。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 総務部長。 

〇総務部長（坂本伴和君） 
 保坂議員の地域における女性の進出が非常に少ない、男女共同参画推進員のバックアップを

する中でというご質問でございますが、各地域におきましては、非常に女性が少ないという現

実がございます。また女性の方も、先ほど申されましたように、例えば積極的に区の役員さん

ですとか、そういうところへ出ないという方も現実にはいらっしゃるわけでございます。この

件につきましては、男女共同参画推進員の皆さまにもいろいろなご意見をいただき、また区長

会等々でもいかがでしょうかというようなご提言をさせていただく中で、より多くの女性の

方々が地域に貢献できるような形を考えてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 保坂多枝子君。 
〇１４番議員（保坂多枝子君） 

 地域のことですから、とても関与が難しいかなとは思いますが、市としてのそういう雰囲気

づくり、バックアップの体制というのをぜひお願いしたいというところで、お話をさせていた

だいたんですが、あと女性が社会参加をするにつけては、資質だとか能力を高めるということ

も非常に大事なことでございまして、県だとか女性センターだとか、いろいろな機関で女性の

そういう能力アップ、パワーアップを図っているという学習の機会がございます。そういった

ものに対しての市の事業とか、市のなんらかの関係で、連携を持っていくということも大切で

はないかと考えます。その連携体制について、ご答弁いただけたらと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 総務部長。 

〇総務部長（坂本伴和君） 
 市と、そういう関係の連携体制ということでございますが、ちょうど、私どもの今の現状と

いたしましては、男女共同参画推進員さん方との連携が一番太いといいますか、多いわけでご

ざいますが、その点につきましても、そういう席でご相談をさせていただく中で、どのように

行政がバックアップしたり、連携ができるかということのご意見をいただく中で進めていきた

いというふうに考えています。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
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 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで、北杜クラブの会派代表質問を終結いたします。 
 時間は少々早いわけですが、次の議事運営の都合上、ここで昼食のため、休憩をいたしたい

と思います。 
 午後は、１時から再開をいたしたいと思います。 

休憩 午前１１時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（小澤寛君） 

 再開いたします。 
 ここで、先ほどの３０番、茅野議員の再質問であります女性の管理職の登用率等について、

総務部長から答弁の申し出がありましたから、ここで答弁を許します。 
 総務部長。 

〇総務部長（坂本伴和君） 
 先ほどの再質問の中で、女性の管理職への比率ということでございますが、本庁・支所にお

きましては、管理職９５名のうち１８名で１８．９％。それから病院ですが、３２名中１５名

で４６．９％。トータル１２７名のうち３３名で、２６％でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上、ご了解をいただきたいと思います。 
 次に、市民クラブの会派代表質問を許します。 
 市民クラブ、２２番議員、小林元久君。 
 小林元久君。 

〇２２番議員（小林元久君） 
 市民クラブの代表質問を行います。 
 ６月定例会にあたり、市長は定例会所信表明の中で農業振興を図るため、明野の畑地帯総合

整備事業の永井原工区内へ、株式会社日本農園の誘致に働きかけ、その目処が立ってきたとの

明るいニュースを届けてくれました。また、市長と語る集いについては、市民の声を広く市政

に反映させるべく、市民も自由に参加し、意見・発表できるような改革を検討していることも

併せて表明されました。そのほかにも少子化対策、観光振興などの諸施策のほか、増え続ける

市営住宅使用料滞納者対策として、負担の公平と管理の適正を図るため、抜本的な滞納整理に

取り組む姿勢を示しました。 
 一方、最近、新聞やテレビで大きく取り上げられた保育料や農業集落排水処理施設の使用料

の誤徴収問題、旧町村の問題ではありますが、発覚から今回の発表までに長い時間を要し、事

務処理のずさんさや職員のモラル低下も疑わざるを得ない、極めて残念な出来事です。今、大

騒ぎになっている年金問題同様、同じようなミスを再発させないためにも、組織改革を急ぎ、

市民の信頼を回復しなければなりません。市長には難しい舵取りを求められる市政運営ですが、

本日は市民クラブを代表して、５項目について質問します。 
 はじめに北杜市の財政について、いくつか伺います。 
 まず、三位一体改革が本市の財政に与えた影響について伺います。 
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 平成１６年度から平成１８年度にかけて、三位一体改革により国全体として国庫補助負担金

については４．７兆円を廃止・削減し、そのうち国から地方へは３兆円を税源移譲しました。

また、同時に５．１兆円の地方交付税を削減しています。 
 ところで、地方に税源移譲された３兆円は、１８年度までは所得譲与税として国から地方に

譲渡されています。１９年度からは、所得税から個人住民税へ税源移譲されました。ちなみに、

本市の所得譲与税は３年間で５億９，２００万円余でした。また廃止・削減された国庫補助金

４．７兆円と税源移譲される３兆円との差１．７兆円については、交付金という新しい形で国

から地方へ交付されるものが０．８兆円、廃止されたものが０．９兆円となり、スリム化の名

の下に、今まで地方へ交付された国庫補助負担金が削減される結果となりました。 
 さてそこで、三位一体改革が本市にもたらした影響を本年度予算ベースで伺います。 
 １．本年度からスタートした税源移譲により、本市の個人住民税はいくら増えたのか。また、

国庫負担金のうち児童手当、児童扶養手当、義務教育国庫負担金等の国負担率の低下に伴

う、本市の負担増はいくらぐらいでしょうか。 
 ２．本年度から導入された新型交付税算定により、本市の普通交付税は従来の算定による交

付税額と比較して、どのように変わるのか、試算があれば示してください。 
 ３．上記１、２のトータルで、三位一体改革が本市の今年度財政収支に与えた影響は、金額

にしていくらぐらいと見込まれるのか、伺います。 
 次に、本市は平成１８年度実質公債費比率が１８．０％となり、新たな地方債の発行に際し

て、県知事の許可が必要になる許可団体となりましたが、それに伴い、北杜市が山梨県に提出

した公債費負担適正化計画について、いくつか伺います。 
 １．計画期間を平成１８年度から平成２４年度の７年間とし、また地方債の発行にかかる実

質公債費比率が１８．０％を下回る目標年度を平成２５年度としているが、期間中発行す

る新規の地方債はいくらぐらいを想定しているのか。また、最終年度である平成２４年度

末の地方債残高は、どのぐらいを予定しているのか、伺います。 
 ２．平成１８年３月に策定された北杜市財政改革アクションプランに掲げられた、北杜市の

硬直化した財政構造の抜本的な改革を図り、弾力性を回復するための財政健全化計画の策

定が進められているが、健全化計画と適正化計画の整合性をどのように考えるのか。また、

一日も早い策定が求められている、健全化計画の策定作業の進捗状況と策定時期も併せて

伺います。 
 ３．昨年１２月に議決された北杜市第１次総合計画は、多くの市民参加のもと、また市民の

意識調査結果も反映する形で策定されました。したがって、市民の期待する計画となって

いると理解しております。 
 ところで、この大事な計画を絵に描いた餅とさせないためには、施策の具現化を裏づける財

政措置が必要です。ところが、本市の財政状況は施策の絞り込みを最優先する緊縮財政であり、

公債費負担適正化計画の実行が待ったなしであります。 
 そこで伺います。 
 総合計画に盛られた、さまざまな施策の実施に伴う資金需要の増加と、もう一方で適正化計

画実施に伴う新規起債の抑制や繰上償還資金の確保など、財源の絞り込みという財政面で相反

する２つの計画を抱えることになりますが、財政運営上、整合性がとれるのか伺います。 
 次に大変厳しい財政運営が求められる本市でありますが、行政需要に基づき、優先順位の高

 ４１



い事業は実施しなければなりません。そこで、これから事業実施に伴う事業資金の調達につい

て、伺います。 
 これまで、国が国債を発行して調達した資金を、地方自治体は事業資金として借り入れてい

ましたが、地方分権の推進により自力で調達することが求められるようになりました。ところ

で、平成１４年から地方公共団体で発行が始まった地方債の一種に住民参加型ミニ市場公募債

があります。発行の目的は、まちづくりに対する市民参加意識の高揚を図ることと、事業資金

の調達です。地方分権が進展する中にあって、地方公共団体が活用され始めていると同時に、

その重要性が高まっています。 
 対象事業の制約は特にありませんが、市民の賛同を得られやすい環境保全や保健、医療、福

祉等の施設整備事業に人気があります。償還は５年満期一括返還と短期ですが、借り換えによ

り１０年の償還が一般的です。国が示す平成１９年度の地方債計画の中でも、地方債資金の確

保対策として、市場公募地方債の拡大などによる市場化の推進が疑われ、住民参加型市場公募

債、発行目標額３，５００億円と発行団体数、目標を平成１８年度実績、１１０団体から１３０団

体へと拡大を掲げています。 
 さて、本市でも資金調達手段の多様化として、この公募債へ取り組みを検討する必要がある

と考えますが、見解を伺います。また公募債の購入である、市民の理解を得るために、市の財

政状況を分かりやすく、開示する必要があります。そのためには市が財政白書をつくり、公開

することが近道であります。併せて、伺います。 
 財政問題の結びに、先般発覚した旧須玉町の保育料算定錯誤と明野町、武川町の農業集落排

水事業における公共枡接続、先に使用料徴収問題について、市長は関係者をはじめ市民に対し

て説明責任を果たすとともに、再発防止に向けての対応を示すべきと考えますが、その見解を

ただします。 
 また、保育料の誤算定や条例にない使用料徴収など、行政に携わるものの緊張感を持った執

務体制と相互のチェックシステムがあれば、防げた問題であります。大変な迷惑をおかけした

保護者の皆さまや利用者の皆さまに、私ども議員もお詫び申し上げるととともに、失われた信

頼を取り戻すべく職務に精励する所存であります。 
 その２、高齢化社会を迎えた福祉の現状と、その対応について伺います。 
 第１番目として、平成１７年に改正介護保険法が施行され、介護予防重視の制度となりまし

たが、現状について、以下４項目について伺います。 
 １．要支援を含め、介護制度の状況はどのようになっていますか。 
 ２．認定基準改正で要介護区分でより軽度、より重度に変更される傾向はありますか。 
 ３．介護認定率は、介護保険利用者全体に対して県全体では１４．８％、北杜市では１２．

６％です。一方、高齢化率は県全体では平均２１．３％、北杜市では平均２８．１％と北

杜市が高いにもかかわらず、認定率は北杜市のほうが低くなっています。この数字をどう

分析しますか。 
 ４．介護認定を受けても、介護保険料を利用しない状況はどうなっていますか。 
 ２番目として、介護予防の対応について、以下３点を伺います。 
 １．委託事業で、介護予防として地域で支え合うボランティアの協力によるお楽しみ給食や

配食、はつらつシルバーサロン事業などの状況はどうなっていますか。 
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 ２．積極的に働きかけをしないと、要介護状態となる可能性の高い高齢者に実施している、

ふれあい広場事業のプログラムの内容と参加状況はいかがですか。 
 ３．包括支援センターの運営状況と社会福祉士の活動実績はどうなっていますか。 
 ３番目として、介護報酬について、以下２点を伺います。 
 １．訪問介護事業の最大手コムスンが事業所指定を不正に取得し、介護報酬を不正に請求し

た事件がメディアに大きく取り上げられていますが、北杜市の利用者に影響はありますか。

あるとしたら、具体的にどのような内容でしょうか。 
 ２．請求審査について、北杜市として今後の対応に具体策はありますか。 
 ４番目として、地域密着型サービスについて、伺います。 
 市遊休地を借り受け、民間の力で小規模多機能型居宅介護施設が開所しました。このことは

市民には喜ばれ、市にとっても有効な資産運用だと思いますが、今年度にも同様の計画はあり

ますか。 
 最後に障害者自立支援法が施行後１年が経過しましたが、現状での問題点はありますか。 
 さまざまな障害を持った方と行政・地域、その他関係機関の相互協力なしには自立という本

来の姿にはなり得ないと考えますが、関係機関により構成する地域自立支援協議会の開催状況

はどうなっていますか。 
 次に給食センター建設計画について、市長、教育長に伺います。 
 北杜市学校給食センター整備計画委員会は、平成１９年２月７日に北杜市教育委員会から諮

問された３項目について、去る５月２２日に答申をしました。 
 諮問された内容は、１．北杜市立小中学校の給食センターの適正配置に関すること。２．北

杜市立小中学校の給食センターの建設候補地に関すること。３．北杜市の地産地消に関するこ

との３項目です。 
 １年前の３月定例会で、突然２，５００食の給食センターの設計業務費が計上されたことに

端を発したこの問題は、はじめから給食センターありきでした。約２，６００万円の設計業務

費を文教厚生常任委員会で審議した際には、センター建設は１カ所に限らないことという注文

が付いたことは、ご承知のとおりです。 
 その後、保護者を中心とした多くの市民が、２，５００食の給食センター建設には疑問があ

ると考え、建設の中止を求めたり、２カ所にこだわらず、学校の統廃合も視野に入れながら、

十分に時間をかけて検討すべきだとする請願が出され、またＰＴＡからも２カ所の給食セン

ターではなく、現施設の存続を強く希望する旨の意見書が出されるなど、教育委員会が進める

給食センター計画への理解を得られたとは言えない状況が続きました。 
 文教厚生常任委員会では、昨年８月２３日に開かれた北杜市学校給食調理場運営委員会を傍

聴して、危機感を持った市民から出された請願を全会一致で採択するなど、議会でも教育委員

会の進めには疑問を呈してきました。この北杜市学校調理場運営委員会では、それまでの教育

委員会の説明に整合性がないということが明らかになっています。 
 例えば、現職の栄養士さんが、今の調理場でも２時間以内の喫食はクリアされていないこと

や１カ所だけでなく２カ所、３カ所にセンターを建設したらどうなるのか検討が必要だなど、

さまざまな問題提起や提案をしております。また、この日の調理場運営委員会では、教育委員

会の給食センター建設計画に対する考え方に、大きな欠陥があることも判明しました。 
 昨年３月９日に開かれた文教厚生常任委員会で、教育長は検討委員会を立てる気持ちはない、
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北杜市学校給食調理場運営委員会で諮っていきたいと言っていますが、その調理場運営委員会

で委員の１人が学校給食調理場運営委員会は、給食施設の建設に関する検討委員会なのかと確

認したことに対して、教育委員会総務課長は明確に、あくまでも調理場の運営委員会だと答え

ています。教育長が検討委員会だと位置づけていた調理場運営委員会その委員会を、その部下

が否定したということになります。教育委員会は、この検討委員会を立ち上げざるを得なかっ

た理由は、文教厚生常委員会が全会一致で採択した請願の内容に配慮したものにほかなりませ

ん。教育委員会の考え方には、一貫性がまったくないと言わざるを得ないことだと思いますが、

このことを市長はどうお考えでしょうか。 
 北杜市学校給食センター整備検討委員会が、２月７日の第１回から５月１６日の第７回まで、

約３カ月半の間に７回の会議を重ねて出された答申は、この検討委員会が設置される以前に教

育委員会が示した計画をそのまま踏襲したものとなっており、市民の疑問や懸念に対する十分

な配慮がされているとは言いがたく、議会が採択した請願の内容もきちんと反映されていると

は思えない内容だと言わざるを得ません。 
 また、この答申をまとめるのに参考にした建設費の試算は、都留市のものであるという報告

が教育委員会からありましたが、答申そのものも今年２月２日に、都留市学校給食整備検討委

員会が都留市長に提出した答申の文面と、学校数や生徒数など固有部分以外については一字一

句までほとんど同じ内容となっており、およそ北杜市学校給食センター整備検討委員会が独自

に考えられた文面とは思えないものです。 
 給食センター建設計画の根底には、児童生徒数の減少があるということは、今までの教育委

員会の度重なる説明の中にも明白です。当然、小中学校の統廃合の検討と給食センター計画は

密接にリンクし、少なくとも並行して議論すべきではないかと考えます。 
 こうした意見について、教育委員会は第４回の会議の中で、１９年４月には小中学校適正規

模審議会を立ち上げ、２年を目処に極力答申をもらいたいとしているにもかかわらず、今回の

答申の中には、５年や６年で決着するとは考えにくくと決め付けています。ここにも教育委員

会の考えに一貫性がないということが分かるばかりか、そもそも、これは検討委員会の判断で

はなく教育委員会の見解で、ですから答申の中に教育委員会の見解が盛り込まれることはあっ

てはならないことだと思いますが、市長の見解を伺います。そして、このような経緯を経て出

された答申を、北杜市民はすんなりと受け入れることができるでしょうか。市長、教育長の見

解を伺います。 
 市民クラブとして、議会が採択した市民からの請願に応えるためにも、今回出された答申を

鵜呑みにすることなく、どういう結論が子どもたちの給食にとって、よりよい結果になるのか。

そのためにはどうしたらいいのか。そういった議論を進めていく必要があると考えます。その

過程において、小中学校の統廃合は視野に入れざるを得ません。高根や須玉の調理場の老朽化

が進み、早急に手を打たなければならないというのであれば、将来の学校統廃合をある程度、

想定したケースに対応できるような、必要最低限の調理場をまず整備し、残りは統廃合で、現

実のものとして見えてきてから整備するのが、柔軟な対応をすべきだと考えますが、そうすれ

ばはじめに２千食の施設を造って、半分近くの施設や調理器具を遊ばせるような無駄をしなく

て済むと思いますが、そうした考えはできないものでしょうか。市長、教育長にお尋ねいたし

ます。 
 次に地域委員会について、伺います。 
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 平成１９年度の地域委員会の予算は合計１億３，９５０万円となっていますが、例えばある

地域委員会では環境監視員巡回事業費５０万円、学童安全パトロール費６０万円、高齢者いき

いき体力測定事業４５万円など、本来行政が主体となって取り組むべき事業に対する予算が計

上されています。他の地域委員会にも事業名は違うかもしれませんが、同じようなケースがあ

り、設置条例第４条の１から３項に定められた権限と、運営要綱２条のアからカまでの乖離が

大きく、要綱で定められた内容だけが一人歩きをし、本来の任務が果たされていないのではな

いでしょうか。 
 このような地域委員会の予算計上や事業計画に各支所がどのように関わり、どのような指導

や助言がされているのでしょうか。また、委員の選出も公共団体を代表する者、学識経験者な

どの基準が今ひとつはっきりしていません。 
 こうしたことをふまえ、以下５項目について、市長の見解を伺います。 
 １．設置条例４条と運営要綱２条との乖離をどう考えますか。 
 ２．各事業はどのような方法で決定していますか。諸団体や市民の要望などは、どのように

扱っていますか。 
 ３．各事業の実施状況はどうなっていますか。行政の仕事との区別は、明確になっているの

でしょうか。 
 ４．地域密着の委員構成になっていないとの指摘があるようですが、そういう声を把握して

いますか。地域委員会の予算の使われ方や、事業の進め方に対するチェック体制はあるの

でしょうか。 
 最後に河川敷の管理および防災対策について、伺います。 
 北杜市は広い土地を有し、山あり川ありのまさに山紫水明です。昔は川原といえば、水の流

れがきれいで、石があり、砂があり、その水辺で子どもたちが遊んだり、小魚を獲って遊んだ

姿があったものですが、最近の川原は雑木や雑草が背丈ほどに生い茂り、ゴミなどがあって、

川原に入ることすらできなくなったところが増えています。こうした川原に対し、これから台

風シーズンを迎え、いろいろな対策を考えていく必要があると思います。 
 昭和３４年８月１４日の台風による武川筋を流れる釜無川が氾濫し、住民が死亡し、家屋が

流出するという災害がありました。また、昭和１８年９月５日には長坂町小荒間地区を流れる

高川の山津波による災害が起きましたが、これは川に雑木が茂ってダム化したものがやがて決

壊し、土石流を引き起こしたものだと言われています。このような災害が周期的に起き得るこ

とを後世に伝える碑が、三分一湧水の一画に建てられています。 
 北杜市は自然環境を誇り、人と自然と文化が躍動する環境創造都市を目指しています。市長

は以前、峡北漁業組合の組合長を務めたと聞いています。それだけに、川に対する思いは人一

倍でしょう。そのようなことをふまえ、以下、見解を伺います。 
 １．国・県の管理している河川に対して、市は防災対策も含め、どのような対応をしていま

すか。 
 ２．市で管理している準用河川が２０河川、総延長３万４，２００メートルあります。この

中には地区で管理しているところもありますが、市は毎年どのくらい管理しているでしょ

うか。河川に繁茂する膨大な雑木、雑草を一度に除去することは困難です。今後、計画的

に除去作業をすべきと思いますが、その計画はありますか。 
 以上、市民クラブの代表質問を終わります。 
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〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 小林元久議員の、市民クラブの代表質問にお答えいたします。 
 まず北杜市の財政について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に財政健全化計画の策定についてでありますが、財政健全化計画は公債費負担適正化計

画との整合性を図りながら、今年度策定してまいります。しかしながら、その策定には病院の

経営改善や上下水道事業の受益者負担の適正化など、ほかにも検討すべき多くの課題がありま

す。できるだけ早期に、議員の皆さんのご協力をいただき、市民の皆さんにご理解を賜りなが

ら解決の道筋をつけ、それらをふまえた計画を策定してまいりたいと考えております。 
 次に総合計画の財源的裏づけでありますが、実施計画に掲げた３年間の総事業費は必ずしも

拡大しているわけでありません。したがいまして、その都度、予算編成の中で財政状況をふま

え、事業内容を精査し、創意工夫することで、十分、他の計画と整合性が図られるものと考え

ております。 
 次に事業資金の調達方法についてでありますが、住民参加型市場公募債は応募者の確保や発

行コストがかかるなどの課題があり、資金調達の手段としては当面、考えてはおりません。公

共施設の建設事業など、起債としての要件を満たした上で、市民の皆さんの賛同が得られる適

当な事業があれば、行政への参加意識を高める観点から検討したいと考えております。 
 なお、市民への財政状況の開示につきましては、これまでも広報やホームページを通じて行っ

ておりますが、今後もより分かりやすくなるよう工夫を凝らし、またその機会を増やしてまい

りたいと考えております。 
 次に保育料算定錯誤と農業集落排水使用料徴収問題についてでありますが、平成１４年度か

ら平成１６年度の旧須玉町保育料誤算定の今後の対応につきましては、補正予算議決後、該当

する保護者の皆さんに謝罪文をお送りし、７月中には直接訪問して、保育料算定の誤りについ

て誠意を持って謝罪、ならびに内容をご説明し、ご理解いただけるよう努力してまいる所存で

あります。 
 先ほど、議員から厳しいご指摘もあったわけでありますけども、限られた職員数の中で、か

つ通常業務に支障を来たさないよう調査をしたため、時間を要したわけであります。 
 なお、保育料の算定には保育料決定の基準となる所得税額の調査、確認は複数職員が担当す

るなど、業務体制を強化してまいります。 
 また、明野町および武川町の農業集落排水施設の使用料につきましては、補正予算議決後、

関係地区の下水道推進委員等にご説明し、ご理解をいただいた上で、該当する皆さんに経緯を

十分ご説明し、還付を行ってまいる所存であります。今後このようなことがないよう、職員の

意識改革を図り、適正な事務処理に努めてまいる所存であります。 
 次に高齢化社会を迎えた福祉の現状と、その対応について、いくつかご質問をいただいてお

ります。 
 最初に介護報酬についてでありますが、コムスンの介護報酬不正請求については、本年４月

末現在で、５名の方がサービス提供を受けておりました。事件発覚後、直ちに地域包括支援セ

ンターから担当ケアマネージャーに連絡し、利用者および家族の意向を聞きながら、今後の対
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応について検討しておりますので、利用者への影響は少ないものと思われます。 
 請求審査については、国民健康保険団体連合会から提供される介護給付適正化のための各種

点検表等により請求内容を確認し、複数業者の請求内容をつき合わさせえ、疑義のあるものに

ついて一覧にし、請求内容の審査を行っております。 
 審査で誤りと思われるものは、保険者の権限として山梨県介護給付審査委員会へ過誤の申し

立てをしております。昨年度の実績は１２件で、約１１０万円の返還がありました。今後とも

国・県と連携し、介護給付の適正化推進のため、積極的に取り組んでまいります。 
 次に地域密着型サービスについてでありますが、本年度は八ヶ岳南麓地域と塩川・釜無川地

域の２圏域に小規模多機能型居宅介護事業所を各１事業所、整備する計画となっております。 
 次に給食センターの建設計画について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に北杜市学校給食センター整備検討委員会の答申についてでありますが、昨年１２月の

市議会定例会において、検討委員会の創設を求める北杜市学校給食施設整備にかかる請願が採

択され、また代表質問においても市民および関係者のコンセンサスを得る努力が必要とのご意

見をいただきました。このため市議会議員をはじめ、学識経験者や市民代表者など２５名によ

る北杜市学校給食センター整備検討委員会を本年２月に設置し、７回にわたる委員会を開催す

る中で、現状の給食センターや学校給食調理場を視察された上で、現在の給食施設を将来にお

いて修繕で運営していくことができないかなどの協議や、ウエット方式、ドライ方式など給食

施設の運用方法、またセンター化になった場合の建設場所、配送時間、災害時、地産地消、食

育、学校の統廃合などの問題点まで、さまざまな内容について、話し合われた結果が答申され

たところであります。 
 私といたしましては、この答申を尊重するとともに、将来の北杜市の少子化や財政状況など、

総合的に判断した中で、議員各位のご意見を賜りながら対応してまいりたいと考えております。 
 次に答申の中で、教育委員会の見解が盛り込まれているとのことについてでありますが、答

申は検討委員会での質疑や意見に基づいて、まとめられたものと承知をしております。 
 次に小中学校の統廃合と給食センター建設計画とのリンクについてでありますが、小中学校

の統廃合については、北杜市立小中学校適正規模等審議会条例を去る３月の市議会定例会で可

決していただき、現在、審議会設置の準備を進めているところであります。 
 市内の調理場は長坂学校給食センター以外の施設は、ご承知のとおり築２５年以上経過し、

老朽化が著しい施設が多数であります。学校給食が児童生徒に徹底した衛生管理に基づいた安

全な安心な食事を提供するため、本市の学校給食調理場の施設の改善と衛生管理の改善は急務

と受け止めているところであり、喫緊に対応する必要があると考えているところであります。 
 次に必要最低限の調理場の整備についてでありますが、答申では本市の学校給食調理場は将

来においても、現状の施設の存続を希望する意見、小中学校の適正規模等審議会の動向を見据

えた中で配置の決定をとの意見、また複数のセンター建設との意見もあるが、老朽化の著しい

高根学校給食センターおよび須玉の小中学校の調理場を一時統合と位置づけ、（仮称）北杜給食

センターとされております。 
 現在、高根給食センターはおおむね９５０食であり、須玉小・須玉中の６２０食、また長坂

学校給食センターからの配送が望ましい白州小の２２０食分と合わせると、合計約１，８００食

となっております。白州小の２２０食については、（仮称）北杜給食センターおよび長坂学校給

食センターの現状の配送計画の見直しにより、対応してまいる考えであります。こうしたこと

 ４７



から、２千食の施設整備が無駄となるようなことはないと考えております。 
 次に地域委員会について、いくつかのご質問をいただいております。 
 最初に地域委員会設置条例第４条の実績と運営要綱との乖離についてでありますが、合併後

北杜市は県内最大の面積になることで、住民の声が行政に届きにくくなり、これまで培ってき

た地域の個性や特色をなくしてしまうのではないかという、懸念を払拭する必要がありました。

このため市政が市民の身近にあることを保障し、住民の声を市政に反映するため、合併協定に

より地域委員会を設置しております。 
 実績といたしましては、現在まで諮問を行った事案はありませんが、市の総合計画基本構想

の策定にあたり、地域委員会の意見を参考にさせていただきました。また、白州地域委員会か

らは市営バスや木質バイオマス等の地域活性化に対するご意見をいただき、今後の施策の参考

にさせていただきました。今年度は市内空き家の所在調査を依頼し、地域活性化のための協力

をお願いいたしたところであります。 
 また、イベントにつきましても、地域委員や実行委員会等、関係の皆さんを対象にイベント

アドバイザーによる研修を重ね、見直しに向けての協議を進めてまいりたいと考えております。 
 地域委員会運営要綱につきましては、同条例第４条第１項第３号の規定を補うために定めた

ものであります。これは地域委員会が、市長が定める予算の一定額の範囲内で、地域委員会に

その予算の使途案を決定していただくために規定されており、この要綱により地域の実情に即

した提案を期待したものとなっております。 
 次に各事業の決定方法についてでありますが、地域委員会への団体や市民からの要望は各総

合支所でとりまとめたものを地域委員会において協議した上で、各事業や予算使途案を定めて、

市長に提案しております。その提案に基づいて、予算案を編成し、議会の議決を受けて地域委

員会の事業が実施できることになります。 
 次に各事業の実施状況についてでありますが、地域委員会から提案された各事業は議会の議

決を受け、市の予算として総合支所で決済を行うこととなり、地域づくりや祭りの補助と行政

で執行する事業と、住民主体で実施する事業を確認しながら地域委員会と協議して進めており

ます。 
 また、提案された事業の中には数町に共有すると思われる事業も見受けられますが、子ども

の安全対策など、同じと思われる事業であっても対象年齢や実施主体、実施内容に違いがある

ことで統一は難しいと考えられることから、各地域で以前からの事業を継続するよう工夫を凝

らし、実践することで、地域の要望に応えるよう努力したものとなっております。 
 次に地域委員会の委員構成についてでありますが、地域委員会の委員は条例で、２０人以内

で構成し、その区域に住所を有することを要件として、公共的団体等を代表する者、公募によ

る者、学識経験者、その他、市長が適当と認めた者とされております。公共的団体等を代表す

る者については、現在、市全体で２３団体の７７人が地域委員として活動していただいており

ます。今後も地域に即した委員の任命に配慮したいと考えております。 
 次にチェック体制についてでありますが、地域委員会提案事業の実施申請があった場合は、

総合支所において補助金等の申請受付、書類審査を行い、市の規定に従い、確認の上、各地区

や関係団体は事業を実施しております。また、事業の変更が必要となった場合は、改めて市長

の承認を得ることとなっております。 
 提案された事業および予算の実績については、本庁と総合支所が連携しながら、適正に運営
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されるよう、申請者や団体を指導するとともに、今後とも各事業が地域のことは地域で決める

という趣旨に基づいたものか判断してまいります。 
 次に河川敷の管理および防災対策について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に国、県の管理する河川に対する防災対策も含めた対応についてでありますが、毎年各

地区から整備について、要望のあった個所や長年懸案となっている個所を国管理の１級河川に

ついては、現地確認を行った上で毎年７月に開催される富士川水系、砂防期成同盟会の会議に

おいて整備を要請しているところであります。また、県管理の１級河川については、市と県で

現地確認を行い、緊急性の高い個所から順次、護岸整備、河床浚渫等の災害防止に努めていた

だいております。 
 なお、県では昨年度、市内２カ所で雑木の伐採、河床浚渫の施工をしております。 
 次に準用河川の管理についてでありますが、準用河川も１級河川と同様に、各地区から要望

を受け、河床浚渫、河川敷の雑木、雑草の現地を確認の上、緊急性等を勘案する中で対応して

おります。 
 なお、河川改修につきましては、本年度も西泉川の護岸改修を施工する予定であります。 
 次に河川敷の雑木、雑草除去の計画についてでありますが、現在、河川敷には至るところで

雑木や雑草が繁茂しており、管理者としては非常に頭を痛めているところであります。 
 県が管理する釜無川、塩川、高川等の１級河川については、洪水時に支障となる個所の雑木

除去を本年度も計画的に進めるよう、要望しております。また、市が管理する河川についても、

緊急性のある個所から順次計画性を持って、雑木除去に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。今後とも、河川の整備につきましては、災害を未然に防ぎ、安心できる環境づくりのため、

地域の皆さんと共同体制の強化を図りながら、美しい河川の維持管理に努めてまいりたいと考

えております。 
 その他の件につきましては、教育長および担当部長等から答弁いたします。よろしくお願い

します。 
〇議長（小澤寛君） 

 教育長。 
〇教育長（小清水淳三君） 

 小林元久議員の市民クラブの代表質問にお答えいたします。 
 最初に、北杜市学校給食センター整備検討委員会の答申についてであります。 
 教育委員会としても、北杜市学校給食センター整備検討委員会からのセンター化へ向けての

答申については重く受け止め、併せて食育についても意を注いでまいりたいと考えているとこ

ろであります。 
 また、独自に考えられた答申とは思えないとのことですが、検討委員会においては既存施設

の視察、ＰＴＡ連合会や調理場運営委員会の意見、経過の説明など、そして検討委員会委員の

数次に及ぶ会議を重ねた結果の答申であります。 
 答申には「はじめに」から「調理場の現況と課題」、そして「整備方針」とおおむね書式、順

序があります。学校給食法の趣旨や衛生基準の改正等、一部の内容が先進例と同様であっても、

北杜市学校給食センター整備検討委員会からの固有の答申であると認識しております。 
 次に、小中学校の統廃合と給食センター建設計画とのリンクについてであります。 
 北杜市立小中学校適正規模等審議会条例を去る３月の市議会定例会で可決していただき、現
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在、審議会設置に向けて準備を進めているところであります。 
 また給食センター建設計画については、市長が答弁で申し上げたとおり、学校給食調理場の

施設の改善と衛生管理の改善は急務と受け止めているところであり、喫緊に対応しなければな

らないと考えているところであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 福井企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 それでは、小林元久議員の市民クラブの代表質問について、お答えを申し上げたいと思いま

す。 
 最初に、三位一体の改革が本市の財政に与えた影響についてであります。 
 税源移譲により、本年１月から所得税が減り、それに相当する分、６月から個人住民税が増

えます。その額を平成１８年度の数値をもとに推計いたしますと、調定額ベースでおおむね２億

６千万円となります。 
 次に児童手当、児童扶養手当の国負担率の低下に伴う負担増を、平成１８年度の実績をもと

に算出すると、児童手当３，８４９万３千円、児童扶養手当４，０２６万９千円となります。

また、義務教育費国庫負担についてであります。小中学校の教員の給与は県費負担であります

ので、市の負担増はありません。しかし、準要保護児童の就学援助費については、補助率の引

き下げ等によって、６３３万２千円の負担増となっております。 
 国庫補助負担金の改革は、これ以外にもあり、年によって実施する事業が異なるため、影響

額の判定はできませんが、平成１７年度までの事業内容で調べた結果では、市全体で３億５，

３００万円に上っています。 
 次に、新型交付税の影響についてであります。 
 平成１８年度の普通交付税の算定結果をもとにした県市町村課の試算では、本市の場合、交

付税が４，４００万円ほど増加いたします。しかしながら、普通交付税全体は、先ほど茅野議

員の質問にもあり、ご答弁申し上げましたけども、大幅に減少しております。 
 次に、これらのトータルでどうなるかということですが、国庫補助負担金の改革と、それに

対応する税源移譲だけでも１億円近い歳入減となり、さらに普通交付税の減少等を考えれば、

大変厳しい状況にあるといえます。 
 次に、公債費負担適正化計画についてであります。 
 まず計画では、平成２４年度までに発行する地方債を約３１２億円、また平成２４年度末の

地方債残高は８５３億円と見込んでおります。 
 以上、答弁をさせていただきました。 

〇議長（小澤寛君） 
 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（藤原良一君） 
 小林元久議員の市民クラブの代表質問にお答えをいたします。 
 最初に介護保険法の改正後の状況についてでありますが、介護度別の認定者の状況は平成

１９年３月末現在、要支援１が１５３人、要支援２が２５７人、要介護１が２０６人、要介護

２が３８７人、要介護３が３５１人、要介護４が２６３人、要介護５が１９５人、合計１，
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８１２人となっております。 
 認定基準の改正により、改正前の区分で要介護１に該当する人のうち、予防給付サービスに

より要介護状態の維持、または改善が見られる人を要支援２とし、引き続き状態の変わらない

見込みの方は要介護１となります。ただし、予防給付相当に判定された方でも、心身の状態が

安定していない方や認知機能の低下により、予防給付の利用にかかる適正な理解が困難である

方は、要介護１に判定されます。 
 ご質問のより軽度、より重度に変更される傾向でありますが、１７年３月末時点で、要介護

１の方は５８０人でしたが、１８年３月末では軽度になった方が６５％、重度になった方が

３５％となりました。 
 介護認定率についてでありますが、市内全域に介護予防意識が高いことや、昔から主に農業

を営む人が多く、農作業が介護予防に役立っていることなどから、比較的元気老人が多く、介

護が必要な人が少ないと分析をしております。 
 介護認定を受けても介護保険を利用しない状況についてでありますが、お守り申請をしてい

る方、認定申請をしても地域支援事業の特定高齢者施策に移行する方、長期入院の方が更新申

請を行っている等であります。 
 次に介護予防の対応についてでありますが、旧町村で行っておりました配食は、合併時に事

業の見直しを行い、お楽しみ給食サービス事業に統一いたしました。１８年度の状況は、社会

福祉協議会支所単位で年４回、８０歳以上の１人暮らしの方を対象に実施され、実人員６２０人

に延べ２，４０６食を配食いたしました。また、はつらつシルバーの集い事業は６５歳以上の

高齢者を対象に年間３５０回開催され、延べ７，７５４人が参加されました。ふれあい広場事

業は、昨年４月から介護認定を受けていない虚弱高齢者を対象に、市内６会場で週１回開催し

ております。 
 心身の機能の維持向上を目的に健康運動指導士による軽体操、体力測定、ふれあいスタッフ

による室内ゲーム、小物づくり、季節の行事等を行い、１会場、２０ないし３０名が利用され

ております。対象者の参加状況は１８年度、延べ利用人数６，１７１人となっております。 
 地域包括支援センターの運営状況につきましては、介護予防マネージメントは特定高齢者と

要支援１、または２と判定された方のケアプランの作成が、本年５月末時点では４３２件となっ

ております。 
 介護予防事業としては、これまでのふれあい広場事業に加え、本年度から高齢者の活動的な

生活を継続していけるよう、新たにいきいき広場を実施しております。また、高齢化の進展に

伴って、今後、大幅な増加が見込まれています認知症の予防対策として、本年７月に市内８カ

所で認知症予防教室を開催いたします。 
 社会福祉士につきましては、高齢者の虐待事例への対応、成年後見制度活用支援、地域見守

りネットワーク、構築のための各種団体との連絡調整等を開始しました。 
 本年４月から地区の民生児童委員定例会への参加、１３件の虐待、困難ケースの担当、その

他消費者被害や権利擁護などの総合相談を行っております。 
 次に、障害者自立支援法施行後の問題点についてであります。 
 この法律の施行により、障害がある方に対するサービスが国、県が全国一律の基準で実施す

る介護給付、訓練等給付などの自立支援給付と、市が実施する地域生活支援事業に大別されま

した。 
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 地域生活支援事業には、法において市の責務として行う相談支援事業、コミュニケーション

支援事業、地域活動支援センター等の５事業と任意事業である日中一時支援事業、生活サポー

ト事業、身体障害者自動車改造費補助事業、障害者自動車運転免許取得費補助事業の４事業で

あります。 
 相談支援事業は日中の相談はもとより、緊急の相談等で心配される休日、夜間にも対応でき

る体制をとっております。 
 またコミュニケーション支援事業ではガイドヘルパー派遣、手話通訳派遣などを委託して実

施しております。 
 地域活動支援センターでは、これまでの市内４カ所の小規模作業所を保護者会がＮＰＯ法人

八峰会として活動を開始し、市では運営費補助と活動支援を行っております。 
 任意事業でありますが、日中一時支援事業は日中、施設などで一時的な見守り、介護サービ

スの提供を行い、また生活サポート事業は介護給付費の非該当となった在宅の方に家事支援の

ホームヘルプサービスを、最長３カ月を期限として行っております。身体障害者自動車改造費

補助事業、障害者自動車運転免許取得費補助事業は、費用の一部を助成しております。施行後、

１年が経過いたしましたが、市としての一番の課題は、地域自立支援協議会の設立と考えてお

ります。 
 地域自立支援協議会は障害のある人が抱える、さまざまなニーズに対応していくために、保

健、医療機関をはじめ、就労関係者、サービス事業者、行政機関などが関わり、共通の認識を

持ちながら、官民が共同する地域の関係者によるネットワークであります。 
 県内では、まだ協議会の設立はなく、県では本年度当事者の権利擁護支援、市町村支援を目

的に国の補助を受け、地域自立支援協議会特別アドバイザー２名を委嘱し、各市町村の実情の

聞き取りを８月末までに終え、その後、相談支援対策強化プロジェクトを発足。市町村には、

今年度中の設立を促すこととなっております。 
 今後、県と連携する中で、当事者のニーズの把握に努め、関係機関との調整を図り、地域自

立支援協議会の早期設立に取り組んでまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりましたが、議事の途中ですが、ここで暫時休憩をいたしまして、再開は２時

２０分といたします。 
休憩 午後 ２時０８分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午後 ２時２０分 

〇議長（小澤寛君） 
 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 当局の答弁が終わりました。 
 小林元久君、再質問を許します。 

〇２２番議員（小林元久君） 
 ３点ほど、お尋ねいたします。 
 須玉町の保険算定錯誤の件でございますが、１７年度に監査で、当初発覚したというような

ことで、１２月の定例会で国、県に返還する金は補正されています。その後、処理されてから
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１年半の時間を費やしているわけです。この１年半というのは、長い時間だと思います。この

間に、先ほどの市長が答弁の中で限られた人でとか、るいちゅう作業をやっているとか、そう

いうようなことを言われたわけですが、こういうことは当然、早く処理するのがちょうどだと

思います。 
 これに、また新聞にも出ておられました、いろいろな件で、市長は新聞の中で管理職を含め

た処分などをというようなことを記者会見でされていると思います。その中に旧保健部長が今

年の１月、この重要な時期に、１月に退職されているわけです。そういったことで、引継書で

引き継がれているかどうか。 
 それから、また明野、武川の農業排水処理施設の使用料徴収問題、これもいつ発覚して、そ

して、これが４月に部長が替わったわけですが、こういうことが引き継がれているか。引継書

によって引き継がれているか。これは関係部長に伺います。 
 それから地域委員会の件でございますが、行政で委託している事業に社会福祉協議会とかシ

ルバー人材センター、こういうところに、行政で委託している事業と同じ事業を、また地域委

員会で同じように委託しているわけです。市長は、特によく言われているように、８つの特色

を出してとか、格差をなくすとか言っています。そういうことであれば、一部の町村だけ、こ

ういったことをやるではなくて、８つの町、全体に、行政で平らに、同じように手厚くやるの

が、ちょうどではないかと思います。各町村だけやればいいというものではないと思います。

これは地域委員会の総括をやっています、総務部長に伺います。 
 それから今１つ、河川敷の草刈り、雑木の除去でございますが、これは地域と共同で、市民

の力を借りてと言われたと思うんですが、こういうような雑木、草はボランティアで刈っても

何も言わないと思いますが、木を切る場合に、太い木なんかを切ると、いろいろ問題が出ると

思います。こういうふうなことも、ボランティアでできるように、ひとつ、木をほしい、今、

薪なんかで大変、使っている方もおりますから、そういう方を市のほうで募って、そして地域

を決めて、木を切ったら枝まで片付けていただけるような指導をしていただければ、ありがた

いなと、こんなふうに思います。 
 また、河川敷には鳥獣なんかが大変住んでいるわけです。大武川とか塩川、それから山の奥

のほうへ行くと、こういう水辺に鳥獣が住みついているわけなんです。そういうようなことも、

早めに計画を立てて、そして管理をしていくべきではないかなと、こんなふうに思いますが、

これも建設部長にお伺いしたいと思います。 
 以上３点、お願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 関連質問をいくつかいただいておるわけでありますけども、旧須玉町の時代の保育料の問題

について、会計検査員から指摘されてきて１年半経っているではないかという問題ですけども、

先ほども答弁しましたとおり、この手の件をやるには、どうしても、先ほどお話ししましたと

おり、限られた人数、人事と、そしてまた通常業務を怠ることなくやるということになると、

どうしても、こういうふうな時間がかかってきたわけでありまして、ぜひひとつ、ご理解をい

ただきたいと思います。 
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 また、合併した北杜市がいろいろな意味で、サービスの一致をすべきではないかという件に

ついては、サービスを高値で安定するでしたならば、これはご承知のとおり、できるわけであ

ります。負担も底値で統一できるであるならば、２０年度からもできるわけであります。今、

それをやれば、先ほど来の議論のとおり、いわゆる財政が厳しいぞということで、いろいろ苦

心しているわけでありますけども、いずれにしましても、いろいろの事業の統一化だとか、あ

るいはまたサービスの整合性という問題は、合併した北杜市でありますので、できるだけ早く、

急いでやりたいというふうに思っております。 
 それから、河川林というと言いすぎですけども、河川の中に生えている木をほしい人があっ

たら、薪といわず提供してもいいではないかという話がありましたが、これはもう、大変あり

がたい話でありまして、むしろ河川の木を切ったあと、それまた、今日的に一般廃棄物として

処理しなければならないというようなことですから、切っただけだったら安上がりだけども、

実際はどこへ片付けていくということで、大変、金がかかるわけですから、ある面でいうなら

ば、私は薪がほしいよという人がくれば、大変ありがたい話ですし、もっと発展的には間伐を、

北杜市は里山整備をやっているわけですから、間伐材のほうも、薪といわず、いろいろな意味

でほしいという人があれば、どんどん現場へ来ていただければ、ほしい人にあげられるではな

いかというふうに思っているわけであります。 
 それから、いわゆる誤算定の処分の問題のご質問もありましたが、これは近日、処分する予

定であります。 
 その他の件については、それぞれ担当から答えます。 

〇議長（小澤寛君） 
 総務部長。 

〇総務部長（坂本伴和君） 
 地域委員会におきまして、行政でやる事業等々、また社会福祉協議会、それからシルバー人

材で行っている事業をバッティングする部分があるんではないかというご質問でございますが、

例えば、社会福祉協議会で行っております食事サービスにつきましては、統一させていただき

まして、年４回を実施しております。ただし、各地域委員会、すべではございませんが、それ

らを一部補完する意味で、例えば年１１回、夏の、８月の傷みやすい時期を除きまして、年１１回、

ですから７回ですか、やりたいというような、やっておるという地域委員会もございます。こ

れは基本的にボランティアの方々に食事を作っていただいて、地域の一人暮らしの、そういう

お年寄り等に民生委員さん等を通じて、毎月１回食べていただいているということがございま

す。 
 またシルバー人材センター等におきましても、いろいろな件でありますとか、いろいろなと

ころで、例えば草刈り作業ですとか、いろいろなことをやっていただいておるわけでございま

すが、基本的に地域のことは地域でやろうという考えのもとに、各区等々で、例えば災害が行

きそうで、基本的に行政がまだ手がまわらない準用河川などの草刈り、それからアカシア等々

の立ち木の除去ですとか、そういういろんなことを、地域ごとにアイデアを出し合いながらやっ

ております。それについて、地域委員会として、やっていただいている集落等々に対しまして、

なんらかの補助をしているということもございます。また、今までまちまちに実施をしており

ました、そういうボランティア活動などの集落活動も含めまして、そういうものに対しての保

険等につきましては、地域創造課のほうで傷害保険を統一して掛けているという状況がござい
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ます。 
 市長が答弁の中で申し上げましたように、基本的に地域のことは地域でやろうという趣旨の

もとに、地域委員会の皆さま方もいろいろなアイデアを出しながら、地域でやっていこうとい

う考えのもとに、一部、バッティングといいますか、同じ事業があるわけでございますが、そ

ういう形で、その事業を補完しているという意味合いのことをやっているところがございます。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 建設部長。 

〇建設部長（相吉正一君） 
 小林元久議員の再質問にお答えいたします。 
 最初に、河川内の地域ボランティアの皆さんによる雑木の除去についてのご質問でございま

すが、万が一、事故等が発生した場合、個人の責任となりますので、道路河川課もしくは関係

機関、国、県、１級河川の関係機関に連絡し、使用届を出していただいた上で伐採処理をして

いただきたいと思います。 
 次に市内には薪がほしい方がたくさんいるという、ご提言をいただきました。今後、広報を

とおしまして、市内の薪のグループの皆さんに呼びかけていきたいと考えております。 
 なお、今年度、県で白州町地内の河川敷の林を１５０メートルばかり伐採します。その薪を

ほしい方に供給できるというお話も聞いています。 
 また、河川敷は鳥獣の住みかということで、計画的に管理をしていただきたいということで

すが、地域と関係機関と連携を密にして、しっかりとした管理体制を構築していきたいと考え

ています。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（藤原良一君） 

 ご質問の中で、事務の引き継ぎがあったかと、そういうお話でございます。 
 前福祉部長につきましては、１月末日をもって退職をされました。内示が出ました１週間の

間に事務の引き継ぎを行いまして、その中で、るる懸案の事項等の引き継ぎを受けました。そ

の中で、旧須玉町保育料の誤算定の件につきましても、引き継ぎを受け、その説明に従って事

務を進めてまいりました。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 生活環境部長。 
〇生活環境部長（柴井英記君） 

 未接続世帯からの使用料徴収につきましては、市民の皆さんに大変、ご迷惑をお掛けいたし

ました。お詫び申し上げます。 
 議員のご質問であります、引継事項等についてでございますが、合併時の合併協議におきま

して、下水道の使用料等につきましては、当面、現行のとおりとするが、新市においてできる

限り、早期に統一を図るとしており、使用料の徴収事務につきましては、合併前の徴収体系の

まま、徴収をするということの認識でありました。 
 北杜市の新条例の中で、未接続世帯からの経過措置等を盛り込んでおけば、このような事態

にはならなかったわけでございます。大変、ご迷惑をお掛けしました。 
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 また、いつ協議をしてきたかということでございますが、武川町内においては、この４月か

ら公共下水道が供用開始することから、同じ町内においての不均衡を是正する必要があるとい

うことで、徴収しないことの検討をということで、口答での引き継ぎはございました。 
 また、現行の条例規則等を照らし合わせたところ、合併後の条例規則に規定がないというこ

とから、合併時にさかのぼって、徴収していた使用料を返還することについては、４月になっ

てから検討した状況でございます。よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 小林元久議員、再々質問。 

〇２２番議員（小林元久君） 
 今の答弁を聞いていますと、新しい部長になってから、どちらもやっているようで、今まで

の古い部長については、どうも、今の答弁を聞くと。 
 こういうことのないように、ひとつ、分かったら・・・そうではないですか。やっぱり、そ

の当時にやっていれば、そんなことはなかったでしょう。どうですか。市長。 
〇議長（小澤寛君） 

 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（藤原良一君） 

 引き継ぎを受けたということを申し上げたわけですけれども、前任者もそれにつきましては

誠心誠意、対応をしてまいったと。そこに、先ほど市長がお答えを申し上げましたように、通

常の事務と併せて行われなければならないということがございましたので、時間を要したとい

うことでございます。そこに空白の時間があったものでは、決してございません。よろしくお

願いをいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 小林元久君。 
〇２２番議員（小林元久君） 

 今ので、分かりました。どうも失礼しました。 
 それで地域委員会の件ですが、社会福祉協議会とシルバー人材センターに同じ名目でもって、

同じようにやっているわけなんです。そういったのは、市でもって、行政でもって、一方に偏

らせたらどうかと。地域のことであれば、地域に任せるということだったんですが、それであ

れば、市のほうで、行政のほうで手を引いて地域委員会へ任せるとか、そういうふうにやった

ほうがいいではないかなと、こんなふうに思いますが、今一度、答弁をお願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 総務部長。 
〇総務部長（坂本伴和君） 

 ただいまの食事サービスでございますが、これを行政で一本化したらいかがかと。基本的に、

社会福祉協議会の委託をというご意見だろうと思いますが、基本的に社会福祉協議会も限られ

た職員の中でやっておるわけでございまして、年４回が適当であろうという結論で統一をした

ところでございます。 
 各地域委員会におきましては、以前にやっておりました、例えば食事サービス等は、私たち

の地域委員会として、もうちょっと回数を増やしてやりたい、実際に食事サービスをしていな
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い地域委員会もございます。基本的に地域委員会として、地域委員会がもうちょっと増やした

いということで、地域委員会の中で意見を統一した中で、こういうことになっておるわけでご

ざいます。また、これにつきましては市長査定を受けまして、今まで地域がやっていた特徴が

ある事業であるから、継続していただいて結構ですというお話で査定が終わっておりますので、

ぜひ、地域委員会の皆さまの思いも汲んでいただければなというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 以上で、小林元久君の質問が終わりましたので、これから関連質問を許します。 
 篠原眞清君。 

〇４番議員（篠原眞清君） 
 ただいまの市民クラブの代表質問の中で、財政の問題、それから給食センター建設問題、こ

の２点につきまして、関連質問をさせていただきます。 
 まず、冒頭ですが、今、私どもの代表質問を行いました小林元久議員と執行の間でやりとり

がございましたが、真意を執行の皆さんにもぜひ知っておいていただきたい。なぜ、小林議員

がそこまで言ったかということをお分かりいただきたいという意味で、１点だけ申し上げさせ

ていただきます。 
 この須玉の保育料に関しましては、私ども議会が説明を執行から受けている内容は、平成

１７年のはじめに会計検査員の指摘を受けたという報告をいただいています。そして国、県へ

の還付は、その年の平成１７年の１２月の議会補正として、かかっております。審議を、私た

ちはしたわけでございます、議会は。ところが、その時点で一切、この誤算定があったという

事実は、文教厚生常任委員会の審議の中にも報告がされておりませんし、たまたま、私はその

当時、監査委員をやっておりました。監査委員の監査の中にも、一言も、その報告はありませ

んでした。ですから、私たちは何事もなく、間違いない算定が行われているという理解の中で、

その１７年の１２月の補正も原案どおり可決をさせていただいております。そして今になって、

こういう事実が発覚したんであります。私たち議員からすれば、本来であれば、チェック機能

を果たさなくてはいけないものが、説明がされないために、チェック機能が果たせなかったと。

だからこそ、私たちの会派は冒頭の、今回の代表質問の中で、私たち議員としても謝罪をせざ

るを得ないということでの一文を入れさせていただいた経過がございます。そのことを、もっ

と執行の皆さんは真摯に受け止めていただかないと、私は困ると思います。このことだけは、

申し上げておきます。 
 次の質問へ移らせていただきます。 
 財政に関してでございますが、先ほど来、ご答弁をいただきました。この財政に対する私ど

も市民クラブの質問は、私たちの北杜市が抱える最大の課題でございます、県下で例を見ない

ような公債残高、それをどうするかという問題について、執行側のお考えをお聞きする立場で

質問させていただきました。 
 ご案内のように、地方自治体財政健全化法が去る６月１５日、国会で成立いたしました。こ

の内容は報道によりますと、自治体本体の収支だけをチェック対象としていた現行の財政再建

団体制度を改め、病院など特別会計や第三セクターを含めた連結ベースで、財政状況を把握す

るものであり、見えにくい借金や赤字を早期に発見し、健全化を促す効果を狙っているもので
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あります。 
 具体的には、１として実質赤字比率。２．連結実質赤字比率。３．実質公債費比率。４．将

来負担比率の４つの基準指標で、自治体の財政常用を把握し、公表するよう義務付けています。

また、この１から４の基準数値が早期健全化基準以上になると、イエローカード状態とみなさ

れ、健全化計画の作成が義務づけられます。また、さらに深刻な財政再建基準以上になるとレッ

ドカード、いわゆる破綻とみなされ、再生計画が義務付けられます。夕張市の状況となるわけ

であります。 
 今年の１２月までに、その基準数値の算式が各自治体に通達されてくるということでござい

ますし、来年度の予算編成は、この基準をしっかりと見据えながらの編成をせざるを得ないの

かなというふうにも思えるわけであります。それらもふまえ、私たち北杜が今、取り組まなく

てはならないことは、申し上げるまでもなく、この公債残高の大幅な削減、ならびに昨年成立

した行政改革推進法の中で、国の方針として債務と資産の一体的な圧縮というものが打ち出さ

れ、これが各地方の自治体でも、その方針に則って、資産と債務を削減していく、具体策を目

に見えるような形で取らざるを得ない状況が出てきております。何回も申し上げます。北杜市

は、そういう厳しい状況にあるわけであります。 
 ご答弁をいただきました、地方債、先ほどのご答弁で、適正化計画の中での数字も出ました。

これを単純に計算しますと、年間、毎年６０億円から元金を返済していかなくてはならない状

況でございます。今年度の公債費関係予算６０数億円、これは利息も含めての計算でございま

すが、大変厳しい数字になると思います。これらをなんとしても実行していかなくてはいけな

い。そして、それらを市民に分からせる意味において、分かっていただく意味において、分か

りやすい内容での財政白書、その中へは市の考えが明確に謳えるわけでございます。一番、市

民には分かりやすいものになっていると思います。ぜひ、そのへんの取り組みをお願いして、

再度、検討していただきたいというふうに思います。ご答弁をお願いいたします。 
 それから続いて、給食センター建設問題でございますが、私どもはこの検討委員会が、委員

の皆さんが真摯に検討され、その成果として答申が出されたという意味で、尊重すべきものと

考えていることには間違いはございません。しかしながら、その検討内容のとりまとめ方にい

ささか疑問がありますので、関連質問として取り上げさせていただいたわけでございます。事

務局を担当いたしました教育委員会、教育長のご答弁をお願いしたいと思います。 
 検討委員会は、第５回の会議で各委員の意見を出させています。その結果は、現在の施設を

有効に利用すればいいという反対論、センター化はやむを得ないなど、その前に現施設の再

チェック、あるいは学校の統廃合を見ながら、１千食規模は２カ所がいい、あるいは２千食セ

ンター建設容認、いろいろなご意見が出ております。その意見のとりまとめとして、反対意見

をどう扱うかということの中で、委員長の判断で第５回の議事録が添付されるということが表

明され、とりまとめとなっております。 
 そこで、教育長に伺います。 
 今回の答申は、答申書と第５回議事録がセットの答申と理解してよろしいでしょうか。お答

えをいただきたいと思います。 
 また、次にこの答申が今年２月２日、都留市学校給食整備検討委員会が都留市に提出した答

申の文面と酷似しているということについてのお伺いでございます。答申は委員会の中で、委

員みずからの手でまとめるべきだという意見がありましたが、そうすることなく、委員長と事
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務局でまとめあげた答申、これがよその自治体の答申と固有の部分を除いて、ほとんど同じよ

うな内容であったということになれば、一般の市民から見れば、検討委員会は一体何を検討さ

れたのだろうか。あるいは検討委員が、この事実を知ったとしたならば、非常に心配をすると

ころではないかなというふうに思います。 
 そこで、教育長に２点、伺います。 
 今回の答申のとりまとめに疑念を持たれたことで、その信頼性、あるいは説得力が損なわれ

るおそれはないのかを伺います。 
 次に、この事実を検討委員会の各委員にどのように説明されるおつもりか、お考えをお聞き

したいと思います。ご答弁をお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 篠原議員には、北杜市の抱えている借金の問題について、きめ細かくご指摘していただいて、

ありがたく思います。 
 それぞれの議会の会派も市民に向かって会報を出しておりますから、私がいまさら説明する

までもないわけでありますけども、北杜市の合併話が始まったときの北杜市の借金が７カ町村

で約８００億円でありました。３年、４年経ったならば、ご承知のとおり借金が１千億円を超

してしまったということであります。それに対して、基金はどうか、貯金はどうかといえば、

おおむねでありますけども、記憶の範囲で恐縮ですけども、１２０億円あった貯金が５０億円

になってしまったと。瞬間的には、３年くらいで６０億円、７０億円使ってしまったと。そし

て、また、それらの事業は一言で言えば、それぞれの旧町村の住民ニーズに応えてくれたわけ

でありますけども、一言で言えばランニングコストがかかるものが大変だったということであ

りまして、聞きようによっては借金が増えて、貯金がなくなって、維持費がかかるということ

ですから、財政的にはヘレンケラー、三重苦であるというのが、実際の姿であるわけでありま

す。 
 だから、今日の、先ほどの議論で、私もちょっと言いましたとおり、北杜市のいろいろの統

一化を図れといっても、サービスを高いところで統一はできません。負担は低いほうがいいな

んてことは、合併のときのお話のとおり、そのとおりであります。だから、そのような財政の

ときに、サービスを高値で安定させようと、負担は底値で安定させようという統一、整合性も

なかなか図りにくいことも確かであります。 
 ３月議会のときにもお話させていただきましたが、合併した北杜市建設計画をしっかり守れ

という議員のご指摘も、確かに分かります。着実にはできませんけども、合併のときの約束事

だから、順次やりたいとは思いますけども、合併建設計画を守れといえば、計画そのものだっ

たならば、１，３００億円ということになるわけであります。 
 参考までに、合併特例債は、確か２７０億円くらいということでありまして、私ども今、北

杜市が合併して、たぶん公共事業をやっているのが４０億円、５０億円という金でありますの

で、１，３００億円を消化するには何年かかるかということは、誰しも計算できる話でありま

すけども、この計算が１０年計画ということでありますから、さらに大変になってくるわけで

あります。それよりこれより、少子化で先が見えないというのが現実ということで、ワンパター
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ンのように、私も説明させていただいておるわけでありますけども、ぜひひとつ、議会ともど

も、市民ともども、公債残高を減らしていかなければ、大変なことになるぞということだけは、

ぜひひとつ、金の使い道はともかくとして、一致してほしいなというふうに思っているところ

であります。 
 その他、給食センターのこと等々は、関係からお答えします。 

〇議長（小澤寛君） 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 先ほどの篠原議員さんの財政関係につきまして、市民にできるだけの情報を流せと、こうい

うご質問であります。 
 この件、それから現在、公債費負担適正化計画を進めているところ、それから、さらには今

年度、財政健全化計画を進めてまいるというような状況であります。したがいまして、これら

につきまして、やはり、市民の皆さん方の特段のご理解をいただきながらということでありま

して、財政状況は細かい内容で、市民の皆さん方にご周知をしていかなければならないし、ご

理解をしていただかなければならないと、このように思っております。 
 そういう中で、本年度におきましては、できる限り、広報等を利用しながら、現在置かれて

いる財政状況等について、きめ細かくシリーズ等をつくりまして、市民の皆さんに周知をして

まいりたいと、このように思っておりますので、ぜひともご理解をいただきたいなと思ってお

ります。 
〇議長（小澤寛君） 

 教育長。 
〇教育長（小清水淳三君） 

 給食センターの整備検討委員会の答申について、３点ほどご質問をいただいております。 
 最初の答申の、検討委員会の手法でございますけども、これについて、この中で、括弧で別

添添付ということで、第５回の資料を付けてございます。これはあくまでも答申ということで

なくして、議論をそれぞれ委員の皆さんが、一生懸命やってくれた、そのいろいろの意見があ

るわけですが、それに基づく、こういう意見があったということを知っていただきたいという

意味合いの中から、資料として付けたものでございます。ですから答申の１ページということ

でなくして、あくまでも委員さんから出た意見のものを知っていただきたい、こういう意見が、

議論が交わされましたというものを、委員のほうから添付してほしいということで要求があっ

たものですから、それを添付したものであり、答申の表という理解でなくして、参考資料とい

う理解でございます。 
 それから答申の様式、書式がほとんど先進例、都留市と同じだと、同じ文言だというご指摘

でございますけども、それは当然、答申ですから、給食センター、都留市もそうでございます

けども、私どもも給食センターについて、いろいろの議論をしているわけですから、そうした

部分の中で、おおむね、やはり同じ書式、様式、先進例のものを参考にはさせてもらっており

ます。それが必ずしも、ただ都留市のもの、先進例のものをただやったということではなくし

て、先ほども答弁をさせていただきました、答申についてのはじめから、あるいは現場の現況

だとか、課題だとか、そうしたものを記述し、そして整備方針ということでまとめたもので答

申が出ているわけですから、書式についてはおおむね、そうした様式、書式の順序があります
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もので類似していると思いますが、これはあくまでも固有の答申だということでご理解をいた

だきたいと思います。 
 それから検討委員のまとめたものということでございますけども、これは私どもとすれば、

あくまでも検討委員２５人の委員さんが、おおむね７回の会議の中で、それぞれの立場で一生

懸命議論していただいたものだと尊重しております。そうした部分ですから、この委員さんた

ちには、正直言ってお礼を申し上げながら、この答申は重く受け止めていかなければいけない

と、こういうふうに思っております。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 篠原眞清議員。 

〇４番議員（篠原眞清君） 
 再度、質問させていただきます。 
 財政に関しては、先ほど市長の答弁でございましたが、総合計画と適正化計画の整合性につ

いてのご答弁の中で、財政状況をその都度見据えて、総合計画の施策を実施していくというふ

うなご答弁がございまして、まったく、そのとおりであります。 
 ただ、私が申し上げたいのは、そういう市長の姿勢が、もっと市民の目に見えるように、具

体的な施策として示せないと、その思いだけ、そのお話だけだと、なかなか市民が理解してく

ださらない。だからこそ今日も、いくつもの代表質問にありました、合併のときの条件をその

まま理解している市民の皆さんにはどうするんだという話がございました。これは、皆さんが

いくら財政の情報を流していると言ったって、伝わっていないことの証左ではないでしょうか。

だからこそ、財政一本に取り上げての白書で分かりやすい言葉でいくらでも書けると。厚くつ

くらなくてもできます、十分に。それが一番、市民の皆さんに北杜が今、何をしなくてはいけ

ないかということを分かっていただけることだと思いますから、ぜひ真摯にお取り組みをいた

だきたい。お忙しいということは十分分かりますが、取り組んでいただきたいと思います。 
 それから給食センターの問題について、重ねて質問させていただきますが、この経緯をよく

教育長にも改めてお考えいただきたいと思います、この問題の。昨年の３月、予算が計上され

ました、設計の。そのときに文教厚生常任委員会は委員長報告で、この予算は賛成をいたしま

すと。しかし、新設１カ所ということでは困るということが文言として、載せられているはず

です。それ以降の関係者の、保護者の皆さん、あるいは調理場委員会の委員の皆さん、皆さん

新設１カ所ということについては疑念を申し上げております。議会も、それに基づいて慎重な

審議をしてほしいと、もっと多くの皆さんの意見を聞いてほしいということで、委員会の検討

委員会の設置も、請願の中で謳われたものを採択しているわけでございます。それに基づいて、

この委員会が開かれたとするならば、この委員さんたちの幾多の意見が出ている、この意見を

尊重しないで、一方づいた答申だけで、この答申にするという考え方は、この経過をふまえて

いない受け止めだと私は思いますので、ここは見解が違うかもしれませんが、経緯をふまえれ

ば、おおぜいの委員さんがいくつもの意見を言ったとすれば、それが答申に反映されなくて、

なんのための検討委員会だったんだというふうに私は感じますので、その点は改めてお聞きを

して、私の関連質問を終わりたいと思います。 
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〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 いろんな意味で、市政を市民によく理解してもらうということは、非常に大切なことだと思

います。財政問題然りだと思います。私の記憶でも、八王子だか等々にも、今日的に財政白書

を発刊というか、市民に理解を求めているところもあるようであります。なんか政治的な表現

になるかもしれませんが、前向きに検討していきたいと思っています。 
〇議長（小澤寛君） 

 教育長。 
〇教育長（小清水淳三君） 

 給食センターの計画、それらについて、また説明を求められました。 
 昨年の３月、予算計上のときからということでございますけども、それからの月日の移動に

伴いまして、いろいろの諸状況がそれぞれ変わっております。そうした経過の中で、議会の請

願の採択、あるいはＰＴＡ連合会の意見、それから先ほどご指摘があったように、調理場運営

委員会の会議の経過とか、そうしたものを尊重した中で、最終的に調理場運営委員会、整備検

討委員会を創設するようにということですから、それを立ち上げて、意見を求めてまいりまし

た。 
 そうした経過をふまえてきて、先ほど、第５回目の議事録の少数意見というお話もございま

したが、それらのそれぞれ委員さんの意見があったということを復唱しながら、添付しながら、

理解を求めて、いろいろな意見を尊重してまいりました。最終的には第６回、第７回で検討委

員たちが、総意でこの答申を出してくれたという認識を持っております。 
 また、この整備検討委員会の人たちの答申というものは、やはり、いろいろの意見があった

ことは事実でございます。篠原議員もご存じのように、ここへ付けてある資料に基づいても、

そうした意見がいろいろありました。当然、委員さん、２５人の中には考え方、立場、それぞ

れ違っておりますから、いろいろの意見があったんですけども、最終的には２５人の委員が最

後の答申ということで確認をして、総意の中で答申を出されたという理解をしております。 
 以上です。よろしくお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 小林忠雄議員。 

〇１２番議員（小林忠雄君） 
 関連質問として、高齢化社会の中で福祉の状況につきまして、保健福祉部長から詳しく説明

がございました。大変、いろんな事業をしているんだなと、改めて分かったわけなんですが、

こういったことを、ぜひ今の話ではございませんが、市民にやっぱり、なんらかの形として、

これは世間のニュースだとか、いろいろありますけども、ぜひ、こういうことは、北杜市は高

齢化社会を迎えて、もうまもなく３０％に高齢化率がなろうというときに、非常に力を入れて

いるんですよということは、私は大いにＰＲすべき問題ではないかと、こんなふうに思ってお

ります。 
 それから社会保険福祉士の活動も、昨年は予算がございませんでしたが、今年、介護保険の
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ほうから需用費として、相談事業で２４万円、権利擁護で７０万円という予定がされておりま

すが、いよいよ社会福祉士の出番が始まったかなと、こんなふうに思っているところですが、

大変、これから弱者の相談相手として、ぜひ、この社会福祉士の活躍をお願いしたいなと、こ

んなふうに思っているところであります。 
 それから、ちょっと私、その中で、ボランティアの話でございますが、ボランティアが１７年

と１８年を比べますと、団体は２団体増えているんですよ。ところが、そのボランティアの活

動人員が、前年度と比べて約１６０名減少しております。この原因は、おそらく高齢化によっ

て、なかなか、今までボランティアに、主に福祉ボランティアに携わっていた方ではないかと

私は思うんですが、これから、この北杜市を一緒に歩んでいくには、やっぱりボランティアの

力が、私は大変必要ではないかと。これはただ、福祉ボランティアだけではなくて、子育ての

ほうもございますし、その他、観光にもございます、いろいろございますが、やはり市民が一

生懸命、北杜市のためにお互いに汗をかこうというふうなことが、一番大事ではないかと思い

ます。また、そういうふうな道筋がつけられれば、なお、よろしいかなと、こんなふうに思う

ところですが、ボランティアの減少がちょっと気になりますので、今後は、これを大いにもっ

と増やして、たくさんの方が携わるような形をしたらどうかと、こんなふうに思います。 
 最後に地域密着型サービスでございますが、先ほどの答弁にもございましたが、小規模多機

能型の介護施設が、若神子の街中に出ました。大変、交通も至便で喜ばれていると思います。

こういった特別養護老人ホームの認可が、これからできないという状況の中では、やっぱりこ

れが中心になるということで、先ほどの答弁も２カ所という話が出まして、大変、そういう面

では厚い福祉政策がとられているなと、こんなふうに思うところでございます。併せて言うな

らば、遊休の市の施設を大いにその中で活用してもらうことが、なおよろしいんではないかと、

こんなように思うところでございます。 
 私の関連質問の中で１点だけ、ボランティアの減少というのが、私、気になりましたので、

このへんが分かっておりましたら、お答えいただきたいと、かように思います。よろしくお願

いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（藤原良一君） 
 いろいろとありがとうございます。 
 確かに、ここにきていろいろな制度が目まぐるしく変わっております。私ども行政に携わる

者も、その制度をよく理解するのに時間がかかる、そういったことで、市民の皆さまにもこの

制度の変更をよくお知らせをするというふうなこと、大切だと思います。これからも制度を皆

さまにご理解いただけるよう、ＰＲに努めてまいりたいと、こんなふうに思うところでござい

ます。 
 また、ボランティアのことでございますが、やはり高齢化が進んで、自助・共助・公助、皆

さんでこの北杜市を支え合っていくということは大切だと思います。この人数の減少につきま

しては、先ほど議員ご指摘のことではないかなと、ボランティアが減っているのかなというふ

うに私自身も思っております。このへんも皆さんに働きをかけながら、皆さんで安全・安心の

明るい杜づくりに努めるよう、努力をしてまいりたいと、こんなふうに思います。よろしくお
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願いいたします。ありがとうございました。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 小尾直知君。 

〇２０番議員（小尾直知君） 
 地域委員会についての関連をしたいと思います。 
 先ほども議論になっておりますけれども、１８年度の使い方、それから１９年度の使途案と

いうのが載っていますけれども、地域委員会の、このお金の使い方の件ですが、それぞれの地

区の特色を出したものを実行していくということで、そろそろ、本当にわれわれの地域の、例

えば旧町村ごとでも結構ですけども、何が特徴かという部分を、もうそろそろ、このへんで戦

略として考えてやっていかなくてはならない時期かなと思いますので、まず、この点について、

ちょっと市長の見解をお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 先ほど来の、小林議員の答弁にもお答えしているわけでありますけども、合併した北杜市も

行政の付属機関として、これが位置づけられまして、地域の特色を残したいと、地域のそれぞ

れの培ってきた、育ててきた、それぞれの個性を尊重したいと。そしてまた、先ほどまた、お

話のとおり、市政が市民の身近にあってほしいと、市民の声を市政に反映してほしいと、こん

な、合併した大きさの中で、それらの８つの特色を生かそうということで、先輩たちの町村長

たちが地域委員会というのを定めていただいたわけであります。 
 そういう意味からすれば、２年半ではありますけども、いささか不満はあります、でこぼこ

もあるかもしれませんけども、イベント中心感だという批判もありますけども、それなりに目

的を守っているというか、推進していると思っています。仮に４年経って、５年目ぐらいは具

体的に言うと、２１年度くらいは相当見直しをする必要があるではないかというふうには、現

状では思っているところであります。ご理解ください。 
〇議長（小澤寛君） 

 小尾直知君。 
〇２０番議員（小尾直知君） 

 もう１つですね、本来、このボランティアというのは、文字通りボランティアで、お金をも

らうべきものではないという、私は認識をしているんですが、この１点について、総務部長で

すか、お願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 総務部長。 
〇総務部長（坂本伴和君） 

 地域委員会の中で行われております、ボランティア団体等でございますが、主に食事サービ

スの関係がボランティア団体の方によって、運営をされております。 
 ただ、例えばジュースですとか、お茶ですとか、そのようなものは地域委員会の中で出して

いるかと思いますが、本当に自主的にやっていただいていると。なんとか地域のためになろう
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という形の中でやっていただいている方々ですので、そんな形の中でご理解をいただければと

思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 小尾直知君。 

〇２０番議員（小尾直知君） 
 なぜ、そういうことを言うかというと、ボランティアに賃金を出しているという、この項目

が載っているんです、この中に。それがちょっと解せない。それと、この一覧表を見ると分か

るんですが、先ほども代表質問の中にもあったんですが、本来、行政がやらなくてはならない

ことと、そうではなくて、住民も一緒に参加した中での事業、それは当然、それでいいと思う

んですが、どうも、その縦分けが各町まちまちで統制がとれていないと。支所長が判断してい

るのか、それとも全体を見て、総務部長なり、地域振興課ですか、そこらへんが判断している

のか。どうも、この一覧表を見ると、それぞれまちまちで、こんな使い方でいいのかなという

部分がかなりあります。ですから、このへんのところを今後、どうされるおつもりなのか、こ

のままいくのか。見たときに、非常にこれはおかしい使い方ではないかなと私は思いますが、

見解を。 
〇議長（小澤寛君） 

 総務部長。 
〇総務部長（坂本伴和君） 

 この決済でございますが、基本的に本庁の部長、それから各総合支所長は、決済金額が同じ

でございます。ほとんどのものにつきましては、支所長決済という形になっております。 
 また、賃金が支払われているんではないかというご指摘がございますが、この点につきまし

ては、ちょっと調査をさせていただきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで、市民クラブの会派代表質問を終結いたします。 
 次に、北清クラブの会派代表質問を行います。 
 １６番議員、中村勝一君。 
 中村勝一君。 

〇１６番議員（中村勝一君） 
 平成１９年北杜市議会６月定例会にあたり、北清クラブを代表して質問いたします。 
 わが北清クラブは、会派の基本理念「執行機関とは、一歩離れて二歩離れるな」を重視し、

北杜市が誕生し３年目、軌道に乗りつつある本市の諸施策を行政とともに、市民との協働の心

で実現に向けて取り組むことが夢や希望の持てる生活であり、何よりも肝要であると思うとこ

ろです。 
 また、諸事業の進捗状況を冷静に見つめ、提言を重ねながら、常に是々非々の思いで対応す

ることをモットーとしているところでもございます。 
 そういう観点から、行政課題である財政確保と財政健全化、第１次北杜市総合計画の平成
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１９年度実施内容と取り組み、生涯学習推進体制の整備充実、以上３点について質問いたしま

す。 
 はじめに財政確保と財政健全化について、伺います。 
 もともと脆弱な財政基盤であった本市は、平成１９年度当初予算約２７６億円を見ると、市

税は税源移譲により、前年比いくらかの伸びはあったものの２３．９％にあたる、６５億９千

万円であり、地方交付税は前年比４億５千万円減となり、３５．５％にあたる９８億円と、相

変わらず財政が厳しい状況にあります。 
 歳入面では、国の三位一体改革による国庫補助負担金、臨時財政対策費や地方交付税の減額

はあったものの、市といたしまして優良企業の誘致、中小水力発電などの建設による市単独事

業を取り入れ、税収のアップや受益者負担の公平化、市税などの徴収率の向上に努めているこ

とは承知しております。 
 また、歳出面においても公務員の定数適正化計画による人件費の削減、歳出削減として公共

工事など、地方単独事業の縮減や指定管理者制度の導入など、市として財政健全化に向け、最

大限の取り組みを行い、具体的には第１次北杜市総合計画を立て、その実現に努めていること

も承知しているところです。 
 さまざまな方法で、歳入歳出での財政能力の向上を図っていますが、安全・安心で明るいま

ち、基盤が整備され豊かなまち、環境日本一の潤いのあるまちの形成、さらに住んでみたい、

住んでよかったと実感する、人と自然の文化が躍動する環境創造都市の実現のため、さらなる

財源確保と財政健全化は大きな行政課題であると考えるところです。 
 そこで財政健全化に向けて、次の３点についてお伺いいたします。 
 １つ、地方財源確保のため、常に地方六団体は強力に国へ働きかけることが必要であると思

うが、地方分権を一層推進するために、国と地方の協議の場を定期的に持つことなど、折衝を

重ねていると聞いておりますが、どのような動向になっていらっしゃるのか。 
 ２点目、事務上、早く市の財産目録を整理し、市民の理解を得て、用途廃止地や遊休スペー

スの活用を考えるべきだが、財産目録の整理状況や活用について、どのように考えているか。 
 ３点目、市の財産で用途廃止した普通財産、貸付や売却については、どのように考えている

か。 
 以上、３点です。 
 次に、第１次北杜市総合計画の平成１９年度実施内容と取り組みについて、お伺いいたしま

す。 
 この第１次北杜市総合計画につきましては、３月定例会で北清クラブの坂本議員が、市民

に対し、夢や希望や活力を与えるものであり、大いに期待するものであるとの認識に立ち、ど

のようにして総合計画で示された具体策を推進していくのか、質問したところです。 

 この北杜市総合計画は、平成１９年度より平成２８年度までの１０年間とし、また平成１９年

度より平成２３年度を前期基本計画、平成２４年度から平成２８年度を後期基本計画としまし

た。 
 なお、この総合計画は事業実施経過期間の３年間、すなわち平成１９年度から平成２１年度

までの年度別事業実施計画表として、提示されました。毎年度、実施状況を把握しつつ、１年

ごとの見直しをすることとなっております。 
 財政状況が厳しいことは、多くの市民は理解していることと思いますが、その中にあって市
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民に希望の持てる施策の実施と、実施状況を公表することが大切であると考えるところです。 
 そこで、本年度予算に計画されている次の項目につき、具体的な実施状況をお伺いいたしま

す。 
 １つ、基幹産業である農業の推進。活力ある農業の推進状況について。 
 ２つ目、企業立地の促進。企業立地の推進、雇用機会の拡大と地域産業の振興策について。 
 ３番、観光振興。風林火山館を含めた誘客状況と、その働きかけについて。 
 ４番目、里山整備事業。森林荒廃防止、森林機能の回復および振興事業の活用状況について。 
 ５番目として、環境にかかるわけですが、中小水力発電、太陽光発電事業。村山六ヶ村堰設

置の中小水力発電の稼動状況について。大規模電力供給用太陽光発電系列安定化事業の進捗状

況について、お伺いいたします。 
 最後になりますが、３点目として生涯学習推進体制の整備充実について、お伺いいたします。 
 北杜市が誕生して３カ年、市が向かうべき目標として、昨年１１月、市民憲章が制定され、

その中の１項目として「教養を高め、文化のかおる杜を築きます」があります。これを施策と

して具体的に推進するためには、今後、市として市民協働による生涯学習の推進が必要である

と考えます。 
 市民生活向上のために教育、福祉、健康保健、環境、産業など多くの課題に取り組み、施策

を推進しているわけですが、これらの施策のほとんどは、より多くの市民の参加を得て、行動

実践に移し、その実をあげることが臨まれるわけです。そのため、各部や教育委員会が協調し、

市民の参加による生涯学習の総合的な推進が大切であると考えるところです。 
 そこで１つ、生涯学習については教育委員会、生涯学習課が中心となって取り組んでいます

が、各部と統一した考えをもって実施しないと、断片的になることが多いと思われます。他の

部局との連携が大切であり、市として総合的な生涯学習推進本部、市民と協働による（仮称）

総合生涯学習推進協議会などを設置する必要があると考えますが、お伺いいたします。 
 ２点目、生涯学習を推進する専門施設として、図書館、郷土資料館など、各地域の特色を持っ

ているわけです。その地域住民の文化・教養を高め、また伝統を支える学習の場であると考え

るところです。 
 これらの専門施設が充実した運営がされるよう、各町１つずつある地区公民館体制の再点検

による機能強化をする必要があると考えますが、いかがでしょうか。 
 ３点目、昨年１２月議会で北清クラブの内藤昭議員がただしましたが、教育委員会、生涯学

習課が中央公民館的役割を果たす、そういう考えではなくて、市で中央公民館を設置し、専任

の公民館長、公民館主事を配置し、地区公民館や分館との連携、それから、それぞれの専門性

を持った人々の発掘や活用、またリーダーの養成を行うなど、市として統一した社会教育の実

践が図られるようにすべきであると考えますが、どうお考えでしょうか。 
 以上、大きく３点、１１項目について、北清クラブを代表して質問とさせていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 中村勝一議員の北清クラブの代表質問にお答えします。 
 誘致企業、ミニ水力、財政問題等、市政にご理解をしていただき、ありがたく思います。一
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歩離れ二歩離れず市政をチェックするということでありますけども、私どもは一歩も二歩も近

づいて市政を一緒に推進したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 まず財政健全化に向けて、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に地方財源確保のための動向についてでありますが、地方分権の推進のためには、国か

ら地方へ権限と財源を移す必要があり、これまでも地方六団体が一丸となって、着実な税源移

譲と地方固有の財源である地方交付税制度の堅持を強く、国に求めてきました。その結果、今

年度、所得税から個人住民税へ３兆円規模の税源移譲が実施されたところであります。 
 さらに北杜市としても、山梨県市長会の平成２０年度国の施策および予算に関する提案、要

望事項の中で、地方交付税の財源保障、財政調整機能の充実・強化について、強く働きかけて

いるところであり、これからもあらゆる機会を捉えて、要請してまいりたいと考えております。

国と地方の協議の場については、地方六団体が強く求めておりますが、まだ具体的な設置の見

通しは聞いておりません。 
 次に財産目録についてでありますが、市有財産の適切な管理のため、昨年度、公有財産管理

システムを導入し、現在、入力したデータの状況や利用状況等の確認作業を行っております。

できるだけ早く作業を進め、市民の皆さんに市有財産の状況を明らかにしたいと考えておりま

す。 
 次に用途廃止した財産の売却等についてでありますが、北杜市の厳しい財政状況を少しでも

改善するため、収入の確保に努める必要があり、行財政改革アクションプランの中で活用予定

のない普通財産については、民間等への売却や貸付等を積極的に推進し、平成２２年度までに

可能な限りの処分を進めていくこととしております。 
 平成１８年度以降、その形態から隣接地の所有者しか活用できない土地１件を譲渡し、また

譲渡困難な建物など、６件の貸付を行いました。 
 今後は、財産目録の整理を進め、一般競争入札や公募により普通財産を処分してまいりたい

と考えております。 
 次に総合計画の中で、本年度予算に計画されている事業の実施状況についてであります。 
 まず基幹産業である農業の推進についてでありますが、平成１６年度から国の米政策改革大

綱に基づく需要に応じた米作り、担い手が生産の主体を占める米作りの本来あるべき姿の実現

を目指す取り組みが平成２２年度を目標に進められており、本年度は、その折り返しの年でも

あります。 
 これらをふまえて、引き続き生産調整に対応するため、その推進母体となる北杜市水田農業

推進協議会の事務局体制を整備いたしました。この協議会を中心として、市による県単および

市単事業による転作作物の作付けへの支援、担い手集積支援、産地づくり対策補助金による大

型農業機械導入への支援、鳥獣害対策支援、自給率向上対策経営安定対策による転作奨励助成

等を行ってまいりたいと考えております。 
 また、土地改良事業のうち県営土地改良事業については、中山間地域総合整備事業をはじめ、

広域営農団地農道整備事業等、引き続き市内８地区で実施しております。団体営土地改良事業

については、元気な地域づくり交付金事業により、農道改良事業、用排水路改修工事、調査設

計業務等、４地区を実施しております。さらに電源立地地域対策交付金事業は、市内６地区で

引き続き農道および農業用水路の改良工事を実施いたします。 
 なお、本年度から国の交付金事業として、地域の農地や農業用施設、環境資源等を保全する
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目的で、新たに導入されました農地・水環境保全向上対策事業については、事業要望のありま

した市内８地区で実施いたしますので、その保全活動に対して支援をしてまいりたいと考えて

おります。 
 次に企業立地の促進についてでありますが、総合計画では企業誘致活動の促進、ならびに地

域産業の活性化と企業振興を主要施策として掲げております。企業誘致活動においては、山梨

県商工労働部、産業立地室などと連携し、情報収集などを行うとともに、みずから会社訪問を

実施しながら促進を図っているところでありますが、現在、農業関連企業の数社と協議を重ね

ており、実現に向けて、大いに期待を寄せているところであります。 
 また、企業誘致を行うには、誘致が可能な複数の用地を確保し、企業側の用地選定の選択肢

を広げることが重要なポイントであると思われることから、誘致可能な候補地の確保に努めて

まいりたいと考えております。 
 次に地域産業の活性化と企業振興の取り組みでありますが、その中で、本年度は北杜市産業

立地事業費助成金交付要綱に基づいた助成金９，１３８万７千円を、武川町にある日東樹脂工

業株式会社に交付いたします。また、平成１８年３月に誘致企業として指定し、現在、建設工

事を行っている株式会社明和電気も、この助成金の対象企業となっておりますので、予算補正

を予定しているところであります。 
 雇用状況につきましては、北杜市となってから、すでに６つの企業誘致が行われたところで

ありますが、６社が雇用した社員の合計は２９７人であり、そのうち北杜市内からの雇用者は

１７２人で５８％の割合となっております。４月から、新に北杜市企業等振興支援条例を施行

し、支援企業の業種の拡大と市内企業にも支援ができる環境を整えたところでありますが、こ

れからもさらに、本市の産業基盤の確立や安定的な雇用の確保増大を図るため、商工会などと

連携しながら、企業ガイダンスの実施や北杜市産業まつりの開催などにも取り組んでまいりた

いと思います。 
 また、ちょっと角度を変えて、経済的・産業的に関する講演会も開催してみたいと思ってい

るところであります。 
 次に観光振興についてでありますが、風林火山館につきましては、昨年９月に開館して以来、

ゴールデンウィークには２万６千人を超える来館者があり、６月２０日には２５万人を突破い

たしました。風林火山館を訪れた観光客の大多数は、市内にある他の観光施設等にも立ち寄っ

ているものと思われますので、風林火山館の経済効果は市内の商業や宿泊施設、そして農業等々

にも及んでいるものと考えております。また、風林火山館内では市内の観光施設が掲示板やパ

ンフレットにより紹介されており、有効に活用されております。 
 ４月と５月に市内３カ所の道の駅を利用されたお客さんの延べ人数を、昨年同期の数値と比

較しますと、人数では１５．７％、売上額では６．１％の伸びがありました。また、過日の県

の発表によりますと、ゴールデンウィーク中の峡北地域の観光客の対前年伸び率が、風林火山

館効果もあって１３．７％増と、県下で一番の伸びを示したところであり、さらなる誘客策と

して、夏休みシーズンの８月１日から２０日までの間、開館時間を午後９時３０分まで延長し

て、来館者の皆さんに夏の宵を楽しんでいただけるよう、イベントを計画しております。 
 より多くの人々に北杜市へ来て、見て、触れていただくことは、長期滞在型リトリートの杜

づくりの礎にもなるものであり、他の観光施設等への波及効果も期待できることから、広報や

マスコミを通じて、さまざまな情報発信に努めてまいります。 
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 また、来年４月から６月にかけて実施される山梨デスティネーションキャンペーンに先駆け

て行われた全国宣伝販売促進会議をはじめ、今月の１７日には圏央道のあきる野インターチェ

ンジから八王子ジャンクションの開通プレイベントにも参加するなど、さまざまな観光キャン

ペーンを活用するとともに、新聞、雑誌などへの広告掲載などを積極的に行う中で、北杜市観

光の全般にわたるＰＲに努めております。 
 北杜市には冷涼な夏、恵まれた自然、豊かな文化施設を求めて訪れる観光客が多いため、こ

れらの観光資源の商品化と販売促進に向けて、全力を挙げて取り組んでまいります。 
 次に里山整備事業の実施状況についてでありますが、平成１７年度の導入以来、現在までに

累計で約２００ヘクタールの交付決定を行ったところであり、着実な森林整備を進めていると

ころであります。 
 また、事業導入を契機として、市内の森林整備に対する意欲は徐々に高まっているものと考

えており、平成１８年度の関係補助事業等を活用した民有林整備面積は１６５ヘクタールで、

平成１６年度の２倍に達しております。 
 市としましては、健全な森林の育成をより一層推進していくため、本年度は里山整備事業に

加え、県の事業である環境公益林整備支援事業を導入し、単年度で２００ヘクタール程度の森

林整備を予定しているところであります。今後とも着実な事業実施により、森林の荒廃防止、

森林機能の回復に努めてまいりたいと考えております。 
 次に、中小水力および太陽光発電事業についてであります。 
 まず村山六ヶ村堰水力発電所の稼動状況につきましては、この事業を進めるにあたり、村山

六ヶ村堰土地改良区や地権者の皆さんをはじめ、多くの関係者の方々のご支援とご協力をいた

だく中で、本年３月に完成し、４月１日から稼動しております。 
 ４月の総発電量は１３万３，５００キロワットアワー、５月は１４万１，２００キロワット

アワーでありました。また、総発電量のうち大門浄水場への電力供給量は、４月が１０万４４キ

ロワットアワー、５月が１１万９６キロワットアワーの実績でありました。年間の総発電量は

約２００万キロワットアワーを計画しており、月平均にしますと発電量は１６万８千キロワッ

トアワーになりますので、４月、５月の発電量を月平均と比較すると、それぞれ７９％と８４％

であります。若干、予定より少ないわけですけど、この原因としては、今年の冬は暖冬により

雪が少なく、水量が減ったことや堰の草刈り清掃、落雷による発電の停止、落ち葉などが取水

層に蓄積することによる稼動時間の低下などであります。 
 このこまめな点検により、稼働時間の向上に努めるとともに、落雷等の予期できない事故に

は迅速な対応を行うなど、安定的な稼動と計画発電量の確保に努めてまいる考えであります。 
 次に大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究の進捗状況についてでありますが、

昨年度は土地所有者ならびに夏秋、塚川両地区の皆さんへ事業の説明を行い、土地賃貸借契約、

調査測量および設計業務を実施いたしました。今年度は調査・測量等も終了し、国と農地転用

の協議が進められており、許可があり次第、造成工事に着手する予定であります。また、土地

造成工事とは別に、株式会社ＮＴＴファシリティーズにより、本年７月中には太陽光パネルの

設置業者が決定される予定になっております。 
 今後のスケジュールでありますが、造成工事と並行して、１０月から１２月ごろにかけて、

第１期分の６００キロワットの太陽光パネルが設置され、来年１月下旬ごろには計測を開始す

る予定であります。さらに平成２１年秋ごろまでに、１，４００キロワットの太陽光パネルが
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増設される予定になっております。合わせて、２千キロワットということになります。この実

証研究では国内外からの発電パネルが広範囲に設置され、研究が進められますので、北杜市が

太陽エネルギーに恵まれた地域、太陽光発電を行うのに適した地域であることを、実証研究を

通じて北杜市から全国に情報発信し、新エネルギーの必要性や温暖化問題への啓発、さらには

施設見学をとおして、自然エネルギーが有効活用される環境教育の場となるよう、整備を進め

てまいる所存であります。 
 今後とも人と自然と文化が躍動する環境創造都市の実現を目指し、農業の振興をはじめ、企

業立地の促進や観光の振興など、北杜市総合計画に掲げた施策を着実に推進してまいります。 
 次に生涯学習推進体制の整備・充実について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に、生涯学習推進本部や総合生涯学習推進協議会などの設置についてでありますが、現

在、北杜市では生涯学習を推進し、市民一人ひとりが生涯を通じて、いつでも自由に学習機会

を選択して学ぶことができ、その成果が適切に評価されるような社会を目指して、１人でも多

くの市民が参加できるような学習講座の開講や自主グループの育成に努めております。また昨

年度は、教育委員会から社会教育委員会議に新たな北杜市の生涯学習の展開についての諮問も

行い、その中で社会教育委員みずから生涯学習に対する市民の意識調査等も実施し、学習に対

するニーズの把握について、答申をいただいたところであります。 
 この答申に基づき、北杜市生涯学習計画の中に、市民の身近な生涯学習社会の形成に努め、

地域づくりを支える学習社会の活動をとおして、それぞれの地域が持つ特性を生かした個性あ

ふれた魅力ある学びの杜づくりを、まずは地域に根付かせたいと思っております。そして、そ

の地域が持つ可能性を高めながら相互に連携し、一体となった生涯学習が展開できたとき、お

のずと北杜市全域に根付いた生涯学習推進本部、あるいは生涯学習推進協議会なる大きな学び

の杜となることを確信するものであります。 
 このような観点から、現時点で市としては生涯学習推進本部等の設置については、考えてお

りません。しかし、今後も生涯学習の理念に基づき、市民一人ひとりがみずから、いつでも、

どこまで学べるような体制づくりを図り、生涯学習の学ぶ喜びや多様な学習意欲を高めてまい

りたいと考えております。 
 その他につきましては、教育長から答弁いたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 小清水教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 中村勝一議員の北清クラブの代表質問にお答えいたします。 
 最初に地区公民館体制の機能強化についてでありますが、公民館につきましては、社会教育

法で地域住民の実生活に即する教育、学術および文化に関する各種の事業を行い、住民の教養

の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的に、市町村が設

置することと定めております。 
 現在は、各教育センターが地区公民館的機能を持ち、地域住民のニーズに呼応して、その地

域住民の教養を高め、文化・伝統を支える生涯学習の場となっております。各教育センターで

は地域の特性を生かしたさまざまな学習プログラムを企画し、子どもたちから高齢者までが体

験学習を通じ、自己実現のための活動を展開しております。また、地域住民も学習プラグラム

に参加するとともに、自己の生涯学習活動や地域の図書館や郷土資料館などの専門施設を活用
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しながら、地区公民館を地域の拠りどころとして、住民の連携を深めております。 
 今後も地域に根ざした地区公民館活動推進のため、地道な活動における再確認と再点検を繰

り返し、より一層の機能強化に努めてまいりたいと考えております。 
 次に中央公民館の設置と専任の館長等の配置、地区公民館との連携、専門的人材活用やリー

ダーの養成についてでありますが、中央公民館の設置につきましては、現時点では中央公民館

機能を受け持つ生涯学習課が全市民を対象とした生涯学習の推進、イベントなどの普及啓発に

努めており、学習の成果としての評価システムの実施など、地区公民館との連携を図っており

ます。 
 北杜市は県下最大の面積を有する市でございますので、当面、地域の実情を考慮する中で、

現在ある８つの地区公民館を中心とした活動を考えております。 
 専門的人材の活用につきましては、各種の学級、講座などから育った地域の人材を文化協会

や各地域の趣味の活動の中で、指導者として活用をしております。また、リーダーの養成につ

きましても、各子どもクラブからの要請もあり、毎年中学生、高校生、一般社会人を対象とし

て、野外活動のリーダー養成講座などの実施、さらに家庭教育の充実を図るため、家庭教育支

援総合推進事業の一環として、県と連携を図りながら実施している子育てサポーター、リーダー

養成事業も行っており、養成講座を終了したのちには、北杜市の子育てサポーター、リーダー

の指導者として活用をしております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりましたが、ここで、本日の会議はあらかじめ延長いたしたいと思います。ご承

知をお願いしたいと思います。 
 当局の答弁が終わりました。 
 中村勝一君。 

〇１６番議員（中村勝一君） 
 １点目の財源確保についてですが、平成１２年だったでしょうか、国から地方へ旧、合併前

の町村に譲与された、俗に言う青線とか赤線とかという土地がございますね。あの土地の処理

について、実は隣接のお宅から買い取りたいと、そういう話があって、今現在はほとんど土地

交換でそれが賄われているんではないかなと思いますけど、実際の売却については、どんなふ

うに考えているか、どんな例があるのかということと、それが売却しないと、実は地域住民が

その場所の春の野焼きをしたり、夏の草刈りをしたりしているわけです。例の圃場整備等によっ

て、過去に道路であった青線というものが残ってしまっているわけですが、誰も使っていない

わけです。それについて、具体的にはどんな方法で対応しているのか、まずお聞きしたいと思

います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 建設部長。 

〇建設部長（相吉正一君） 
 中村勝一議員の再質問にお答えします。 
 法定外公共物、道水路の関係の用途廃止の関係でございますが、平成１２年に地方分権推進
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法により、国から市に一括譲与されました。その手続き、申請等の払い下げ等の内容でござい

ますけども、用途廃止の申請手続きにつきましては、原則的にはその土地に隣接する所有者が

することになっております。用途廃止する場合には、現況は機能を喪失していることが条件で

す。また、将来にわたって機能回復する見込みがないということが必須条件でございます。 
 法定外公共物は、ご承知のとおり、地区の皆さんが管理するもので、財産上は市が管理する

ことになっていますけども、用途廃止する場合には隣接地権者の同意とともに、地区区長さん、

もしくは農業委員さん、水利組合長さん、土木委員さん等の同意が条件でございます。これは

現地を見て、本当に機能が喪失しているかどうか、確認するということでございます。 
 この申請の手続きにあたっては事前に、まだこれは、法定公共物は建設部の道路河川課の用

地担当が担当しております。事前に譲与されているかどうかを、まず確認していただきたいと

思います。これは国から譲与されたわけですが、本来的には機能が管理されている道水路が市

のほうへ譲与されたわけです。まずはそこ、載っていると思いますが、まず確認してください。

そして、載っているということが確認された場合は、法定外公共物基本条例に基づいて、審査

をします。まず載っているかどうかを確認してもらって、あと、これは地番がありません。白

地です。道水路とも。ですから測量関係、かなり費用がかかります。実測しなければいけませ

ん。そして、これまた地番設定されます。これについては、測量関係について、払い下げ費用

については、所有者、申請者が負担してもらうことになります。用途廃止された財産について

は、法定外公共物管理条例に基づいて、要件を満たす場合には用途廃止になります。そして用

途廃止された財産は、普通財産として財政課のほうの関税担当が適正な地価、不動産鑑定価格

により、現況を見た中で払い下げということで契約をしていただいて、完了することになりま

す。 
 以上でございます。 
 ただ、本来的には開発等で、開発地内に道路が真ん中にあったりして、付け替えをしたりす

るケースが多いんですが、現在までに法定外公共物としては１１件で、ほとんどが開発関係、

個人申請が３、４件はありますけども、以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 中村勝一君。 

〇１６番議員（中村勝一君） 
 ありがとうございました。 
 ２点目の平成１９年度の総合計画による実施状況ですが、この実施状況のうちの、特に村山

六ヶ村堰に設置の中小水力発電のことについて、お聞きしたいと思います。 
 先ほど、昼間の、玄関のロビーに設置されておりますモニターを見てきたわけですが、大変、

水力発電を市民に分かりやすくやっていただいているなと思っているわけですが、実は今日現

在、１時ごろの発電量が約３００キロワットです。それで、今現在、先ほど市長から４月、５月

の発電量についての説明を受けましたが、最初の計画と約７０％から８０％ぐらいの、今日、

発電量のようです。それで実際は、あの発電量、一番、最大３２０キロワットぐらいの話で、

この話題が出たと思いますが、今現在、４月、５月の稼動状況は設計建設当時の想定される範

囲内に入っているのかどうなのか。落雷によって停止したとかなんとかという話もございまし

た。４月に何日ぐらい停止して、５月に何日ぐらい発電が起きていないのか、具体的な数をお
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聞きしたいと思いますが、その停止の理由にゴミがつまったとかなんとかという話もございま

すね。そういうものの管理を、これからどう考えているのか。以上、六ヶ村堰については、そ

の２点をお聞きしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 生活環境部長。 

〇生活環境部長（柴井英記君） 
 中村議員さんのご質問でございます。 
 現在の、今日の稼動の状況ということで、約３００キロワットアワーということでございま

す。議員さんご指摘のように、最大３２０キロワットアワーという計画でございます。その中

で、先ほどもご答弁申し上げましたように、７０％、８０％の稼動ということで、落雷、ある

いは点検等による稼動の低下ということでございます。当初の計画、３２０キロワットアワー

という中でございますが、４月、５月、稼動の中で、やはり山の中を流れてくるというような

ことで、非常に風が吹いた日は落ち葉等の堆積が予想以上に多かったということで、やはり発

電量の設定をするわけでございますが、落ち葉等の詰まりで、若干、水の流れが悪くなった場

合は、予定よりか水位が下がると警報が鳴ってしまうというようなことで、その都度、その日

の気象状況等に合わせて、設定を変更しているというような状況でございます。昨日は雨が降

りましたので、本日は３００を超した想定にしてあるわけでございますが、やはり水が少ない

時期には２２０とか、２３０というような低い設定もやむを得ない状況でございます。 
 その中で、稼動の日数、時間が少なくなった状況でございますが、先ほどの落雷による機械

器具の停止による点検、あるいは六ヶ村堰土地改良区の草刈りの点検、それから先ほどの落ち

葉等の、ゴミ等の堆積等による低下というようなことが、最大の原因になっております。 
 あと、今後の管理につきましては、やはり自然との闘いにも当然なってきますが、４月、５月、

６月、ある程度、稼動の状況で、ゴミの処理をする除塵機がございますが、そこの機能の改善

も当然、必要になってくるかと思いますので、そのへんも点検しながら進めてまいりたいと思

います。 
 それから稼動の低下の日数につきましては、先ほどのような原因が主な停止時間ということ

でご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 中村勝一君。 

〇１６番議員（中村勝一君） 
 六ヶ村堰については、ありがとうございました。分かりました。 
 それで、ぜひ、この第１次北杜市総合計画を、先ほど市長から答弁をいただきました。市民

に、たくさん宣伝していただきたいなと。何回も言うようですが、市民は合併当時と今、何が

どうなっているんだろうなと。このままいって大丈夫なのかなということを、とても心配して

いるわけですから、われわれ、市民に夢や希望が与えられるような答弁をいただきました。そ

んな宣伝をしていただきたいことをお願いしながら、私の質問を終わります。 
 以上です。 
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〇議長（小澤寛君） 
 中村勝一君の質問が終わりましたので、これから関連質問を許します。 
 坂本治年君。 

〇２８番議員（坂本治年君） 
 先ほど、答弁を聞いておったわけなんですが、六ヶ村堰の中小発電の件なんですが、実は六ヶ

村堰の下には箕輪堰があります。箕輪堰の川俣川には、漁業組合の釣堀もあるわけなんですが、

今年の春の田植えの時期に、実は私も箕輪堰の土地改良事業の一員でありまして、非常に水が

少なくて、田植えができなかった状況があったわけなんです。そうしたら、その下の川俣川に

ある漁業組合の釣堀のところにも、やはり六ヶ村堰でぴったりと水を止めて、水力発電へ水を

取るために止めて、少しも落とさないと。そういうところで非常に、箕輪堰の理事長である方

が、幾度もその水の見回りに行っても、なかなか水がなくて田植えもできない。漁業組合の釣

堀の水もなかったということで、非常に私たちも、土地改良事業の組合でも非常に危機感を感

じていまして、これは六ヶ村堰と、もう少し協議をしないと、なんらかの私たちの農業の水の

問題、今度８月、９月になって、例えば水の減少期になったときにどうなるかといったときに、

やはりそれは、これは六ヶ村堰と箕輪堰の問題であるわけなんですが、それにはやっぱり中小

の水力発電も絡んでくるわけでありまして、やはりそれを１００％稼動するというわけにはい

かないもので、やっぱり、そういう下のほうへの、水の必要な時期には水力の稼動も落として

いかないと、私たちの、南の下のほうに影響が出ると。そのへんのところをもうちょっと、今

後、協議していただかないと、私たちも非常に危機感を感じているわけで、そのへんのところ

をどう考えておるか、答弁をお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 六ヶ村堰の水がどれだけ川俣の水を全面的に止めているかどうか、私の知る由ではないんで

すけども、基本的には水利権、慣行、慣例等々の中で、いろいろな意味で決められてくると思

いますが、そのへんはまた、ぜひひとつ、両者で協議してもらえればと思っています。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 坂本治年君。 

〇２８番議員（坂本治年君） 
 今後、六ヶ村堰と箕輪堰と、やはり環境の三者で協議して、その問題はよく三者で協議して

いただきたいと思いまして、私の質問といたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 ほかにございませんか。 
 風間利子君。 

〇８番議員（風間利子君） 
 先ほどの、中村議員の生涯教育につきましてなんですけど、各地域ではそれぞれ特徴のある

学習をしていると思いますけど、補助金につきましては、各分館の計画に基づいた補助金が出

されているようですが、先ほど北杜クラブの質問にもありましたように、公民館活動につきま
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しても、だいぶ格差、温度差があるように思うのですが、情報交換をしながら、新しいものを

挑戦していくというようなことも考えていただきたいと思いますし、先ほど中村議員の総合生

涯学習推進協議会、市長はつくらないということでしたが、各地区の特色も生かしながら、一

定の方向性が見えるよう、再生化したプログラムをつくるべきだと思いますが、いかがでしょ

うか。 
〇議長（小澤寛君） 

 教育長。 
〇教育長（小清水淳三君） 

 生涯学習に絡めての公民館活動、含めてのご質問だと理解いたします。 
 ご案内のように、私ども教育委員会といたしましては、先ほども答弁させていただきました。

中央公民館を設置するということでなくて、生涯学習課が第一線の表に立って、事業を進めて

いくと。それから８つの町、それぞれの地域、今までの歴史がございます。そうしたものをそ

れぞれの地域で、みずから学んでいただくという部分、併せて合併いたしまして、２年半が経

過いたしました。そうした部分の中で公民館活動、それから生涯学習を連携させたものにして

いきたい。それから教育委員会だけでなくて、他の部署、例えば、すでに今年の５月以降、各

世帯にも配布させていただきました、北杜市の生涯学習の学びの杜という、この中にくまなく、

それぞれの取り組んできた努力をしてきた、汗をかいてきた事業がそれぞれの地域で報告させ

てもらっております。ですから、こうしたものを各地域の住民、各地域の公民館で自分の地域

に合った事業に、また積極的に取り組んでいただく。あるいはみずから、市民が自分に合う事

業に参加をしていただく。そして、その地域の公民館活動、あるいは生涯学習、そうしたもの

に枠をつくって、こちらは公民館活動、こちらは生涯学習、枠をつくることよりは、やはり、

その地域での生涯学習にすべてを結び付けておくことがベストかなという考え方で、私どもも

試行錯誤ではございますけども、今、お話させていただきました、市民に学びの杜ということ

で、とりあえず、こうしたＰＲをかけながら、積極的に生涯学習、公民館活動の取り組みに努

力をしていきたいと思いますから、ぜひ、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで、北清クラブの会派代表質問を終結いたします。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開は４時４５分とします。 

休憩 午後 ４時３６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ４時４５分 
〇議長（小澤寛君） 

 休憩前に引き続き、再開いたします。 
 政経会の会派代表質問を許します。 
 政経会、３８番議員、渡邊陽一君。 
 渡邊陽一君。 
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〇３８番議員（渡邊陽一君） 
 ３８番、政経会を代表して代表質問を行いますが、最初に議長にお願いしまして、資料等を

持ち込んで説明させていただきますけど、よろしくお願いいたします。 
 昨年スタートしましたＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」は、いろいろな方面で宣伝され、視聴

率も好調と聞いております。また風林火山館も来場者が２５万人を突破し、ますます北杜市の

知名度も県内外に挙がってきていると思われます。 
 しかし、いまだ北杜市の呼び名が「ほくとし」と呼ばれていない。インターネットとかなん

かで調べると、北杜市では出ないんです。北の杜で出るということを、孫にも言われました。

そんなことが多々見受けられるので、市を挙げての、より一層の宣伝が必要と感じます。 
 今年は中小水力発電所も完成し、順調に稼動していると。また、太陽光発電実証研究施設に

ついても、いよいよ動き出したと聞いております。私ども政経会では、先月、新潟県上越市を

訪れて、自然を大事にしながら有効活用していく方法について、研修を行ってきました。今後、

今、取り組んでいることにプラスして、こうした事例を参考にしながら、人と自然が躍動する

環境創造都市を目指して、市としてより一層の取り組み方を考えていただきたいと思います。 
 ３点、質問事項をお願いいたします。 
 第１点、バイオマスタウン構想の取り組みについて。 
 本市には総面積の約８０％を占める山林があり、間伐材、下水道処理施設で発生する汚泥、

または建設廃材、食品廃棄物、すでに利活用している廃食油等、バイオマス資源が無限にある。

市民の協力や理解を得ることは簡単ではないと思うが、北杜市地域新エネルギービジョンを一

歩進め、国が目指している平成２２年までに、３００市町村でバイオマスタウンを構築すると

いう、構想の一角に参加すべきだと考えている。今、ふれたように、国は地球温暖化防止循環

型社会、農村漁村の活性化等を進めるため、バイオマスタウン構想を全国各市町村から募って

いる。 
 二酸化炭素を発生しない、生命と太陽がある限り枯渇しない資源、つまりバイオマスを多く

の市町村が積極的に利用すべく、バイオマスニッポン総合戦略と位置づけ、バイオマスタウン

構想を公募し、それに応ずる市町村に対して支援、補助金等をするというものである。 
 北杜市は平成１８年３月に、北杜市地域新エネルギービジョンを策定した。このビジョンに

基づき、太陽光発電実証研究施設や中小水力発電所を建設し、自然エネルギーを積極的に利用

している。 
 先般、われわれ政経会は北杜市と友好姉妹都市である、バイオマス利用の先進地である新潟

県上越市を視察・研修し、各種のバイオマス有効利用法を知った。それはメーカーと共同でプ

ロジェクトを組み、間伐材を使った防草、要するに畑の草を消すとか、畑の貯湿用チップ材、

おぼんや肥料、またペレットストーブ用ペレットをつくることであります。 
 今、お話しました上越市のバイオマスでつくっている、このおぼんがそうなんです。実はこ

れ米７０％で作った、おぼんなんです。そして、これは米３０％で作った袋、これはまとめて

ゴミで処理するということですね。それから杉材５１％で、バイオマスで作った、このおぼん。

このおぼんも上越市の市のほうでは教育委員会で、給食等で使っている。そんなわけで、これ

はいいことだなということで、早速、私たちも取り上げてきました。北杜市の総合戦略として、

このバイオマス構想に積極的に参加すべきだと思うが、市長の見解を求めます。 
 ２つ目、市の住宅政策について。 
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 次に住宅、少子化、会社誘致についてを、セットで質問いたします。 
 市長はできるだけ多くの企業に北杜市に来てもらい、雇用の促進、活力のある市にと期待を

されています。しかし、企業が来ても住宅の数が少ない現在、北杜市の若い人たちでさえ、他

の市に住まいを求め、北杜市にある企業に勤めているのが現状である。つまり、北杜市に企業

が数多く来ても、逆通勤といった有様となってしまうおそれがある。 
 現在、北杜市の住宅事業は昭和３０年代に造られた建物が６７戸、昭和４０年代に造られた

ものが３０９戸である。老朽化した市営住宅を一度に建て替えることは難しいと思われるが、

建て替えについて、土地の有効利用策はあるのか。また、企業の社員の住宅や社員の市内への

住宅建築の際の土地の提供や建築資金の補助金等について、これは少子化対策にもつながると

考えるのであるが、市の考えを伺いたい。 
 北杜市は名山、名水、街道百選に恵まれており、マスコミの報道によるところでは、北杜市

で暮らしてみたいと答えた人の数が、日本全体で上位に入っていると聞いております。四季折々

の景観のよさでは他市に勝るとも劣らないということで、それらも大いに宣伝すべきと思うが、

市長の見解を求めます。 
 ３番目には、市庁舎建設プロジェクトチーム設置について。 
 市長は、庁舎内に職員で構成する庁舎建設検討委員会を平成１９年度に設置すると、昨年

１２月の定例会において答弁されたが、その後、設置されましたのかお伺いいたします。 
 また現在、本庁舎、支所すべてが耐震構造ではなく、地域拠点としては不安があると思うが、

本庁舎建設までの当面の間、実験的に施設、体制を見直すことは必要ではないか。例えば、福

祉関係、教育委員会関係などの同一的な機能を支所に分散した体制にしておくことは、耐震問

題と併せて、地域拠点としての能率化も図れると考えられる。また、国で、現在行っている各

省庁の地域分散型の構造改革であるが、今後も政府では、さらに推し進められていくと思うが、

北杜市でもこのような形をとっていくことは考えられないか。こうしたことが、地域間格差を

少なくさせることにつながると思うのだが、市長の見解を求めます。 
 以上。ありがとうございました。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 渡邊陽一議員の、政経会の代表質問にお答えいたします。 
 最初に、バイオマスタウン構想の取り組みについてであります。 
 地域の新エネルギーの利活用としては太陽エネルギー、木質バイオマスエネルギー、畜産バ

イオマスエネルギー、廃食油のリサイクルエネルギー、小水力エネルギーなどが考えられます。

北杜市では、すでに太陽エネルギーにつきましては、太陽光発電系統安定化実証研究や住宅用

太陽光発電システム設置補助金制度。小水力エネルギーにつきましては、村山六ヶ村堰水力発

電所の建設。廃食油のリサイクルエネルギーにつきましても、バイオディーゼル燃料への利活

用を図っていますが、間伐材、汚泥、建設廃材など、利活用を推進していかなければならない

バイオマス資源がたくさんあります。バイオマスタウン構想は、地域のバイオマスの利活用を

地域関係者との連携のもと、バイオマスの発生から利用までを地域の創意工夫により、検討・

実行するための基本方針を定めるものであります。 
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 北杜市では、総合的な新エネルギーの推進に向けた北杜市地域新エネルギービジョンを策定

したところであり、その中において、利用性の高いバイオマスエネルギーの活用を推進してい

くこととしておりますので、バイオマスタウン構想の参加につきましても、ビジョンを推進し

ていくために、本年度に設置する（仮称）北杜市新エネルギー推進協議会の中で調査・検討を

行ってまいる考えであります。 
 また、北杜市の約８０％を占める山林の間伐材などを活用した、木質系バイオマスの利用促

進につきましては、コストの問題もありますので、有利な補助事業等の検討、民の力を借りた

事業実施の検討などを進め、環境創造都市を目指す北杜市にふさわしい各種の新エネルギーを

活用した施策を展開できるよう、努めてまいりたいと考えております。 
 次に市の住宅政策について、いくつかのご質問をいただいております。 
 最初に住宅対策についてでありますが、市営住宅は公営住宅法に基づき、健康で文化的な生

活を営むに足りる住宅を整備し、住宅に困窮する低所得者に対して、低廉な家賃で住宅を供給

することを目的としております。 
 この公営住宅整備につきましては、北杜市公営住宅ストック総合活用計画に基づき、昭和

３２年から昭和５４年までに建設した一戸建て木造住宅、および簡易耐火構造平屋建て住宅な

どの老朽化住宅の建て替え整備事業として、１８団地、５０８戸に新設を含めた建て替え整備

が計画されております。昨年度、公営住宅ストック総合活用計画をもとに市営住宅整備計画を

策定し、国・県との協議を進める中で、良質な公営住宅整備事業を計画的に進めているところ

であります。 
 すでに昨年、着手いたしました高根町の西原団地は、全体で４８戸の建設計画のうち第１期

工事の１８戸が本年９月末の完成を目指して進められており、来年度以降には、さらに第２期

工事として３０戸の建設が計画されております。また、本年度事業として武川町の武川上団地

に２１戸の新設住宅を計画しており、発注に向けての準備を進めているところであります。 
 次に企業の社員用の住宅の対応についてでありますが、市内の企業へ就業している市内に住

居がなく、遠距離通勤を余儀なくされている方を対象とした須玉町の就業促進住宅は、平成

１４年度に第１期工事として２７戸を整備し、さらに２期工事として、本年度２３戸の工事発

注をする予定であります。この就業促進住宅整備事業は、国の交付金の対象となっている事業

であり、市企業交流会等から要望をいただく中で、住宅需要に応じた整備を進めているところ

であります。 
 今後は市営住宅整備計画をもとに、立地条件や企業等の要望を勘案し、良質な就業促進住宅

の環境整備を進めることにより、優良企業の誘致に結び付けていけるよう、努めてまいりたい

と考えております。 
 また、少子化対策としては、厳しい財政事情の中、公共事業の抑制に取り組んでいるところ

でありますが、公営住宅整備につきましては、少子高齢化時代にふさわしい住宅整備として、

最優先に位置づけ取り組んでいるところであります。 
 新婚家庭や子育て世帯の入居につきましても、昨年、公営住宅法施行例の一部改正により、

収入基準等が引き上げられ、入居要件の緩和が図られたところでありますが、子育て支援や少

子化対策の一助として、より一層、入居の促進を図ってまいりたいと考えております。 
 次に市営住宅用地の有効利用と住宅用地の提供や建設資金の補助等についてでありますが、

住宅用地は住宅用地として再利用するか、入居者を対象とした用地の払い下げをするか、ある
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いは、公共用地として住宅用地以外の利用も考えられるわけですが、例えば、すでに取り壊し

をした住宅用地を用途廃止により、一般向けに住宅用地として斡旋するなど、より有効で効果

的な利用方法を検討してまいりたいと考えております。また、先進市町村等の事例を参考にし

ながら、持ち家住宅の普及に対する助成制度につきましても、検討してまいりたいと考えてお

ります。 
 いずれにいたしましても、渡邊議員の申されるよう、素晴らしい自然に恵まれた北杜市をな

お一層アピールして、企業の誘致にも結び付けてまいりたいと考えております。 
 次に、市庁舎建設プロジェクトチーム設置についてであります。 
 庁舎建設や本庁および総合支所のあり方の検討は、本市の大きな課題の１つであります。北

杜市となって２年半が経過し、この間、市の課題および懸案事項の整備などに迅速に対応でき

るよう、組織機構の見直しや効率化を図ってまいりました。また、行財政改革アクションプラ

ンを基本として、平成２２年度までに職員を７．４％純減する定員適正化計画を昨年度、策定

したところでもあります。 
 このようなことから、まず本年度は市の将来における行政組織機構がどうあるべきかを、職

員で構成する北杜市行政組織機構改革検討委員会において、調査・研究を進めることとし、現

在、関係課職員により、資料収集を始めたところであります。 
 次に新庁舎建設までの間、分庁方式で運営できないかとのご質問でありますが、本市は本庁

と８カ所の総合支所および１カ所の出張所を有しており、組織の簡素化や業務の効率化を図る

ためには、これらの施設の統合・縮小および廃止を含めた再編は、避けては通れないと考えて

おります。 
 そこで再編に向けては、まず住民サービスのあり方や総合計画を着実に実施していくための

対応、定員適正化計画による職員数の推移、類似団体との比較、財政の見通しなど、総合的に

調査・研究を行い、広い面積を有する本市において、将来の行政組織はどうあるべきかを検討

してまいりたいと考えております。 
 その検討の中で、渡邊議員からご提言をいただきました、耐震問題や分庁方式などにつきま

しても、総合支所の統合・縮小および廃止と併せて、検討してまいる考えであります。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 渡邊陽一君。 

〇３８番議員（渡邊陽一君） 
 今回、リサイクルプラント、最初の問題のバイオマスの構想について、リサイクルプラント

を研修してまいったんですけれども、かなりの大きい機械が入っているんです。設備等の導入

について、資金のほうはどうなっているんだと尋ねましたならば、国が５０％の補助率、それ

から民間が５０％。特に北杜市は、市長、今まで、過去、森林組合の組合長をやっていました

けども、その森林組合のほうでも、それを受け入れて５０％の資金でやったと。そうなると、

市ではお金のほうは出さないで、これはうまくとおって、一生懸命、頑張ってやってくれる企

業ではないかなというふうに、私たちはそう思っています。そんなこともありまして、ぜひ、

このバイオマス構想は、実現させていただければありがたいかなということであります。 
 それと第２について、市の住宅ですね。これにつきましては市の空き地、土地、有効利用に
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ついてですが、建物等はかなり必要でないものが出ていると思います。そんなこともありまし

て、答弁では払い下げもいいよということを考えておられるので、若い人たちが今、Ｕターン

で来るというと、若い人ではなくて、ある程度、年齢の高い人が戻ってきていると。それだと

人口の増える率が少ないものですから、若い人たちに１人でも持ち家を建てていただけるよう

な分譲方式、それから補助金、借入金などの助成が導入できるということですので、新築され

たならば、その税金の何％かは何年間、みてあげるよということをされたらいかがなと。隣の

韮崎市では、持ち家住宅復旧促進支援制度というものがありまして、過去、軽減措置をとって

いるようです。そんなふうな形で、北杜市もそういう軽減措置をとれば、若い人たちが家を建

てて、自分たちがそこに住むんではないかというふうに思います。それができるかどうかは、

またお尋ねいたします。 
 それから第３番目には、北杜市は県下でも面積的では一番大変、大きいことから、先ほど市

長が言われたように、支所の割り振りを考えていくということですけれども、８カ所を全部や

れということではなくて、３カ所なり４カ所を目処にしながら、分散型をとってもらえないか

ということでございます。甲斐市などでは、旧の役場を生かして、教育委員会とか福祉関係だ

とかというふうに、分散した形でやっておられるようですので、北杜市もそれが、先ほど市長

が述べたんですけども、できないかということですので、そのへんもご検討をいただきたいと

思います。 
 以上。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 渡邊議員には、クリーンエネルギーの問題に対しても積極的に対応していただいて、ありが

たく思いますけども、演説を言うつもりもさらさらありませんけども、人類もいろいろな意味

で、産業革命以来、化石燃料に頼りすぎましたから、エネルギーチェンジをしなければ、有限

の問題と地球規模の環境の問題で先が見えないことは確かで、あちらこちらの先進国がこれの

対応を始めているというふうに、私は承知しています。その１つが太陽光発電であり、私ども

も地方ではありますけども、ミニ水力もということであり、アメリカといわず、南米、ブラジ

ルといわず、もろこしだか農産物を活用したエタノールバイオマス燃料等々も、いろいろな意

味で始まっているわけであります。 
 わが北杜市も、全部クリーンエネルギーの研究をというわけにもいかないわけですけども、

間伐材を活用したバイオ燃料はという問題についても、心を寄せていきたいと思っております。 
 それから再度、分庁舎のご質問がありましたけども、甲斐市といわず、笛吹市といわず、分

庁方式をとっている自治体もありますけども、いろいろな意味で効率性と、そしてまた横の連

携プレー等々にも課題があることは確かであります。しかし、私ども北杜市もいろいろな意味

で手狭から始まって、いろいろ課題がありますが、そのへんも総合的に考えて、今後の庁舎の

あり方について、先ほど答弁のとおり検討してまいりたいと思っております。 
 住宅のほうについては、担当部長のほうから答弁します。 

〇議長（小澤寛君） 
 建設部長。 
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〇建設部長（相吉正一君） 
 渡邊陽一議員の再質問について、お答えいたします。 
 北杜市の若者定住者対策について、持ち家対策等、支援的な補助についてでございますが、

これは市長から、兼ねてから研究しろと命を受けております。そして、近隣の市町村の状況で

ございますけど、韮崎市が若者の持ち家住宅等の普及、支援制度として、新築した場合ですね、

公庫等から借り入れした基金の５００万円に対して、１％の利子補給を３年間行っておると。

また二世帯住宅に向けて、借入限度額１千万円を限度に３年間、１％ですから、３年間だと

３０万円行っていると聞いています。しかしながら、北杜市は別荘の新築軒数が約８００軒、

年々増える状況であります。これは税務課のほうにお聞きした関係で。その中で専用住宅につ

いては４６２軒ぐらいということで、かなり数が多く建築されています。そうした中で試算す

ると、この厳しい財政状況の中、何千万という関係になりますので、慎重に検討した中で、北

杜市にふさわしい持ち家制度、次男とか三男の皆さんが、また東京のほうかＵターンしてくる

場合ですね、対応等を研究させていただきたいと思います。ですから、今年１年間よく、全国

的な補助制度等を調べた中で、慎重に導入について検討をしていきたいと思っていますので、

よろしくご理解のほどをお願い申し上げます。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 渡邊陽一君。 

〇３８番議員（渡邊陽一君） 
 先ほども、再々言われましたが、私も北杜市にはクリーンエネルギー、また建設課長が言わ

れたように、次男、三男の人たちが帰ってきたならば、それを有効利用してもらうという形の

ほうが、私は的確ではないかなと思うので、私もぜひ、北杜市からクリーンエネルギーと、い

ろいろな面で、政治の発信は北杜市からだよという形をしてもらえるように頑張ってもらいた

いと思います。 
 私の質問は、以上で終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 渡邊陽一君の質問が終わりましたので、これから関連質問を許します。 
 小澤宜夫君。 

〇３番議員（小澤宜夫君） 
 もうすでに、市長がだいぶ理解を深めておりますので、さらにもう一歩、進めた形の中で、

先ほどのバイオマスタウン、いわゆる新しい木質バイオがエタノールになるというプロジェク

トについて、ぜひお願いしていただきたいと思うわけです。 
 というのは、これはすでに、わが市ではＢＤＦ、バイオディーゼル燃料を使った庁舎の車を

使っております。しかし、このガソリン車に使うバイオエタノール、これはまだ国の方針が明

確に出ておりません。と申しますのは、２００５年の時点でバイオエタノールは実証段階で

３０キロリットル。国が２０１０年の目標として、５０万キロリットルを目標にバイオエタノー

ルを作ろうとしております。ちなみに、先ほど市長がおっしゃいましたアメリカ、ブラジルな

どでは、すでに１，６００万キロリットルのエタノールを作っております。 
 この中で、やっぱり注目するのは、木質のバイオが建築廃材、いわゆる間伐材等、いわゆる

２トンの木質から１トンのセルロースができ、それを糖化酵素で糖化し、セルロースをグルコー
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スに変えますと、おおよそ２５０リットルのエタノールができる。これを、なぜ、先ほど国の

ほうで明確になっていないかという話をしたかといいますと、直接、それをガソリンに混ぜて、

例えば２０％、１０％混ぜて車を動かす方式と、現在、日本の石油業界ではＥＴＢＥ、いわゆ

るエチル・ターシャリー・ブチル・エーテル。これは３％のエタノールに、石油系の物質を３対

４の割合で足すことによって、ガソリンと混合したものをスタンドで売ると。要するに１００の

中で、３％しかエタノールが入らないという限界性のあるものを、日本は今、施行しているわ

けですけども、これはいずれ、アメリカがとうもろこし、サトウキビでエタノールをどんどん

作って、ガソリンに１０％混ぜていくということになれば、相当、市場としては大きくなると

いうふうに思われます。 
 そういう中で、とりわけ、この自然豊かな北杜市の中では、その木材も使える。さらには、

これはまだ、本当に試験段階ですが、昨年、新潟の中越地方では、北陸１９３号という米を燃

料用、飼料用です、ちなみに１ヘクタールに１０トンの生産ができたということで、通常のう

るち米の約倍ですが、そういうもので遊休水田の利活用を図るということです。そうしますと、

先ほど、市長もおっしゃいました、北杜市地域新エネルギービジョン。その中に、長い目で見

て、構想を練り、北杜市が環境創造都市として、もちろん太陽光もあり、水力もあり、さらに

そういうバイオエタノールもあるというような、フルラインの、まさに環境創造都市にふさわ

しい地域になっていくのではないかと思いますので、ぜひ、そういう方向を持っていただきた

いということで、お考えを伺いたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 いろいろな意味で、国民というよりも人類がクリーンエネルギーに意を注いでいくというの

は、先ほど言いましたとおり、時代の流れだと思います。ただ、この自然のサイクルを狂わせ

るのも、また新たな課題を生むことも事実でして、例えて言えば、今、アメリカやオーストラ

リアやブラジルがエタノールを作るために、もろこしや何かを、あるいはまたアマゾンを切っ

ていくとかという、いろいろな話が出てくると、新たな課題も出てくる。例えば、私ども日本

でも、畜産農家、酪農農家等々は飼料が高騰してしまって、大変、悲鳴をあげている事実もあ

ります。 
 そしてまた、私ども今、この環境を見ていて、間伐材もいっぱいあるとは言いながらも、い

よいよ、このエタノールを市場として位置づけるには、これまた一歩間違えば、日本中、裸の

山になっても、ちょっと大げさですけど、困るとかいろいろあるわけでありまして、いろいろ

な意味でエネルギーチェンジ、エタノール等々の研究も進むでしょうけども、私も太陽光発電

にしても、ミニ水力にしても、議会で説明しましたとおり、こっちを含めて、先を見なければ、

行政北杜市としては、なかなか決断できないというお話もしました。だから同じように、この

木質燃料を含めたエタノール等々についても、ちょっと消極的な言い方かもしれませんけども、

国だとか民だとかがいろいろな意味で、これから積極的にやっていくでしょうけども、北杜市

が行政を率先してというのはなかなか、本音として厳しいものがあると思っています。 
 以上です。 
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〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 浅川哲男君。 

〇４１番議員（浅川哲男君） 
 バイオマスについて、２、３点ご質問します。 
 まず北杜市は水と太陽と緑といって、これ以上、日本一、いろいろ自然に恵まれているとこ

ろはないと思います。そういう中で、水力と太陽光はあれですが、問題は今の、今後活用して

いただきたいのは、市で補助金を出して、里山の整備、そして県有地においても業者を頼んで

全部やっております、間伐を。その中で、そのあれを生かして、ぜひやってもらいたいと思う

んですが、まず小さい、バイオマスにはいろいろの活用の方法がありますが、手っ取り早い話

でいきますと、ペレットボイラーストーブですね、その間伐材廃材を利用して、燃料を作って、

それによって、ストーブ、ボイラーにやるというのが、すぐできますよ。やる気があれば。そ

ういうことで、明野が一番先進地で、いろいろ資料を見ますと、ペレットのボイラーのストー

ブ、これを中学に導入していますが、そこで担当課長にお聞きします。中学で利用している燃

料、これは普通の薪でなくて、材木というか、木質でもって、そのペレットの燃料を作るんで

すが、その燃料はどこから仕入れて、どのくらいでやっているのか。そして、どんなあれか、

いろいろ試算して見たことがあるかどうか、まず１点、お伺いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 小沢次長。 

〇教育次長（小沢孝文君） 
 ただいまの、浅川議員さんのペレットストーブの関係でございます。 
 これにつきましては、明野中学校におきまして、環境教育の観点からストーブを入れており

ます。これについては木質のペレット、木をひきまして、それを粉状にしたものを燃料に使用

するということでございまして、業者の方が言いますと、石油ストーブ等よりかも単価は安い

んではないかという形で、今現在、１０キロ単価で６００円でございます。それを使用してお

ります。明野中学校では玄関のホールと保健室、それから図書室で使っております。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 浅川哲男君。 

〇４１番議員（浅川哲男君） 
 今、単価も聞いたわけですが、そういう中で、化石燃料、重油か石油か知りませんが、ボイ

ラーのストーブを使う場合に、いろいろ比較検討して、効率というか、経済的にはどういう試

算をしてありますか。そこまで研究してみていただいて、そして北杜でできることは、どんど

んしてもらうというのでなければ、何にもならないと思うんですが、それをもう１点、お願い

します。 
 そして、もう１つ。北杜市で、以前市長がチップの機械があるから、どんどん使えと言った

んですが、これは使うもいいけれども、いろいろの手続き、そしてずっと貸してくれない、年

間を通じて貸してくれなくて、誰か使う人があればやらなければならないということで、実は

大泉で、県有地の間伐をやっている業者が２社あります。そういう人たちが借りたいなと思っ
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て、いろいろあれしたけれども、厄介だということで、自分たちで買いました。買って、そし

て間伐材でチップをやって、道路だとか、庭だとか、そういうところへ安くやっているわけで

すが、そういう細かいところへどんどんやるということの、やっぱり執行部の発想がないとね、

このビジョンには実に、ものすごく書いてあるけれども、これをいかにやるか、やらないかは

執行部と、あと市民の関係にもなりますが、そのチップを使う機械はどんなふうに活用されて

いるのか。いろいろ厄介で、大泉の人は自分で買って、今、やっていますよ。廃材を全部あれ

して。それもちょっとお聞きします。 
〇議長（小澤寛君） 

 教育次長。 
〇教育次長（小沢孝文君） 

 浅川議員さんの質問でございます。効率的にはどうかという、ペレットストーブですね。こ

れについては、環境教育という形の中で、明野中学校へ入れてございます。まだ、経済効果等

につきましては、今後、研究いたしまして、それについてはまた、どうなるかということ等を、

今から研究したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 産業観光部長。 
〇産業観光部長（植松忠君） 

 先ほど、浅川議員さんから木材のチッパーの、マシンのことの、今どういうふうになってい

るかという関係でございますけども、それへお答えしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
 先ほど質問された内容につきましては、これは北杜市高根町自走式ブラシチッパー管理規則

というものがございます。これにつきましては、このチッパー自体は、平成１４年に導入され

まして、基本的には高根町で使っていたということでございます。合併が平成１６年の１１月

でございまして、そのときに北杜市高根町ブラシチッパー管理規則ということでいったわけで

ございますけれども、昨年の１０月ですね、平成１８年度の１０月に新しく要綱をつくりまし

て、今回の、今の北杜市高根町自走式ブラシチッパー管理規則は、廃止した状況になっており

ます。といいますのは、これにつきましては、ブラシチッパーというのは、総重量が約３，

２００キロ、３．２トンございまして、自走式ではあるんですけども、非常に取り扱いが厳し

いということで、ましてや１日の使用料が６万円ということでございました。したがいまして、

先ほど申しましたように、新しく北杜市杜づくり木づかい事業実施要綱というものを、昨年の

平成１８年の１０月に施行しております。これにつきましては、当該、今、お話しました自走

式ブラシチッパーについては、無料で誰でも、市民であれば使えるというふうな形で、要綱を

つくってございます。 
 それから、このほかにもチェーンソーですとか草刈り機、それから背負い式枝払い機、多用

途の草刈り機、アースウォンガー、樹木粉砕機等々を要綱で定めまして、すべて無料でお貸し

している状況となっております。 
 ちなみに、平成１８年の１０月の北杜市の広報にございますけども、ここにその後のことが、

１ページに載っておりますので申し添えておきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 浅川哲男君。 
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〇４１番議員（浅川哲男君） 
 いずれにせよ、環境創造都市ということで、今度の安倍総理も地球環境を守るということの

中でサミットを、そして来年は日本においてやるわけですが、一番北杜に、こういう自然を生

かしたものでやれる材料がいくらでもありますね。太陽はもちろん、今の里山県有地をはじめ、

そういうものがありますから、ぜひ先駆けて、手を挙げて、また業者等もしていただきたいと、

こんなふうに思いまして、そしてペレットの燃料ですが、大泉の業者の人たちと話をしても、

自分たちで金を買って、例えば作っても使ってくれるところがなければあれだから、使ってく

れるところをするためには、先ほど、教育次長が言ったように、ただ、やれて、環境のことだ

けではなくて、経費がどっちがどうだというぐらいのことまで、ちゃんとやっぱりやって、そ

れでうまくいけば、これから公共施設のボイラーにしろ何かにしろ、取り替えるときには、そ

れに変えて、化石燃料は使わないようにするとか、そういう発想というか、頭を持ってもらわ

ないと駄目だなと、こんなように思います。市長のお考えをまず、積極的に取り組む考えがあ

るのかどうか、お願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 市長、積極的に答弁をしてください。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 先ほど来、言っているとおり、いろいろな意味で、昔に戻れとは言いませんが、エネルギー

チェンジの時代はきていることは、確かだと思います。そういう意味からすれば、先ほど来の、

ペレット燃料なるものも、木質といったようなものも、いろいろな意味で注目されてくるとは

思っています。推移を見守りたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 秋山九一君。 

〇３３番議員（秋山九一君） 
 私は住宅政策の関連について、ちょっと関連質問させていただきます。 
 市では長期滞在型リトリート杜づくりを取り組んでおるわけで、また企業誘致にも盛んに取

り組んでおるわけだけれども、北杜市には一流企業等が数多くあるわけでございますが、それ

に携わる従業員も、本当におおぜいいるではないかなと、こういうふうに思うわけだけども、

最近は移動等もあって、私のふるさと、長坂を参考にしてみると、以前、白州町にある洋酒の

会社の社員寮等があったわけだけども、アクセス道路等の問題で撤退したと。つい最近は、小

淵沢にある化粧品会社の大型の社員寮が２つほどあるわけだけども、あと２人ばかりしかいな

いということで、私、これは大変なことだなと。そして、小淵沢の会社へ訪ねてみたところ、

やはり今の若者は町に住みたくて、やっぱり町へ移動の傾向があるよということで、町はどこ

だということになって、よその市へ移動してということで、おそらく、これが閉鎖になるでは

ないかなと懸念をしておるわけだけども。 
 非常に、北杜市の中に住まいがあるわけならいいんだけども、やはり、よその市へ行ってし

まったでは、今、せっかくのリトリートも組んでおるわけだけども、せっかくの足元の、若者

がそうやって撤退したでは、人口増にもならないだろうということで、私もこれは大変なこと

だなということで、両面でもって、また、この会社等々の社宅についての何か得策とか、何か
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を考えて、しっかり調査をして、やはり若者を止めるということが第一ではないかなと。それ

がまた、少子化にもつながるではないかということで、結構な大移動等が始まっている。そし

てまた、雇用促進等を見ても、最近はどうも入居者募集というのが、非常に増えてきておるな

と、こんなふうに思いますので、どうか、そこらへんをしっかり見極めていただいて、やはり、

これは真剣な問題ですので、市のほうでもやっていただきたいと、こんなふうに思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 先ほど、部長のほうからも答弁があったわけでありますけども、北杜市もおかげさまで誘致

企業は６社あったと。先ほど統計的にも言いましたとおり、２９７名の雇用に対して、北杜市

から１７２名雇用してくれたと。問題は誘致企業、若者定住、住宅、そして地域の活性化とい

うのは一体のものであることは、いまさら言うまでもありません。だから住宅政策で、近隣で

いるではないよという、率直に言えば、そんな発破を職員ともども、汗をかいているわけであ

りまして、いまさらカウントするまでもなく、高根の西原住宅だとか、武川上住宅だとか、須

玉の就業住宅だとか、いろいろ汗はかいているつもりであります。併せてなんとか、行政だけ

では、また限界があるということからすれば、民の住宅にも期待したいなと思っているところ

でありますけども、偉そうに言うわけでもなんでもありません。これからも誘致企業に来ても

らうように全力で汗をかく。そうすると、若者が雇用の機会がつくれるということであります

ので、ぜひひとつ、住宅は頑張りたいと思います。 
 私がおととし、ちょっと県内企業をまわりましたならば、多くの企業が住宅まで企業がやっ

てはかなわないから市で頼むと、こういう露骨な表現も聞いているわけであります。頑張りた

いと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 発言をする方は挙手をして、何番、誰々というように声を掛けてください。 
 坂本保君。 

〇１８番議員（坂本保君） 
 要望を１つ、お願いしたいと思います。 
 実はバイオマス関係でございますが、国は数年前からバイオマスニッポン戦略ということの

一環といたしまして、バイオマスタウン構想を各市町村から募集といいますか、募っているわ

けでございまして、このバイオマスタウン構想に名乗りを挙げますと、いろいろな施設整備と

か、あるいは機械の購入の場合、ある程度の補助金が出る。聞くところによりますと、５０％

ぐらいの助成が出るということで、ぜひ、事務量は大変だと思いますが、そのバイオマスタウ

ン構想に名乗りを挙げていただきたいということを要望して、質問とさせていただきます。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁はよろしいですね。 
〇１８番議員（坂本保君） 

 結構です。 
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〇議長（小澤寛君） 
 篠原珍彦議員。 

〇２５番議員（篠原珍彦君） 
 庁舎の建設の件でございますけども、１２月の代表質問で、私も質問させていただいたわけ

でございますけども、先ほど市長のほうから説明があったわけでございますけども、職員でプ

ロジェクトチームを構成ということで、それに着手しているというふうなご答弁だったと思い

ますけども、どんなふうな構成でやっているのか。どのくらいの人数、規模というか、そんな

チームの人数、規模がどういう形で編成されたのか。そして、それを大体いつごろまでに、い

ろいろな調査、研究等がなされて、それは当然、職員の皆さんだけというわけには、これがだ

んだん、いろいろ研究をしていけば、一般の有識者等も交えるというふうなことで、組織を設

けなければならないと思うわけでございますけども、いずれにしましても、庁舎といっても数

億円かかるわけですから、すぐ２、３年のうちにというわけにはまいりません。当然、準備は

早いうちから着々と進めなければ、これは何年もかかるわけでございますから、そういう意味

から、いろんな全国のデータを集めるとか、また北杜市の風土、地質、気候、その他、かね備

わった素晴らしいものをつくっていかなければならないということでしょうけども、いろいろ

北杜市も財政難であることは承知しておるところでございますけども、須玉商業の跡地の庁舎

を利用ということで、職員も非常に使い勝手が悪くて、不便を感じているだろうなというふう

に思っております。 
 また、一般的に、この学校の造りというのは、庁舎のつくりと、また構造的に違いまして、

同じ職員同士でも、ましてや合併をしたということから、あまり、この職員同士の触れ合いが

やっぱり少ないということ、交流が少ないというようなこともあろうし、一般の市民が役所へ

来たときにも、従来ならば、１つのワンスパンの中にあって、パッと見えて、いろいろな用を

足せるけども、年寄りなんかは右往左往しているというふうなことで、非常に一口で言うなら

ば、使い勝手が悪いと。 
 それから、いろいろ防災の観点からも考えれば、非常に北杜市のいわゆる本丸である、この

暫定庁舎が耐震構造ではないというふうなことであれば、まず本丸自体がしっかり耐震構造で

なければ、行政として遺憾なく、機能を発揮するには、まず、その足元からしっかりしたもの

を築かなければならないというふうなことで、昨今は東海沖地震というようなことで、非常に

ここも指定強化地域に指定されているというふうな観点から、そんなことも視野に入れて建設

等も研究してもらわなければなりませんし、そして合併して９カ所あるわけですね、総合支所

を入れて。９カ所あるわけでございますけども、これは一般市民にすれば、多くあって利便性

が富んでいるほうが、非常にこれは便がいいわけですけども、財政状況とか、今後、市の将来

構想から見つめたときに、そうばかり言っていられないと。当然、総合支所を統廃合しなけれ

ばならないということも、これは避けては通れない道だと思うわけでございますけども、明日、

すぐ、半年後からやるということではないんですけども、そんなこともやっぱり、地域状況を

見据えた上で、どういう配置で順次、縮小するにつけても、どういう形がいいのかと。それは

一般市民の理解が得られる形の中で、順次、そんなふうなことも研究を重ねていく必要があろ

うかと思うわけでございますけども。 
 いずれにしましても、北杜市も合併しまして、２年半が過ぎたわけでございますけども、こ

れはときが経つのは早いもので・・・。 
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〇議長（小澤寛君） 
 篠原議員、簡潔に願います。 

〇２５番議員（篠原珍彦君） 
 そんなことで、ちょっと話がまわりくどくなりましたけども、市長にそのへんで、ちょっと

ご答弁を、くどいようでございますけども、よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 総務部長。 
〇総務部長（坂本伴和君） 

 篠原議員のご質問ですが、どのような職員でということでございますが、先ほど、市長から

もご答弁させていただきましたが、基本的に今、資料集めをしている段階でございます。基本

的に、企画の行財政改革の関係で企画のリーダー、それからあと総務部のリーダー、それから

政策秘書課のリーダーということで、リーダーが中心になりまして、現在、資料集めをしてお

ります。 
 当然、支所の統廃合、それから本庁も含めて、機構改革をするということになりますと、例

えば、職員の人事配置等々もございます。本町にどういう課を設置、部を設置して、支所はど

うするのかというところまでいきますと、最終的には本庁の建設規模までいかなければいけな

いわけでございますが、まだまだ、その資料集めの段階です。 
 ただ、例えば本庁舎の建設がもっと遅れますよというふうなこともあろうかと思うんですけ

ども、基本的に早めにこういうことをやっておかないと、いろんな方にご説明を、議員の皆さ

まにご理解いただいたり、市民にもご理解をいただく中では、事務段階としては、早めに取り

組んでいきたいと。将来的な機構改革に向けて、早めに取り組んで、早めに準備を進めていき

たいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで、政経会の会派代表質問を終結いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第２ 一般質問を行います。 

 今定例会の一般質問は１２人の議員が市政について、質問をいたします。 
 本日は、２人の議員が質問いたします。 
 ここで、質問順位および一般質問の割り当て時間をお知らせいたします。 
 最初に無会派の中村隆一議員、４０分。次に無会派の植松一雄議員、４０分であります。 
 それでは順次、質問を許します。 
 はじめに３４番議員、中村隆一君。 
 中村隆一君。 

〇３４番議員（中村隆一君） 
 ６月議会にあたり、一般質問をいたします。 
 質問の第１は、これからどうする介護保険、介護の現場からの訴えについてです。 
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 介護保険が始まって、今年で７年目に入りました。家族が支える介護から社会が支える介護

へ、利用者の選択の幅が広がると宣伝された、この制度も実態が明らかになるにつれて、急速

に失望と怒りの声が広がっています。 
 私は最近、福祉の現場の声を聞いてきました。そこで聞いた声は、北杜市市民憲章、安全で

安心して暮らせる平和な杜づくりに努めます、健康で思いやりに満ちたやさしい杜を目指しま

すなどの地域福祉計画と、介護の現場との乖離を示す実態でした。 
 その１つ、同一敷地内に家族が住んでいるからといって、生活援助サービスが受けられない

ケース。２つ目、経済状態がいいからといって、自費で頼みなさいと生活援助サービスを切っ

ているケース。１、２のケースは高齢者と、その家族が声をあげられないという弱みにつけこ

んでの介護保険サービス切り捨てと指摘される事例です。これが北杜市の福祉の方針でしょう

か。ケアマネージャーへの指導方針でしょうか。市長、福祉部長の答弁を求めます。 
 ３．私が昨年６月議会で質問した介護認定引き下げによる電動車イス、電動ベッドの貸しは

がしのその後の調査結果について、福祉部長の答弁を求めます。 
 質問の第２は、侵略戦争を正当化する青年会議所資料を教材としないことを求めることにつ

いてです。 
 はじめに私が最近、日本の動きで大変、危惧する事例を２、３挙げたいと思います。 
 １つ目の事例は、日本共産党の志位和夫委員長が６月６日、国会内で記者会見し、明らかに

した自衛隊の情報保全隊による憲法違反・違法の大規模な国民監視活動が行われている事実。

これは、あの侵略戦争を遂行した６０年前の憲兵の復活を思い起こさせます。 
 ２つ目の事例は、従軍慰安婦の強制連行はなかったと主張する自民・民主両党のあの侵略戦

争を認めない靖国派の国会議員らのアメリカ、ワシントンポスト誌への意見広告、これは６月

１４日です。この意見広告に米国内外から批判の声があがっています。アメリカの副大統領も

「不愉快だ」と批判をしています。 
 ３つ目の事例として、沖縄での集団自決の日本軍の強制の削除・修正など、歴史の事実を教

科書から消す動きに沖縄県民、沖縄県議会が全会一致で削除するよう求めていることです。 
 ４つ目の事例はドイツでの事例ですが、これはほっとするニュースです。ドイツ、ナチス政

権による国内や占領地での強制労働の被害者、中東欧を中心に１００カ国以上に住む被害者

１７０万人に対し、約７，１４０億円を支払い、補償を完了したというニュースです。 
 さて、本題に戻ります。 
 日本の侵略戦争を自衛、アジア解放のための戦争だったと肯定、美化するアニメーションＤ

ＶＤを教材とした教育事業が文部科学省の研究委託事業に採用され、全国で実行されようとし

ています。 
 問題の教材は、日本青年会議所が作成した「誇り」と題するＤＶＤで、全国の学校でこのＤ

ＶＤを使った教育事業を行おうとしており、すでに全国の学校など９３カ所で実施、または予

定されています。このＤＶＤは、日本の侵略戦争を大東亜戦争と呼び、登場人物の青年が愛す

る自分の国を守りたい、戦争は自衛のためだったと教えています。日本の植民地支配について

は、従軍慰安婦や強制連行をはじめ、侵略加害の歴史にはふれていません。戦後、日本の国際

社会復帰の原点と痛苦の反省から生まれた日本国憲法の精神を否定するもので、過去の侵略戦

争への反省とお詫びを述べた村山談話に反するものであることは、明らかです。 
 よって、１．いかなる名目であっても公共の場で使用させないことを各学校、教育関連施設
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に徹底すること。２．同趣旨の講演会などについて、市として後援、協賛、協力などを行わな

いこと。 
 以上、２点について、市長、教育長の答弁を求めて、質問を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ３４番、中村隆一議員のご質問にお答えいたします。 
 最初に、介護保険サービスに関わる市の方針についてであります。 
 介護保険給付対象サービスについては、介護保険法による算定基準と厚生労働省が示す基準

の取り扱いをもとに運用しておりますので、北杜市だけが特別に厳しいということではありま

せん。北杜市は、総合的には、福祉行政サービスは市民ニーズに応えていると承知しておりま

す。 
 その他の案件につきましては、教育長および担当部長から答弁します。 

〇議長（小澤寛君） 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 ３４番、中村隆一議員のご質問にお答えいたします。 
 日本青年会議所が作成したＤＶＤについてであります。 
 ＤＶＤの内容については、詳しくは承知しておりませんが、新聞報道によると歴史認識に関

わるようでございます。学校における教材用具の取り扱いは、北杜市立小中学校管理規則第

１１条で、内容が正確・中性であることと規定されております。したがいまして、内容が現在

において標準的な解釈と異なるようなものであれば、教育現場での取り扱いは慎重を期すよう、

指導したいと考えております。 
 また、同趣旨の講演会などについての後援、協賛、協力については、申請があった時点で内

容を精査の上、判断したいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 
 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（藤原良一君） 
 ３４番、中村隆一議員の介護保険についてのご質問にお答えいたします。 
 最初に、同一敷地内に家族がいる場合の訪問介護の生活援助サービスについてであります。 
 介護保険における生活援助サービスにつきましては、利用者が一人暮らしであるとき、また

は家族等と同居している利用者であって、家族等の障害、疾病などの理由により、利用者が著

しく、もしくは家族等が家事を行うことが困難なときに、調理、洗濯、そうじなどのサービス

を受けることとなっております。また、その他、個別の事情によりやむを得ないと考えられる

場合に、給付することが可能とされています。 
 ご質問の同一敷地内に家族がいる場合においても、同居家族のいる場合と同じ扱いになって

おり、個別の事例ごとに判断をしております。 
 なお、介護サービスはケアマネージャーが作成するケアプランに位置づけられていることが
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必要となっております。 
 市ではケアマネージャーに対して、適切に介護サービスが提供でき得るよう、適正なケアプ

ランの作成について、研修会の開催や個別指導を行っております。 
 また、特別のケースにつきましては、地域包括支援センターの主任ケアマネージャーが一緒

に相談にあたり、利用者の利便を図っております。 
 なお、介護保険は個人の経済状況によって、サービスの内容が変わるものではありません。 
 次に、軽度者の福祉用具貸与の状況と経過についてであります。 
 平成１８年３月の時点では、電動車イスは１４名の方が利用されていましたが、経過措置が

終わった昨年１０月以降の貸与状況について、利用者およびケアマネージャーに聞き取り調査

を行いましたところ、引き続き、介護保険により貸与されている方が２名で、介護保険が利用

できない方のうち、購入された方が６名、車イスを利用しないデイサービス利用が１名、その

ほか施設入所等により、利用しない方が５名となっております。 
 なお、電動ベッドにつきましては、１８年４月以降、介護認定の更新や施設入所、入院、転

出、取り下げ、死亡等もあり、すべてを調査することはできませんでしたが、確認できた４６名

につきましては、引き続き介護保険による貸与で利用されている方が６名、介護保険で利用で

きない方のうち、普通ベッド購入や自費レンタルをされた方が１８名、そのほか施設入所や転

出等の方が２２名となっております。 
 なお、本年４月の福祉用具貸与の判断基準の改正につきましては広報誌、事業所説明会、ケ

アマネージャー連絡会等を通じて周知に努めてまいりました。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 中村隆一君、再質問を許します。 

〇３４番議員（中村隆一君） 
 ちょっとお尋ねします。 
 家族がいるから、お嫁さんがいるから介護保険は駄目ですよとか、あるいは、あなたのとこ

ろは経済状態がいいから駄目ですよというふうなことを、この経済状態がいいとか、悪いとか

ということは、これは関係ないという答弁ですけれども、そういうふうな個人の情報に基づく

ような、守秘義務を持たなければならないような、そういうケースにもかかわらず、あなたの

経済状態はいいから、自費でサービスを受けなさいというふうな指導をケアマネージャーにし

ているということで、ケアマネージャーは上から言われると、そういうことを否定できないと

いうことがまかり通っているんではないかというふうに、現実に思いました。そのへんの指導

をどういうふうにするのか、お願いしたいと思います。 
 もう１点は、ＤＶＤの内容ですけれども、これは国の村山談話に象徴されているように、日

本の国の戦争の反省に基づいて、日本国憲法が成り立って、それで現在、社会が動いているわ

けですけれども、それを否定するような内容のものを許可する、しないというふうな曖昧な答

弁ではいけないんではないかと思いますので、そこのところをはっきり拒否するという答弁を

できないものか、お願いしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 

 ９２



 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（藤原良一君） 

 ただいまの中村議員の経済状態がいいから、悪いからというふうなことで、その介護サービ

スが受けられる、受けられないというふうな状況があるということでございますけれども、そ

ういう状況は決してないと認識をしております。というのは、サービスを必要な方は申請をな

されます。その申請に基づいて、介護認定審査会で、その状況を判断するわけです。介護状態

によって、サービス料が決定をされるわけですから、それに基づいて、ケアマネージャーがケ

アプランを立てていくというふうな構図になっているものですから、そこには経済状態がいい

というのは、判断基準には入ってまいりません。そう思いますと、この中で経済状態がお宅は

いいからとか、悪いからとかということは、介護サービスを受ける基準の中にはございません。

そういう理由で、このようなことはないと認識をしております。よろしくお願いをいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 小清水教育長。 
〇教育長（小清水淳三君） 

 ＤＶＤの内容につきましては、先ほども答弁させていただきました。 
 現在、詳しく内容の承知をしておりません。学校、あるいは講演会等の申請のあったときに

は、内容を十分精査して、判断をしていきたいということでご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 中村議員、よろしゅうございますね。 
 （はい。の声） 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで３４番議員、中村隆一君の一般質問を終わります。 
 次に１０番議員、植松一雄君。 
 植松一雄君。 

〇１０番議員（植松一雄君） 
 白倉市長に財政の健全化に創意工夫をと題しまして、質問させていただきます。 
 だいぶ時間が経過いたしまして、お疲れかと思いますが、もう１人ですから、どうかよろし

くお願いいたします。 
 市の財政はもともと脆弱な財政基盤に加え、歳入は地方譲与税や地方特例交付金の大幅な削

減のほか、地方交付税の減少が見込まれ、歳出は公債費、人件費、医療費などの義務的経費が

増加し、財政の困窮化は年々加速するものと思われます。このような危機的状況を打開し、各

種の政策課題に適切な対応を図り、必要な行政サービスの提供が維持できる健全な行財政を構

築すべく、平成１８年３月、北杜市行政改革大綱が策定され、その実施計画であります行財政

改革アクションプランでは、財政健全化のため、財政健全化計画で予算執行管理の見直しなど、

そして予算編成の改革、公共工事の見直し、収入確保の徹底、補助金等の整理・合理化、受益

者負担の適正化、施設・資産等の有効活用など、５年間にわたる実施計画が策定されておりま

す。また、同年１０月には第１次北杜市総合計画基本構想が策定されました。行財政力の強化

が盛り込まれております。しかしながら、財政の困窮化は予想以上に進行し、アクションプラ

ンの実施計画をはるかに上回る速度で、市の財政に影響を与えるものと考えられます。 
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 これらをふまえ、３月の一般質問では、物件費などの予算執行に際し、それぞれの担当者へ

冗費節減の実践を周知徹底すべく、提言いたしました。市長より、アクションプランを着実に

実行する中で、徹底したコスト意識のもと、経費の節約を指示しているとの答弁をいただきま

したが、まず、その進捗状況を伺います。 
 また、歳入の増加で白州名水公園、尾白の湯の財務改善への提言につきましては、白州道の

駅にＰＲ看板の設置、定休日の変更、休息室の開放と持ち込み禁止の解除、回数券の発行など、

誠に迅速な対応によりまして、入浴客の増加、すなわち財源の増収が十分期待できるところで

ございます。さらに公園内の宿泊施設など、不採算時期、すなわち冬期間などの休業措置など

が財務の改善策であろうかと考えております。そのほか市内の各公共施設につきましても、住

民サービスを低下させることなく、既成概念を払拭した発想の転換と創意工夫により、収支の

改善を図るべきであると考えます。 
 次に財政困窮化が進む中で、市の財源確保のため、財源をみずから稼ぐための組織づくりを

提言いたします。 
 横浜市では地方自治法想定外の地方公共団体による、稼ぐ・経費を浮かすという発想を現行

の法制度下で実践いたしまして、平成１６年度から広告事業に取り組み、新たな財源を確保し

ております。初年度は広告料収入７，１００万円。企業とのタイアップによる経費縮減が２，

２００万円。１７年度、１８年度と年々拡大いたしまして、１９年度は予算ベースで収入１億

４，１００万円。縮減４，９００万円。併せて１億９千万円と、大きな成果を挙げております。 
 広告事業とは、市が所有する有形無形のさまざまな資産を積極的に有効活用し、企業の広告

出稿や販売促進活動タイアップなどで、広告料収入による新たな財源を確保するほか、イベン

ト等への企業とのタイアップにより、事業経費の縮減などを図ることであります。 
 事業者に安価に広告媒体を提供することで、地域経済の活性化につながるほか、広告料収入

計上のために、市の職員が事業の財源や費用を浮かす手段について、創意工夫をいたしますの

で、効率的な財政運営と冗費節減への意識が高揚し、結果として財政の健全化が促進されるこ

とであります。 
 民間企業では、足りない分を稼ぎだすということは当たり前のことでございますが、財政が

年々困窮化する当市でも、持てるものを無駄なく活用し、コストを可能な限り削減させるべく、

たとえ金額はわずかであろうとも、新たな財源確保と経費の縮減に向けて、チャレンジする必

要があると考えまして、市長の見解をお伺いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 １０番、植松一雄議員のご質問にお答えいたします。 
 財政の健全化について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に経費節約の進捗状況についてであります。 
 本市の厳しい財政状況に対応するためには、行財政の全般にわたり、徹底した見直しを行い、

全力を挙げて財政健全化に向け、努力していかなければなりません。特に経費の削減は、職員

の徹底したコスト意識と日々の積み重ねが重要であり、行財政改革アクションプランにおいて

も、意識の徹底を求めています。 

 ９４



 このため、４月早々の部長会議において、経費の節減や効率的な予算執行を求める予算執行

方針を示し、その中で経費節減について当初予算の１０％の執行を留保するよう、指示したと

ころであります。今後とも機会あるごとに繰り返し、職員に節約を指示してまいりたいと考え

ております。 
 次に、財源をみずから稼ぐ組織づくりについてであります。 
 市では広告収入等の独自の財源を確保するため、先般、関係課７名の職員で庁内検討会を発

足しました。導入にあたっては、民間との窓口の一本化、統一したルールのもとに企画から契

約までを行う新たな組織づくりなど、課題も多くありますが、本年度は広報ほくとや市のホー

ムページの広告掲載について導入をし、今後、封筒や有形無形のさまざまな資産を積極的に有

効活用すべく、前向きに検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 植松一雄君の再質問を許します。 

〇１０番議員（植松一雄君） 
 ただいま市長から広告事業の展開につきまして、前向きな、積極的な回答をいただきまして、

安堵しているところでございますが、北杜市内でもすでに実行しているところもございます。

これは市内の小学校の通信袋でございます。これは、地域の合併前からしていることでござい

ますが、各地域の企業主が広告主となりまして、この封筒を作成して、小中学校へ寄贈してい

るものでございます。小中学校は、これを使って経費の削減を図っていると。これは北杜市内

小中学校２４校ありますけれども、そのうちの１１の小中学校がすでに、これらを実行してお

ります。 
 それから、この広告事業の中にネーミングライツ事業というふうなものがございます。これ

はお隣の韮崎の文化ホールでございますが、これは東京エレクトロンをパートナーとして、使

用料を得ております。北杜市の各種施設につきましても、ぜひ、検討の俎上に載せていただい

て、いろんな創意工夫をお願いしたい。 
 また、北杜市内には各種イベントがございますが、各種企業とのタイアップを図りまして、

そういう中で事業経費の縮減を、ぜひとも図っていただきたい。広告事業の展開はプラスには

なっても、決してマイナスにはならないというふうに考えております。 
 先ほど、市長から前向きなご答弁をいただきましたから、ご答弁は結構です。 
 それから、もう１点、申し上げたいと思うんですが、平成１８年の３月に策定いたしました

北杜市行政改革大綱および行政改革アクションプランですね、これと基本構想、基本計画、そ

れと実施計画からなる第１次北杜市総合計画、これの具体的な事務、事業のプログラムであり

ます年度別実施計画表、このアクションプランと年度別実施計画表との財政の健全化に関わる

部分の整合性について申し上げたいと思いますが、年度別実施計画表を先般いただきましたが、

これには行政評価システム、それから多様な入札制度の導入の検討、普通財産の処分、これに

つきましては、概算事業費が計上されております。しかし、今、すぐにでも取り組むべき財政

健全化計画の策定と推進、予算執行管理の見直し、施設活用計画の見直し、また市税徴収率の

向上などに、ここ３年間の概算事業費の計上がされておりません。調査、研究のための事業費

は必要と考えます。財政の健全化につきまして、あらゆる面から確実に取り組むのであれば、
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アクションプランと総合計画との乖離のないように、概算事業費を計上すべきであるというこ

とを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 
〇議長（小澤寛君） 

 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで１０番議員、植松一雄君の一般質問を終わります。 
 以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。 
 次の会議は６月２６日、午前１０時に開会いたしますので、全員定刻にご参集ください。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 時間延長までいたしました。大変、ご苦労さまでございました。 
 ありがとうございました。 

 
散会 午後 ６時１５分 
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再開 午前１０時００分 
〇議長（小澤寛君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願いを申し上げます。 
 ただいまの出席議員は４１名です。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 本日の一般質問は、１０人の議員が市政について質問をいたします。 
 ここで、質問順位および一般質問の割り当て時間をお知らせいたします。 
 最初に北杜クラブ、８６分。次に市民クラブ、６６分。次に北清クラブ、５０分。次に政経

会、２９分となります。 
 なお、残り時間を議員席左側の掲示板に表示いたしますが、議長からその都度、残り時間を

報告いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１ 一般質問を行います。 

 昨日に引き続き、一般質問を許します。 
 はじめに北杜クラブ、１９番議員、千野秀一君。 
 千野秀一君。 

〇１９番議員（千野秀一君） 
 私は今月７日付けで市長に対し、市教育委員長より学校給食センター整備に関する答申およ

び教育委員会としての意見書が提出されたことについて、お伺いをいたします。 
 給食センター整備につきましては、昨日、経緯は話されましたが、大筋で、合併まもない１７年

度に老朽化の進んだ高根給食センターの建て替えは、合併前からの懸案であったとの説明がな

されましたが、その折、ほかにも同様な施設がある。すべてを点検して、検討すべきとの意見

を受け、翌１８年の３月議会において、生徒数の減少を鑑み、統合を５年後とし、長坂センター

のほかに２，５００食分の施設の設計委託の予算が承認されました。 
 しかし、その後、ＰＴＡ学校関係者、議会、調理場運営委員会ほかの意見もあり、執行側よ

り段階的に統合を進め、１０年後に完全統合する。その場合、長坂センターのほかに２千食の

調理場の建設が必要との変更がなされました。しかし、さらに、その多くの市民の意見を受け

入れるべきとの請願によりまして、市内各会、各層から２５名による整備検討委員会を設置。

給食センターの適正配置、建設候補地、地産地消に関することの３つの点について、７回の審

議を重ね、結果として答申を教育委員長に提出したものです。 
 内容は適正配置については、現長坂センターと（仮称）北杜給食センターへの統合が望まし

い、つまり２カ所のセンター化。建設場所は市の公共用地。地産地消には、多くの関係者によ

る協議会組織の設置を求めるとありました。これを受けて、教育委員会では特に食育に重点を

置いた意見書を添え、市長に報告がされたものです。 
 検討委員会、２５名の皆さまは市民の注目を浴びる中、それぞれにバックグラウンドが異な

る立場で、この議論をいただき、答申を出されたことに改めて敬意を表するものであります。 
 この統合については、１年半の間、給食基本法施行も相まって、多くの議論が多くの場所で

されてきましたが、一貫して市の提案に対し、給食の質の低下を危惧する声がありました。長
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い間、慣れ親しんだ自校方式からセンター化に移行することは、特に大きな不安を抱くのは、

当然のことだと思います。そこで、この市民の声に対しまして、本市における食育への取り組

みについて、お伺いをいたします。 
 県では昨年３月、山梨食育推進計画を策定しました。これを受けて、本市の取り組みについ

てであります。 
 申すまでもなく、食育は学校だけの問題ではなく、市民が一生涯の健康を求めるためのもの

でありますから、市としては全町での取り組みが必要とされ、各部署の横断的連携が大変重要

と思います。そして、それは給食センター整備にも大いに関係があるものと思います。この対

応と進捗状況について、まずお伺いいたします。１点目です。 
 ２点目。教育委員会の意見書の中には、多くの取り組みが示されておりました。その中で食

育の指導体制の充実の観点から、栄養教諭の配置は不可欠だと思われますが、その見通しにつ

いて、お答えください。 
 ３番目。農業が基幹産業である本市は、農地保有世帯が多いのもかかわらず、子どもが土に

触れたり、農作物の栽培の体験が少ないのは、誠に残念であります。昨日の質問に、５年生は

米作りの体験をしているという答弁がありましたが、食育の観点から、このことへのさらなる

取り組みについて、お伺いをいたします。 
 ４番目。給食センター問題について、お伺いをいたします。 
 給食調理場の統合に対しまして、自校方式のよさが改めてクローズアップされました。特に

献立、食味であります。このよさの認識と現長坂センターも含め、食育の観点から質の確保へ

の対応をどのようにお考えか、お伺いをいたします。併せて、長坂センターの建設は食育基本

法施行前でありました。長坂センターの機能は十分なものか。あるいは、改善の必要があるの

か。これもお伺いいたします。 
 次に調理場整備における財政と食育との兼ね合いについて、お伺いいたします。 
 昨日の質疑の中で、すべての会派、質問者の中から財政についての質問がなされました。そ

れは歳入アップの提言、歳出削減の提案であり、議員各位、多くの市民の関心の深さの表れだ

と思いました。 
 財政問題の中でも、市の抱える多くの公共施設の維持管理は、重い負担を伴い、大きな課題

であります。それら施設は、今となっては「帯に短し たすきに長し」の類似施設であります。

給食センターも公共施設、２カ所新設の場合であっても、次に統合することとなった施設は、

その食数が合わない、そういうことが想定されます。まさに帯とたすきとなってしまいます。

そして建設費の比較を見たとき、３億７千万円もの負担増。市を思い、財政の状況を理解して

いる市民の代表の皆さんも、市民の声を反映して、新設１カ所の答申を出されたものと理解す

るところであります。しかし、その建設にあたっては、食育に配慮した十分に余裕を持った備

品とか什器類、人員の配置等が大変重要に思われます。これらのことについて、具体的な考え

をお伺いいたします。 
 以上、６つの質問をさせていただきました。ご答弁をよろしくお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 
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〇市長（白倉政司君） 
 １９番、千野秀一議員の食育への取り組みについてのご質問にお答えいたします。 
 最初に、山梨食育推進計画に伴う本市の取り組みについてであります。 
 平成１７年７月の食育基本法の制定により、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊か

な人間性を育むことができるよう、食育を総合的かつ計画的に推進することとなりました。県

では昨年１２月に山梨食育推進計画を策定し、朝食の欠食をなくそう、バランスのとれた食事、

食に対する感謝の気持ち、地産地消県民運動、食育への関心の５つの重点目標が示されたとこ

ろであります。 
 北杜市におきましては、食育基本法の趣旨をふまえ、家庭・学校・保育所・生産者や地域社

会のさまざまな分野との連携を図り、全市を挙げて、食育推進計画の策定に取り組みを行える

よう、早急に庁内調整を進めてまいる考えであります。 
 また、学校給食の食育も学校現場の先生、あるいはまた調理師、栄養士とも相談しながら、

対応してまいりたいと思います。 
 また、私も機会あるごとに、特に学校の校長先生たちにも一堂に会する機会のときにもお願

いしました。基礎体力の問題と関係するかもしれませんけども、朝ご飯をとろうと、こういう

ことであります。そして併せて、この食育は、なんといっても家庭も大切であります。率直に

言って、それぞれの家庭を、目を瞑って考えてみても、対前年比、いろいろ考えてみるにつけ、

着実に外食の比重が高まってきていると。だから、家庭でもやはり、お袋の味、手作りの味を

しっかりしてほしいと。それが北杜市全体の食育だとも考えているところでもあります。 
 その他のことについては、教育長から答弁します。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 小清水教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 １９番、千野秀一議員のご質問にお答えいたします。 
 最初に学校における食に関する指導についてであります。 
 給食を生きた教材として、食育に生かす施策等の展開としましては、１として学校における

食育の指導計画書の策定と、その資料の配布により、朝食の大切さやバランスのとれた食事、

児童生徒の食事に対する認識など、栄養士が食育を計画的に推進するとともに、栄養教諭の配

置を強く県に要請し、指導体制の強化を図ってまいります。 
 ２として、総合学習の時間等における学校給食を教材とした授業や食育に関する補助教材の

活用により、栄養バランスのとれた食事や食の大切さについて、理解を求めてまいります。 
 ３として、学校給食等への地場農産物供給システムの構築を図り、新鮮で安全、生産者の顔

が見える農産物の使用促進を図ってまいります。 
 ４として、学校栄養士と栄養教諭を中心に児童生徒の実態に応じた指導プログラムを作成し、

健康な生活習慣の定着化を図る。 
 こうした、具体的な取り組み方針を策定してまいりたいと考えているところであります。 
 次に家庭、地域と連携した体験学習についてであります。 
 １として、学校、家庭、地域が連携して食育の推進を図るための講習会の開催や、保護者へ

のパンレットの配布により、食育情報の共有化を図る。 
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 ２として、給食献立表や給食だより等の配布、学校給食試食会等の取り組みにより、食育の

普及を図る。 
 ３として、地域の農業生産者等を授業に招聘し、食の安全の基礎知識に関する出前講座、親

子活動や郷土料理、行事食等の調理実習など、各種取り組みや現在、教職員の指導による学校

農園を利用した農産物の栽培などを行っておりますが、地元農家との支援や交流など、体験学

習の推進を図ってまいりたいと考えているところであります。 
 次に食育の観点から、給食の質の確保の対応についてであります。 
 各給食施設では、子どもたちが給食をとおして、食習慣や食育を自分なりに築いていくこと

を考慮して、習慣、風土に合った食べ物や旬の食べ物などの食の文化、栄養素や味の充実など

の食の化学、地産地消などの食の生産等を紹介しながら、良質かつ安全で安心なおいしい給食

を提供しているところであります。 
 栄養については、多様な食品を組み合わせて、栄養バランスのとれるよう、児童生徒の１回

当たりの平均栄養所要量の基準や学校給食の標準食品構成表により、栄養量を考慮した献立と

なっております。 
 食材については、遺伝子組み換えでない食品の証明書の提出や生産者から無農薬、低農薬野

菜の納入などをお願いし、輸入品はできるだけ控えて、地場農産物を取り入れております。 
 味については、児童生徒が汗をかく夏場には少し濃い味に仕上げるよう、心がけて調理して

おります。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに、揚げ物はべたつかないよ

う心がけ、味が低下しないよう、２時間以内の喫食に努めているところであります。 
 アレルギー対応は、献立表を前もって家庭に配布した上で、アレルギー源になる食品があれ

ば連絡をしていただき、保護者、栄養士、養護教諭、給食担当者等と連携し、対応を図ってお

ります。 
 また郷土食としては、ほうとう、五目ご飯、野菜の煮付け、ニジマスのから揚げなどを提供

し、ひな祭りにはチラシ寿司、子どもの日には竹の子ご飯、七夕にはソーメン、クリスマスに

はチキンなど、工夫を凝らしたメニューとして、子どもたちが郷土食を認識しながら季節感を

感じ、食習慣が身に付くよう食教育を進めているところでもあります。 
 次に調理場整備における財政と食育との兼ね合いでありますが、財政的にも今後の児童生徒

の減少傾向や将来の財政負担の軽減を考慮した場合、長坂学校給食センターを含めた２セン

ターでの運営が望ましいとの検討委員会からの答申がありました。教育委員会としても、この

答申を尊重し、対応してまいりたいと考えております。 
 次に食育との兼ね合いであります。 
 食育は子どもたちが自分で自分の健康を守り、健全で豊かな食生活を送るための能力を育て

ようとするものです。教育現場では知育・徳育・体育、３つの教育が行われてきましたが、食

の崩壊といわれて久しい今日、食教育の重要性が見直されています。 
 現在、本市では栄養士が中心となり、給食だよりや献立予定表に食材や料理に関するトピッ

クスを掲載するなど、食に関する情報やレシピなどを配布し、また巡回して、その日の材料や

食べ方などの指導も行っているところであります。センター化となっても、その指導方法など

が変わるものではありません。 
 なお、山梨県教育委員会に栄養教諭の配置については、強く要請をしてまいる考えでありま

す。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 千野秀一議員の再質問を許します。 
 千野秀一君。 

〇１９番議員（千野秀一君） 
 ご答弁いただきました。 
 今回、食育について、市長のほうからの、先ほどのお答えなんですけども、当然、食育に対

しましての取り組みは、全庁内でというふうなことだろうと思うんですけども、今回、学校給

食のということであれば、教育委員会の見解でいいのかもしれませんが、広く保健福祉、ある

いは農政といったところも、この食育には大きく関わりを持っているのではないかと思います。

そのへんの庁内の取り組みについての進捗状況、これも聞きたかったことでありますので、ご

答弁をお願いします。 
 そして、県の推進法の策定に伴って、北杜市も対応していかなければいけないという中で、

以前から食育基本法の中に自校方式が望ましいというふうな、ニュアンスの文言がありました。

そのことについて、県は山梨県の各学校を見た中で、この小規模校の調理場の整理についての、

山梨県なりのお考えがあろうかと思うんですけども、そのへんの見解は、今の時点でどのよう

なものか、教えてください。 
 そして、その中で先ほども言いましたけども、農産物の供給等も、この給食センターに伴う

議論の中で一貫して出ておりました。無農薬でありますとか、地産地消というふうなことを、

強く要望している声であります。そのためには、農産物の安定供給というふうなシステムが、

しっかり、この地に構築されていなければ、給食センターに安定して、その食材を届けること

ができません。そういう意味で教育委員会でできる仕事ではない部分の農政、あるいは保健福

祉部の取り組みを、ぜひ、この食育の質問の中でお答えを願いたいという、第１問目の質問で

ありました。当然、本市は農産物がたくさん出る、自然豊かな場所でありますから、都会では

どうしても作ることのできない、そういう給食献立が北杜市ではできるという、恵まれた環境

だと思います。そういうものを十分に利用した中で、生かした中での食育を考えていただきた

いから、このような質問をしております。 
 そして、中山間事業というのがありますけど、その事業の中に地域の子どもたちと触れ合い

を持つという事業があります。率先してやっているところもありますけども、やっていないと

ころもあるわけですけども、こういう教育委員会とは関係のない部分での子どもと地域の住民、

あるいはお年寄りの触れ合いというふうなものも、広く子どもの育成というふうな観点からす

れば、必要かなと思います。そのへんの市の対応はいかがかと、これもお聞きします。 
 もう１つは、給食センターを造るという形になった場合に、長坂センターが十分なのかどう

かという疑念もあるわけで、今度新しく造ろうとするところに対しましては、従来の考え方以

上に、今のこの給食に対する一番進んだ考え方、第一人者と言われるような人の意見を取り入

れた中で、新しい（仮称）北杜給食センターの設計、建設、あるいは長坂の整備の充実、その

ようなこともあろうかなと思うんですけども、お聞かせを願います。 
 もう１つ、いっぱい質問が出ますけども、現在、先ほど教育長から答弁がありましたけども、

栄養士、調理員さんの仕事の中で、質の高い給食が供給されています。しかし、本市において
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は給食センターの規模の大小がありまして、小さい調理場になればなるほど、その職員の皆さ

んの負担が増えているという話を聞きます。１人で何役もしなければいけないということも聞

いております。とかく、そういうスタッフのオーバーワークの上に、今の質が保たれていると

ういうことを聞きました。付け加えますと、調理場の環境の整備がそれらの皆さんの負担の軽

減にもなるというふうな声も聞きました。そういう意味で、この仕事の量は適正であるかどう

かも教育委員会でつかんでいたら、ご答弁をお願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 千野議員から、子ども、学校の食育も含めて、市民広く食育感をというご質問でもあろうか

と思います。 
 北杜市としても、健康増進課をはじめとして、市民の健康増進にはとりわけ、健康も病気も

口からというような思いで、健康増進には常日頃から意を注いでいるつもりであります。併せ

て、先ほど私も答弁しましたとおり、いろいろな意味で食育の重要性からするならば、家庭の

食事のあり方についても、ぜひひとつ、市民にご理解を願いたいという意味で、あまり外食依

存の家庭料理でなくて、お袋の味、手作りの味をということを、先ほども強調したところであ

りまして、ご理解をいただきたいと思います。 
 それから食育については、地産地消をはじめとして、学校教育だけでうんぬんということも

ごもっともであります。ただ、私もまた、機会あるごとにお話しているんですけども、地産地

消の地とは、合併した北杜市でありますので、北杜市産であれば、ＪＡ梨北産であれば、例え

ば果物でいえば、山梨産であればと、こういうふうな意味の地産地消間で、ぜひひとつ位置づ

けていただきたいと思います。 
 そういう意味ですれば、基本的には、さっき教育長の答弁にもありましたとおり、少なから

ず外国産にはならないような思いも、特には大切ではないかというふうな思いで、地産地消を

位置づけていきたいと思っています。 
 また、新しい給食センターも当然、より良質な、よりよい食事を提供するように努力するこ

とは行政として当然でありますので、新しい給食センターについては、これから対応していく

わけでありますけども、よりより給食センターになるよう、より良質な給食が提供でき得ます

よう、最大の意を注いでいく決意であります。 
 その他は、それぞれからお答えします。 

〇議長（小澤寛君） 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 県の見解で、調理場の問題で食育の中の自校方式が望ましいという意見があったということ

を、今、質問されました。もちろん、県の状況とすれば、自校方式が望ましいという発言もあっ

たわけですが、現在は、それぞれの自治体の状況に応じて、検討する、考える、考案するもの

だという、そういう考え方の中で、望ましいという言い方はされておりますけども、それぞれ

の自治体の実情もすべて違います。特に、ちょっと横道にそれるかもしれませんが、ご案内の

ように、今、それぞれの自治体で、例えば大月市にしても、あるいは上野原にしても、学校統
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廃合というふうな問題が話題を提供しております。そういうふうなことで、それぞれの自治体

の実情に応じた中で、県では、すべてをそれにすることがということではなく、限定をしてい

るものではないと理解しております。 
 それから中山間地でのお年寄りとの交流はという、こういうご質問をいただきましたが、そ

れらについては、当然、これは学校給食に限らず、私どもとすれば、教育委員会として原っぱ

教育にも結びつくものだという観点の中から、お年寄りに限らず、地域の住民に対する交流に

ついては、これからも原っぱ教育にも結びつける意味でも大いに活用をしていきたいし、また

お願いもしていきたいと、こんな見解でございます。 
 それから栄養士、それから規模の大小による調理員、栄養士等の労働力の負担、環境整備と

いうことでございましたですが、それらについては、現在はご案内のように１２の調理場施設

で供給をしております。それぞれの大小によって、若干の差異はありますけども、いずれの施

設におきましても、標準的な食数に調理員を配置し、また栄養士を配置しておりますから、施

設の整備状況については、若干の差はあるにしろ、労働力につきましては、おおむねの平均化

を図って、供給をしているという理解をしております。 
 その他につきましては、先ほど市長も答弁いたしましたが、農産物の供給は特にＪＡ、山梨

県産、それ以外に北杜市は農業の盛んなところでもありますから、それぞれの所管とも相談を

しながら、生産団体、農業者団体といいますか、例えばの例で挙げさせていただければ、長坂

ファームだとか、ああいうふうな生産組織の団体、そうしたところも十分、これから協議をし

ていきたいというふうな考え方も持っております。よろしくお願いしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 千野秀一君。 

〇１９番議員（千野秀一君） 
 しつこいと思われるかもしれませんが、先ほど、最後、教育長がファームとかという話もし

ました。子どもに給食で食べさせる食品を、あるいは野菜を作っています、うちでは。それを

提供していますということは、一般の市民から見ますと、一番大切にしなければならない子ど

もに食べさせる作物をお宅では作っているんですかという、そういうブランドになると思うん

ですよ。ですから、これは例えば、顔の見える生産者というふうなことにつながると思うんで

すけども、それは当然、北杜市産、山梨県産、日本産でいいと思うんですけども、やっぱり地

元の、うちでは給食に提供しているんですよということが、この地域の安全な野菜だというふ

うな、安全な食べ物だというふうなブランドになるようなことも考えていただいて、できるだ

け、そういう組織、この地元で、これから農業をやっていく人の組織に対して、給食に供給す

るだけではなくて、１つの産業として伸ばしていくような施策を教育委員会だけではなくて、

市長の取り計らいで、そういうふうな施策も進めていっていただきたいというお願いです。 
 それと、まだ、よくはっきり見えてこないのは、長坂の給食センターがあるから、次の（仮

称）北杜市給食センターも、十分に経験があるから大丈夫だというふうなニュアンスに聞き取

れるんですよ。そのへんのところを、これこれこういう方法だから大丈夫なんだと。あるいは、

先ほど言いました食育基本法ができて、それに伴って整備をしていく。多少、長坂とは違うん

だけども、もっと素晴らしい設備をしていくんだという、そういうところはないんでしょうか。
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というのは、当初、皆さんがいろいろ危惧をしていた、その食味等については、努める、なん

とかということだけではなくて、具体的にこういう手立てをするから大丈夫、例えば食缶を増

やすから大丈夫、あるいは配送車を増やすから大丈夫、あるいは人員を増やす、トラックを増

やすから大丈夫とかという、以前と、もうちょっと踏み込んだお考えがあるかどうか。それを、

今時点はないにしても、これから設計委託をするとかなんとかという段階の中で、市の意向と

して、ぜひ、そういうことを盛り込んだ形で設計をしてもらいたいというふうな、そのへんの

お考えがあるかどうかをお伺いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 例えばの話で、長坂ファームを例に出せていただいたんですけども、そうした部分について

は、これから北杜市の広い地域でそれぞれの生産団体を産業観光部とも連携を図り、またＪＡ

の指導なんかも必要だと思っておりますから、そうしたところとの連携を図りながら、十分、

そうした供給地の、供給者の、生産者の組織団体なんかもつくっていきたいと、こんなふうに

思っております。 
 そうした中で、今、ご提言いただきましたように、その生産者たちが、みずからが北杜市の

子どもを育てるために関わっていますよというふうなことで、その納品品目についてのブラン

ド化という部分も、これは今後の、そうした生産団体との交渉の中で参考にさせていただきた

いと思いますし、またできるものについては、ブランド化はありがたいことだと思いますから、

そういうものは奨励していきたいと、こんなふうに思います。 
 それからセンター建設についてでございますけども、それらについては、当然、先ほど市長

も若干、ふれたように、長坂の給食センターは平成１６年にオープンしております。当時とし

ては、最高のものを入れてあるという理解をしておるわけなんですが、それにプラス、より以

上の、また今現在のニーズに合ったものにしていかなければならないと、それは当然のことだ

と思っております。併せて、設計をする段階におきましては、それぞれの現在の栄養士の意見、

あるいは調理員の意見、そうしたものも十分、設計委託をする前段の中でもって、そういう意

見というものを取り入れた中で、協議をした中で、設計に反映していきたいと、そういうふう

に考えております。 
 以上です。よろしくお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 千野秀一君。 

〇１９番議員（千野秀一君） 
 いろいろと答弁をお聞きしました。 
 取り組みについての姿勢は、確認をできました。また、このことを広く市民の皆さんに知ら

せることが大変、重要だと思います。市が今、考えていることをどういう方法か、とにかく不

安を感じる市民の皆さんにしっかり伝えていただきたいと思います。そうすれば、理解をいた

だけるものと思います。 
 これだけ市民の関心を深め、いろいろな人を巻き込む状況になった問題であります。どうせ、
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造るんであるならば、他の地域に誇れるような、モデルとなるような施設を造ってもらいたい

と思います。３億７千万円の財源をどうにか大切に使いたいという市の意向であります。しか

しながら、造ったものは日本一だと言われるような施設に、ぜひしてもらいたいと思います。

もう１つ、日本一が増えることを期待しています。 
 要望いたしまして、質問を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁はよろしいですね。 
 （はい。の声） 
 次に関連質問を許します。 
 保坂多枝子君。 

〇１４番議員（保坂多枝子君） 
 １つ確認の意味でお聞きしたいと思いますが、県とか国のほうで、自校式が望ましいという

お話しをよく伺っております。今までの経過の中で、いろいろな意見が出ているところですが、

その自校式にするというふうな話の中で、例えば国とか県との補助金が増えるとかというふう

なことはあるんでしょうか。１つ確認でお伺いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 補助金の部分につきましては、自校式だから補助単価が上がる、補助金が上がるということ

はまったくございません。今の制度の中では、そうした部分はございません。現在、センター

方式、あるいは自校方式であっても、供給量、供給の数ですね、食数、そうしたものがある程

度、標準的なものになっております。自校方式にしたからということはございません。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 保坂多枝子君。 

〇１４番議員（保坂多枝子君） 
 では、自治体で賄うという考え方でよろしいわけですね。 

〇議長（小澤寛君） 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 いずれにいたしましても、それぞれの自治体の財政状況、生徒数、将来の見込み、そうした

ものを勘案した中での、計画というものを尊重してくれると理解しております。 
〇議長（小澤寛君） 

 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで１９番議員、千野秀一君の一般質問を終わります。 
 次に北杜クラブ、３２番議員、田中勝海君。 
 田中勝海君。 
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〇３２番議員（田中勝海君） 
 市の土地開発条例見直しの進捗状況について、質問をさせていただきます。 
 北杜市は国内有数の高原リゾート地域として、年間を通じて多くの観光客が訪れ、別荘地と

しての開発も進んでおります。また過日、中央道、八王子ジャンクションからあきる野インター

間の圏央道の開通と同時に、現在、計画されている中部横断自動車道が整備されますと、各主

要高速道路とも接続が可能となり、高速交通ネットワークにより、首都圏のみならず、他の圏

域からの観光客の増加も見込まれることはもちろん、長期滞在地域、いわゆるステータスから

の観光客の増加も見込まれることはもちろん、長期滞在型の杜づくりに取り組む本市といたし

ましては、開発需要の急増が予想されます。その受け入れ態勢も今後、大変、不可欠と思いま

す。 
 豊かな自然と優れた地域条件を生かし、北杜市をＰＲすることは地域の活力を生み、さらな

る産業振興を図る上でも重要であると考えます。市固有の歴史や文化、自然環境をいかにして

守り、育てるのも重要ではないでしょうか。 
 本市の開発条例の目的である、開発区域および周辺の地域における災害および公害の防止、

健全な生活環境の保全達成のため、地域の特性を十分配慮した適正な土地利用規制や効果的な

基盤整備などを合わせ、核家族や少子高齢化が音をたてて進む中で、今後、地域活性化自主財

源確保対策として、この地に生まれ育った若者たちが安心して定住できる環境づくりを進めて

いくか、即急に計画的なまちづくりが求められます。 
 ついては、現在、開発１区画あたりの面積、およそ３００から５００平方メートルを範囲と

いたしまして、緑地率およびセットバックなどを含め、ゾーニングによる見直しを検討、協議

されていると思いますが、進捗状況について伺います。 
 以上、私の質問を終わらせていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 
 当局の答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ３２番、田中勝海議員の市の土地開発条例見直しの進捗状況についてのご質問にお答えいた

します。 
 北杜市は美しい景観や水、緑、太陽に恵まれた地域であります。また、八代家住宅、谷戸城

跡、台ヶ原宿などの全国に誇り得る文化財が数多くあり、年間を通じて、多くの観光客が訪れ

るとともに、別荘も年々増え続けております。そのため、市では乱開発防止、災害および公害

防止、健全な生活環境保全のために土地開発事業等の適正化に関する条例を定めておりますが、

設計技術細目の中で、１区画の面積や建物からの後退距離を農地法および建築基準法と整合性

を図るため、現在、それらの見直しを土地利用審議会や各関係団体の意見を聞きながら進めて

おります。 
 平成２１年度には、まちづくり計画策定事業の中で、都市計画区域や景観区域の決定を行う

わけでありますが、それまでの間、暫定的にゾーニング、１区画の面積、建物からの後退距離、

また緑地について検討しており、本年の９月ごろまでには見直しを終えたいと考えております。 
 以上です。 
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〇議長（小澤寛君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 田中勝海議員、再質問を許します。 

〇３２番議員（田中勝海君） 
 ただいま市長のほうから、先日、６月定例議会の所信表明の中で、これは基本計画に基づい

て、平成２１年度都市計画区域、あるいは景観区域との決定を目標としていると述べられまし

た。それについては、今、答弁の中では暫定的にゾーニング、あるいは建物のセットバック、

あるいは１区画の面積、緑地率ですか、それを含めて、本年の９月ですか、一応、それの見直

しを終えたいと。これは当然、土地利用審議会、あるいは各関係団体等のご意見をいただいた

中で審議して決めるということで、非常に私の質問の中では、前向きな答弁をいただいたわけ

ですけども、この暫定的という言葉ですけど、先ほどちょっと、答弁の中にございましたけど

も、そのことは、では２１年度になると暫定的だから、一時的で、あとまた見直しがあるのか

どうか。そのへんをちょっと、当局にお伺いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。 
〇議長（小澤寛君） 

 建設部長。 
〇建設部長（相吉正一君） 

 田中勝海議員の再質問にお答えいたします。 
 市長が答弁した中で、平成２１年に向けての都市景観計画等の関係ですね、暫定的になるん

ですが、今年度予算で都市計画策定、ならびに景観形成プラン策定に向けて、市民へ向けて公

募する中で、２年間かけて、市民の意見を広く聞く中で、北杜市の自然いっぱいの環境創造都

市にふさわしい、論議をしていただきたいと思っております。 
 それは都市計画法とか、景観条例とか、いろいろあるわけですが、北杜市は景観条例策定が

一番ふさわしいと考えております。そういう中で、景観形成団体に、１７年の１０月に知事の

指定を受けたわけでございますけども、その中で北杜市は面積も山梨県一でありまして、八ヶ

岳南麓ゾーン、また甲斐駒ゾーン、みずがき・茅ヶ岳ゾーンと３つのゾーンがあります。今ま

での開発条例は、８町村まちまちでございました。今回の土地開発条例は、大泉町の関係の１区

画当たり、５００平方メートルを基準に、またセットバックは高根町の関係で道路境界から

５メートル、隣地から３メートルということで、条例を設定したわけですが、従来、高根町な

らびに長坂町につきましては、１区画３００平方メートルで指導してきた経緯もありますし、

また開発条例そのものがなかった町村もあります。この関係については、１６年１２月議会に

おいても鈴木議員、また浅川議員、岡野議員さんからいろいろな論議をいただいております。

また１８年１２月に篠原珍彦議員さん、小林忠雄議員さんからも開発条例の改正に向けての質

問等をいただいたわけですが、やはり、面積が広いということで、慎重に景観計画を策定して、

守るべき歴史的な台ヶ原の宿中ですか、そういう関係、また重要文化財もあります。そういう

関係で、よく市民の論議をいただいた中でということで、暫定という表現をさせていただきま

した。ぜひ、ご理解をいただいて、素晴らしい条例、付加価値の高い条例が設定できますよう

に、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 田中勝海君。 
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〇３２番議員（田中勝海君） 
 再々質問になりますけども、今、部長のほうからお話がございました。前に、都市計画、八ヶ

岳南麓、土地なんとかゾーンだか、ちょっと私、名前を忘れて、旧村のときにですね、小淵沢

町で、要するに県が主導でこういう青写真が出まして、いろんな区域、都市計画の、その説明

会は聞いて、こういうふうになりますよということですけども、状況の変貌によって、こうい

う合併になったりなんかして、それがなくなったような、今の状況の中で、これは今、都市計

画については市独自で、これから予算化してやるのか。それとも県が主導というか、ある程度、

バックアップして、そして県商工会かなんかの中で、八ヶ岳のこのリゾートというか、今の都

市計画を推進していくのか。そのへんをちょっと、伺いたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 建設部長。 
〇建設部長（相吉正一君） 

 ただいまの都市計画策定に向かって、どうなっているかというご質問だと理解しますけども、

都市計画策定に向けては、今、市町村の合併が進みまして、県内には１３市がございます。そ

うした中で、今までの既存の都市計画についての見直し作業が、県がマスタープランというの

を策定します。それとの整合性を経て、今回、検討会を立ち上げて、議論していただくように

なります。ですから、県がマスタープランをある程度示します。そうした中で、市町村として

は、どういう都市計画が必要か。また、景観法との関係の整合性を図った中で進めてまいりた

いと考えております。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
〇３２番議員（田中勝海君） 

 以上、質問を終わります。 
〇議長（小澤寛君） 

 関連質問を許します。 
 小林保壽君。 

〇２７番議員（小林保壽君） 
 田中勝海議員の、市の土地開発条例の見直しについての関連質問をさせていただきます。 
 これは、北杜市発足以来の懸案であります条例の見直しということでございますが、北杜市

の土地開発事業等の適正に関する条例という中の設計技術細目という中に、５００平方メート

ルという数字が謳いこまれているわけでございます。 
 北杜市がスタートいたしました時点で、北杜市の開発業者全員の署名がつづられた嘆願書が

出ていたわけでございます。業者とすれば、１つの土地の中を小さく区切って、おおぜいのお

客さんに売るほうが、それは利益、要するに商売のほうから見たら、それのほうがいいわけな

んですね。北杜市としたら、小さくして人口を増やしていくのか、定住者を増やしていくのか、

大きくして景観形成を保っていくのか、これは痛し痒しの部分があるわけでございます。 
 ただ、今回、私も土地利用審議会という、市長の諮問機関でございます、その中の委員とし

て、いろんな場面で、この５００平方メートルという１つの数字に直面することがたくさんあっ

たわけでございます。つまり、この地域は何平方メートルで開発したらいいのかということを、

この技術細目の中には、言葉としてできる限り５００平方メートルというような、ちょっと曖
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昧な、できる限りというような曖昧な文言が謳ってあるわけです。また、区画上やむを得ない

場合とかという、このことについても非常に曖昧な文言なんですね。 
 ですから、今回、見直しの中で、例えば緑地帯、それからセットバックについては、これは

数値を決めれば、それで済むことなんです。ただ、どこをどれだけの面積で開発をしてもいい

かという、そのゾーニングについては、非常に難しい問題が残されていると思うんですね。土

地利用審議会で提案されました区画のゾーニングについては、広域農道の中は３００平方メー

トルくらい、それからさらに、その中でも山間地については、自然保護のために５００平方メー

トルを要すると。いろいろな小さい部分が出てくるわけですね。ですから、例えば、いろんな

ゾーニングをしたときに、最終的に付け加えていく文言は、ただ１つ、最終的に市長と協議し

て業者を定める。この文言１つでいいんではないかと思うんですね。いろんなものをゾーニン

グします。しかし、鉛筆で引く線の上に造成するわけではないんですから、またぐ場合もあり

ます。また、ここは３００でも２００平方メートルでも、ひょっとしたら１００平方メートル

でもいいんではないかというような地域も出てくると思うんです。その一つひとつを確実に限

定することは、文言上できないと思うんです。そうすると、最終的に、例えば市長の諮問機関

である土地利用審議会にかけるとか、市長の判断によるとか、土地政策課の判断によるとかと

いう文言を加えた中でのゾーニングが必要ではないかと思うんですが、その点についての答弁

をひとつお願いいたしまして、質問といたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 建設部長。 
〇建設部長（相吉正一君） 

 ただいま小林議員からの質問でございますが、まったく同感に感じております。 
 今の庁内の開発担当者の検討会議、また庁内の開発審査会、ならびに先ほど、土地開発審議

会で活発な論議をいただく中で、北杜市にふさわしい開発条例にしたいと。今までは、できる

限りとか、なんとなく明確でない点がありました。そのへんもご意見等を参考にしながら、的

確な指導をしてまいりたいと思っています。よろしくお願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで３２番議員、田中勝海君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩をいたします。 
 再開は１１時１０分といたします。 

休憩 午前１０時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１０分 
〇議長（小澤寛君） 

 引き続き、再開いたします。 
 次に北杜クラブ、１５番議員、利根川昇君。 
 利根川昇君。 

〇１５番議員（利根川昇君） 
 地域コンシェルジュセンターの設置をということで、質問させていただきます。 
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 先ごろ、風林火山館の入場者数が２５万人を超えたという、昨日の市長のお話でしたが、ま

た県の風林火山博の会場でも、当初見込まれた２０万人を超えたということを聞いております。

今年の「風林火山」放映に伴う来客増につきましては、この前のゴールデンウィークも１５％

ぐらいの伸びを示しているというふうなお話ですので、本当に夏の観光シーズンを前にありが

たいことだというふうに、本当に思っております。 
 観光立市を目指して、平成１８年度に実施されました長期滞在型観光の実証実験ステータス

の成果をふまえ、豊かな自然の中で自分らしさを取り戻すロングステイを目標として、つい先

日、６月２日、風林火山館におきまして、他に先駆けての長期滞在型リトリートの杜、この宣

言をされたことは、市の意気込みを内外にアピールし、今後の観光振興に大いに期待が持てる

ものと確信しております。 
 民間主導による観光、農業、商工業等のあらゆる地域産業の新しい絆、結びつきとビジネス

化を育むための取り組みに対しまして、この宣言だけではなく、どのように魂と心を吹き込ん

でいくか、今後どのように具体化していくのかということが、最も大事なことだと思います。 
 １泊の人は２泊とか３泊してほしいし、１週間にと、１週間の人は１月して滞在してほしい。

ひいては、この北杜市に住んでもらいたい。昨日の代表質問の中にもありました。そんな思い

と願いを込める中で、いくつか質問させていただきます。 
 １．事業共同体であるコンソーシアム、いわゆる準備委員会を立ち上げていくということで

すが、私としましては、地域コンシェルジュ、これは地域とか旅の案内人という意味だそうで

す。この方々の果たす役割が最も重要であり、（仮称）地域コンシェルジュセンターのような組

織の設置が必要であると考えております。この点について、市のお考えを伺います。 
 ここだけ、付け加えさせていただきますけども、私はこのセンターについて、新たに建物を

という感覚は持っておりません。現在ある施設の中で、１部屋を利用すればできることだと思っ

ております。お客さまにとって、ただ便利な場所であってほしいとは願っておりますけども、

施設という考えはありません。費用はもし、できるものであれば、この人的資源の向上のため

にかけてほしいと願っております。これが１つ目です。 
 ２つ目。１９年１月に国より発表されました、中小企業地域資源活用促進法の支援措置申請

等、いわゆる補助金の関係ですけども、そのへんの進捗といいますか、様子はいかがですか。 
 ３つ目です。市民共同による民間主導型ということですが、事業実施計画の策定において、

宝である地域資源の掘り起こしと、この活用の方法と、やはり北杜市を愛してもらえるような、

末永く、焦らなくてもいいと思っています。末永く持続するための仕組みづくりをどう考えて

おりますか。 
 ４つ目です。やはり、この事業を広報宣伝しなければならないと思っていますし、そのため

の取り組みとして、市民向け、当然、あと旅行代理店向け、また情報を発信するための拠点づ

くりを、現段階ではどのような方法を考えておりますか。 
 以上、関連しておりますけども、４つに分けて質問をさせていただきました。よろしくお願

いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 当局の答弁を求めます。 
 白倉市長。 
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〇市長（白倉政司君） 
 １５番、利根川昇議員のご質問にお答えします。 
 長期滞在型リトリートの杜づくりに伴う、いくつかのご質問をいただいております。 
 リトリートの杜宣言につきましては、評価と期待をいただき、大変、心強く思っております。

議員各位には今後ともご支援、ご協力をお願い申し上げます。 
 最初にコンシェルジュセンターの設置についてであります。 
 恵まれた自然環境や文化施設などの資源を最大限に生かした、長期滞在型観光こそが本市の

観光振興、さらには地域振興を図る上でのキーワードであると考え、市が目指す観光の方向性

と姿勢を内外に強くアピールするため、６月２日に全国に先駆けて、長期滞在型リトリートの

杜宣言を行ったところであります。 
 長期滞在型観光を進めていく上で、地域の案内人であるコンシェルジュの果たす役割は非常

に重要であり、地域の観光資源全般に精通し、観光客の希望に的確に応えられる質の高い人材

養成は最優先の課題でもあります。コンシェルジュの高い資質を等しく維持し、向上させるた

めにも、公共性の高い組織が必要であり、また研修・研鑽の場としても必要な組織であります

ので、設立に向けて指導してまいりたいと思います。 
 次に中小企業地域資源活用促進法の支援措置の申請等につきましては、１００％の補助事業

であります中小企業地域資源活用企業化コーディネート活動等の支援事業、ちょっと看板が長

いですが、それを活用する方向で民間事業者等を事業主体とし、中小企業基盤整備機構への申

請に向けて検討を重ねております。また、山梨県においても新たに観光振興のための、県単独

事業を計画しておりますので、事業導入について、検討してまいります。 
 次に地域資源の掘り起こしと活用方法、そして末永く持続するための仕組みについては、こ

れから設立するコンソーシアムの中で、より多くの観光資源の洗い出しを行い、必要に応じて

部会を設けて、さまざまな需要に応えられる観光メニューの整備方法等に関する検討を重ねる

ことになります。一連の作業は民間事業者に主体性を持って取り組んでいただき、市は観光客

から末永く親しまれ、信頼されるコンソーシアムになるよう、指導と育成に努めてまいります。 
 なお、コンソーシアムを設立に向けての検討とリトリートの杜づくりを推進するため、７月

には推進委員会を開催する予定であります。 
 次に情報発信につきましては、４月から開催される北杜市観光協会ホームページの活用はも

とより、引き続き観光キャンペーンや旅行エージェントへの販売促進を強化する中で、強力に

推進してまいりたいと思います。 
 また、新たな試みとして、旅行情報の提供をビジネスとするトラベルカフェでの情報発信を

考えております。このトラベルカフェは、旅についての映像やパンフレットなどで情報を提供

する店で、昨今、都市部において開設されており、これからの情報発信の手段としては、有効

なものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 利根川昇君、再質問を許します。 
 利根川昇君。 
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〇１５番議員（利根川昇君） 
 市長のお言葉の中で、最後のほうに出てまいりましたキャンペーンについては、来年、大型

リストネーションキャンペーンもありますし、トラベルカフェについては、本当に私も期待を

しております。 
 その中で、再質問させていただきます。 
 このコンシェルジュセンターという、地域情報の拠点と申しますか、それは観光客への情報

の提供とか、また情報のバリアフリー化を目指すというふうな、そんなふうな点では、いずれ

は観光案内所的な役割を果たす場所になってくるんではないかと、自分は考えています。そん

な意味で、このセンターが市全体の施設とか、イベント等もここから発信したり、これも単純

な仮称ですが、北杜市観光総合案内所みたいな、そんな感覚も加えられたならば、一歩充実し

た場所になると考えておりますが、この点について、１つ目の質問とさせていただきます。 
 それと、もちろん、それに付随することですけれども、２つ目としまして、長期滞在型観光

の推進組織に資料として不可欠な地域観光の拠点としての、すでに提言がされております。資

料の中で。第３種旅行業の関係も、将来的には取り入れていくべきであると考えています。一

言で言えば、クーポン券の発券もできるような案内所は、今、市内に１つもありません。いく

つかの案内所、もちろん、公共的な施設でいろんな案内をしておりますけども、その発券でき

る場所は１カ所もありません。いずれ、市内に１カ所ぐらいは必要になってくるんではないか

と考えます。 
 と申しますのは、この５月１２日に国土交通省より旅行業法が改正になりまして、細かいこ

とはともかく、一言で言えば規制緩和と考えていいのではないかと思っています。範囲に、い

わゆる旅行の動向範囲には一定の条件はあるものの、１種、２種、３種という旅行業者があり

ますけども、１種、２種はいわゆる有名なＪＴＢだとか、そういったところですけども、第３種

の旅行業者というのは、比較的、やたらとは申しませんけども、比較的に楽に取れるというふ

うな意味があって、ここの旅行業者が募集型の企画旅行を実施できるようになりました。ここ

が今度変わったところなんですが、時間とか、いわゆる知的、休憩とか好奇心、また旅行の経

験、それからまたお金の点でも、今から気持ちの上で豊かな旅行者層の増加が見込まれる。こ

んなような条件にあるからこそ、長期滞在型というふうに変わってきているんであって、地域

密着型の旅行商品の喪失とか、観光をとおした地域の活性化のためには、地域の魅力をよく知っ

た、市町村とか地元の各種団体の、この積極的な取り組みを奨励、この奨励をするために今度

法律が変わったわけで、まさに、この滞在型観光を国でもバックアップしてくれているわけで

す。細かい内容はともかくとしましても、今言った案内所的なこと。それから、それに進んだ

第３種旅行業の関係も、この２点もすべてが、このコンシェルジュセンターにあるというふう

に私は考えておりますが、この２つの、関連はしてありますけども、このことについて、お考

えを伺いたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 産業観光部長。 
〇産業観光部長（植松忠君） 

 利根川議員から３つほど、再質問をいただきました。 
 まずコンシェルジュセンターが今、既存の観光総合案内所とリンクはいたしますけども、基

本的にコンシェルジュセンターとしての総合案内所もできてもいいのではないかという、ご質
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問でございます。 
 これにつきましては、まったくそのとおりでございまして、新しく、先ほどもちょっと、話

が前後しますけども、旅行業法等が改正されてございます。これは一連の規制緩和という形の

中で、自由にできるようになったわけでございまして、そういった意味からしても、こういっ

たコンシェルジュセンターの構築というのは、市でも考えていきたいと思っております。 
 ただ、非常にこれは、人的なマンパワーでございますので、非常に来た方が、お客さまに悪

い印象を与えてしまったならば、非常にこれはどうにもならないということでございますので、

そのへんは非常に、われわれといたしましては関係各団体ともいろんな調整をしながら、素晴

らしい人の人選をしていきたいと、こういうふうに思っています。 
 それから２つ目、そのセンター自体が中心的役割を果たすべきではないかということで、こ

れもまったくそうでありまして、基本的には地域コンソーシアム、いわゆる日本語では地域事

業共同体ということでございまして、市内のあらゆるホテル、旅館、それから飲食業ですね、

レストランも含めた飲食業、それからお酒の種類の製造販売、当然、交通関係のタクシーの会

社等、それから農業の方々、こういった方々との共同体をつくるわけでございますので、非常

に難しい場面もあるかと思います。いろんな、おのおの、相当、利益関係も出てきますし、そ

のへんは非常に難しいですけども、今のところ、先ほど市長が答弁しましたとおり、来月には、

その第１回目の立ち上げを計画しておりますので、今からそれに向けて、コンセンサスを得な

がら、発会をしていきたいと、こんなふうに思っております。 
 それから、最後の質問でございますが、第３種旅行業の関係でございます。 
 先ほど言いましたけども、規制緩和でございまして、旅行業法の完成が５月１２日にされた

ということで、議員ご指摘のとおりでございます。これにつきましては、第３種旅行業という

のは、公募型といいますか、クーポン券が今まではできなかったということがございますけれ

ども、これはできるようになったということでございますので、これもまた、今回のリトリー

トの杜とも関連してございますから、コンソーシアムを立ち上げていきながら、その中で、そ

ういった旅行業の話もしていかなければならないと思っていますし、７月から発足、立ち上げ

ます、その準備会においても、関連の方々も、そのへんの内容については熟知しておりますの

で、話は早いと思います。 
 したがいまして、最終的には今の３つの内容でございますけども、コンシェルジュセンター

の、いわゆるコンソーシアムをつくることが、まず、北杜市の最大の課題であり、それから真

の、それが北杜ファンをつくると、北杜のサポーターをつくると。それから、最終的には北杜

市の第３次産業に従事する方々が、おおむね５０％以上ということでございますので、これだ

けで、持続可能な地域の産業の確立をしていきたいと、こんなふうに思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 利根川昇君。 

〇１５番議員（利根川昇君） 
 再々質問をさせていただきます。 
 今の観光部長のお答えで、その進めで本当に、今の段階では私もいいと思います。今のこと

を見据えてやっていただきたいというふうな願いでございます。 
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 最後に１つだけ、質問を。 
 ホームページについてですけれども、観光協会のホームページがこのたび、でき上がりまし

た。本当にきれいにできていると思っています。内容的にはもっともっと、だんだんと充実し

ていってほしいなというふうに願っておりますけども、１つだけ感じたことを言わせていただ

きますと、何々地区という表現が入っていました。人それぞれの感じ方もあるんですけども、

自分はこの表現については、あんまり、いい表現ではないような気がしています。と申します

のは、お客さまにとっては、それぞれの観光地の場所とか、住所も含めて場所が分からなけれ

ば困りますけども、申し上げたいのは、市内の観光団体等の、われわれの受け入れ組織がどん

な形であろうと、構成されていようと、はっきり言えばお客さまには関係なくて、そういった

ことをお客さまに、ある意味では見せたくみたいな感覚もありますけども、お客さんの視点に

立っての広告宣伝なり、ホームページであるべきだと考えています。 
 １つだけ、例を言わせていただきますと、実は別府に温泉がいくつもありますが、温泉の湧

いているところがいくつもあるんですが、５、６個あったような気がします。そこは、お湯の

色によって、海地獄だとか、血の池地獄だとか、坊主地獄だとか、いろいろな名前を付けてあ

るわけですけども、言いたいことは、あそこを５つ、６つ、まわるチケットがあるんですが、

それは１日のうちに全部まわっても、２つでもいいんですけど、チケットがあって、ここの温

泉をまわるような意味合いもありますけど、そのチケット、実は坊主地獄というところに行っ

たときに、そのチケットでは入れませんと。ここは組合に入っていないので、ここのところは

別個に買ってくださいと言われた覚えがあります。言葉は悪いですが、地獄の底にも組合があ

るのかなんて文句を言って帰ってきましたけども、結局、買って入ったんですけども、そういっ

たいわゆる、申し上げたいのは、地元の受け入れ団体とお客さんは関係ないというふうな思い

が自分にはとてもありまして、ですから、このホームページも小さいことかもしれませんけど、

何々町の何々のところにありますということはいいんですけども、大泉地区だとか、なんか市

内が、とりようによっては背中合わせのような感じがしないでもない。そんなふうな表現は避

けていただきたいというふうに願っていまして、それを最後、質問して、一言だけコメントい

ただければと思います。ありがとうございました。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 産業観光部長。 

〇産業観光部長（植松忠君） 
 ご指摘の、北杜市の観光協会のホームページでございます。 
 ご指摘のように３つございまして、八ヶ岳南麓の高原エリアと甲斐駒ヶ岳周辺と尾白川まで

の渓谷と山岳のエリア、みずがき山ややきふ山の丘陵エリアということで、３つあるわけでご

ざいます。 
 確かにご指摘のように、お客さまにしてみれば、北杜市は一本であるし、北杜市の観光には

変わりがないんではないかという形でございますから、当然、そのとおりでございまして、し

かしながら、今回、北杜市の観光協会が、１６年１１月１日に北杜市が合併しまして、観光協

会も紆余曲折もありましたけども、このたび一本になったということでございます。それにつ

いては５月に役員会も開きましたし、つい最近、６月、今月の１週間ぐらい前には、総会を開

いてございます。そうした中で、皆さんともお話する中で、市長がよく言います、北杜市はわ
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れわれのふるさとは、北杜市であると。北杜市は一本ですよという話も、会長がしていました。

当然、市長が会長ですから。ですから、それは皆さん、分かっているんですけども、とりあえ

ず、とりあえずという言い方はちょっと語弊がありますけども、そうはいっても合併して、北

杜市観光協会が１つになって、まだ月日も経っていないと、どうしても昔からの、そういった

考え方もあるようですから、１つの、八ヶ岳と甲斐駒、それからあとはみずがき山、秩父とい

うふうな形は、ちょっと最初のうちだけやってみようではないかという総意でございました。

そういうのでございますので、そのうちにと言ったらおかしいんですけども、時間をかけて、

一本の北杜市の形にしていきたいと思います。 
 ただ、北杜市の観光につきましては確かに、本当に一本では話すことができないだけの、確

かに価値があると思います。今言ったような３つのもので、北杜市といったら八ヶ岳というと、

また、何言っているんだよと、甲斐駒があるではないかと。では甲斐駒があるといえば、何言っ

ているんだ、みずがき山があるではないかということがございますので、そういった人々の、

今までの歴史という中での思い入れ、１００年、２００年の思い入れがありますから、そういっ

たものをやっぱり、無にすることはできないということも頭にはございます。 
 議員ご指摘のとおり、一本にするのは、最終的にはあるんですけども、もうしばらく時間を

いただいて、ほしいと、こんなふうに考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
〇１５番議員（利根川昇君） 

 終わります。 
〇議長（小澤寛君） 

 関連質問はございませんか。 
 渡邊英子君。 

〇２１番議員（渡邊英子君） 
 利根川議員の関連質問をさせていただきます。 
 今、北杜市の特徴、地域資源の掘り起こしというふうな話がございまして、その中で飲食業

とか宿泊業、そんなふうな方たちとの共同体をつくることが大変だというお話がありました。

今、私のほうに問い合わせ、宿泊したいんですけれども、北杜市のおいしい野菜、おいしいお

米、そのようなものを提供してくださる宿はございませんかという問い合わせも、たくさんあ

ります。 
 今、北杜市米は日本食味ランキング、ナンバーワンで、魚沼産のお米と勝るとも劣らないと

いう評価をいただいておりますが、市民もそのことに対してはあまり知りませんし、まして多

くの宿泊施設が北杜米をどれだけ使ってくれているでしょうか。それから、おいしいお野菜、

農業の中で肥沃な土地で作られた、たくさんおいしいお野菜も作られていますが、この地域の

中でどれぐらい、宿泊施設に提供されているのかと考えたときに、あまり、それは共通された

ものがないように思います。 
 長期滞在型宿泊ということで宣言をした中で、やはり北杜市の特徴あるお米、特徴ある野菜、

長く泊まれば泊まるほど、それは価値が出てくるのではないか。そして、また来たいと思わせ

るのは、そのような特徴あるものをそれぞれの施設で、北杜市のものとして使用していくこと

が大切ではないかと考えておりますけれども、そのことについて、どのようにお考えなのか、
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お聞きしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 産業観光部長。 

〇産業観光部長（植松忠君） 
 渡邊英子議員の質問でございますけれども、コンソーシアムを立ち上げる中での内容でござ

いますけども、いろんな、そういった方々と、今からやっていくということは、先ほど申しま

した。今、おっしゃいましたように、確かに北杜の北杜米の、いわゆる食味ランキングは確か

に全国１番で、魚沼産とひけをとらないというのも、これは私も承知しております。 
 要するにどういうことかといいますと、これからの観光というのは、本物志向でなければ駄

目ではないかと。いわゆる、ただ単に通りがかりのお客だけを相手にした観光だと、必ず飽き

られてしまうと。基本的に、観光客の方々も本物志向でございますから、楽しくなければ、そ

れからいいものでなければ来ない。そして、お金を使わない。ですから、そういったことを考

えますと、今までのように、通りいっぺんのような形では駄目だということは、私も承知して

おります。 
 したがいまして、今回もリトリートの杜という宣言を、市長がしたわけでございますけれど

も、ブランド化をしていくのは当然、今から、われわれもしていかなければなりませんけども、

とにかく全国の内外に、北杜市の名前をまず売り出して、そうした中で、コンシェルジュをと

おした中で、観光案内所をとおした中で、全国から観光客に来ていただくと。そこではじめて、

大八田で獲れた米か、清春で獲れた米がいろいろありますけども、北杜市米には変わりがござ

いませんので、それを食していただいて、また来たいなというふうな形をつくるのが、われわ

れの今回の、リトリートの杜宣言の、コンソーシアムをつくる、１つの目的でございます。 
 これについては、すぐつくったから、すぐ効果が表われるというものではありません。当然、

渡邊英子議員にも、いろいろな形の中で、農業関係の活動をしていると思いますので、そういっ

た方々にもお願いをしながら、このコンソーシアムを立ち上げて、いわゆる北杜市のブランド

をしていきたいと、そんなふうに思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 渡邊英子君。 

〇２１番議員（渡邊英子君） 
 大変、前向きに取り組むというお話を伺いましたけれども、やはり学校給食の中にも地産地

消ということを謳っておりますけども、私はやはり、地産地消というのは地域全体で取り組む

べきものであると考えています。それに、私たちもそうですけど、おいしいもの、健康なもの、

それから特徴あるものといえば、どこからどこまでも訪ねていくのが、現在の特徴のように感

じます。ですので、ぜひ、この長期滞在型リトリートの杜ということを謳う中で、長期滞在型

をするためには、一番、食ということが大きな役割を果たすと思いますので、最初からそのよ

うな考え方を取り入れていただいて、各旅館とか宿が、これを一人ひとり求めるということは

大変ですので、市の中の全体の中で考えていっていただきたいと思います。 
 そういうふうな中で、農協とか、そんなふうなところから、いろいろな問題が出てくると思
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うんですけれども、どんなものが多く求められるのかということも、ぜひ特徴を一緒に調べて

いただきたい。何を求めているのかということも、こういう中で一緒に調べていただきながら、

取り組んでいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 要望的なことですから、答弁はよろしいですね。 
 （はい。の声） 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで１５番議員、利根川昇君の一般質問を終わります。 
 ここで昼食のため、暫時休憩をいたします。 
 午後は１時１５分から、再開をいたします。 
 というのは質問者が次の質問に、ここで入ってしまいますから、質問・答弁を終結するとい

うことになると相当の時間がかかりますから、ここで昼食のため、暫時休憩をいたします。 
休憩 午前１１時４２分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午後 １時１５分 

〇議長（小澤寛君） 
 再開いたします。 
 次に市民クラブ、３７番議員、細田哲郎君。 
 細田哲郎君。 

〇３７番議員（細田哲郎君） 
 はじめに森林整備事業について、市長にお伺いをいたします。 
 わが北杜市は自然の恵みが豊かで、素晴らしい環境にあります。その自然を形成する森林は、

輸入材や採算性等により、育林従事者の減少など社会経済の変化に伴って放置され、森林と生

活との関わりが薄れる中で、集落に近い里山林まで、荒廃が進んでおります。 
 言うまでもなく、森林は建築材等の木材生産のみならず、洪水・渇水防止や地下水の保全、

土砂の流失、崩落防止、温暖化防止、大気の浄化、火災の延焼防止などや北杜市が誇る景観や

生き物たちの生育環境など、市民の日常生活に欠かせない自然環境の保全に大きな役割を果た

しております。 
 北杜市として、その荒廃している里山を身近な資源として活用する森づくり、木づかい事業

や松くい虫被害対策事業、植林、下刈り、間伐、枝打ちなどの里山整備事業に多額な補助金を

交付し、森林所有者等の一部の人々の活動で進めがたい里山整備の解消や、木材資源の有効活

用などの支援事業を進めておりますが、広大な面積に加え、森林所有者等の自助努力の限界な

ど、なかなか、その成果が顕著に表われていないのが、現状であります。 
 以上の観点から、森林整備事業について質問をいたします。 
 １つ。平成１７年度決算においては、松くい虫被害対策事業２，１４９万円、里山整備事業

２９９万４千円の事業費でありました。平成１８年度予算においては、松くい虫被害対策事業

費が２，０９８万７千円および里山整備事業費１千万円について、交付件数および件数ごとの

金額、作業内容、処理面積等について伺います。 
 また、平成１９年度予算の松くい虫被害対策事業費の３，４３７万４千円と、里山整備事業

費１，３１８万８千円の各事業明細と予算額の執行状況と実施計画、および北杜市における今
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後の森林整備の具体的な推進方法について、説明を求めます。 
 ２つ。里山林における松くい虫や蔓の被害木による災害の危険性が市内各所に存在し、特に

日常通行している道路上に倒木の危険が多数あります。６月１５日、市道沿いのポプラの大木

が倒れ、あわや大惨事かとの報道もあったように、いつ事故が発生してもおかしくない状況も

あり、万が一、不慮の事故が生じた場合は、当然、森林所有者の管理責任や賠償責任を問われ

ることになりますが、未然に事故防止の啓発と自主管理の喚起を指導・徹底する行政としての

責任もあります。各総合支所ごとに危険木の実態調査を至急実施し、撤去を早急に実施すべき

と考えますが、答弁を求めます。 
 また、現実問題として、森林所有者の不在や不明など、手がつけられない状況の対応につい

ても喫緊の課題でございます。その対策について、お伺いいたします。 
 ３つ目。現在、北杜市の里山で赤松林が里山整備事業の関連や赤松材の需要に呼応して、木

材事業者が採算性に伴う地域の森林の伐採を各地で行っております。その方法は、すべて樹木

を伐採し、場所によっては根まで掘り起こすなど、集落近郊の舗装道路に面した広大な面積が、

緑の景観から見るに哀れな裸山の風情と化しているといっても、過言ではございません。 
 また、切り取られた樹木は積み上げられ、資源活用できる木材も放置され、伐採跡地や自然

体系を崩すばかりか、火災や豪雨などによる災害も危惧され、環境破壊行為に匹敵するような

環境への配慮など、みじんも感じられない状況にあります。 
 国は森林・林業基本法に基づく基本計画を昨年１０月に閣議され、本年３月までに新地域森

林計画に適合する市町村森林整備計画を変更し、その計画に照らし、森林所有者による森林施

行計画を策定することとなっています。 
 その計画とは水土保全林、森林と人との共生林、資源の循環利用林の区分ごとに森林整備を

図ること。また、その目的は森林の有する多面的機能を発揮する目標や木材の供給および利用

目的を設定し、生態系の健全な維持のために適正な整備および保全を図ること。また、林業の

持続的かつ健全な発展、木材の供給、利用の確保を図り、人と自然が共生する森林の、正規の

実現を目指すための森林整備計画であります。 
 そこで伺いますが、北杜市森林整備計画の基本方針と３区分の説明と現状、進めている森林

整備状況について、伺います。 
 ４つ目。森林第１０条の８項において、森林所有者は民有地の立木を伐採するには、農林水

産省令で定める手続きに従い、あらかじめ市長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採

齢、伐採後の造林の方法、期間および樹種、その他農林水産省で定める事項を記載した伐採お

よび伐採後の造林の届出書を提出することになっておりますが、本市の届出書の手続きと記載

内容および届出件数、未届出件数、また未届けのある場合は、その理由と対応について伺いま

す。 
 次にサイン計画について、お伺いいたします。 
 公共サインは町の地理、方向、施設などの位置等に関した情報を提供する媒体装置である標

識、地図、案内誘導板等で、それぞれの機能や立地条件、景観等をふまえた配置的要素と観光

客などの来訪者に目的地まで、手がかりや目印となる特徴的な建築物などにより、道筋を分か

りやすく安全、かつ効率よく誘導、案内する機能的な要素があります。また、地域の魅力を脇

役として引き立てる衣装でもあると同時に、北杜市を内外にアピールする衣装であると思いま

す。 
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 そこで、北杜市サイン計画について質問いたしますが、合併協議会において、サイン基本計

画が策定されました。色と市のロゴや市章などを規定し、地域の設置や統廃合の道筋、配置の

考え方等については、合併後において市民と共同で詳細な計画を推進していくことが示されて

おります。 
 しかし、合併後３年を経過した現在、さまざまな事業に伴う中で、看板が設置されておりま

すが、その色彩や書体など、まちまちの状況に対して、市民からも共通、統一性がないなどの

疑問の声がありますが、どうしてまちまちであったり、基本計画にもある色彩や文字に沿わな

い状況で設置されたのか、その経緯と現在、北杜市の統一サインとされている規定の内容につ

いての説明を求めます。 
 また、道路整備の推進に伴う資源、施設の顕在化、観光スポットの誘導や周遊ルートの新た

なシステム構築、公共サインと民間サインとの整合性、北杜市の誇る景観形成などと多くの課

題と問題も山積しております。 
 景観形成後のサイン計画により、風光明媚な景観を視覚的に破壊する結果を招くことのない

よう、今後、推進する景観計画やまちづくり事業等、関連性や共通項目がある計画については、

総合的な見地から事業を推進することが重要と考えますが、見解を求めます。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 当局の答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ３７番、細田哲郎議員のご質問にお答えいたします。 
 森林整備事業について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に、北杜市における森林整備の推進方向についてであります。 
 森林整備にあたっては、水源涵養や国土保全、木材生産等の多面的機能の発揮を図るため、

北杜市森林整備計画において、重視すべき機能に応じ、水土保全林、森林と人との共生林、資

源の循環利用林に区分し、区分ごとの望ましい森林の姿、その誘導の考え方を示し、多様で健

全な森林の育成に努めることとしております。このため、市では里山整備事業や松くい虫防除

対策に加え、今年度から県の環境公益林整備支援事業を積極的に活用し、森林所有者の負担軽

減を図りつつ、森林の整備、保全を行っていくこととしております。 
 次に松くい虫被害木等、危険木への対応についてであります。 
 近年、枯損木の放置や松くい虫被害等による里山の荒廃が指摘されており、その適正管理を

森林所有者に対して促し、支援していくことは極めて重要であると考えております。 
 市では、これまでに森林整備に関する情報の広報への連載、ホームページの活用等を通じ、

森林所有者への自主管理の喚起に努めてきたところであります。また、具体的な対策として、

道路や公共施設等の周辺における松くい虫防除対策の実施、道路や林道等の危険木の緊急伐採、

里山整備事業での不要木・枯損木の除去等を行う、改良に対する補助などを行っているところ

であります。 
 なお、いわゆる不在地主の所有する森林についても、本人の同意を得つつ、松くい虫対策や

緊急伐採等の実施をすでに行っているところであります。 
 今後とも森林所有者の意識喚起を図りつつ、これらの事業を実施し、健全な森林の育成、ひ
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いては危険木等への対処に努めてまいりたいと考えております。 
 次に３機能区分の内容等についてであります。 
 平成１３年の森林・林業基本法の制定、森林法の改正に伴い、重視すべき機能に応じて森林

を区分し、区分ごとの森林整備の方向、指針等を明らかにすることとされました。北杜市森林

整備計画においても、上位計画となる富士川上流地域森林計画の基準等に即してゾーニングを

行ったところであり、具体的には水土保全林については、水源涵養や国土保全を重視すべき森

林、２万５，８００ヘクタールを対象に、山林内が明るく下層植生等が発達した森林を望まし

い姿とし、２つ目は森林と人との共生林については、国立公園指定地域等、１万４００ヘクター

ルを対象に原生的な自然環境、自然とのふれあいの場として活用される森林を望ましい姿とし、

３つ目として資源の循環利用林については、それ以外の森林９，７００ヘクタールを対象に、

木材利用のために、適切に整備された森林を望ましい姿として、示したところであります。 
 さらに区分ごとに森林誘導の考え方等を示し、森林所有者が樹種や樹齢、施業方針等に応じ

た、施業方針を選択する上での指針としているところであります。 
 次に、現在行われている伐採の状況についてであります。 
 市内における林業生産活動は、いまだ活発なものとは言えませんが、７年ぶりに国産材自給

率が２０％台を回復するなど、全国的には林業再生に向けた明るい兆しが見受けられるように

なってまいりました。そのような状況を反映して、市内でも皆伐個所が散発的に見られるよう

になってきたものと認識しております。 
 森林の伐採は、通常の林業生産活動の一環として行われるものでありますが、公益的機能の

発揮、持続的な林業生産活動の確保という観点からは、伐採後の更新が確実になされることが

極めて重要であると考えております。 
 このことから、昨年度から伐採届出個所の更新状況の確認調査を強化したところであり、平

成１７年度分については約７割、１８年度分については約２割の更新完了を確認したところで

あります。今後とも伐採個所の状況を注視していくとともに、定められた期間内に更新がなさ

れない場合には、必要な指導等を行っていくこととしております。 
 次にサイン計画についてであります。 
 サイン計画につきましては、平成１６年３月の合併協議会において、北杜市サイン基本計画

が策定され、サイン本体の方針、表示の方針等が示されたところであります。また配置計画、

整備手順、統一感形成へのそれぞれの方針を、検討委員会等を立ち上げる中で実施計画に近い

詳細計画を策定することになっております。 
 この計画でのサイン整備を進めるにあたっては、本市における景観形成計画の検討が始まっ

たこと、また旧小淵沢においては、旧町時代に地域特性を考慮したサイン計画により整備が実

施されており、これらとの整合性を図りながら進める必要があったことから、詳細計画策定の

作業に時間を必要としたところであります。 
 基本計画においては、当面、新庁舎や新しい施設においてのみサイン整備を行うものとし、

新規のサイン整備が予測されるものについては、シート材等で応急措置により対応することと

しております。 
 基本計画の中では、支所等の最小事項のみの内容であったため、色彩や文字が計画に沿わな

い状況が生じたものであります。老朽化したものの撤去、新設や既存サインの統廃合を進めて

まいりますが、今後、市の景観形成のあり方やアイデンティティーの構築などについて、住民
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代表や観光等に携わる人々との十分な話し合いを行い、住民のコンセンサスを得る中で、サイ

ン整備の推進に取り組んでまいる考えであります。 
 その他につきましては、担当部長から答弁いたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 産業観光部長。 

〇産業観光部長（植松忠君） 
 ３７番、細田哲郎議員のご質問にお答えいたします。 
 最初に平成１８年度の事業実績についてでありますが、松くい虫対策につきましては、地上

散布、１ヘクタール、２５万２千円。伐倒処理、２，１３３立方メートル、３，３１７万７千

円の事業を実施し、里山整備事業については造林１３件、４ヘクタール、５４万７千円。下刈

り、７４件、３７ヘクタール、２１１万２千円。枝打ち、２７件、１５ヘクタール、１８５万

３千円。除間伐等、４２件、５３ヘクタール、４８０万９千円。改良、１７件、１２ヘクター

ル、６７万９千円を実施いたしました。 
 また平成１９年度事業の計画、執行状況についてでありますが、松くい虫対策として、３，

４３７万４千円。うち市単独事業、北杜市単独事業は１，１１３万７千円であります。それを

計上いたしまして、地上散布、１ヘクタール。伐倒処理、２，１６０立方メートルを実施する

予定であり、現在、４月の現地調査で把握した８８１立方メートルの処理作業を進めていると

ころであります。 
 森林整備関係については、里山整備事業、１千万円。環境公益林整備支援事業、３００万８千

円を計上し、２００ヘクタール程度の森林整備を実施する予定であり、現在までに約３０ヘク

タールの交付決定を行ったところでございます。 
 次に伐採届出の記載事項、届け件数等についてであります。 
 地域森林計画の対象森林において、立木を伐採する場合には森林法に基づき、伐採および伐

採後の造林届出を提出することが基本となりますが、届出書の記載事項については、市独自の

ものではなく、農林省告示による様式が定められているところでございます。 
 その記載内容としては、森林の所在場所、伐採面積、伐採の方法、伐採樹種、伐採齢、伐採

の期間、伐採後の造林方法と期間、伐採後の造林樹種、造林面積、樹種別植栽本数、伐採跡地

の用途となっており、その届け件数は平成１７年度は４０４件、平成１８年度は２９６件となっ

ております。 
 なお、未届けによる伐採については、現地調査の強化により、現在２０件把握しているとこ

ろであり、すべての所有者等に対して状況確認を行ったところであります。 
 さらには立木を買い受けて伐採したものの一部に対しましては、法令に基づき、適切に届出

を行うべきこと。伐採を行う際には森林所有者と相談の上、確実な更新を図るべきことなどを

指導するとともに、伐採跡地の地ごしらえかた、地ごしらえ方法等の技術的助言を行ったとこ

ろであります。 
 届出を行わなかった理由としては、所有者が当該制度を承知していかなったことが主なもの

でありますが、伐採届け制度の周知を行うとともに、今後、確実な更新を図るよう、引き続き

指導を行うこととしております。 
 以上でございます。 
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〇議長（小澤寛君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 細田哲郎君。 

〇３７番議員（細田哲郎君） 
 時間がありませんので、何点かに絞って、再質問をさせていただきます。 
 はじめに森林整備計画の具体的な内容についてで、担当部長のほうへ質問をさせていただき

ますが、これは具体的な内容ですから、事前に私のほうで通告をさせていただきました。それ

に基づいて、ご答弁をお願いしたいと思います。 
 １つは１期１０年間、各５年ごとの事業に関する予算措置と事業の成果目標および達成率に

ついて。 
 里山整備事業予算を毎年増額して、整備面積を拡充していますが、森林整備計画の事業面積

との整合性は。 
 平成２２年に設定される森林の有する多面的機能の発揮に関する目標の取り組みと、施策の

考え方。 
 ４つ。伐採においては、水土保全機能に影響を及ぼさないよう表面積化、分散化の方向を示

しているが、現状の伐採状況についての見解と平成１８年度の伐採面積。また、その伐採面積

に対する植林の補助額の面積と率。 
 ５番目に資源の循環利用林の整備の基本的な事項と、具体的な木材の供給および利用の確保

や伐採、樹木の活用について。 
 ６．森林整備計画での要伐採、要間伐、森林２５カ所を選定した理由について。 
 ７．北杜市での木材市場拠点の創設についての考えはあるのか、ないのか。 
 この７点について、まず質問させていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 
 産業観光部長。 

〇産業観光部長（植松忠君） 
 ３７番、細田哲郎議員の再質問にお答えしたいと思います。 
 最初に事業成果目標等についてであります。 
 北杜市森林整備計画は、市内の４万５，９００ヘクタールの森林を対象にいたしまして、多

様な森林を育成するための基本的方向、それから望ましい森林の姿、森林施業の技術的な指針

等を定めるものであり、事業量を示す、いわゆる事業計画とは異なるものでございます。こう

したことから、事業量による目標達成率や整合性等を評価することは、困難であると考えてお

ります。 
 次に森林の状況から見た、森林整備の進捗状況という観点からは、除間伐対象、３歳から９歳

で切るということでございますが、その民有林、３，７００ヘクタールに対して、平成１９年

度までに、累計で２３０ヘクタール程度の除間伐を見込んでおり、森林整備のさらなる推進が

必要であると認識しているところでございます。 
 また、予算の状況につきましては、平成１９年度に森林整備関係で、約１，３００万円の予

算を計上しており、今後とも厳しい財政状況をふまえながら、適切に措置していきたいと考え

ております。 
 次に国の森林、林業基本計画の目標と北杜市の施策の取り組み状況等についてであります。 
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 昨年９月に新たな基本計画が閣議決定されたところであり、それは長期的視点に立った森づ

くりの推進、森づくりを支える林業、木材産業の再生という基本的な考え方が示されたところ

であります。 
 議員ご指摘の森林が有する多面的機能の発揮に関する目標については、平成２７年、平成

３７年の目標とする森林の状態、これは単層林ですとか複層林、天然生林の面積ですけども、

それぞれの森林の誘導の考え方等を示すものとなっております。 
 市町村森林整備計画は、基本計画等の達成に資するものと位置づけられており、北杜市森林

整備計画においても、各種計画に即してゾーニング等を行っていることは、先ほどの市長答弁

のとおりでございます。 
 また、市の取り組みとしては、多様な森林が育成されるよう、補助対象の充実や施業の共同

化促進を図ることとしており、具体的には里山整備事業において、長伐期林育成のための抜き

切り、天然生林の改良等を補助対象としているほか、森林施業計画の作成促進、その一助とな

る森林整備地域活動支援交付金の活用等を行っているところであります。 
 次に、現在の伐採状況への展開等についてであります。 
 平成１８年度の伐採状況、特に更新が必要となる皆伐については、無届分を含め２７ヘクター

ル、９９件となっており、個所平均０．３ヘクタール程度と、林業生産活動としては、比較的

小規模に留まっているものと認識しておるところでございます。 
 なお、平成１９年度の人口造林補助見込みは７ヘクタールとなっており、すでに更新が完了

している面積、約４．４ヘクタールと合わせれば、伐採面積も約４割となる見込みであります。 
 伐採跡地については、人口造林で２年以内、天然更新で５年以内の更新が認められており、

期間内に確実な更新が図られるよう、今後とも指導等に努めてまいりたいと考えております。 
 次に伐採した立木等の活用についてであります。 
 健全な森林を育成していくためには、木材利用の促進を図ることが、極めて重要であると考

えております。特に資源の循環利用においては、木材利用のために適切に整備された森林を望

ましい姿とし、施業方法等を示していることは、先ほどの市長答弁のとおりでございます。 
 北杜市内においては、ご承知のとおり、木材利用のための伐採が徐々に行われているところ

ではありますが、いまだ活発なものとはいえない状況にあります。このため、市といたしまし

ては、木材に対する理解促進を図ることが、木材利用促進の第一歩であると考えており、昨年

１０月から森づくり木づかい事業を行っているところであります。この事業は間伐材等を保有

するもの等、利用希望者に登録していただき、業者に対し、情報提供を行うものであり、すで

に多くの方々にご活用をいただいております。 
 また、去る３月には情報交換会を開催し、現地見学を行うなど、木材の有効利用に向けた取

り組みを推進しているところであります。 
 次に要間伐森林の指定についてであります。 
 要間伐森林は、適正な保育が実施されていない森林のうち、路網が整備されていないなど、

特段の理由なく施業が行われていないものを特に指定し、所有者に対しまして、間伐等を促す

制度でございます。 
 北杜市森林整備計画においては、林道に近く、間伐実施の条件が整っている林分のうち、裸

地化しやすいヒノキ林を中心に２５カ所、３３ヘクタールの指定を行ったところであります。

森林所有者に対しては、要間伐森林に指定した旨、通知するとともに、関係補助金のパンフレッ
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トを同封するなど、積極的な森林整備への呼びかけを行っているところであり、当該森林の解

消に努めてまいりたいと考えております。 
 最後に、北杜市での木材市場拠点の創設についてであります。 
 現在、県内には県森林組合連合会の共販所、中央拠点である木の国サイト等があり、木材市

場の拠点として、積極的に活用されているものと承知しております。 
 市内での木材市場拠点の創設については、費用対効果、厳しい財政事情等をふまえる必要が

あり、市が中心となって新たに施設を整備することは、現状では困難であると考えておりまし

て、ご理解をいただきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 細田哲郎君。 

〇３７番議員（細田哲郎君） 
 サイン計画について、１点だけ、再々質問をいたします。 
 北杜市まちづくりワークショップ提言書において、交流産業部会では景観を考えた看板等の

設置。環境共生部会では、景観に配慮した看板条例の制定。サイン計画の制定。調和を図る道

路標識、案内板の統一化を。ネットワーク部会においてはサインデザインの統一など、４部会

のうち３部会から提言があり、また総合計画審議会においても、サインの統一と条例化が提案

されております。早期に統一サインの規定や誘導システム、案内板等の基準などの推進を図る

とともに、条例の制定も重要と考えますが、答弁を求めます。 
 また、市民との協働で総合的な視点から景観計画やサイン計画を推進することにより、より

よい景観形成の促進や経費の削減など、大きな成果が期待できると思います。併せて、見解を

お願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 サイン計画につきましては、前々からご指摘をいただいているところであります。現在、進

めております景観計画等の状況もふまえながら、市においても、現在、検討しているところで

あります。それぞれの関係する計画等に合わせながら、これから、サイン計画につきましては

進めてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 次に関連質問を許します。 
 関連質問はございませんか。 
 （ な し ） 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで３７番議員、細田哲郎君の一般質問を終わります。 
 次に市民クラブ、１番議員、野中真理子君。 
 野中真理子君。 
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〇１番議員（野中真理子君） 
 教育長に３項目、市長に１項目、計４項目について質問させていただきます。 
 最初に原っぱ教育について、伺います。 
 原っぱ教育の理念および取り組み例については、昨日の北杜クラブ、茅野光一郎議員の代表

質問に対するご答弁で伺うことができましたので、ここでは原っぱ教育推進のための市として

の具体的施策および支援について、伺いたいと思います。 
 本年度の当初予算に、原っぱ教育推進事業費として３，２００万円強が計上されていますが、

その内訳は旧町村でそれぞれが実施してきたスキー、スケート教室や芸術鑑賞の費用であり、

原っぱ教育の独自性や、原っぱ教育に取り組む市の姿勢は見えてきません。内訳を見る限りで

は、原っぱ教育の理念のもとに各校が事業を展開したというよりは、従来からの取り組みに原っ

ぱという統一の名称を与えたに過ぎない印象を受けるのですが、市としてのお考えを伺いたい

と思います。 
 原っぱ教育を推進するのであれば、行政に求められているのは、具体的な支援ではないでしょ

うか。朝読書の取り組みのために、学校は静かな環境を子どもたちに与え、よい本の紹介をし、

読書の楽しさを教えると思います。保護者や地域の人は、ボランティアで読み聞かせをするこ

とができます。市がやるべきことは、朝の短い時間でも楽しめる本が買えるようにすることで

あり、さらに言えば、学校図書館を充実させるための施策を展開することだと思います。 
 昨日のご答弁の中に取り組み例としてマラソン大会もありましたが、原っぱ教育が掲げるた

くましい人づくりに合致し、保護者としても大変期待する行事ですが、実際には周辺の交通事

情の悪化や命に関わる事故なども他市で起こり、この４、５年で取り止めた学校が多いはずで

す。私の子どもが通っている学校ではマラソン大会を続けておりますが、緊急の事態に備えて

看護師の方に待機していただく費用は、今年度、ＰＴＡ会費から出しております。これは学校

への看護師の派遣が市の統一基準では年間５日しかなく、２泊３日の修学旅行と１泊の宿泊学

習で、その枠を使い切ってしまうからです。 
 昨日、茅野議員が挙げられました全校登山にしても、子どもたちの体調を見ながらアドバイ

スをしたり、ケガの応急措置をしたり、毎年、山岳会の方とともに看護師の方はなくてはなら

ない存在ですが、これに対する市の支援も今年度はありませんでした。市が推進する原っぱ教

育とはなんなのだろうかと、保護者の一人として考えざるを得ません。 
 各学校とも原っぱ教育が掲げる人づくりのために、さまざまな取り組みをしていることと思

います。２年だけではなく、各学校が必要としている具体的な支援をぜひ、していただきたい

と思いますが、市としての取り組みをお聞かせください。 
 次に小中学校の適正配置に関連して、小中一貫教育について伺います。 
 市内小中学校の適正規模等の検討は、新たに設置される審議会において、今後なされること

になっています。統廃合問題が焦点となることは、皆さんが知るところです。学校は地域社会

の中核を担うものであり、地域に学校を残したいという住民の願いは、大変強いものと思いま

す。学校の配置については、それらの住民の思いを汲みながら、今後の地域社会をどのように

つくっていくのかについても、見通さなければならないと思います。 
 地域性を生かした学校配置の１つの考え方として、小中一貫校がありますが、小中一貫校に

ついて、市の教育委員会でどの程度、検討されているのか伺いたいと思います。 
 次に幼稚園就園奨励費補助金について、伺います。 
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 市内には韮崎市や甲府市、長野県原村などにある私立の幼稚園に子どもを通わせている家庭

があります。これら私立幼稚園に通園する子どもを持つ保護者に対して、経済的負担を軽減す

るための国の補助制度がありますが、北杜市の補助制度はどのようになっているのか、お聞か

せください。 
 最後に保育園の定員について、伺います。 
 市内の保育園は、年度の始まりの時点で、すでに定員オーバーのところがいくつかあります。

年度途中の入園希望者および児童相談所の判断で、例えば緊急に引き受けなければならない場

合、どのように対処しているのか、伺います。併せて定員数や保育料のあり方など、今後の保

育園経営についての市のお考えも伺いたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 当局の答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 １番、野中真理子議員の保育園の定員についてのご質問にお答えいたします。 
 本年度当初に定員をオーバーしているのは、しらかば保育園、日野春保育園、小淵沢西保育

園の公立３園と、みつば保育園、聖ヨハネ保育園の私立２園であります。定員につきましては、

平成１０年２月に厚生省から年度当初定員の１５％、１０月以降は２５％増の受け入れ可能と

通達されており、年齢別の保育の定員はありません。年度途中での入園希望者には、保護者の

希望を考慮し、市内保育園を紹介しておりますが、希望に添えない場合は近隣の市町村保育園

を紹介しております。 
 しかし、年度途中での入園希望は３歳未満児が多く、定員、施設に余裕があっても児童福祉

施設最低基準で、年齢別保育の保育士が不足し、臨時保育士に頼らざるを得ない状況で希望に

添えない場合もあります。今後は行財政改革アクションプランをふまえ、臨時保育士の待遇も

検討する中で、保育士の確保を図ってまいりたいと考えております。 
 次に緊急に引き受けなければならない場合の対処ですが、保護者の傷病、入院、冠婚葬祭な

どについては、一時保育運営事業において、随時５名以内を利用定員とし、対処しております。

また、児童虐待を受けている児童につきましては、児童家庭相談員と県の中央児童相談所が連

携し、中央児童相談所の一時保護で児童を守っております。市では虐待などから、子どもを守

るための入園例はありませんが、育児ストレス等で虐待の疑いがある場合の入園につきまして

は、中央児童相談所と協議する中で検討してまいる所存であります。 
 なお、保育園においては、園児の毎日の受け入れ時に健康観察や指針などから、現在家庭に

おいて虐待が発生しているかを判断し、児童家庭相談員と連絡をとり、虐待の早期発見に努め

ております。 
 次に今後の保育園運営についてでありますが、本年度中に保育園の適正規模、適正配置を協

議・検討する組織を設置し、市内の保育園の再編成を検討する中で、定員につきましては児童

１人当たりの面積基準や過去３年間の入園状況を考慮し、また保育料のあり方につきましては、

子育て支援対策の一環として検討してまいりたいと考えております。 
 その他につきましては、教育長から答弁いたします。 
 以上です。 
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〇議長（小澤寛君） 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 １番、野中真理子議員のご質問にお答えいたします。 
 最初に、原っぱ教育を推進するための具体的施策および支援についてであります。 
 原っぱ教育の目標は、不屈な精神と大志を持った人材の育成にあります。この大きな目標を

達成するため、５つのテーマを掲げ、推進しております。 
 市内、各小中学校の取り組み状況は昨日、茅野光一郎議員の代表質問にもお答えしたように、

各校共通するものとして、読書の奨励、体力づくり、総合学習や体験学習があります。さらに

体力づくりや地域文化、産業を探索する学習などに縦割り班を取り入れ、活動している学校も

あり、協調性や指導力の学習にもなっております。 
 またスキー、スケートやオオムラサキの生息調査など、地域の特色ある活動に取り組んでお

ります。これらの一つひとつの活動から、原っぱ教育の目指す不屈な精神と大志を持った人材

の育成、知・徳・体のバランスのとれた子どもが育てられるものと考えております。引き続き、

これらの取り組みを基本に原っぱ教育を推進するために、人的および予算面において学校を支

援してまいりたいと考えております。 
 次に原っぱ教育の独自性についてであります。 
 本年度予算において取り組む事業については、原っぱ教育の理念や目的をしっかりふまえて

実施されるものであります。各学校において、自然観察や体力づくりといった事業に、児童生

徒一人ひとりが目的意識を持って活動に参加するという意味において、原っぱ教育が実践され

ているものと考えております。 
 学校教育の授業時間数および内容は、現行の指導要領によって規定されています。原っぱ教

育の理念は、その規定の中でも学校の独自性が発揮できる特別活動や総合的な学習時間といっ

た領域の中で、主に実践されることになります。学習指導要領の規定を受けながらも、その独

自性が認められる領域において、着実に理念を実践していくことが学校教育における原っぱ教

育であると考えております。 
 また原っぱ教育については、社会教育の場でも取り組んでおります。例えば、平成１８年度

においては荒川ひろし野球教室、北の杜ふるさとウォーク、子ども登山教室、そのほか子ども

クラブやスポーツ少年団、ＮＰＯや民間団体と協力する中で、さまざまな体験教室や文化・歴

史教室やレクリエーション活動、学校外活動としてのスポーツ活動、平日の放課後に行う子ど

も居場所づくり事業などを実施しました。また、平成１９年度においては、新たに清春芸術村

写生大会や一般・子どもを対象にした、北杜市原っぱ野球大会などを計画しております。また、

特に地域イベントへの子どもの参加を奨励するなどの指導をしております。 
 次に具体的な支援でありますが、看護師や校外指導者等については、各学校において事業を

行う場合に、必要に応じて配置しております。今後においても原っぱ教育としての位置づけを

した事業については、予算的な措置を含めて支援をしてまいりたいと思います。 
 次に小中一貫教育についてであります。 
 ３月の北杜市議会定例会で、北杜市立小中学校適正規模等審議会条例を議決いただきました。

現在、学識経験者、公募、地域代表区長など、２０名以内で組織する審議会を立ち上げるべく

準備を進めているところであります。小中一貫校については、山梨県内の公立小中学校では、
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現在、開校しているところはございませんが、国内では小中一貫特区として、１０数カ所が認

定されており、本県では現行の６・３制の学年区分のままで、小中相互の連携のあり方につい

て研究されているところであります。本市としては、北杜市立小中学校適正規模等を審議会に

おいて、小中一貫教育についても検討をお願いしてまいりたいと考えております。 
 次に、幼稚園就園奨励費補助金についてであります。 
 この補助事業の目的は、幼稚園に通園している園児の保護者の所得に応じて経済的負担を軽

減するとともに、公立・私立幼稚園間の保護者の負担格差の是正を図ることにあります。 
 制度としては、保育料等を減免する就園奨励事業を実施する地方公共団体に対して、国が所

要経費の一部を補助するものであります。対象となる幼稚園は、学校教育法の規定に基づき、

設置されたものを言い、公立・私立は問わないとされております。 
 現在、北杜市においては、開園している幼稚園はなく、韮崎市、甲府市、長野県原村にある

幼稚園に通園している園児がおります。北杜市においては、旧町村に幼稚園がなく、この制度

もなかったため、合併協議の折にも議論されなかったこと、旧８町村の中で、唯一、幼稚園が

あった旧小淵沢町が合併したときにも議論されなかったこと、また補助事業の目的が公立・私

立幼稚園間の保護者負担の是正を図るということでありますが、比較すべき公立幼稚園がない

という経過の中で、補助制度の検討まで至りませんでした。今後、少子化や市民の幼児教育の

ニーズの多様化に対応するために、制度整備を研究してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 野中真理子議員、再質問を許します。 

〇１番議員（野中真理子君） 
 保育園に対しては、働きたいというお母さん方もだんだん多くなってきていますし、さらに

は家庭で子どもを育てているお家も多いことですので、総合的に考えて、いろいろな意味から

子育てについて、お願いしたいと思います。これはあくまでも要望です。 
 それから教育長に対してですけども、原っぱ教育については、支援ということで、これから

も考えていきたいということでしたけども、実際に、これは私が経験したことでは、支援がな

くてＰＴＡ会費から出したということもありますので、ぜひ具体的な検討をお願いしたいと思

います。 
 また、保育園の就園奨励補助金についてですけども、過去の旧町村でなかったから、もう北

杜市になって２年経っているわけですから、あくまでも北杜市としてどうするかを、今後、考

えていただきたいと思いますので、それに対してのご答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 学校の原っぱ教育に対する支援でございますけども、私どもは大志を持った精神の育成につ

いては一生懸命努力しているところであり、そうしたものはこれからも引き続き、やっていく

わけなんですが、そんな中で支援でございますけども、こうした特徴ある時間をかけて、経過

をふまえての成果というものは、原っぱ教育は出てくると思っていますけども、それに対する
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支援というものは、一生懸命やっているつもりでおります。期待に沿うように努力したいと思

いますが、ちなみにそれぞれ、野中議員さんが小淵沢の学校で経験したという、ＰＴＡからの

部分でございますけども、そのＰＴＡのほうから支援については、ご案内のように北杜市の財

政もさることながら、それぞれの学校でも、それぞれのＰＴＡ、あるいは体育後援会というふ

うなもので、ＰＴＡをバックアップしている、地域の後援会等が、だいぶ援助してくれており

ます。そうした部分の中で、そうしたところにもやっぱり、お礼も申し上げながら、これから

も地域の支援はお願いしたいと、こんなふうに思います。 
 それから幼稚園の就園奨励補助金につきましては、北杜市の少子化問題、北杜市内の保育園

の問題、それらとの兼ね合いもありまして、一生懸命、これからも制度の整備について、研究

をしてまいりたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 関連質問を許します。 
 関連質問はありますか。 
 鈴木今朝和君。 

〇７番議員（鈴木今朝和君） 
 原っぱ教育については、茅野議員、それから野中議員の答弁を聞きましたが、私も２回ばか

り、これについては質問をしたわけですけど、いまいちすっきりしないというのは、例えば今、

北巨摩というと、昨日、誰かのあれにもありましたけど、教育の、昔から非常に熱心な、また

子どもたちは金がないけども、粘り強い子どもたちが多かったと。向学心に燃えて、一生懸命

やった、そういうあれがあるわけですけど、そういうものと、やっぱり今の子どもたちの現状、

北杜市の子どもたちの現状をどう教育委員会は捉えて、そのために原っぱ教育という大前提の

中で、心豊かで心身ともにたくましいというと、これは教育の目標のすべてになるわけですよ

ね。心豊かでたくましいというと、その中に粘り強い子もいるし、清く正しく美しく協調性の

ある子も、その中にみんな入るわけですけど、そういう中で、現状の今の北杜市の、今の子ど

もたちを捉えながら、原っぱ教育としては、今までの北巨摩のそういう流れがあった中で、ど

ういうふうに具体的な、原っぱ教育の施策をやっていくかということが、いまいちすっきりし

ないし、現場でもとにかくマラソンをやれば原っぱ教育だと。それから、部活動も原っぱ教育

だと。原っぱ教育の実践を出せというと、部活動をやったり、山へ行ったり、いろいろなこと

も出てきますけど、そういうことももちろん、１つの大事なことだと思いますけど、例えば３千

万円という金をかけるときに、北杜市の原っぱ教育は何かというときに、パッと出てくるよう

な、そういうインパクトというか、誰が考えても、誰が見ても、やっているなと。長野のしか

ない教育とか、そういうものに匹敵もできないわけですけど、それに近いような、そういうも

のをやっぱり、つくり上げていくことが大事だと思います。 
 したがって、具体的な施策を１つでも２つでも、全部の学校で取り組みながら、原っぱ教育

はこういう実践をしているよということが私は必要だし、現場の先生たち、あるいは地域、家

庭に説明するのにしても非常にやりやすいということを、私は個人的に考えておりますけど、

いかがでしょうか。 
 また、具体的支援ということで、今出ましたけど、例えば、中学校なんかでも、修学旅行に
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行くときには１、２年生は校外活動をすると。１、２年生は例えば、自然の家へ泊まって宿泊。

３年生は、修学旅行というようなことが多いわけです。そうすると、養護教諭は３年生の修学

旅行のほうに付いていくと。そうすると、残った１、２年生とか、あるいは残った人たちの校

外活動に対する、先生たちが行くわけですけど、それに対して、そういうときに看護師さんと

か、そういう人たちの支援ができたらいいなということは、これはどこの学校でも思っている

ことです。そういう具体的な一つひとつをやはり、何かの形でぜひ、実現させていただきたい

と思います。そんなことですけど、教育長、お願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 教育長。 
〇教育長（小清水淳三君） 

 原っぱ教育の難しさというのは、今ここで確実に、その数字で、あるいは言葉の中で簡単に

語れるものではないと思います。 
 なぜならば、教育という部分については、まだ北杜市でも原っぱ教育を推奨して２年数カ月

でございますけども、成果の出てくるものは、正直言って、これからの将来に、子どもたちが

育った環境の中で成果を出してくれるものと、こんなふうに確信しております。 
 ただ、私どもが、ここで今、推進している部分については、教育という部分の中で、やはり

原っぱ教育に結びつく部分として、幅広い捉え方もしれないですけども、家庭教育、学校教育

だけでなくて家庭教育、それから社会教育、そうした部分の中で地域教育という部門に、先ほ

ども若干ふれさせていただきましたけども、そういうふうなものへのＰＲ、それから誘導とい

うことが原っぱ教育に結びついていくという考え方も、１つ持っているわけなんです。根底の

中に。 
 そして、先ほど鈴木議員がおっしゃられましたように、私どもも過去において、山梨県の中

でも峡北地域の教育はということは、正直言って聞いております。先人たちが、そうした歴史

を築いてくれたという部分については感謝もし、また引き継いでいかなければということは、

今の教育委員会の立場としては重く感じておるところでございまして、ただ、ここで１つのメ

ニューを、全学校に統一してやることが原っぱ教育かといえば、それぞれの地域性もある、そ

れぞれの地域で取り組んできた実情もあるという中で、学校に積極的にそれぞれ取り組んでく

ださいという指導、誘導をしているところなんですが、一本化して１つの行事をすることが原っ

ぱ教育、メニューかといえば、そうばかりには限らないというふうな感じを、私は持っており

ます。 
 それから具体的支援でございますけども、例を挙げていただきました。修学旅行と１、２年

の宿泊研修、そうしたものについて、今現在は、それぞれ学校が同一日にそうした校外学習等

で必要なときには、看護師、あるいは保健師の、それは予算化もしてありますし、学校からの

要請に応じて付けております。そういう支援は、現在もしております。そんなことで、できる

だけの支援を一生懸命していきたい。 
 それから、先ほど野中議員にも、最初のときにございましたけども、図書費の購入について

は、相当、文科省の指定する方式に基づいても結構の比率で、北杜市の場合には学校への教育

費、図書購入費として支援をしております。そのへんもぜひ、ご理解をいただきたいと思いま

す。 
 以上です。 
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〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 鈴木今朝和君。 

〇７番議員（鈴木今朝和君） 
 もう１つ。今、答弁の中に体育後援会うんぬんという話が出てきましたけど、それはかなり

大事なことで、義務教育の中で体育後援会で援助しているから、それも援助の一部だという、

ちょっと、そのへんは考え直したほうがいいんではないかと思います。 
 やはり体育後援会とかいろいろ、体育でなくても教育後援会というものをつくったりなんか

して、学校でやっているのがありますけど、本来ならば、それは行政で、全部、義務教育の中

で補うべきで、あまり議会の場で、体育後援会でうんぬんというようなことは、あまりよくな

いと思うんですけど、そのへんの見解はどうですか。 
〇議長（小澤寛君） 

 教育長。 
〇教育長（小清水淳三君） 

 私の意図とするところは、その体育後援会という部分につきましては、地域教育という部分

で、地域で子どもを育てるとか、そういうふうな意味合いで、地域の人たちのご理解をいただ

いているというふうな考え方の中で、その地域においては公費ということではなくて、体育後

援会、地域の人たちのみずからの活動によって、学校を支援していただいていると。そういう

ふうな、私の認識の取り方の中での答弁をさせていただきました。 
 もし、誤解を招くようでありましたならば、ご容赦願いたいと思いますけども、学校教育、

地域教育、それから家庭教育、そうした部分でそれぞれの立場の中で、みんなが子どもをサポー

トしている、教育しているというふうなことでもって、ご理解をいただきたいと思います。そ

ういう意味で、体育後援会も１つの例の中で、ご支援をいただいているということで、ぜひ、

ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで１番議員、野中真理子君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩をいたします。 
 再開は２時３０分といたします。 

休憩 午後 ２時１８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時３０分 
〇議長（小澤寛君） 

 再開いたします。 
 次に市民クラブ、５番議員、五味良一君。 
 五味良一君。 

〇５番議員（五味良一君） 
 私は入札問題について、何点か市長に伺います。 
 まず１点目は、北杜市の一般競争入札の導入予定を伺います。 
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 市長は、私が昨年、１２月定例会での同様の質問に対して、しっかり準備した上で、平成１９年

度から試行的に導入していきたいと答弁されていますが、本年度のいつごろから、どのように

導入していくのか、具体的にお示しください。 
 次に一般競争入札に付す、工事の予定価格を早期に１千万円以上とする考えがないか、重ね

て伺います。 
 市長は前回、私の質問の中で、１９年度試行的に導入する場合の、おおむね工事予定価格は

１億円以上と答えられました。ご承知のように、国の指導は災害時などの応急工事を除き、予

定価格１千万円以上の工事を対象とすることにより、その入札および契約に関して、卑しくも

国民の疑惑を招くことのないようにするとともに、適正な施工を確保し、良質な社会資本の整

備が推進されるとしています。また、厳しい北杜市の財政事情にも効果が期待されるところで

あり、市長の決断を望みますが、いかがでしょうか。 
 次に笛吹市の取り組み事例を参考に、市長の感想を伺います。 
 去る６月２４日付けの山日新聞に、笛吹市の一般競争入札導入の記事が掲載されておりまし

た。それによりますと、笛吹市は本年度から事後審査型条件付き一般競争入札を導入しており、

落札率の低下が顕著になっていると報じられております。実績として、昨年度は指名競争入札

の平均落札率は設計業務委託を含めて９０．６％であったが、本年度、これまでに行われた工

事関係、平成１９年度４月から６月に執行された入札の平均入札率は７３．２％であり、１７．

４％という高い数字で低下しております。 
 ちなみに本市が昨年より、この一般競争入札を導入し、同様の落札率であったと仮定して、

北杜市の平成１８年度の工事関係および設計業務委託費、合計約６５億円に限って、試算を行

うと、なんと１１億４千万円、歳出削減が図られたことになります。このことは申し上げるま

でもなく、一日でも早く一般競争入札を導入することにより、本市の財政運営に大きく貢献す

ることは明らかであります。市長は、この点をどのようにお考えか、お聞きいたします。 
 次に昨年１２月の定例会で、北杜市の入札執行について伺いましたが、今回、１８年度の入

札執行状況の集計ができましたので、改めて市長の感想を伺います。 
 １８年度の入札件数は４０９件で、予定価格は７３億５，０１６万７，５４０円。それに対

して契約額６９億２，２４４万１，９０２円で、落札率は高くなりました。このことからも、

北杜市が一般競争入札制度を導入することにより、効果が大きいことが予想されます。 
 次に旧町村単位の業者数の構成比を算出してみたところ、１つの会社で複数の業種を登録し

ている場合は１社としてカウントしてみると、登録企業数は１１６社あり、明野９社、７．８％。

須玉１７社、１４．７％。高根２６社、２２．４％。長坂２１社、１８．１％。大泉１０社、

８．６％。小淵沢１３社、１１．２％。白州９社、７．８％。武川１１社、９．５％となりま

した。そこで本来の旧町村ごとの受注件数、ならびに受注率を落札率９５％以上、２４６件に

絞ってみますと、明野１４件、７．１％。須玉３５件、１７．８％。高根４８件、２４．４％。

長坂３７件、１８．８％。大泉１３件、６．６％。小淵沢１０件、５．１％。白州１９件、９．

６％。武川２１件、１０．７％となり、北杜市市内受注は１９７件、８１．２％と市内外注が

４９件、１９．９％となりました。昨年１２月の質問の時点では、ある町が突出しているよう

に見えましたが、旧町村ごとの業者の構成比と受注比率を比較してみますと、前回のまとめよ

り、多少でこぼこはあっても、業者の構成比率に近い状況になっております。そこで、私は北

杜市の経済発展を願う立場で、地元業者の工事受注量の増加を願いますが、市長の考えを伺い
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ます。 
 また、私どもが一般競争入札の目安としている１千万円以上を拾い上げてみると、総工費件

数は１６９件であり、内訳は明野８件、須玉１７件、高根２８件、長坂２０件、大泉５件、小

淵沢１１件、白州９件、武川１６件となり、市内は１１４件、６７．５％。市外５５件、３２．

５％となります。北杜市の経済基盤の確立を願う立場で、地元業者の工事受注の増加を願って、

地域限定型一般競争入札の導入を併せて望みますが、市長の見解を求めます。 
 以上、私の質問を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ５番、五味良一議員の入札制度についてのご質問にお答えします。 
 最初に、一般競争入札の導入状況についてであります。 
 今年度から試行的に導入する一般競争入札につきましては、例規審査委員会の審査が終了し

ましたので、まもなく要領を告示する予定です。 
 次に対象の拡大についてでありますが、３月定例会においてお答えしたとおり、市として初

めて導入する制度であることから、問題点の検証を行いながら、順次、その拡大を検討してい

くことが適当であると考え、国や県、ならびに県下の市の状況を参考に１億円以上と決定いた

しました。１千万円以上となりますと件数が多く、事務量が膨大となり、また入札参加者数が

飛躍的に増すことから、電子入札の導入が必要と思われます。 
 次に平成１８年度の、合計の入札予定価格と契約金額はそれぞれ７０億１，３００万円、

６６億６００万円で、全体の落札率は９４．２％であります。 
 次に市内業者の受注件数は２５２件、６１．４％で、市外業者は１５７件、３８．４％であ

ります。また、各町ごとに業者数の差もありますので、各町の受注率は明野町５．４％、須玉

町１６．５％、高根町２０．６％、長坂町２３．４％、大泉町４．２％、小淵沢町６．２％、

白州町１３．３％、武川町１０．４％であります。 
 次に落札率９５％以上の発注は２５５件、６２．３％で、それ以下は１５４件、３７．７％

であります。北杜市は設計価格より、より低い価格で発注するよう、執行ともども最大限の努

力をしているところであります。 
 また、指名競争入札、一般競争入札、電子入札等々の入札の方法があるわけでありますけど

も、私もいまさら言うまでもなく、それぞれ長短といいましょうか、北杜市に与える影響も大、

職員の対応等々もある中で、いろいろな意味で段階的というか、比較検討をしながら、それら

の導入を図っていくということは、議会でも申し上げているとおりであります。また、笛吹市

といわず、他の市町村のそのような流れも見ながら、考えていきたいと思っています。 
 今のご質問の中で、五味議員の指摘で、今、数字をはっきり覚えていませんが、北杜市に８１％

発注しているのがあって、市内が１９％だというお話がありました。それぞれ皆さんも旧町村

の時代に、自分の町に対して町外、村外の発注と、そして町内業者、村内業者との発注率を、

もう１回調べ直してください。決して、北杜市が市外を優先しているということは、私はない

と。少なからず露骨に言えば、原則として北杜市の業者にみんな、やらせているわけです。長

野県の業者とか韮崎の業者を入れることなく、極力、北杜市の業者にやっていただきたいとい
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う思いで発注しているわけでありまして、ぜひひとつ、調査をしていただければありがたく思

います。 
 以上です。 
 ちょっと失礼します。数字の誤りがあったようでして、市内業者の発注件数は２５２件、６１．

４％と言ったようですけども、６１．６％の誤りです。すみません。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 五味議員。 

〇５番議員（五味良一君） 
 私、今、市長の答弁の中で、決して市外へ多くやっているということで言ったつもりはない

ので、この厳しいご時勢の中で、できるだけ市内の業者を育てながら、市内へ軽減できるよう

な施策をお願いしますということで言ったつもりなので、そのへんはご理解ください。 
 それと私が、１千万円１千万円と言っていますけども、これは国の方針が１千万円程度が望

ましいということであって、ちなみに１８年度の５千万円以上を、仮設建物、リース以外の物

件を拾い出したら、２０件ありました。また１億円以上の物件が９件となっております。少な

くとも、先ほど１千万円以上の件数になると、業務的に多忙だといわれましたけど、市長が先

ほど言われた電子入札を早く導入していただいて、電子入札、一般競争入札ともども、一緒の

形で進めていってもらえれば、一日でも早く導入することによって、本市の財政運営にも大き

く貢献するんではないかという気がいたします。そのへん市長の見解を、もう一度、お願いい

たします。 
 それと、もう１つ。平成１８年度、入札番号で申し上げますが、１番から６１番までは落札

率が広報に明記されておりませんでした。６２番、平成１８年４月４日施工分から、３９４番、

平成１９年１月３０日施工分までは、広報の一番うしろですが、明記されるようになりました。

しかし３９５番、平成１９年２月２７日施工分から４１６番まで、また雲隠れしたというか、

落札率が明記されないようになりました。それぞれ、どのような理由があるのか、お尋ねいた

します。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 五味議員の広報への、入札の結果の公表であります。 
 これにつきましては、今まで、過去には入札結果について、落札率を入れておりました。し

かしながら、４月以来、新年度においては落札率を記入してございません。これにつきまして

は、やはり年度が変わるという中と、広報の全体の構成の中で入札件数等を含めながら、いろ

いろ検討してまいりました。これにつきましては、今年度、試行されます一般競争入札等を出

した場合において、この関係がどういうふうになるかというようなことの中で、やはり件数的

にもかなり増えるだろうということであります。件数自体は少なくても、業者数がかなり増え

るということになると、そこにスペース的に難しいものがあるというような状況もありました。 
 そういうことで、なお、私どもとしては、入札結果自体は、できるだけ公表していきたいと

いう方向の中で、ホームページへの掲載等につきましても、いろいろ検討してまいりましたが、
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やはり今までどおり、広報による皆さんへの周知が一番いいだろうということの中で、最終的

にはなったわけですが、その中におきまして、今後の一般競争の対応もありますし、もろもろ

検討した中で、落札率においては現在、予定価格、それから契約金額等も入っておりますので、

皆さんご覧いただければ、率等については分かるわけですし、また現在、他の市の状況の広報

等を見ますと、ほとんどが入札結果については、私どもに届いている広報においては、南アル

プス市がやはり入札結果が、建設の動きというようなことの中で掲載されておりますが、その

内容については工事名と、それから工期、それから業者、それと契約金額、これのみが掲載さ

れているという状況で、近隣の市においては、甲府市もそうなんですが、ほとんどが、直接、

この入札結果については、広報に取り上げていないというような状況もございます。しかしな

がら、北杜市においては、今までずっと、旧町村の時代から結果を公表しておりましたので、

そんな意味合いから、今回、新年度を迎えての広報の取り扱いにおいては、落札率については

省かせていただいた中で、また今後、なお、ホームページ等も含めた中で、細かい内容の中で

公表していったらどうかというようなことで、そのように決定させていただきました。ご理解

をお願いいたしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 五味議員の再々質問ですけども、いわゆる北杜市が今まで、指名競争入札をしておったわけ

ですけども、国・県といわず流れとして一般競争入札があり、電子入札があるということであ

りますけども、たびたび答弁していますとおり、北杜市として１億円以上ということを、１つ

の区切りに試行して、一般競争入札の影響等々を見ながら、段階的に考えていきたいと。では、

すぐに、国が指導しているとおり、１千万円やったときの北杜市の影響を考えたときには、段

階的にやるほうがいいというふうに、執行としては思っているところであります。 
 今、その落札率の話がありましたけども、国・県と市町村の入札価格のものさしがいささか

違うことは確かであるわけでありまして、そういう意味で、私どもからすれば、このように見

直しをして、他の市とのバランスを見ながら公表しているということでありまして、ご理解を

いただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 五味良一君。 

〇５番議員（五味良一君） 
 お願いで結構ですが、確かに電子入札導入に関しても、今、北杜市の中にある、下のほうの

ランクというと語弊があるかもしれませんけど、点数の低い業者の方たちは、いろいろパソコ

ンの勉強をしながら接続していくという面で、執行のほうでもだいぶ教育、育成をしていかな

ければ大変だなという気はいたします。 
 いずれにしても、一日でも早く、どこの結果を見ても、一般競争入札を導入することによっ

て、だいぶ経済的にも助かっている、報道機関等で報告がありますように、北杜市においても

財源に多少なりとも貢献できるではないかという気はいたします。それで、なんとか早めに導

入していただくように、ご尽力を願いたいと思います。 
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 それと、先ほどの広報の一番うしろに入札率がある、企画部長の返事ですけども、どうも歯

がゆくて、なんとも言いがたい、受け止め方なんですが、なんとか、もう一度、再現して、住

民の人たちが非常に分かりやすいという声が圧倒的に多いものですから、もう一度、再現して、

明らかな数字を、明確な数字を計上していただきたいと思います。そのへんの返答をよろしく

お願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 くどいようでありますけども、新聞紙上で言う国・県の落札率と、私ども北杜市だけではあ

りません、市町村の落札率の入札予定価格に対するものさしが違うということを、ぜひひとつ、

議員の皆さんも、市民の皆さんもご理解をいただきたいと思います。そのへんで、もし具体的

に、この物件が高いとか、この物件がなんとかだということがあれば、ご指摘していただけれ

ば、具体的に答えてみたいと思います。 
 いずれにしましても、北杜市が数ある発注物件の中で、トータル的に見て、高値安定だとい

う思いは、私もしていません。十分、底値とも言いませんが、低い値段で発注でき得るよう、

執行として最大限努力していることは確かでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 五味議員、よろしゅうございますか。 

〇５番議員（五味良一君） 
 企画部長にお願いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 先ほど、お答えしたとおりですが、これはまた、一般競争入札も入ります。したがいまして、

これらにつきましては、また広報等の担当とも十分協議をしながら進めるわけでありますけど

も、いずれにしても、またホームページが今日から新しくリニューアルもいたしました。そう

いう方向の中で見やすい、皆さんへの報道をできるというような状況になっておりますので、

ホームページも含めた中で、細かい内容については公表をしていきたいなと、このように思っ

ておりますが、広報の一番基本はやはり、どこで何を、どんな工事が、いつの入札によって行

われたかというようなことを、市民の皆さんにいち早くお知らせして、また、その工事等のご

協力をいただくということが、１つの目的ではないかと思います。 
 したがいまして、現在、率が抜けていても、十分、周知については対応ができるんでないか

と、こんなように思っておりますし、なお、それ以上、また細かい内容でお知らせする場合に

ついては、ホームページ等で私どもはまた、考えていきたいなと。細かい内容については、さ

らに細かい入札結果については、考えていきたいなと、このように思っておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 五味議員。 
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〇５番議員（五味良一君） 
 最後、お願いで申し訳ないんですけど、さっき、企画部長、ホームページでいっても、一般

の市民、アクセスして接続できて、パソコンをのぞきにいくという人が何％いるかなんですよ

ね。今までのように、広報のああいった形で、うしろのほうへ掲載してもらうことによって、

おおぜいの人の目に留まると思うので、そのへんの、もう１回、検討をよろしくお願いして終

わります。 
〇議長（小澤寛君） 

 提言ということでございますので、答弁は略します。 
 関連質問はありますか。 
 ４番、篠原眞清君。 

〇４番議員（篠原眞清君） 
 五味良一議員の入札に関する一般質問の関連質問を行いたいと思います。よろしくお願いい

たします。たびたび出ますものですから、議長さんにそんなふうにおっしゃられたのかなと思っ

ています。 
 時間も少ないですから、市長に１点だけお伺いしたいんですが、私、どうしても分からない

ことが、この入札に関してはございます。 
 というのは、この入札に関しましては、この議会が平成１６年にスタートいたしまして、

１７年の議会、いつの時期の議会からは明確に、私は承知しておりませんが、この一般競争入

札導入ということの指摘というか、議論が持ち上がりました。私ども、会派ができてからも市

民クラブは財政的な部分、それから地域限定型、条件付きの一般競争入札ということの中で、

地域の業者の育成も図れると。また適正な価格で公正な工事契約が行われるだろうということ

の中で、この一般競争入札の重要性を訴え、常に議会の中で取り上げさせてきていただいてご

ざいます。その都度、市長のほうからお答えをいただいております。この１９年から試行的に、

一般競争入札の取り組みを始めるというお答えもいただいております。 
 しかし、私がなんとしても分からないのは、一般競争入札の大きなメリットが見えている中

で、なぜ、一般競争入札への取り組みがすぐにできないのか。２年近く経っても、まだ試行段

階ということで行っているのか。そこが、私にはなんとしても理解ができないんです。ご承知

のとおり、この契約に関わる入札におきましては、自治法において、一般競争入札が原則とし

て定められております。あと、地方自治法の施行令の中で、４項目にわたって指名競争入札が

認められる条項が示されております。私、これを見る中で、北杜市が指名競争入札を、こうい

う情勢の中でも、まだそれをずっと続けようとする、その根拠ですね、法的な根拠が、私には

いまいち、よく分からないんです。 
 具体的に申し上げるならば、法律が定めている指名競争入札が認められる状況というのは、

１つには契約の性質、または目的により、競争に加わるべきものが少数で、一般競争に付する

必要がない場合が、１つとして挙げられております。２つ目は、一般競争に付することが不利

と認められる場合が認められております。３つ目は、契約にかかる予定価格が少額である場合。

その他、政令で定める場合。この場合は、少額を理由に指名競争に付すことができ、あるいは

随意契約によることができるというふうに謳われております。もう１つは、工事または製造の

請負、物件の売買、その他の契約でその性質、または目的が一般競争入札に適さない場合、指

名競争入札。この４つが、法律では指名競争入札の理由として認められておりますが、今、北
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杜市が当たり前に指名競争入札で対応しておりますが、どうも、この４つの項目の中で、どの

項目で対応をされているのか教えていただきたいことが、まず第１点でございます。 
 それから、実は先ほど、五味議員が、この一般競争入札を導入することによってのメリット

といいますか、影響ということで、笛吹市の事例を取り上げておられました。この笛吹市が、

平成１９年度より条件付き一般競争入札を導入するにあたり、昨年から準備を始めていたとい

うふうに聞いております。これは市長の意向で、条件付きの一般競争入札と指名競争入札の両

方を混在させること、両方を取り扱うことは事務処理が煩雑になるから、契約のあり方を条件

付き一般競争入札と随意契約の二本立てとするようにということで、今年度から対応している。

しかも笛吹市の場合は、この正式名、事後審査型条件付き一般競争入札の対象は、地方自治法

施行令で随意契約が認められておりますもの以外はすべて、この条件付きの一般競争入札の対

象としております。具体的に申し上げれば、工事関係では１３１万円以上、物品購入に関して

は８１万円以上、委託業務に関しては５１万円以上であります。これらすべてを、この一般競

争入札に切り替えております。事務が煩雑になるから、これ一本にするんだという考え方なん

です。そのへんの北杜との取り組みの違い、私はここにこそ政治の考え方が表われるんではな

いかなというふうに思えて仕方ないんですが、２点にわたりまして、お答えをいただきたいと

思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 この入札に対しましては、今、ご指摘のとおり、地方自治法では一般競争入札を原則にして

います。ちょっと、逆にさせてもらいたいと思いますけども、明野村といわず、８カ町村の町

村長も、そういう意味からすれば、地方自治法に基づいて、なぜ一般競争入札ができなかった

かと。ここで、答えは結構です。ある面でいうならば、やっぱり地元の業者を優先したいとい

う思いもあったかもしれない。そして、また、２番目の質問に関連してきますけども、一般の

物品にしても、まったくフリーに一般競争入札にすれば、この前も言いましたように、例えば

建設業者で言えば、相当、過当競争になって、大変厳しい時代を迎えるなと。災害が起きたと

きにどうする、雪が降ったときに誰が雪をかくかという問題も含めて、私ども執行からすれば、

責任施行をしなければならないわけであります。 
 しかし、時代は着実に一般競争入札であり、電子入札に進んでいることは間違いない。だか

ら、私どもも１億円以上という限定かもしれないけども、一般競争入札を試行的に、この１９年

度から、あるいはまもなく、現場へ、表でやろうとしているわけでありますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 篠原眞清君。 

〇４番議員（篠原眞清君） 
 質問させていただきます。 
 今、いみじくも、私の経験に基づいて、市長も実際にどうだったのかということを反問され

たということだと思います。 
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 実は、話が横に飛びますが、先駆けた議会は議会基本条例をつくりまして、私ども議員が質

問するだけでなくて、執行の皆さんからも議員に反問権というものを認めて、反問していただ

いたらどうかという、そういう条例づくりが進められております。そういう意味で、私、ここ

で先駆けて、それを北杜議会も取り入れて、反問をさせていただきたいと思います。 
 市長がおっしゃられるように、確かに私も、明野の責任者であったときには、指名競争入札

というもので対応してまいりました。おっしゃられるとおりでございます。その流れというの

は、現実に申し上げるならば、当たり前にどこも、その対応の中で、地域の業者も含めて、公

正な工事を担保する中で行っていくことがいいだろうという考え方の中で、それが採用されて

進められてきたというふうに思っておりますし、もっと言うならば、この財政の厳しさという

ことの中で、より、そのことを契約事務、入札に関する事務をどう取り扱うべきかというとこ

ろへの視点がいかなかったというところもあったかもしれません。あるいは、どこもみんな同

じようなやり方でやっているということの中で、そのまま気付かずにきた部分もあるでしょう

し、小規模の自治体ということで言われるような一般競争入札、全国の業者を相手としての事

務量の大変さということでの躊躇もあったかと思います。これは現実でございます。ご指摘の

とおりだと思っております。 
 しかし、私は、今、北杜市は合併をして、ご承知のとおり、大きな負債に悩んでおります。

そして執行、議会ともに、この抱える問題を解決するために、歳出削減、財源の確保へ向けて、

必死に努力しようとしている。そういうことの中で、大きな１つの手段として、この入札に関

する対応ということでのメリットが見えているという以上は、一日も早く、それに取り組むこ

とが大事であって、旧来がどうであったかということは、そこでは問題になることではないと

思いますし、まさしく、私はそこが政治の判断だというふうに感じます。 
 ですから、今度、私が通例の議会の質問というスタイルで、改めて市長に質問させていただ

きますが、先ほどご紹介申し上げました笛吹の市長は、私が申し上げましたとおり、１３１万

円以上の工事、全部、一般競争入札に今年度から付しております。この取り組みについて、率

直に市長のご感想をいただきたいと思いますし、私はそのことでどうのこうのではなくて、私

たちは、もうそこまで迫られているんだと。北杜市は財政上、できる手段があるんであれば、

今、すぐにも取り組む、まして指摘をしましたように、指名競争入札の事務を、指名競争を廃

止することによって、事務の煩雑さというのは、ある意味では解決がつくわけですよ、一本化

をすれば。そういうことも対応としてあるわけですし、条件付きの指名ということで、地域を

指定しての限定もできます。地域の業者の育成も図れます。いろんな意味で、法律は知恵を絞

れる、のりしろを与えてくれております。あとは私たちが、どこまで知恵を絞るかだけです。

こういう議論をしている間も、財政には、借金には利息が付いているんです。ぜひひとつ、そ

の点も考えていただいて、目に見えることですから、始めるべきだと思いますし、なぜ始めな

いのか、改めて原点にかえって、理由が分かりません。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 私が言うまでもなく、公共事業というのは、ある面で言うならば、責任施行ということも大

切だと思います。そしてまた、先ほど来から言っているとおり、今までの指名競争入札に対し
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て、地方自治法で位置づけられているから、一般競争入札を導入するのは、先ほど来から言っ

ているとおり、時代の流れだと思いますが、やっぱり、急にやることによって、トラブルとい

うことも、いろんな意味で考えていかなければならないと思うわけでありまして、先ほど来、

言っているとおり、一般競争入札は時代の流れであり、電子入札も１つの時代の流れであるこ

とは、執行としても肌身で感じています。ですから、くどいようでありますけども、その前段

と、今言った後段を合わせたときに、段階的にやっていこうと。平成１９年度は、１億円以上

については、一般競争入札をしようということでやっているわけでありますから、私はあなが

ち、笛吹の例を言っては失礼ですけども、１３１万円以上が全部、一般競争入札が正しいんだ

という判断には、現状では断ち切れないわけであります。これから笛吹市といわず、隣接の市

町村等々の流れも見ながら、時代の流れは承知しています、ご理解いただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 篠原眞清君。 
〇４番議員（篠原眞清君） 

 もう時間がありませんから、１点だけ申し上げさせていただきたいと思います。 
 今の市長のお答え、笛吹市との関係でのお答えは、まさしくそれぞれの市長の考え方の違い

というふうに、私は受け止めて、この件については、ここで終わりたいと思いますが、先ほど、

市長がしきりに、五味議員の質問に対して力をお入れになって答弁されていた、国と県との落

札率は違うというふうなニュアンスのお話があった。これは確認ですが、それぞれ分歩率のお

話しをされているのかなというふうに感じたんですが、そうではないんでしょうか。事実関係

として申し上げますが、一般的に設計価格から、ある一定の率で減額をして入札価格を決める

というのが一般的に行われております。一般的には、３％から５％ぐらいというふうな話も聞

きますが、たまたま、私の承知している範囲では北杜市は、それが１割近いような歩引をされ

て、業者の協力、その中で適正な工事をしていただけるような協力のお願いをしているという

ことを承知してございます。確かに努力をされていることは私も認めますが、ただ、それにし

ても、北杜市の平均落札率が９５％前後ということからすれば、歩引を１割しても、そこから

落ちる５％ということになれば、８５％前後の落札率ということになると思います。 
 先ほど言いましたように、笛吹市は７０％を今回、実現をしております。そういうことから

考えれば、まだまだ努力をすべきところはありますし、やはり、より公平な入札のあり方とい

うことの中で、私は、ぜひ一日も早く、全体が一般競争入札の対応ができるようなご努力をお

願いしたいと思いまして、そんなお願いをしながら質問を終わらせていただきます。 
〇議長（小澤寛君） 

 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 私は歩引という言葉も知りませんが、少なからず、北杜市は先ほど来、お話していますとお

り、設計価格に対して、財政厳しいであろうが、なかろうが、できるだけ低い値段で入札する

ように最大限の努力をしていることは確かであるわけでありまして、ご理解をいただきたいと

思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 以上で、質問を打ち切ります。 
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 これで５番議員、五味良一君の一般質問を終わります。 
 次に市民クラブ、６番議員、小野喜一郎君。 
 小野喜一郎君。 
 市民クラブの残時間は１６分ですので、念頭に置いて、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 
〇６番議員（小野喜一郎君） 

 ちょっと時間が迫っていまして、焦りました。 
 通告した質問が全部できるかどうか分かりませんので、時間でできる範囲の中で質問させて

いただきます。 
 私は北杜市の情報公開と情報管理について、４点、市長と教育長に質問いたします。 
 まず１点目は、今は全国のほとんどの自治体で情報公開条例が制定されていますが、２０年

ほど前まではありませんでした。この条例制定の背景、または必要性の根拠となったのは、１つ

には自治体は住民自治であるという考え方です。つまり、市長は選挙という手段を経て、市民

から行政を負託されているものであるから、その行政の持っている情報は当然、市民と共有す

るものであるという捉え方です。 
 もう１つは、憲法第２１条の中の表現の自由の中で、分かりにくい、いわゆる住民の知る権

利を明確に保障することを、法的に担保するために制定されたものと考えます。このことにつ

いて、確認の意味で市長と教育長の見解を伺います。 
 次に２点目として、最近、各自治体の情報公開となる指標が市民オンブズマンらにより、公

表されるようになりました。ちなみに平成１８年度の都道府県別では長野県が、市町村別では

北海道のニセコ町が、評価が高かったようです。ここで一番大事なことは、よそとの比較では

なく、北杜市民が本市の情報公開度をどのように評価しているかであります。 
 市長も今議会の所信表明でふれられていますが、これからはいかにしたら、市民が自発的に

行政に対して、協力、協働をしてもらえるかを考えなければ、北杜市の未来はないといっても

過言ではないと思います。そのためには、市民の行政に対する強い信頼を得る努力しなければ

なりません。その信頼関係を構築するためには、透明度の高い情報公開が何よりも必要なわけ

で、行政側にとって出したくない情報でも、思い切って開示していくという姿勢が求められて

います。このことがひいては、行政コストの削減にもつながると考えますが、市長の見解をお

伺いいたします。 
 次に３点目として、お手元に配布いたしました自治体が持っている情報量と住民に伝わる情

報量の関係を参考にして、質問をさせていただきます。 
 一番上の段が、自治体が持っている総情報量というイメージを表しています。その下の２番

目の段は、文書と人というものに分かれます。これは文書化されたもの、それからパソコンの

データとか、あるいは記録された映像とか音声、いわゆるデータ化されたものが、実際には市

民に直接出てくるわけです。人というのは、市長をはじめ市の職員等の頭の中で考えているこ

と、あるいは記憶とか体験とか、そういうものでありますので、これはデータとしては出てき

ません。 
 その３点目のところを見ていただきます。一番右側にある、第５条関係で開示してはいけな

い情報。これは情報公開条例の第５条に６項目ばかりある、要するに個人情報保護法にふれる

部分のことについてであります。 
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 今度左側、広報などで行政が積極的に開示している情報。これは市民側にしてみると、これ

は開示すべき情報と、こういうふうに解釈もできるかと思いますけども、この中にはホームペー

ジ、あるいはＣＡＴＶ、議会や審議会、あるいは地域委員会などに出される案件、また、その

中の審議内容なども、この中に含まれると思います。 
 その右側にある開示請求により開示される請求という部分がありますけども、これはあくま

でも情報公開条例の開示請求に伴って出される情報でありまして、これは開示請求をした本人

だけに出される情報でございまして、これは大変、総体から言うと量は少ないというふうに思

われます。 
 その右側にあります開示されないままの情報、実は、この中に、重要ないろいろなものが入っ

ているわけです。先ほど申し上げた、行政が開示したくない情報というのも、この中にあるは

ずなんですね。できるだけ、ここを広げていくことが開示が大きくなると、こういうことを表

しているわけでございます。 
 その一番下の段、せっかく開示されたものも、分かりにくい表現等で開示すると、住民には

伝わりにくいわけでございます。その右側にあります、住民が理解できない情報というのが、

せっかくの情報開示にもかかわらず、住民には伝わらない、こういうことを表している図であ

ります。つまり住民に伝わる情報量は、自治体が持っている情報量に比べると、かなり少なく

なっていることが分かります。この情報量の格差は、実は行政への不信につながると言われて

います。情報公開の拡大が、この格差を是正する唯一の手段です。住民への情報量をできる限

り増大させるためには、この文書化率、開示率、理解率を上げる努力を行政側がしなければな

らないと考えますが、このことについて、市長と教育長の見解を伺います。 
 最後に情報管理について、伺います。 
 情報管理の課題は大きく分けて、セキュリティーに関すること、もう１つは文書をいかに合

理的、かつ効率的に整備するかの２点だと思われますが、今回は後者についてのみ伺います。 
 現在、本市で行われている文書管理方法は、いわゆる完結、未完結整頓法という、旧町村時

代からの踏襲のままで、しかも合併した８カ町村のそれぞれに、微妙に違う癖というか個性が

あって、必ずしも統一された様式とはなっておりません。この方法だと、完結した書類は書庫

に保管されますが、未完結の書類はまずは係の机の引き出しの中に、入りきらなくなると机の

上に、置ききれなくなると、今度は足元にというようになっているのが現状ではないでしょう

か。こうなりますと、目的の文書を探すには、本人でなければ分からなくなります。これでは

情報の私物化を容認していると言われても仕方がないと思われます。 
 全国の自治体でも、まだ、この整頓法のところが数多くあって、文書を探す時間について、

旧通産省が調査したデータがあります。これによりますと、１件の文書を探すのに３分以上か

かると答えた自治体が７８％あり、１人が１日に文書を探す時間は平均２０分かかっていると

いわれています。したがって、たかが２０分と思いがちですが、実はお金に換算すると、大変

な金額になります。本市に当てはめますと、職員の平均年収６００万円として試算しますと、

年間２５０日、１日８時間勤務としますと、年間、勤務時間は２千時間、したがって時給は３千

円、すなわち２０分は１千円となります。つまり職員１人当たり、１日１千円かけて書類を捜

していることになります。 
 本市には、病院関係を除く約６１０人の職員がいると聞いています。１日６１万円、年間

２５０日を掛けると、なんと１億５，２５０万円となります。これに臨時職員の分を合わせる
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と、実に１年間におおよそ２億円近くにもなることになります。 
 ちなみに、１８年度の県内の鳥獣害による農作物の総被害額が１億９千万円だという報道が、

先ごろありました。この対策に、県はもとより各市町村が必死になって取り組んでいるのに比

べると、北杜市の文書管理が旧態をよしとしたままでよいのか、大変疑問を感じます。そこで

本市の文書管理の効率化について、どう考えているのか、市長にお伺いいたします。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ６番、小野喜一郎議員のご質問にお答えいたします。 
 情報公開と情報管理について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に情報公開条例制定の背景、または必要性についてでありますが、平成１３年４月１日

に施行された行政機関の保有する情報の公開に関する法律の第２６条では、地方公共団体はこ

の法律の趣旨に則り、その保有する情報の公開に関し、必要な施策を策定し、および、これを

実施するよう努めなければならないと規定されております。この法律に基づき、合併前の各町

村は情報公開条例を整備しており、さらに旧町村の情報公開条例を参考に北杜市情報公開条例

が制定され、平成１６年１１月１日に施行されました。 
 北杜市情報公開条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に則り、公文書の開示請求権

を市民の権利として認め、その手続きなどを定めております。条例の中では市政に関し、行政

側に説明責任があることを明らかにしており、公正で透明な市政の推進には欠くことのできな

い条例であると考えております。 
 なお、情報化社会の進展に伴い、個人情報の利用が増大する傾向にあるため、行政文書に記

録されている個人の情報を保護する目的で、平成１７年４月１日に北杜市個人情報保護条例が

施行されております。 
 次に情報公開度の評価についてでありますが、最近、全国市民オンブズマン連絡会議が知事

の交際費、議員の政務調査費等の公開にかかる都道府県などの情報公開度ランキングを公表す

るようになりました。情報公開を進め、市と市民が協力・協働して、一体となって市政の推進

を図ることが大切であります。このため、市のホームページ、ケーブルテレビ、ＣＡＴＶ、広

報誌や市政要覧等をとおして、市政の状況等の情報を市民に公表しております。また、市政報

告会を年４回開催し、市議会の内容、市政の状況について、市民に報告しているところであり

ます。さらに市長と語る集いは、本年度から８つの杜づくりをテーマに、全市民を対象として、

年内に４回開催する予定であります。 
 これからのまちづくりは、市と市民が情報を共有し、情報公開度を高めることにより、市政

への信頼度を高め、市民の自発的な社会参加やボランティア活動を促進することが大切である

と考えております。 
 次に住民への情報量を増やすことについてでありますが、市民への情報量はできる限り、増

やしていくことが必要であり、より多くの情報が市民に分かりやすく伝わるよう努力してまい

りたいと考えております。 
 次に情報管理についてでありますが、文書の管理につきましては、文書管理システムを導入
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し、文書の収受・起案を全庁で一体的に管理しております。収受・起案された文書は決済終了

後、市の文書管理規定に基づく文書分類表に従い分類され、各所属において保管しております。

しかしながら、本庁舎におきましては文書の整理、保管のためのスペースが限られております

ので、保管方法に課題があることは事実であります。このため、文書量の増加に対応した書庫

の整備を検討しなければならないと考えております。また、効率的な文書管理システムの研究

を進めながら、事務処理の効率化に取り組んでまいる考えであります。 
 その他につきましては、教育長から答弁があります。 

〇議長（小澤寛君） 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 ６番、小野喜一郎議員のご質問にお答えいたします。 
 情報公開条例制定の背景等についてであります。 
 市長の今、見解が示されたところであります。教育委員会といたしましても、教育行政に関

し、説明責任の重要性を尊重し、公正で透明な教育行政の推進に必要な条例であると考えてお

ります。 
 次に、教育委員会が持っている情報量等についてであります。 
 同じく市長の見解が示されましたが、教育委員会といたしましても同様に、より多くの情報

が市民に分かりやすく伝わるよう、努力してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 小野喜一郎君。 

〇６番議員（小野喜一郎君） 
 情報公開について、具体的に、１点だけ質問をさせていただきます。 
 一般的に重要案件の意思形成過程においては、未決定の段階で原案、あるいはいくつかの代

替案を情報公開して、住民の意見を広く聞くことが民主主義社会の意思決定の基本とされるべ

きだと考えます。先進自治体では、すでにこのことについて、自治基本条例などで明確に規定

しているところさえ、あります。また、この意思形成過程をインターネットで流しているとこ

ろもあります。本市でも、こういう手法をとったほうが、行政にとっても、市民にとってもメ

リットがあると考えますが、このことについて市長、ならびに教育長の見解を伺います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 誠に勉強不足で申し訳ございませんけども、今、小野議員さんが申し上げたように、広く市

民の考えを、行政側から先に問い質すような方法ということでございますけども、研究してみ

たいと思います。勉強させてください。 
〇議長（小澤寛君） 

 企画部長。 
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〇企画部長（福井俊克君） 
 パブリックコメント等、市民からの意見等を聞くことにつきましては、今まで総合計画につ

きましては、パブリックコメントとして、それぞれインターネットを通じながら出していただ

いたり、あるいは文書等で出していただいたりというような状況で、そういう方向で、今まで

やってきた経過がございます。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 小野喜一郎君。 

〇６番議員（小野喜一郎君） 
 時間がありませんので、私はここで終わりといたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 関連質問はございますか。 
 ２番、岡野淳君。 

〇２番議員（岡野淳君） 
 小野議員の情報公開に関わることで、いくつか関連をさせていただきます。 
 まず先般の給食センターの検討会にかかることで、１つ、伺います。 
 市民の方が情報の開示を請求して、給食センターの工事費などを試算するための資料を出し

てくれということを請求されました。教育長は、３月２０日付けの決定通知書で当該情報は保

有していないということを理由に断っている、非開示としていますね。しかしながら、これは

４回目の会議だったと思うんですけど、その中で、その資料は都留市の資料を参考にしたとい

うことをおっしゃっていて、その資料の存在も明らかにしているんですね。これは市民が知る

権利を公式に行使したのにもかかわらず、あるはずの資料をないといって開示しなかった。こ

ういうことになるんだろうと思うんですが、情報公開の大原則に照らしてみて、どうなんでしょ

う、これをどういうふうに市長は受け止めるかを、まずお聞きしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 具体的なことを聞いておりませんから、正しくは答えられないかもしれませんけども、いわ

ゆる北杜市が具体的に給食センターを設計に入ったとか、あるいはまた入札前だとかという資

料と違うから、そのような答弁になっていたではないかというふうに、推測ですけども、して

いるところです。そのくらいで、ご理解願います。 
〇議長（小澤寛君） 

 岡野淳君。 
〇２番議員（岡野淳君） 

 よく分かるんですけれども、ならば、そのように開示請求を断る理由として出すべきだなと

いうふうに思うんですね。非常に市民が出してくれといった情報に対して、やはり、あんまり

いいお返事ではないなという感じを持ちましたので、ぜひ、そのへんを上手にやっていただき

たいと思います。 
 時間がありませんので、尻切れともなるかもしれませんが、もう１点。 
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 同じく給食検討会議の中で、一部の会議が非公開になっております。これも先ほど、小野議

員が言った、情報公開条例の５番目の部分を引用して、公開しないという説明を、最初の会議

で、これは教育総務課長がなさっているんですが、そのときに、もう１つ、引用されています。

教育委員会における審議会等の会議の公開に関する基準というものがあると。この３条という

部分を引用して、情報公開条例の５条に規定にする情報が含まれる場合に会議を非公開にする

といっているんですが、これは、そのときに聞いた話では、教育委員会の内部文書であるとい

うふうに伺っています。内部文書がこういう形で、公開しないというふうに、理由に使われる

法的根拠、これをぜひお示しいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 教育委員会における審議会等の会議の公開に関する基準というものを定めまして、その中で

取り扱いを決めております。その中での会議の原則公開という部分の中で、会議は原則公開で

ございますけども、会議の一部、または全部を非公開とする、この会議の原則公開の審議会等

の会議は原則として公開とすると。ただし、次のいずれかに該当する場合には、会議の一部、

または全部を非公開とすると、定義づけてございます。それに基づいて、その中の第４項に会

議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な審議等が阻害され、会議の目的が達成さ

れなくなるおそれがある場合、この場合には先ほど言った、ただし書きの中の非公開と。それ

はどういうことかといいますと、検討委員会を今、話題にされておりますけども、検討委員会

において、審議・検討協議を公開することによって、素直な意見の交換、または委員さんの意

思決定の中立性が損なわれるおそれがあるので、非公開でお願いしたいということで、この会

議につきましては、その都度、会議冒頭に委員長が２５人の委員に諮って公開とするか、非公

開とするかと。そして、その都度、決定をして会議をしております。そうしたことで、今、ご

指摘をされているように、審議会の検討委員会の会議の部分で、３回は非公開であったもので

ございます。そのへん、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 岡野淳君。 
〇２番議員（岡野淳君） 

 その協議につきまして、今、ここに持っているので、よく分かるんですけども、内部文書だ

という説明を、私も受けました。その内部文書が、どういうふうにしたら、法的な根拠に基づ

いて動いてくるのかということをお聞きしたのが１点です。 
 それから、先ほど、今、教育長がご答弁をしてくださったのは、まさに情報公開条例５条の

５の部分にあたるところだと思うんですけども、この部分というのは、基本的には公文書の公

開に関わるものですね。情報公開条例というのは、そもそもそうだと思うんです。それを、会

議の公開をどうするかというところに持ってくるために、この２月１日に急きょ、適用された

内部文書が生きてくるというふうに思わざるを得ないんですね。そこをどういうふうに、法的

に根拠を持たせたのかということをご説明ください。 
〇議長（小澤寛君） 

 教育長。 
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〇教育長（小清水淳三君） 
 情報公開条例がもちろん基本でございます。その中で、基づいた中でもって知っているわけ

ですが、あとは内部文書という、今の質問でございますけども、もちろん、これは教育委員会

が審議会等の会議の公開に関する基準というのを定めているわけで、その２月１日に定めたこ

とが、あたかも学校給食センター整備検討委員会のために定めて、非公開をするためにという

ふうな捉え方に解釈されがちなような捉えられ方をしますけども、私どもはあくまでも教育委

員会として、審議会等の会議の公開に関する基準というものを定めて、公正にそれぞれの会議

を取り扱うために定めたものという理解をしております。決して、拒否する、非公開にすると

いうふうな考え方の中でしているものではございませんし、必要なときには情報の公開、もち

ろんしております。 
 あくまでも、今回の傍聴人の傍聴を非公開としている部分が、あたかも情報公開に反するよ

うな、そういうふうな捉え方は、若干、私どもとしても、２５人の委員に対して失礼かなと、

そんな感じを持ちます。その都度、会議の冒頭に委員さんに諮って、傍聴人を入れるか、入れ

ないか、その都度諮っています。そして先ほど、くどいようですが、言ったように、個人の意

思決定が阻害される、中立性が損なわれるおそれがある。真意な発言ができづらいというふう

な意思がありまして、申し入れがあって非公開として、傍聴人を入れなくて会議をしているわ

けですから、そのへんはご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 岡野淳君。 

〇２番議員（岡野淳君） 
 タイムアップ寸前なので、あと１つだけですけども、今の説明、一応、承っておきますけど

も、それならば、そのようにちゃんと、この規則、基準を運用していただきたいんですが、ちょっ

と場所を変えます。７番目の会議の公開の５番目に、傍聴者をというところがあるんですね。

審議会の長が会議を非公開とすることを宣言し、傍聴者の退場を命じたとき、このときはじめ

て会議の傍聴が不可能になります。傍聴は、先に入っていなくてはいけないんですね。そうい

うところを、ちゃんと運用していただければ結構ですが、都合のいいところだけ、これを使っ

て、きちんと運用していないというところがあるんです。ですから、いろいろと聞きたくなる

んですね。そこらへんはいかがですか。これが最後です。 
 以上で終わります。 

〇議長（小澤寛君） 
 残時間、ゼロでございます。 
 答弁をお願いします。 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 会議の冒頭で傍聴人が自由に入っていて、そこで審議に諮って、それから退場を命ずる、そ

ういうふうな文言うんぬんということでございますけども、やはり会議を開催するにあたりま

しては、その会議の前提の中で傍聴人を許可するか、しないかというふうな部分を諮っている

わけで、決して、この文言の中で、先に傍聴人を入れておいて諮るというふうな、この文言か

らいっての理解は、そういうふうにとるかもしれないですけども、通常の会議の進行上で、そ
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れは問題ないという理解をしております。 
〇議長（小澤寛君） 

 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで６番議員、小野喜一郎君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩をいたします。 
 再開は、３時５５分といたします。 

休憩 午後 ３時４３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時５５分 
〇議長（小澤寛君） 

 再開いたします。 
 次に北清クラブ、２３番議員、林泰君。 
 林泰君。 

〇２３番議員（林泰君） 
 大変、時間が過ぎておりますが、しばらく質問をさせていただきます。 
 北杜市の農業振興にかかる課題のうち、中山間地に位置する北杜市地域農業の担い手の活用

と育成のあり方について、３項目ほど質問いたします。 
 少々長くなりますが、質問の背景から申し上げますと、平成１１年、国では新しい食糧・農

業・農村基本法が制定され、従来の農業政策の見直しと再構築、今後の展開、食料自給率の向

上、消費者の重視、都市と農村の共生などが示されたわけでございます。そして、平成１２年

に基本計画を策定し、おおむね５年ごとの見直しをし、平成１７年に新たな食糧・農業・農村

基本計画が策定されました。その中では、総合的かつ計画的に講ずるべき施策として、食料の

安定供給確保、多面的な機能の十分な発揮、農業の持続的な発展対策、農村の振興の方向が示

されました。特にその中では、望ましい農業構造の確立に向けた担い手を育成確保すること。

担い手の明確化と支援の集中化、重点化を実施すること。集落営農の育成、法人化を推進する

ことなどが農政の主力施策として、強力に展開されつつあります。 
 それは従来の施策が農業と農業者を守るため、全農業者を一律に助成しようとするもので

あったことから脱皮して、他産業なみの所得が見込める農業経営規模を基本に一定程度の条件

を明確にした上で、経営感覚に優れ、やる気と能力のある若い担い手を育成確保する方向へ施

策展開がされてきております。そして、新しい担い手として、主に個人経営体としての認定農

業者と共同出役型や農業機械利用型の経営体としての、集落営農組織に大きな比重をもって、

国の農政が推進されてきております。 
 確かに均等で面的な農業者の育成の方向から、効率的で重点的な担い手への育成という考え

方は否定するものでありませんが、現在までの推移と期待する成果の姿や現実の日本農村、農

業の実態からは何か不足するものを感ずるのであります。 
 それは中山間地にある、わが北杜市の地域農業の実態、現実を見ると、国が進める担い手や

集落営農の考え方のみでは片手落ちにならないかと危惧されます。北杜市の農業実態を見ます

と、平成１７年度の耕地面積は５，１８０ヘクタール。そのうち田面積３，１８０ヘクタール、

畑面積２千ヘクタールであります。これを経営耕地面積、規模別経営体数の状況から見ますと、

経営体全体数で３，４６７。そのうち５０アール未満、１，０２８。比率で２９．６％を占め

 １５２



ております。また、５０アールから１ヘクタール未満で１，６４７。比率で４７．５％。ここ

まで合わせても、７７．１％になるわけです。さらに１ヘクタールから１．５ヘクタール、４６７。

比率で１３．５％。ここまでを合わせますと、９０．６％を占めるわけです。いわゆる１．５ヘ

クタール未満が９０％を占めるわけです。そして１．５から３ヘクタール。これが２５７。７．

４％。３ヘクタール以上２０ヘクタール未満で６８。比率では２％となっております。したが

いまして、４ヘクタール以上の個別経営体が担う割合は極めて限定された範囲で、主流となり

得ない状況といえるのではないでしょうか。 
 また、北杜市の１９年３月末現在の認定農業者の実態を見ますと、総数で１７７であり、そ

のうち稲作単一経営では１６。稲作プラス単一作物の複合経営で５４という程度で、市全体の

耕地面積を担う面積比率は、まだまだ低い実態であると見られます。さらに耕作者の年齢別構

成の統計が見当たりませんので明確ではありませんが、６５歳以上の高齢者が担っている比率

は相当高いと推測されます。 
 農工大の矢口教授によりますと、日本農業の担い手の５７％が６５歳以上の高齢者であり、

フランスが８％弱、イギリスが４％に比べ、日本は高齢者の割合が非常に高いと指摘しており

ます。このような実態は身近な集落を見ても、農業集落を担う耕作者の年齢は７０歳以上の方々

が多くを占めているのが実態であります。 
 こうした傾向と市内の実態から見ましても、国が示す経営体規模の認定農業者や集落営農組

織のみでは、地域農業は担いきれないと思われます。国で示す規模には満たないけれども、そ

ういった農業者でありますが、集落内にとっては不耕作となる面積の防止や水田や農業の持つ

他面的機能を維持するため、なくてはならない農業者として、極めて貴重な担い手であります。 
 そこでまず土地利用型へ、国の農政方向もありますが、並行して北杜市の小規模家族営農の

実態を生かした担い手のあり方も認め、支援・指導する必要があると思いますが、市長の考え

を伺います。 
 次に、中山間地域直接支払い制度についてであります。 
 平成１２年度から始まった、この制度は１６年で全５カ年が終わり、１７年度から２１年度

までの新しい対策期間に入っております。この制度は北杜市のような中山間地域に位置する、

地域の存在意義が国民に理解され、その価値の代償として支払われる国策であります。 
 農業の持つ自然環境の保全、国土の保全、水源涵養、気候の緩和、良好な景観の形成、情操

教育、保健休養などの多面的機能の価値は、２００１年の三菱総合研究所の試算によりますと、

年間の評価額が８兆２，２６０億円にものぼるといわれております。北杜市のような中山間地

域の農業の多面的機能を維持する上からも、この制度は有効に活用されることが肝要であると

思います。地域農業は人と土地と農業施設があって、守られるものであります。 
 そこで中山間地域直接支払い制度による交付金を活用している、市内の集落協定の推進実態

はどのようになっておられますか。また、その実績等、調査もされてきているところから、そ

れぞれの協定に、なんらかの課題もあるのではないかと思います。そこで、その協定ごとに、

今後も適正に有効活用するよう指導が必要と思いますが、どのように考えておられるか伺いま

す。 
 第３に、農業体験の教育の推進であります。 
 この課題は、もう何人か前にそれぞれ同じような形、考え方で質問しておりますが、改めて

申し上げますと、北杜市は米をはじめ、野菜など県下でも誇る農畜産物等の生産地帯でありま
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す。また、水と空気と高原が醸し出す豊かな自然環境の中での農業生産地域が自慢でもありま

す。このような環境で育つ、北杜市の子どもにとっては、自然から受ける教育が人間性を育む、

かけがえのない資産であると思います。 
 時代は異なりますが、私が育った小中学校のころは、農家においては家中、子どもも大人も

一緒になって、田植え、稲刈り、畑の草取り、当然のこととして、農作業をしたことを思い出

しました。一方、このごろの農業生産現場の実態を見ますと、一家そろって、農作物に取り組

んでいる情景は見当たりません。今の農業生産現場においては、こうしたことで若い農業後継

者が育っていない現実もあると思われます。北杜市の教育方針では原っぱ教育の推進、食育が

叫ばれております、この時代であります。その実行にあたっては、小中学校のころから農業生

産の現場で食料や花などを生産する、努力と工夫の尊さを体験することが人間教育の基礎とし

て、極めて重要であると思われます。 
 北杜市の地域農業の担い手の理解を深めるためにも、小中学校の授業に農業従事体験コース

を恒常的に、積極的に取り入れていただきたい。それが重要な教育方針であろうかとも考えま

すが、教育長はどう対応されるのかを伺います。 
 以上でございます。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ２３番、林泰議員の中山間地域である北杜市地域農業の担い手の活用、育成についてのご

質問にお答えします。 
 最初に、小規模家族営農の担い手のあり方についてであります。 
 国は、担い手への農地集積による一経営体の大規模化を推進しております。本市のような中

山間地域では、平地農業を基本ベースとした国の施策に即座に対応することは困難であります

が、小規模農家の集合体である集落営農組織の構築、法人化を進めており、現在１５組織７法

人が設立されております。また国が支援対象とする個人は、認定農業者であることが前提とな

るため、本市では農業を担う意欲ある農業経営者の経営改善に向けた指導を積極的に行い、現

在、１７７の経営体を認定農業者として認定いたしました。 
 しかしながら、この認定農業者の大半が現状規模で、国が示す担い手要件を満たしていない

農業者であり、小規模農業者であります。市といたしましては、国の施策に対応できない認定

農業者への支援策として、北杜市担い手農業者育成条例を制定し、農地集積助成や制度資金の

利子補給といった育成支援を行っております。 
 また、具体的な営農計画のある担い手農家につきましても、休耕田等を活用した新しい取り

組みにより、高収益の農業にチャレンジし、特産品を開発した場合に資材経費の助成等も行っ

ております。 
 小規模農家は地域農業の発展には欠かせない存在であるため、こうした支援を行うことで、

意欲のある小規模農家の育成、ひいては地域農業の発展、集落営農につながるものであると考

えております。 
 次に、中山間地域等直接支払い交付金事業の推進実態等についてであります。 
 中山間地域等直接支払い制度は、平成１２年度から５年間実施され、その後、１７年度から
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５年間にわたり、新対策に移行されております。この事業では、集落における営農活動や環境

保全などの多面的機能の確保、集落の活性化等について効果があると評価されているところで

あります。本市においても、荒廃農地の防止、地域での共同作業の活発化、農道や水路整備の

推進、集落での担い手育成の取り組み等、大きな成果を挙げております。 
 平成１８年度の集落協定の状況を見ますと、明野町は２９協定、交付金で５，２００万円。

須玉町２６協定、３，２００万円。高根町２９協定、８，６００万円。長坂町２８協定で、５，

４００万円。大泉町は１２協定、５，３００万円。小淵沢町は１５協定、３，９００万円。白

州町は１２協定、３，７００万円。武川町は８協定、１，５００万円であり、北杜市全体では

１５９協定、３億７，２００万円が交付されております。 
 集落への指導についてでありますが、各集落協定の事業実績および次年度以降の計画につい

てヒアリングを実施する中で、取り組み状況を把握し、最終年度には協定書に掲げた目標を達

成できるよう指導・助言をしており、未協定の集落についても新たな取り組みができるよう、

積極的に指導してまいりたいと考えております。 
 今、ちょっと白州町と小淵沢が逆でして、小淵沢町、白州町です。他意はありません。 
 その他につきましては、教育長から答弁をいたします。よろしくお願いします。 

〇議長（小澤寛君） 
 教育長。 

〇教育長（小清水淳三君） 
 ２３番、林泰議員の小中学校の授業での農業従事体験についてのご質問にお答えいたしま

す。 
 市内の学校教育での職業体験は、中学校においてはキャリア教育と位置づけて、多くは第２学

年で実施されております。内容は、中学校において生徒にしっかりとした勤労観、職業観を身

に付けさせるため、進路指導において地域の事業所の協力を経て、職場体験を実施し、地域の

教育力を最大限に活用して実施されております。また、市内の小学校においては５年生が主に

水稲栽培の体験を実施しており、学校田を使用し、地域の農家に指導していただき、収穫まで

しっかり取り組んでいる学校もあります。さらに各学年をとおして、野菜作り、花作り、小動

物の飼育など、農業や作物についての体験学習に取り組んでおります。 
 今後においても、こうした農業の作業体験の充実を図り、児童生徒に農業に対する理解が深

められるよう取り組んでいきたいと思います。一方、今では子どもが家で農業体験、あるいは

お手伝いをまったくしていない、経験をしていない子どもが相当いると聞いております。 
 なお、農業従事体験コースでありますが、実施するには農家等の協力や学校における授業と

の調整などが必要であることから、課題を検討していきたいと考えております。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 林泰君。 

〇２３番議員（林泰君） 
 担い手のほうで、若干、私の聞いた意図は、意欲のある方への施策としては、非常に積極的

にされていることは事実でありますし、また、それも必要でありますが、集落の中を見ますと、

北杜市の各集落とも意欲ある、若い担い手、あるいは優秀な集落営農をできるようなところに
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つきましては、極めて貴重な事例でございますが、それがないところでも、例えば、それぞれ

手持ちの水田は、例えば５０アールしかなくても、作れない人たちのものをなんとか作ってや

ろうと。不耕作にならないようにというようなことで、平米１ヘクタール、１．５ヘクタール、

一生懸命、７０歳を超えてもやってくれる、そういう担い手の方がいるわけですが、そういっ

た方々は集落とすれば、非常にありがたい存在であるわけです。その人たちに金銭的な援助や、

あるいは政策的なものでも、多くのことを期待しても無理でございますが、そういう年をとっ

た人たちの健康的な意味も含めながら、地域の担い手として、市長が通常、認定農業者に準ず

る担い手ということで、１つ、集落営農を、あるいは中山間地域の農業を守る意味で、そういっ

た点で特例としての形で認めてやって、その人たちの活動についても指導・支援をしていくと

いうようなことを、ぜひ、やることが、１つは高い経営者をつくることと、もう１つは集落を

守るという意味で必要かと思うんですが、そういった点で、いわゆる年をとっているけども、

集落として、貴重な担い手を認めてやってほしいと。また、そのことによって、集落営農が進

められるということについて、市長の考え方を明らかにしてやってほしいと、そんなことで、

集落営農の担い手としてのことについて、再質問をいたします。 
 また、教育長に再質問でございますが、学校の中で、それぞれキャリア教育とか、小学校で

は水田をつくるところもあるというようなことでございますが、学校教育の中で、やはり、ど

の学校も少なくとも、そういった体験がされている実態があればいいんですが、ぜひとも各学

校とも、少なくとも年に２、３回ぐらいの授業料で農業の体験をしながら、農業を理解してい

ただいて、いずれ地域の優秀な担い手になるというような方向での理解を育んでいただきたい

と、そんなふうなことでお願いをしているんですが、現在、先ほども事例として挙げておりま

すが、各学校でそういったことを進めておられないとすれば、ぜひ、そういった点を、今後進

めてほしいと、こんなふうに考えまして、再質問をさせていただきます。答弁をお願いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 いろいろな意味で農業が厳しいから、あるいは担い手がいないから、ふるさとが荒廃してい

く、田畑が荒廃していくではないかという思いの中からのご質問だと思います。 
 そういう意味で、私ども北杜市も、北杜市担い手農業者育成条例を制定する等、スタンバイ

に入っておるわけでありますけども、国も認定農業者は４００ヘクタール、集落営農はご指摘

のとおり２０ヘクタールということでありますが、率直に言えば、ハードルが高すぎるという

ことは、まったく同じ思いでございます。農政の県の職員にもお話しましたならば、ハードル

が高いというような話でありました。県も、この問題に対しては、興味を示しております。 
 したがいまして、国に向かってはハードルを下げてほしいということを言うわけであります

けども、林議員ご指摘のとおり、北杜市としても、なんとかならないかということであります。

今ここでいい返事もできませんが、ふるさとの荒廃を防ぐために、いかにして農地を守ってい

くかという思いの中から、そのような認定農業者までになれないような土地、農業者に対して

どうあるかという問題は、真剣に考えていきたいと思います。ご理解ください。 
〇議長（小澤寛君） 

 教育長。 

 １５６



〇教育長（小清水淳三君） 
 林泰議員の再質問にお答えいたします。 
 先ほどの小中学校の学校教育で、農業体験をということでございますけども、小学校につき

ましては、５年生、いずれの学校も、すべての学校で５年生は体験をしております。それから

併せて、先ほど、最初の質問のときでも思いを、林議員が申し上げたように、林議員さんたち

が地域で生活をした時代は、家の農業を手伝うことは当然のようにあったと。私もそういう時

代で、一緒に成長をさせていただいたわけなんですが、今は、先ほども答弁をさせていただい

たように、農家の家庭でありながら、子どもは農作業をまったく手伝った経験がない。学校で

聞いてみても、まったく手伝った経験がない。親もまったく手伝わせない。理由を聞いてみる

と、水田なんかをひとつ、例にとってみると、日曜百姓で、機械で作業をするから、かえって

子どもを体験させることが、一日の限られた時間の中でやる部分では、かえって邪魔になると

いうふうな、一部の保護者の話も本音として聞いた経験もあります。しかし、今、林議員の思

い出のように、せっかく自然豊かな、また農耕地を持っている地域ですから、ぜひとも家庭で

も、子どもにそういう経験をさせることが、また、ゆくゆく子どもの教育、原っぱ教育にも結

びつくと思います。機会あるごとに、私のほうからもまた、そういう指導もしていきたいと思

います。 
 併せて、社会科の中で、こうした体験も、機会を含めて、農業、あるいは米作り、そうした

ものについての勉強も各学校ではしております。これからも原っぱ教育に結びつけたり、そう

した機会あるごとに、この自然を生かした中での教育を奨励していきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 関連質問はありますか。 
 坂本君。 

〇１１番議員（坂本君） 

 わがクラブの林議員の質問に関連して、質問させていただきます。 

 今、農業問題、中山間地、それから担い手等々で、国は大変、力点を置いて、いろいろな施

策を打ち出しているところでありまして、市としても独自な方法で支援をしていくというお話

でございました。 

 そこで、私は１点、お伺いしたいものがありまして、北杜市は本当に農業が大切な基幹産業

ということで位置づけられております。特に米、先ほど午前のお話にもありましたように、日

本でもトップレベルの良質の米が獲れるということで、米と野菜というものが農業とすれば主

になるかなと。それに家畜なんかも、やはり牧草地帯も豊富ですし、というようなことで、大

変喜ばしい部分もあるわけですが、皆さん、すでにご承知のように、日本の食糧受給率のパー

センテージが４０を切り、３０半ばぐらいまで落ちていくのかと、こんな時代がきておりまし

て、誠に食料危機が憂慮されると。なお、昨日からもお話があったように、いろいろな食料に

なるものは燃料化されていくということも、大変、世界的に問題かなと、こういうふうなとこ

ろで、北杜市は本当に地形が山麓地帯でありまして、山もあり、谷もありということで、農業

そのものが非常にやりにくい、農作物を作ることが難しい場所が多いかなというわけでありま

すが、国が大変力を注いで、基盤整備を約２０年から２５年、全国的にかけて実施し、ほとん
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ど一段落したという状況に、今なっております。 

 そういう中で、私の近くの実態をちょっと申し上げたいと思いますが、私は須玉町穴平、皆

さんご存じの万年橋の下のように住んでいるんですが、そこの万年橋の隣接する地域が、これ

は昔からでございますけども、俗にいう、非常に水がかたいというところがございます。そこ

もやはり、もれなく、いろいろな条件の中で、当初は基盤整備については、米作りが大変だと

いうことで、水が少ないということで躊躇していたんですが、いろんな条件をもちまして、貯

水槽を上層部に付けるので、この貯水槽があれば、十分、水は賄えるというふうな条件の中で

実施をしたわけです。 

 でありますが、その貯水槽がいかにも、水の貯水量が少なすぎて、実態とすれば間に合わな

いということが現実となってしまったわけでありまして、そこはいまだに水がうまくいかない

ということで、先ほど、出ております担い手という形で、うちの地域にも素晴らしい担い手の

方が出てきまして、その方は１人、人を使ってやっているんですが、１２町歩から１４町歩ぐ

らい、これを田んぼとして耕作をしているわけです。そこの地域も老齢化が進んで、この地域

ではなかなか米作り等々、農業が難しいということで、その方がお預かりをして、やりましょ

うとしたわけですけども、先ほど出たように水が届かないということで、農作物にはとにかく

必須条件である、米でなくても水というものが、とにかくそこに届かないと。よって、その人

は仕方なしに大豆を作っているんですが、その大豆もやはり、なかなか、うまくできないとい

うようなことで、その地域とすれば、水をなんとか、そこに水路、これを改修していただくな

り、すぐ脇に大きな須玉川が流れておりますので、そこからポンプアップをするなりして、な

んとかしたいという計画はしているんですが、いかんせん、経費がかさみすぎて、地域では賄

いきれないということで、今の実態を申し上げる中で、北杜市として、農業が非常に重要視さ

れている今・・・。 

〇議長（小澤寛君） 

 坂本議員、核心に触れた部分で、ひとつお願いします。担い手のことですから、農業施設の

問題は別だと思いますので。 

〇１１番議員（坂本君） 

 担い手うんぬんということで、その担い手の方が活動、活躍できないという状況にあります

ので、そのへんの対応を、市としてなんとかなるものかどうか、お伺いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 

 産業観光課長。 

〇産業観光部長（植松忠君） 
 坂本議員の関連質問でございます。 

 基本的に水がかたいということで、農業の担い手ができないと。今現在は、畑関係で大豆等

を耕作しているという、今の内容でございましたけども、担い手も含めまして、担い手をどう

いう人たちにしていくかというのは、先ほど林議員のご質問にもございましたけれども、別に、

いわゆるやる気のある方であれば、担い手にはなれるわけでございますので、そのへんは高齢

化であっても、別に問題はないと思います。ただ、これから、今のような形で、担い手が順々

に、いくら担い手を新しくつくったとしても、非常に、高齢化がどんどん進んでしまっていて、
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非常に高齢化を解消するのは難しいということがありますけれども、ただ、われわれとしまし

ては、先ほども市長が答弁しましたとおり、中山間地域の支払い制度の中で、この中で、いろ

んな協定がございますので、その協定の中で、個別といったらおかしいんですが、全部で

３００近くある、１５９協定ありますけども、そうした中で、個別にうちの職員なり、それか

らあと、農協の職員なり等が行きまして、具体的な内容、例えば、これ以上、老齢化してしま

えば困るとかという、そういう内容についても、個別に指導・助言等をしている状況ですので、

その問題をつけて、それからやっていきたいと思っております。よろしいでしょうか。 

 それからため池については、今ここで、具体的にハードな事業もございますので、ここでで

きるとか、できないかという話は、ちょっと今、コメントができませんので、しばらく現場等

を見まして、検討をさせていただきたいと、こんなふうに思っております。よろしいでしょう

か。 

〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 

 坂本君。 

〇１１番議員（坂本君） 

 前向きな答弁をいただいたのでありますけれども、要は実態を、しっかり眺めた上で、現実

問題として、その中身の検討をしっかり進めてもらいたいと、このことを、念を押しておきま

して、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（小澤寛君） 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 ご指摘のとおり、穴平地区、とりわけ川又地区等々から付近は大変、水利がかたいことは、

私も承知しています。見ている須玉川が使えないという現実もあります。そういう意味で溜め

池があるわけですけども、小さいということです。溜め池の整備を含めて、水利権という、水

利をということはなかなか、広く会議をもたなければならないところがありますが、できるだ

け調査をして応えていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 よろしゅうございますね。 
 （はい。の声） 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで２３番議員、林泰君の一般質問を終わります。 
 本日の会議時間は、あらかじめ延長いたします。 
 次に北清クラブ、２８番議員、坂本治年君。 
 坂本治年君。 
 あらかじめ、北清クラブの残時間は２７分であることを通告いたします。 

〇２８番議員（坂本治年君） 
 ２項目について、質問いたします。 
 時間が迫っておって、皆さんお疲れのようでございますが、しばらく辛抱をお願いしたいと

思います。 
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 まず、地上デジタル放送への取り組みについて、お伺いをいたします。 
 地上デジタル放送の取り組みですが、北杜市ケーブルテレビの草分けは、平成７年に２１世

紀に向けて、情報化が進む現在、地域の住民が身近な情報を共有し、地域の活性化と社会情勢

の変化の中で、高根町においての生産や生活の多様化に応じて、暮らしに密着した行政、文化

といった地域の話題や市況、気象など農業生産向上のための情報、さらには防災、防犯など、

幅広い情報の提供により、地域の活性化を図るため、建設された高根町農村多元情報システム、

高根ふれあいテレビでありました。 
 １２年経過した今、８町村が合併し、情報の共有化を図り、市全体に提供する必要から民間

業者の協力を得て、明野、須玉、長坂はＮＮＳ、日本ネットワークサービス。白州、武川は韮

崎電設。高根、大泉、小淵沢は北杜市ケーブルテレビで放送しているわけであります。しかし、

２０１１年７月には現在のアナログテレビ放送は終了し、地上デジタル放送に移行するわけで

あります。市民には不安と不満があり、分かりやすく説明しなければならないと考えます。そ

こで、市長にお尋ねします。 
 北杜市の統一した管理は。 
 ２つ目、高根町への対応は。 
 ３．ケーブルテレビ網が整備されておらず、共聴組合にも属さない難視聴地域の対応は。 
 ４つ目、料金の格差の対応は。 
 ２つ目、地域公共交通再編計画について、お尋ねします。 
 北杜市は６００平方キロという、広い北杜市、８町村が合併し、それぞれ個性ある自治体と

して運営してきました。特に８町村における交通サービス水準が異なる現状において、サービ

スの水準をそろえ、協議することが重要であると考えますが、特に少子高齢化が進む中、公共

交通機関を利用するのは、１８歳未満および高齢者などと限定されているのが実態ではないで

しょうか。一方、一家の車の所有台数は３台以上とも言われ、公共交通機関への関心が薄いの

も確かであります。 
 しかし、交通弱者といわれている市民に対する福祉的公共交通機関は、重要と考えるところ

であります。将来的には２つの病院、学校統合も視野に入れた二次的交通再編も考えるべきで

はないかと思います。今回、交通再編計画を作成し、各地域で説明会を行いました。各地域で

それぞれ課題があったと聞いています。そこで、市長に伺います。 
 説明会における各地域の要望、問題点は。 
 ２つ目、２つの市立病院の送迎バスのエリアの見直しはについて、お伺いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ２８番、坂本治年議員のご質問にお答えいたします。 
 まず地上デジタル放送への取り組みについて、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に北杜市の統一した管理についてでありますが、現在、市内には２つの民間ＣＡＴＶ事

業者と北杜市ＣＡＴＶがあります。北杜市ＣＡＴＶは合併前の旧町村で整備した高根町、大泉

町、小淵沢町の施設を市で引き継ぎ、一括して管理・運営を行っているところであり、サービ

ス内容、利用料金等を順次合わせていき、北杜市ＣＡＴＶエリア内の統一した管理と地上デジ
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タル対応を行ってまいります。 
 また、市内の２つの民間ＣＡＴＶ事業者とは、料金およびサービス内容等について違いがあ

りますので、統一は難しいわけでありますが、互いに協調しながら対応してまいりたいと思い

ます。 
 次に高根町への対応についてでありますが、デジタル放送を送信するには設備、伝送路等の

改修工事が必要となり、その費用は莫大なものとなることが予想されます。このような状況か

ら、北杜市ＣＡＴＶの管理運営および施設改修をより効率的に行うため、平成２０年度から指

定管理者制度を導入し、地上デジタル放送への移行に向け、早急に対応したいと考えておりま

す。 
 次に難視聴地域の対応についてでありますが、北杜市ＣＡＴＶのエリア内において、幹線か

ら離れていて、ＣＡＴＶに加入する意向がある場合は、工事費の見積もりを提示いたしますの

で、ご検討いただき、加入の判断をしていただくこととなりますが、難視聴地域解消に向けて、

伝送路の構築など、可能な範囲で協力してまいります。 
 また、民間ＣＡＴＶ事業者のエリア内において、ＣＡＴＶに加入する意向がある場合は、市

として加入が可能となるよう、幹線の延長等、施設整備を行うよう要望を行い、可能な範囲で

協力を行ってまいります。 
 また、ＣＡＴＶ加入を希望しない場合は、新たな共聴組合を設立するなどの方法により、Ｎ

ＨＫとの協議の上、難視聴地域の解消を図っていくこととなっています。これにつきましては、

市でもＮＨＫと難視聴地域のパイプ役となるなどの体制をとってまいります。 
 次に料金の格差の対応につきましては、北杜市ケーブルテレビ情報連絡施設を平成２０年度

から指定管理者制度に移行する中で、今議会に提出させていただいております利用料金改正の

範囲内で、ＣＡＴＶエリアの格差を段階的に解消してまいります。２０１１年７月からは、今

までのアナログテレビでは放送が見られなくなるなど、市民の皆さんには地上デジタル放送へ

の移行に伴う多くの不安があろうかと思います。市といたしましては、一日も早く、地上デジ

タル放送への対応を図るとともに、市民の皆さんがデジタル放送受信機器の準備など、地上デ

ジタル放送への円滑な移行ができますよう、広報をしてまいります。 
 次に地域公共交通再編計画について、いくつかご質問をいただいております。 
 最初に説明会における各地域の要望、問題点についてであります。 
 市では平成１７年度と平成１８年度の２年度にわたり、利便性の高いバス路線の運行形態に

ついて、住民アンケート調査や市内で運行されているバスの乗降調査を行い、その結果をもと

に、北杜市地域公共交通再編計画検討委員会で検討を重ね、本年２月に北杜市地域公共交通再

編計画を策定いたしました。 
 本年１０月１日から、この再編計画に基づく運行を開始するため、５月末に市内８地区にお

いて、再編計画のポイントを中心に、市民の皆さんに説明させていただいたところであります。

市民の皆さんからは、通院や通学に合わせた運行や公共交通の空白地域への路線の新設要望の

ほか、運賃体系に対する意見がありました。計画では、限られた車両数で運行することとして

おりますので、すべての要望に見合った運行を実現することは困難でありますが、運行開始ま

でには可能な限り、市民の皆さんの意向に応えられるよう、運行時刻や便数の調整を行ってま

いりたいと考えております。 
 また、全市統一した運賃体系とするため、地域によっては、これまで無料のバスが有料にな
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り、利用される方には負担をお願いしなければなりませんが、新しい運賃体系では通勤、通学

のための定期券、高齢者や障害を持った方が１年をとおして、格安でバスを利用していただけ

る福祉定期券、一律の医療機関に通院する際の片道運賃が無料になる通院割引などを設けてお

りますので、日常的に利用される方の負担を軽減できるものと考えております。 
 現在、１０月からの運行に向けて、諸準備を進めているところでありますが、開始後におき

ましても、各路線の利用状況や市民の方々からの意見、要望等の把握に努めるとともに、デマ

ンド交通システムなどの検討も進め、市民の皆さんの需要に応えることのできる公共交通体系

の構築に向けて、努力してまいりたいと考えております。 
 次に、２つの市立病院の送迎バスのエリア見直しについてであります。 
 現在、市立塩川病院および甲陽病院においては、高齢者等の通院手段を確保するため、患者

送迎バスの運行を行っており、多くの患者さんに利用していただいております。先般の公共交

通再編計画の説明会におきまして、市民の皆さんから患者送迎バスに対するご要望がありまし

た。具体的には、患者送迎バスの診療受付時間に合わせた運行の見直し、路線延長および送迎

区域の拡大などでありました。今後、通院される患者さんの要望に配慮した運行を各病院等と

連携しながら、検討してまいりたいと考えております。 
 以上であります。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 坂本治年君。 

〇２８番議員（坂本治年君） 
 再質問をさせていただきます。 
 まず、デジタル放送の件でございますが、実はこのデジタル放送に際しまして、当初、１０億

８千万円という予算を盛ったわけでありまして、高根、こういう名前を出して申し訳ないです

が、１０億８千万円を盛って、それを減額したということで、市民には非常に、今後どうなる

かという不安が、非常に多くあったわけでありまして、なおかつ２０１１年、２３年７月には、

今のアナログ放送が見えなくなるわけでありまして、今後、例えばテレビを買わなければなら

ない、例えば、それをどういうようにやっていったらいいかという、もう、あと３年間で、そ

れをやらなければならないということで、非常に市民の間には不安があるわけでありまして、

今後、このテレビはこういうテレビでいいですよ、今のアナログ放送でどういう機械を付けれ

ば見られるんですよということを、やっぱり、市民の方々にもうちょっと、詳しく説明をして

いただければ、市民の方も、あんまり不安も持たないわけでありまして、なおかつ、今、高根

町では１，５００円でやっております。例えば白州、武川では２，６２５円。小淵沢の一部と

か明野、須玉、長坂では３，１５０円の料金を支払って見ているわけでありまして、このへん

もやはり、料金の統一をすると市長は言いまして、例えば、２０年度に指定管理者にやったと

きに、例えば２０年度から１，５００円を３，１５０円に段階的に上げるのか。例えば、デジ

タル放送が始まる２３年７月から、１，５００円を３，１５０円に段階的に上げるのかと、そ

のへんのところを、もう少し詳しく説明していただいて、例えば光ケーブルを入れて、それを

全部、宅内の引き込み線まで全部やってくれるのかと。そのへんまでもやはり、市民は不安で

ありまして、これはこうですよ、一銭もかかりませんよ、指定管理者がぜんぶやってくれます

よというところまで、やっぱり説明をしていただければと私は思うわけでありまして、そして
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なおかつ、北杜市の中にはテレビが見えないところでありますので、例えば２３年には、ほと

んどアナログが見えないわけで、そういうところも見えない方には、２３年の７月にはやりま

すよということを、やはり市民に広報等で宣伝をしていただければと、私は思うわけでありま

す。 
 次に福祉バスの問題でありますが、各地域でやはり、いろいろの問題が出まして、例えば、

こういう、今、バスを使う方が、ほとんど１８歳、高齢者、障害者というような方がほとんど、

９０％以上が使うわけでありまして、そういう方が例えば使うには、病院へ行くとか、温泉へ

行くとか、例えば、そういったときにある地域では、例えば３００円、２００円というのがあ

るわけですが、あるところでは、今まで一銭もかからなくて、福祉バスを利用していて、やは

り、そういう方も今回は、北杜市全体の平均からいけば、やはり負担をしていただかなければ

ならないと。そういう方も非常に不安を持っているわけありまして、そういう方たちに、今回

はこうですよという、分かりやすく説明をしていただいて、市民の皆さんに納得がいって、交

通再編をやっていただければと私は思うわけでありまして、なおかつ塩川病院、甲陽病院の運

行バスは、この交通再編には入っていないわけでありまして、甲陽病院も塩川病院も同じ市立

のバスであります。ですから、例えば、塩川病院のバスを１４１号線と清里線まで延ばせてい

ただく。例えば、甲陽病院の送迎バスを、小淵沢のを、ちょっと白州のほうまで延ばせていた

だけると、そういう点をやっていただければ幸いと思うわけでありますが、これには、例えば

市内には診療所、個人の病院もありまして、なかなか、私もそのへんまで言っていいかどうか、

やはり個人病院の経営形態にも関わってくるわけでありまして、そのへんのところを、市と病

院と個人病院、診療所、そういうところでやはり、提携をしながら、よく納得のいく車の配置

も考えていただければと思うわけでありまして、そのへんところをよろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 企画部長。 
〇企画部長（福井俊克君） 

 それでは、お答えを申し上げたいと思います。 
 デジタル放送の関係につきましては、特に高根の皆さんにつきましては、ご心配をされてい

るということであります。重々、承知しております。また、１８年におきましては、大きいお

金を盛ったということでありまして、１０億円の予算を流したというようなことの中でどうな

るだろうかということで、市民の皆さんも心配しているわけであります。 
 こういうことでありまして、この内容につきましては、議員の皆さん方にも今まで、ご説明

をしてきたわけでありますけども、北杜市ではこの１０億円という金を合併特例債という、１つ

の起債でやる予定をしておったわけでありますけども、この財政が逼迫しておる折に、赤い金

を使うことはなかなか難しいではないかということで、ほかに手段がないかということで、検

討した結果、指定管理者への移行というのが考えられたわけであります。 
 そういうことで、現在、この予算等につきましては流させていただいて、この指定管理の方

向の中で、民活を利用しながら、市のお金をできるだけ使わないようにしながら、なんとかデ

ジタル放送に向けて、整備ができないかということで考えておりましたが、今回、指定管理者

という方向が出ました。それによりまして、現在、予定しているのは、平成２０年の４月から

デジタル放送の放送ができるということでありますけども、逐次、２０１１年までに整備をし

ていくわけですが、できるだけ早い時点でやる予定であります。 
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 しかしながら、指定管理者はそれぞれ公募をいたしまして、その応募をされた企業が指定管

理者に選定されないと、これができないわけでありますし、また、議会の皆さんには１２月の

議会で指定管理者が決まった段階で議決をいただきたいと、このように思っております。そん

な状況で、いろいろ手続き等がございます。 
 したがいまして、現在のところ、指定管理者の応募の受付につきましては、７月９日から８月

１０日までというような状況の中で、応募をする準備をしております。したがいまして、この

結果が出ますと、応募があり、また審査があり、その結果が出ますと、ある程度、細かい内容

につきまして、ご説明することができるわけでありますけども、先ほど議員さんが言われまし

たように、今、指定管理者の選考の方向で進んでいるという、概略の説明等につきましては、

ある程度、市民の皆さんにご報告ができるではないかと思っておりますので、できる限り、不

安を除くようにＣＡＴＶで、放送等で流しながら、市民の不安を除くように努力したいと思っ

ておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上であります。 
 続きまして、バス路線であります。 
 バスにつきましては、今回、北杜市では、今まで、従来、８町で行っておりました、それぞ

れの合併前からの引き続いたバス路線を、改めて再編をしてということであります。先ほど、

市長のほうからご答弁をさせていただいたとおりでありますけども、いずれにしても、その中

には、やはり交通弱者の方々からのご意見等もいっぱいあったわけであります。特に病院への

通院が心配されるというご意見等もありました。したがいまして、できる限り、病院への交通

にあたりましては、バス再編を、できるだけご要望にお応えするような範囲内でやってきたわ

けでありますけども、ただ、限られた台数と時間帯等がありますし、また一般の公共交通でや

るということで病院だけではございませんので、ただ、交通弱者はやはりお年寄り等、学生等

でありますので、現在のところ、十分ではありませんけども、交通再編で見直された路線等に

ついては、できる限り、病院への通院の体系をとらせていただいたところであります。 
 なお、独自で持っている、甲陽病院と塩川病院のバスの関係につきましては、また保健福祉

部長のほうからご答弁をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（藤原良一君） 

 坂本議員の病院バスの送迎エリアの見直しについてでございます。 
 ご質問の中で、議員が言われておりますように、やはり、この病院の送迎のバスにつきまし

ては、各病院の実態、あるいは開業医等の協議等、いくつかの問題があろうかと思います。ま

た、内部的にもそれぞれの病院で、１台のバスで運行をしているというふうなことでございま

す。塩川病院につきましては、津金方面に旧型のバスを走らせているわけでございますが、そ

れにつきましても、増富地域の僻地の診療と併せての運行をしている。甲陽病院につきまして

も、またマイクロバス１台で大泉・長坂方面、小淵沢・長坂方面、高根・長坂方面と、３つの

コースに分かれて行っているということで、これをさらにエリアを拡大するということは、午

前中の診療の時間に間に合うのかなというふうな懸念もございます。 
 そんなことで、内部的な問題、あるいは外部的な問題等を調整しなければならないというふ

うに考えております。これらの問題を検討してまいりたいということで、ご答弁にさせていた
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だきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 坂本治年君。 

〇２８番議員（坂本治年君） 
 先ほど、福祉部長が答弁したわけでありますが、やはり病院のバスを市立で運営しているわ

けでありまして、公共交通も市立でやります。やはり、そのへんも診療所、例えば市内の病院、

個人病院という問題もあるわけなんですが、交通弱者、福祉の件からいけば、そのへんはやは

り、もうちょっと、病院と個人病院と、やっぱり経営がという問題もありますから、そのへん

をもうちょっと慎重によく協議をしていただいて、ぜひ延長して、市民のためになるようにお

願いしたいわけであります。 
 それとＣＡＴＶの問題ですが、例えば今、明野、須玉、長坂はテレビは１日２回しか、して

いないですよね。白州、武川、高根、大泉は１日に６回ぐらい、放送していると思います。そ

のへんもやはり、温度差、格差がありまして、今まで高根とすれば、ＣＡＴＶで農業の市況、

例えばトマトであろうと、きゅうり、レタスの市況まで流して、市民の、早く言えば産業に対

する値段というのも、市民に伝えておったわけでありますが、やはり、それがなくなったと。

高根では非常にそういうことも、なぜ、これが合併したらなくなったんだと。やはり、そうい

う問題は、値段が分かれば道の駅等でも、例えばトマトが１個１００円とすれば、では道の駅

は８０円にするという目安も出るわけでありまして、なおかつ、そういうところまできめ細か

く、テレビを利用していただければ、皆さんには納得いくではないかと。そういう不満の問題

が非常にあるわけでありまして、今後、そのへんまで検討していただきたいと思います。 
 なおかつ、福祉バスで料金の、例えば今、無料の問題が、今度は料金を取るという、そうい

うところは特に、市民の皆さんが納得いくような説明をお願いして、私の質問といたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 
 最初のバスの関係でありますけども、これはあくまでも病院が持っていたバスということで

あります。したがいまして、今までは組合立でやっていたときにあったバスが、これは病院の

患者のために、それぞれの病院の運営のために貸し出していたバスであります。しかしながら、

市内には公的でなくて、市立のいろいろな病院もございます。個人病院もございまして、なか

なか、そのバスを動かすには、いろいろ、それらの方々と協議をしなければならないというよ

うな難しい問題もあるように聞いております。したがいまして、これを病院のためだけのバス

に、公共再編の中で入れ込むということは、なかなか難しい問題がございます。したがいまし

て、これらについてはまた、十分、検討させていただきたいなと、このように思っております

ので、ご理解いただきたいと思います。 
 また、ＣＡＴＶの先、申し上げました高根、大泉、それから小淵沢の一部につきましては、

ＣＡＴＶでの独自の放送があったわけであります。それぞれの農業関係の、例えば補助金をい

ただいての中で、整備をされたものと思います。それが今回、北杜になりまして、北杜のＣＡ

ＴＶとして方外されてしまったということであります。しかしながら高根、大泉、小淵沢の一
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部の皆さん方については、それなりの、いろいろのきめ細かい情報がいっていたわけでありま

すけども、今度、北杜一本になりますと、それ以外のところについては、そういう情報は全然

いっておりませんでした。たまたま一本になった段階で、この北杜のＣＡＴＶが流す公共放送

については、ＮＮＳの回線をお借りして、お金を出して借りて、時間帯を裂いていただいて、

そこへ２時間等の、１日２回とかという放送をさせていただいたと。今まで、ＣＡＴＶがつな

がっていたところは、それまでのチャンネルがずっとありますので、１日見ていることができ

ると。また白州、武川等においては、韮崎電設でも１チャンネル空けてくれて、１日中流して

いただいていると、こんなような状況で、まちまちであります。 
 今、坂本議員さんがおっしゃられたとおり、まだ体制がすっきり、皆さん方に同じ方法、同

じように流せれば一番いいわけでありますから、それには莫大なお金も、費用もかかって、整

備するにはかかります。できるだけ、市のお金を大事に、かからないように、使わないように

しながら、最大限の有効な、効果が表われるように、これからいろいろな方面で、また考えて

いきたいと思いますので、ぜひともご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 ＮＨＫの甲府放送局が、アナログからデジタル化にチェンジしたときに、私も招待を受けま

した。そのときの率直な印象でありますけども、テレビも見るテレビから使用する、利用する

テレビへの切り替えのような感じが率直にしました。したがいまして、今、坂本議員の北杜Ｃ

ＡＴＶにしても、旧高根町の時代では農産物の市況もやっていて、今はうんぬんという議論も

ありますけども、とりあえずワン、ツーという表現でいうならば、ワンの段階で北杜ＣＡＴＶ

は指定管理者にして、そしてＮＮＳ、韮崎電設等々の問題もありますが、必ずや統一の時代、

そしてまた、北杜市としても見るテレビから利用するテレビのような切り替えの時期が見えて

いるというふうに思っていますので、逐次対応していきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 関連質問を許します。 
 風間利子君。 

〇８番議員（風間利子君） 
 今回の交通編成計画について、一言、お聞きしたいと思います。 
 今まで利用されていたところが、ほとんど利用できなくなったというところがあります。例

をとりますと、武川の巡回バスが当初、武川の湯への送迎で利用していたんですが、今回の編

成で午後の３便が１便となりました。それで１便も時間帯がずいぶん早くて、この時間帯では、

ほとんど利用できないのではないかと思います。 
 先ほど、市長の答弁で運行開始までには、地域の要望を聞いてという答弁がありましたので、

ぜひ、もし２便ぐらいにしていただけたらありがたいんですが、１便の場合は、その利用者の

声を聞きながら、利用者のニーズに合った時間帯に決めていただきたいと思いますので、一応、

要望としてお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 要望ですので、答弁は入りませんね。 
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 （はい。の声） 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで２８番議員、坂本治年君の一般質問を終わります。 
 次に政経会、３番議員、小澤宜夫君。 
 小澤宜夫君。 

〇３番議員（小澤宜夫君） 
 今日は、連帯感のある和の杜づくりをテーマに、市政の情報公開について伺います。 
 市の広報ほくと６月号に、平成１８年度情報公開制度の実施状況が掲載してありました。

１８年度中に延べ５３名、実質１７名、８７件の公文書について、開示請求があったようでご

ざいます。このような状況は合併して、５万人の市になったことにより、旧の町村のときに比

べて、変わってきたものというふうに思われます。 
 本庁の玄関ロビーに市政情報コーナーを設置し、情報公開の推進を図る。市民が手軽に自由

に、関係書類を閲覧でき、何回も読み直すことにより、理解も深まる。そんな閲覧をできるコー

ナー、情報があれば、情報の共有がよりスムーズにできる。そうして、そのことにより、幅広

い市民意見の集約が可能となり、市政のスムーズな運営もできると思います。さらに市民から

の提言、いわゆるパブリックコメントの条件も整うと思います。本庁の玄関ロビーに市政情報

コーナーを設置し、積極的に市民に情報提供をすることができるか、伺います。よろしくお願

いします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 ３番、小澤宜夫議員の市政の情報公開について、お答えいたします。 
 本庁の玄関ロビーへの市政情報コーナーの設置についてでありますが、本庁の玄関ロビーに

交流都市コーナーと広報誌、観光パンフレットやイベントのチラシなどを置いており、情報提

供を行っておりますが、スペースが狭いため、十分な情報提供ができない現状にあります。ま

た、情報公開の対象となる書類などは、各所属ごとに保管しており、情報公開条例等に基づき、

室内のカウンター等において、閲覧、または情報提供をしております。連帯感のある和の杜づ

くりのために、市政要覧や市政報告会、資料等の刊行物や冊子を置く、市政情報コーナーの設

置は必要と考えております。玄関ロビーにスペースを確保して、応えていきたいと思っていま

す。併せて、各総合支所や図書館等の公共施設へ、市で発行する刊行物等を自由に閲覧できる

コーナーを設置するよう、検討してまいりたいと思っております。 
 いずれにしましても、市民等しく北杜市を知ることが愛することにつながると思いますし、

愛することによって、またさらに北杜市を知りたくなると、そんな相乗効果を期待し、併せて

市外のお客さん等々も、そんな思いで北杜市を知っていただければいいということで、ご指摘

に応えていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 答弁が終わりました。 
 小澤宜夫君。 
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〇３番議員（小澤宜夫君） 
 ただいま、大変積極的な答弁をいただきました。もちろん、この２年間、一生懸命、総務の

ほうでも広報を通じて、情報公開はしているわけですけども、時として、いつでもどこでも、

例えば、第１号から２年間分の議会だよりなり、広報誌、そういうものが手軽に目にすること

ができると、そのことが、先ほど市長がおっしゃったように、北杜市を知り、新たな北杜市の

歴史を自分たちの心に留めながら、明日へ向かっていくということになると思います。ぜひと

も早い時期に、なんとかスペースを見つけて、公開できる情報から、閲覧できるようにさせて

いただきたいというふうに強くお願いをしまして、答弁は結構でございます。よろしくお願い

いたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁は結構ということでございます。 
 関連質問はありませんか。 
 浅川哲男君。 

〇４１番議員（浅川哲男君） 
 最後の関連質問ですが、今の市長の答弁で、非常に前向きな答弁をいただきました。そこで、

本年の３月議会において、小尾議員がやっぱり情報公開の質問をしました、執行部に対して。

そこで、前の総務課長は先進地とかなんとか、事例等も調べて、なんとか早くしたいという答

弁を受けたわけですが、３月の議会ですから、執行部においても人事の異動等、いろいろ職員

は大変で、そこまで調べてあるかどうか知りませんが、自分たち政経会の研修に行った様子で

すが、情報公開の研修ではなくて、バイオマスで行ったんですが、上越市の話をします。先進

地。そこをたぶん、総務課長も調べてあれば、言ってもしょうがないけども、そこでは玄関の

ロビーのほかに、市政の情報コーナーの室がございます。そこに議会の議事録からはじまって、

いろいろ各委員会の議事録、そして今度の今年の６月から、日本中の県でもそうですが、政務

調査費がいろいろ問題になっておりますね。政務調査費も、６月から全部、領収書を添付した

ものを、全部、そこへ公開します。そして、あと議長の交際費、そして市長の交際費、一切を

あからさまにして、市民にご自由に見ていただくようになっております。そのために行ったん

ではないから、自分、電話でいろいろ聞いたわけですが、情報公開の条例には、なんだかんだ

開示の手続きをして、許可をとって、なんだかんだあるけども、それは抜きにして、ご自由に

見てくださいと。そしてコピー機もあって、コピーもご自由にしてくださいというシステムで

やっているようです。かなり進んだ先進地だと、自分は思っておりますから、そこもひとつの

参考。そのほかにもいろいろあると思いますから、市の内容は、市民にできるだけオープンに

していったほうがいいではないかなと、こんなように思います。そして、市の情報公開の目的

は市長がいろいろ言ったとおりで、市民に知らせるあれがありますから、今後はぜひ、それを

進めていただきたい。 
 そして、ここで、最後で申し訳ないですが、市は市民に対しての情報公開も必要ですが、執

行部が議会に対しても早く情報公開をしないと、何かあったのをずっと延ばすと、いろいろ問

題が起きる。だから、執行部は何かあったならば、議会へまず、こういう、今はこうだという

ことをあれすれば、後日、いろいろ問題が、ごたごたしなくて、自分は済むような気がします。 
 議会も市民も、市を悪くしたい、突ついて反対したいとか、そういう気持ちは毛頭ございま

せん。だから早め早めに、執行部は議会にこういう問題が今あるよとか、それも情報の公開だ
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と思いますよ。議会に対して。そして、そういうことをぜひ、これからしていただきたいし、

もう１つは一般質問、代表質問等で２年半経ちますが、かなり同じ項目の質問が結構ございま

す。そこで前向きに検討しますとか・・・時間がなければ終わりますけども・・・そこで検討

しますとかなんかというのは、検討した結果はなるべく早めに議会にあれしないと、しょっちゅ

う同じ項目の質問が出ますよ。こういう質問が出て検討するとあったけど、現在はこういう検

討しているということを、ぜひ早くしていただきたいなと、こんなように思います。これは要

望です。 
〇議長（小澤寛君） 

 情報公開の関連質問でお願いしたいと思います。 
 答弁を求めます・・・答弁はいいですか・・・要望ですか・・・答弁はよろしいようでござ

います。 
 以上で、質問を打ち切ります。 
 これで３番議員、小澤宜夫君の一般質問を終わります。 
 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 
 次の会議は６月２７日、午前１０時に開会いたしますので、全員定刻にご参集ください。 
 本日はこれをもって、散会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

 
散会 午後 ５時２２分 
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１．議事日程 

 
平成１９年第２回北杜市議会定例会（４日目） 

 
平成１９年６月２７日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
 

日程第１ 報告第１号 平成１８年度北杜市一般会計継続費繰越計算書報告の件 
日程第２ 報告第２号 平成１８年度北杜市一般会計繰越明許費繰越計算書報告の件 
日程第３ 報告第３号 平成１８年度北杜市一般会計事故繰越し繰越計算書報告の件 
日程第４ 報告第４号 平成１８年度北杜市国民健康保険特別会計繰越明許費繰越計算

書報告の件 
日程第５ 報告第５号 平成１８年度北杜市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算

書報告の件 
日程第６ 報告第６号 平成１８年度北杜市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算

書報告の件 
日程第７ 報告第７号 平成１８年度北杜市下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算

書報告の件 
日程第８ 報告第８号 平成１８年度北杜市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰

越計算書報告の件 
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越計算書報告の件 
日程第１０ 承認第１号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第１０号）の専決処

分の報告及び承認を求めることについて 
日程第１１ 承認第２号 平成１８年度北杜市ケーブルテレビ特別会計補正予算（第

４号）の専決処分の報告及び承認を求めることについて 
日程第１２ 議案第７０号 平成１９年度北杜市一般会計補正予算（第１号） 
日程第１３ 議案第７１号 平成１９年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
日程第１４ 議案第７２号 平成１９年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号） 
日程第１５ 議案第７４号 北杜市ケーブルテレビ情報連絡施設条例の一部を改正する条

例について 
（常任委員会審査報告） 

日程第１６ 承認第３号 北杜市税条例の一部を改正する条例の専決処分の

報告及び承認を求めることについて 
日程第１７ 承認第４号 北杜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の専決処分の報告及び承認を求めることについて 
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日程第１８ 承認第５号 須玉町過疎対策のための固定資産税の免除に関す

る条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告

及び承認を求めることについて 
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日程第２１ 議案第７６号 北杜市体育施設条例の一部を改正する条例について 
日程第２２ 議案第７７号 北杜市白州・尾白の森名水公園条例の一部を改正す

る条例について 
日程第２３ 議案第７８号 北杜市白州・尾白の森名水公園条例の一部を改正す

る条例について 
日程第２４ 同意第１号 八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合議会議員の選任について、議

会の同意を求める件 
日程第２５ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 
日程第２６ 議会改革等調査特別委員会の設置について 
日程第２７ 議会改革等調査特別委員会委員の選任について 

追加日程第１ 選挙第４号 奥野山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙について 
追加日程第２ 議員派遣の件 
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１１番 坂 本   １２番 小 林 忠 雄 
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２５番 篠 原 珍 彦 ２６番 内 藤  昭 
２７番 小 林 保 壽 ２８番 坂 本 治 年 
２９番 古 屋 富 藏 ３０番 茅野光一郎 
３１番 浅川富士夫 ３２番 田 中 勝 海 
３３番 秋 山 九 一 ３４番 中 村 隆 一 
３５番 清 水 壽 昌 ３６番 秋 山 俊 和 
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３．欠 席 議 員 （ な し ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２４人） 

 
市 長 白 倉 政 司 副 市 長 曽 雌 源 興 
総 務 部 長 坂 本 伴 和 企 画 部 長 福 井 俊 克 
保健福祉部長 藤 原 良 一 生活環境部長 柴 井 英 記 
産業観光部長 植 松  忠 建 設 部 長 相 吉 正 一 
教 育 長 小清水淳三 教 育 次 長 小 沢 孝 文 
監査委員事務局長 藤 原  宝 農業委員会事務局長 新 海 敏 生 
明野総合支所長 八 代 忠 夫 須玉総合支所長 内 藤 歳 雄 
高根総合支所長 白 倉 民 雄 長坂総合支所長 植 松  本 
大泉総合支所長 小 池 光 和 小淵沢総合支所長 進 藤 幸 夫 
白州総合支所長 原  哲 也 武川総合支所長 三 枝 基 治 
総 務 部 参 事 中 澤 卓 夫 総 務 課 長 赤 岡 繁 夫 
財 政 課 長 平 井 敏 夫 政策秘書課長 細 川 清 美 

 
 

５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３人） 
 

議会事務局長 小 松 正 壽 
議 会 書 記 岩 波 信 司 
   〃    浅 川 輝 夫 
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再開 午前１０時００分 
〇議長（小澤寛君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 ただいまの出席議員数は４１名です。 
 定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 お諮りいたします。 
 お手元に配布いたしました議事日程のとおり、日程の変更および追加をいたしたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布いたしました議事日程のとおり、日程の変更および追加をすることに

決定いたしました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１ 報告第１号 平成１８年度北杜市一般会計継続費繰越計算書報告の件 
   日程第２ 報告第２号 平成１８年度北杜市一般会計繰越明許費繰越計算書報告の件 
   日程第３ 報告第３号 平成１８年度北杜市一般会計事故繰越し繰越計算書報告の件 
   日程第４ 報告第４号 平成１８年度北杜市国民健康保険特別会計繰越明許費繰越計算書報告の件 
   日程第５ 報告第５号 平成１８年度北杜市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書報告の件 
   日程第６ 報告第６号 平成１８年度北杜市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書報告の件 
   日程第７ 報告第７号 平成１８年度北杜市下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書報告の件 
   日程第８ 報告第８号 平成１８年度北杜市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書報

告の件 
   日程第９ 報告第９号 平成１８年度北杜市農業集落排水事業特別会計事故繰越し繰越計算書報

告の件 
 以上の９件を一括議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （ な し ） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号から報告第９号までの９件を一括議題といたします。 

 報告第１号から報告第９号までの内容説明を順次、担当部長に求めます。 

 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 それでは報告第１号 平成１８年度北杜市一般会計継続費繰越計算書の報告を申し上げます。 

 説明を申し上げますが、この件につきましては、事業名といたしまして、小淵沢中学校の改

築工事でございます。１８年度の継続費から、支出済額を除きました残額６，０２０万３，

１５０円がございまして、翌年度に逓次繰越額として、６，０２０万２，５００円を繰り越す

ものでございます。 

 次に報告第２号でございます。平成１８年度の北杜市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

でございます。 
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 この内容につきましては、お手元の資料の１５事業でございます。１５事業、合計１９億３，

６５５万７千円の予算額に対しまして、翌年度繰越額が７億５，５１９万５千円でございます。

左の財源内訳につきましてはご覧のとおりでございますが、この額を翌年度に繰り越した内容

でございます。 

 続きまして、報告第３号でございます。平成１８年度北杜市一般会計事故繰越計算書の報告

でございます。 

 この関係につきましては、６款農林水業費、１項の農業費の事業名として、山梨県農業経営

構造対策事業費補助金関係事業でございます。この関係につきましては、育苗センターの工事

の関係でございますが、翌年度繰越額２，９７５万５千円を翌年度に繰り越したというもので

ございます。 

 以上、３案件につきましてのご説明を申し上げました。よろしくご審議のほど、お願いいた

します。 

〇議長（小澤寛君） 

 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（藤原良一君） 
 報告第４号でございます。平成１８年度北杜市国民健康保険特別会計繰越明許費繰越計算書

報告の件につきまして、１款１項総務管理費に計上しました国民健康保険システム改修開発事

業費でございますが、９５６万円を計上しました。翌年度へ同額を繰り越しましたので、規定

によりご報告をいたします。 

 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 

 生活環境部長。 

〇生活環境部長（柴井英記君） 

 報告第５号について、ご説明いたします。 

 平成１８年度北杜市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書報告の件でございます。 

 ２款１項の須玉町簡易水道統合整備事業につきましては、翌年度への繰越額が１億９，

５６０万円でございます。 

 次に２款１項大泉簡易水道基幹改良事業でございますが、１，９２７万８千円を翌年度に繰

り越すものでございます。 

 次に２款１項生活基盤近代化事業白州町駒城地区でございますが、翌年度繰越額が５，

５０４万円でございます。合計２億６，９９１万８千円を繰り越すものでございます。 

 次に報告第６号でございます。 

 平成１８年度北杜市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書報告の件でございます。 

 ２款１項公共下水道事業でございます。翌年度への繰越額が１億２，２２０万２千円でござ

います。 

 次に２款１項汚水処理施設交付金でございます。４億５，３６２万５千円でございます。合

計５億７，５８２万７千円を繰り越すものでございます。 

 次に報告第７号 平成１８年度北杜市下水道事業特別会計事故繰越繰越計算書報告の件でご

ざいます。 

 ２款１項汚水処理施設交付金事業でございます。翌年度への繰越額が５８５万６千円でござ
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います。 

 次に報告第８号でございます。平成１８年度北杜市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰

越計算書報告の件でございます。 

 ２款１項農業集落排水資源循環統合補助事業でございます。翌年度への繰越額が３，４６１万

４，７５０円でございます。 

 次に報告第９号でございます。平成１８年度北杜市農業集落排水事業特別会計事故繰越繰越

計算書報告の件でございます。 

 ２款１項農業集落排水整備事業（むらづくり交付金事業）でございます。翌年度への繰越額

５３８万５，２５０円でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

〇議長（小澤寛君） 

 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（藤原良一君） 
 先ほどの、報告第４号のところをおめくりいただきたいと思います。 

 申し訳ございませんでした。翌年度へ繰り越すべき金額のところを、９１５万６千円のとこ

ろを９５６万円と申し上げてしまいました。９１５万６千円でございます。よろしくお願いを

いたします。 

〇議長（小澤寛君） 

 説明が終わりました。 

 以上で、報告第１号から報告第９号まで、９件の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（小澤寛君） 

   日程第１０ 承認第１号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第１０号）の専決処分の報告

及び承認を求めることについてを議題といたします。 

 内容説明を求めます。 

 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 それでは、承認第１号のご説明を申し上げます。 

 めくっていただきまして、１ページをご覧いただきたいと思います。 

 この専決につきましては、１９年の３月３０日に専決をさせていただいたものでございます。

平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第１０号）でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億１，５１３万８千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３０２億４，７０６万２千円とする内容でございます。 

 めくっていただきまして、２ページ、３ページで、歳入のご説明を申し上げます。 

 第１表の歳入歳出予算補正でございますが、歳入でございます。 

 １款市税でございます。１項市民税１億３，９００万円の追加補正でございます。 

 ２項の固定資産税につきましては、１億２，９００万円の追加補正。 

 それから３項軽自動車税につきましては、３００万円。 

 それから４項市タバコ税につきましては、８００万円。 

 ６項の入湯税につきましては、１，３００万円の追加補正をさせていただき、補正の総額を
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２億９，２００万円で、全体総額が６９億１，７２２万３千円とする内容であります。 

 次に地方譲与税でございます。１項の所得譲与税につきまして、２，８５４万９千円。 

 ２項の自動車譲与税ですが、２，３２２万６千円。 

 それから３項の地方道路譲与税につきましては、３３６万３千円。合わせまして、５，５１３万

８千円を追加させていただき、７億２，２１６万８千円とする内容でございます。 

 続きまして、３款の利子割交付金でございます。これにつきましては、２２２万９千円を減

額補正させていただきました。合わせまして、１，９７７万１千円とする内容でございます。 

 続きまして、４款の配当割交付金でございます。これにつきましては、１，３３６万５千円

の追加。合わせて１，５８６万５千円とする内容であります。 

 ５款の株式等譲渡所得割交付金であります。この関係につきましては、１，１３７万３千円

を追加補正し、１，４５７万３千円とする内容であります。 

 続いて、６款の地方消費税交付金であります。３，１２６万２千円を追加補正し、４億７，

６２６万２千円とする内容であります。 

 続きまして、７款のゴルフ場利用税交付金であります。３４１万２千円の減額補正をし、８，

７５８万８千円の総額でございます。 

 ８款でございますが、自動車取得税交付金であります。３，１３３万３千円の追加補正をさ

せていただいております。合わせて、２億５３３万円の合計額になります。 

 続いて、１０款の地方交付税でございますが、３億１，５８４万４千円。合わせまして、

１１２億９，０７３万６千円であります。この関係につきましては、特別交付税等であります。 

 続きまして、１６款の財産収入でございます。財産運用収入として、４５２万１千円の追加

補正をさせていただき、合わせて５，９５４万３千円とする内容であります。 

 １８款でありますが、繰入金であります。この関係につきましては、１億５千万円を減額補

正する内容であります。減債基金からの繰り入れを予定しておりましたけども、残額が出たと

いうことの中で、これを、繰入金を回避したものであります。合わせて１３億５，２８６万円

とする内容であります。 

 続いて、２０款の諸収入でございますが、５５３万４千円の追加補正でありまして、合わせ

て３億４，０８５万７千円とする内容であります。基金等の預金利子の関係であります。 

 続いて市債でありますが、２１款の市債であります。１億１，０４１万２千円の追加補正を

させていただきました。この関係につきましては、借換債ということの中で処理をさせていた

だきましたので、追加補正となっております。合わせて２９億６，４２１万２千円とする内容

でありまして、歳入の補正額総額が７億１，５１３万８千円。歳入総額が２億４，７０６万２千

円とするものでございます。 

 続きまして、まくっていただきます。 

 歳出でありますが、４ページでございます。 

 先ほど申し上げましたが、今回、１２款の１項公債費を借換債ということの中で、公債費を

みております。これが、先ほど言いましたように、１億１，０４１万２千円でございます。総

額を５６億３，７２５万円とする内容であります。 

 １３款の支出金であります。この関係につきましては、６億４７２万６千円を追加補正させ

ていただきました。これは、財政調整基金への積み立てを予定しております。端数につきまし

ては、基金の利息等の積み立てになります。合わせまして、７億１，５１３万８千円を追加補
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正させていただき、総額を３０２億４，７０６万２千円とする内容であります。 

 第２表であります。５ページでありますが、繰越明許費の補正をさせていただいております。 

 ８款２項の事業名といたしまして、道整備交付金事業であります。この関係につきましては、

用地交渉の遅れ等から補正前６，１００万円を、補正後として６，８９０万円ということで繰

越明許費の補正をさせていただきました。 

 それから、まちづくり交付金、８款の５項であります。補正前が１億３４６万５千円を１億

１，６５０万円とする内容でございます。これにつきましては、小淵沢の駅舎の移転関係の事

業費の繰り越しでございます。 

 第３表の地方債補正であります。先ほど申し上げましたけども、借換債を借りたということ

で、１億１，０４１万２千円でございます。これは旧小淵沢町時代にスパティオの事業で借り

ていた起債につきまして、今回、借り換えをしたということであります。１０年を迎えて、こ

れを１５年に延ばしながら、率としては２．６３％を１．７％の起債に借りかえると、こうい

う内容でありますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上、簡単でありますけども、平成１８年度の一般会計補正予算（第１０号）の専決事項に

つきまして、ご説明申し上げました。 

〇議長（小澤寛君） 

 説明が終わりました。 

 これから質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありますか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、承認第１号に対する採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり、承認することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、承認第１号 平成１８年度北杜市一般会計補正予算（第１０号）の専決処分の報告

及び承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（小澤寛君） 

   日程第１１ 承認第２号 平成１８年度北杜市ケーブルテレビ特別会計補正予算（第４号）の専

決処分の報告及び承認を求めることについてを議題といたします。 

 内容説明を求めます。 

 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 それでは、承認第２号のご説明を申し上げます。 
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 北杜市ケーブルテレビ特別会計補正予算書（第４号）でございます。 

 １ページをお開きください。 

 これにつきましても、３月３０日で専決をさせていただいたものでございます。 

 内容につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，１２５万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９，４８０万円とする内容でございます。 

 まくっていただきまして、２ページ、３ページをお開きください。 

 歳入につきましては、市債でございます。これにつきましては、３，１２５万円の補正をお

願いしたわけであります。これにつきましても、内容は旧小淵沢町時代にケーブルテレビの事

業で、起債を起こしていた部分でございますが、これが１０年目となったということの中で、

１５年の返済期間であります借換債として、借り換えをしたものでございます。これについて

も、やはり２．６３％のものを１．７％に借り換えをしたという内容でございますので、ご理

解をいただきたいと思います。合わせまして、２億９，４８０万円とするものでございます。 

 歳出につきましては、これは公債費ということでございます。３，１２５万円ということで

ございます。歳出の合計につきましても、２億９，４８０万円とする内容であります。 

 めくっていただきまして、４ページでありますが、これにつきましては地方債ということの

中で、借換債３，１２５万円にさせていただきました。証書借り入れということで、５．０％

以内となっておりますが、１．７％で借りたという内容であります。 

 以上、簡単でありますけども、説明に代えさせていただきます。 

〇議長（小澤寛君） 

 説明が終わりました。 

 これから質疑を許します。 

 質疑はありますか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありますか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、承認第２号に対する採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり、承認することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、承認第２号 平成１８年度北杜市ケーブルテレビ特別会計補正予算（第４号）の専

決処分の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（小澤寛君） 

   日程第１２ 議案第７０号 平成１９年度北杜市一般会計補正予算（第１号）を議題といたしま

す。 
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 内容説明を求めます。 

 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 それでは議案第７０号 平成１９年度北杜市一般会計補正予算書（第１号）の説明を申し上

げます。 
 １ページをお開きください。 
 歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ４，９６２万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２７６億７，８７８万円とする内容でございます。 
 めくっていただきまして、２ページ、３ページをお開きください。 
 歳入の関係につきまして、ご説明を申し上げます。 
 １０款交付税、１項の交付税でございますが、３，３２５万６千円を追加補正させていただ

きます。普通交付税がございます。交付税合わせまして、総額を９８億３，３２５万６千円と

するものでございます。 
 続きまして、１２款分担金及び負担金であります。２の負担金を１，２３８万７千円、追加

補正をさせていただいたということであります。これにつきましては、保育所運営費の負担金

の償還分、それからあと労働費の負担金でありますが、５３９万１千円と、先ほどの保育所の

運営費の負担金６９９万６千円が入っております。合わせまして、総額を５億６，２７０万８千

円とする内容であります。 
 続きまして、１４款国庫支出金であります。２項の国庫補助金３２万６千円を追加補正させ

ていただいたという内容であります。これにつきましては、子どもの映画鑑賞普及事業の補助

金でございます。国庫支出金合わせまして、総額を２０億６，９６８万２千円とする内容であ

ります。 
 続きまして１５款の県支出金、２項の県補助金でありますが、３０万円の追加補正。地域づ

くりアドバイザー事業の関係の補助金であります。それから続いて県委託金でありますが、

８５万５千円。これはわくわくイングリッシュ事業、これは小学校サポート事業の委託費の収

入であります。合わせまして、１１５万５千円を追加補正させていただき、総額を１５億３，

１７３万９千円とする内容であります。 
 続きまして、２０款の諸収入であります。５項の雑入といたしまして、２５０万円の追加補

正であります。これにつきましては、コミュニティー助成事業であります。その収入として、

雑入として受けております。合わせまして、諸収入については１億６，３０８万６千円とする

内容であります。 
 歳入合計で、補正額を合わせまして４，９６２万４千円を追加補正し、２７６億７，８７８万

円とする内容であります。 
 続いて、支出であります。 
 １款議会費、１項の議会費でありますが、議員報酬関係で６８８万８千円を追加補正し、総

額を２億６，４２１万３千円とする内容であります。 
 続いて、２款の総務費でありますが、総務管理費であります。１，２４３万４千円を追加補

正させていただきました。合わせて２９億４，９６５万３千円とする内容でありますが、これ

につきましては、後期高齢者医療の事業として、コンピューターのシステム管理費でございま

す。 
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 続きまして、３款の民生費であります。１項の社会福祉費４９８万８千円を追加補正。これ

は後期高齢者医療事業費でございます。それと２項の児童福祉費であります。３３１万６千円

でありますが、これにつきましては、保育料の還付金でございます。合わせまして８３０万４千

円を追加補正し、４７億３，８４５万４千円と、総額をする内容であります。 
 続きまして４款の衛生費でありますが、１項の保健衛生費であります。３９７万４千円の追

加補正であります。少子化対策の妊婦検診の事業費であります。これにつきまして、総額を

２８億１，６５３万５千円とする内容であります。 
 続いて、５款の労働費であります。１項の労働諸費でありますが、５３９万１千円の追加補

正であります。内容につきましては、シルバー人材センターの負担金等となっております。総

額を合わせて、２，１０４万２千円とする内容であります。 
 続きまして、６款の農林水産業費、１項の農業費であります。９０９万７千円の追加補正。

これは農地集排特別会計への繰出金であります。水産業費合わせまして、２３億６，２３３万

８千円とする内容であります。 
 続いて、１０款の教育費であります。２項の小学校費でありますが、３２０万８千円の追加

補正であります。これは明野小の手すりの設置工事関係であります。それから４項の社会教育

費でありますが、３２万８千円。これは子どもの映画鑑賞の普及事業であります。合わせて、

３５３万６千円を追加補正し、総額を３７億９，３０８万７千円とする内容でありました。 
 先ほど、私のほうで、議会費の議員報酬という説明を申し上げましたが、大変、申し訳ござ

いません。議員共済費の追加でございます。ご訂正をお願いしたいと思います。 
 歳出総額合わせまして、４，９６２万４千円。総額を２７６億７，８７８万円とするもので

ございます。 
 以上、簡単でありますけども、ご説明を申し上げました。よろしくご審議のほどをご議決お

願い申し上げます。 
〇議長（小澤寛君） 

 説明が終わりました。 

 これから質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 中村隆一君。 
〇３４番議員（中村隆一君） 

 私、後期高齢者の医療費の創設について、ずっと反対をしてきました。２００６年６月１４日

に成立した医療制度改革法案で、医療費の大幅な削減、８兆円といわれる削減がありました。

その中の１つの柱が、後期高齢者医療制度です。対象者は全国で１，３００万人、全人口の１０．

１％。山梨県では９万４，６００人、全人口の１０．６％。わが北杜市では７，１８９人、北

杜市の人口の１４．１％。この人たちに保険料の徴収がかかるわけですけれども、特別徴収、

月に１万５千円以上の年金がある人は、保険料を天引きすると。これが大体８割ぐらい、年金

から天引きされると。年金が１万５千円未満の人とか、無年金の人たちは直接、市に納めると。
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保険料滞納で保険証を取り上げ、資格証明書が発行され、無年金、低年金者、低所得者は医療

機関に受診できなくなる。このような後期高齢者医療制度は、高齢者にとって過酷な負担を強

いて、しかも低所得者から医療を取り上げる、この制度そのものに、私はずっと反対してきま

したし、この準備費用についての支出も反対をいたします。 
 以上をもって、反対討論といたします。 

〇議長（小澤寛君） 
 ほかに討論はありますか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第７０号に対する採決を行います。 
 この採決は起立によって、行います。 
 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第７０号 平成１９年度北杜市一般会計補正予算（第１号）については、原案

のとおり可決することに決定いたしました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第１３ 議案第７１号 平成１９年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（藤原良一君） 
 議案第７１号 平成１９年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、ご

説明を申し上げます。 
 １ページをお願いいたします。 
 平成１９年度北杜市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ４９８万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ５３億１，２０３万２千円とするものでございます。 
 内容といたしましては、後期高齢者医療システムの構築に伴うところのシステムの導入にか

かる経費でございます。 
 ２ページ、３ページをお願いいたします。 
 まず、歳入でございます。 
 ９款の繰越金、１項繰越金に４９８万８千円の増額補正でございまして、合計金額を１億１，

８６４万５千円とするものでございます。 
 ３ページの歳出でございます。 
 １款の総務費、１項の総務管理費に４９８万８千円の増額をしまして、総務費の合計を７，

７９４万円とするものでございます。 
 以上です。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりました。 

 これから質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありますか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第７１号に対する採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７１号 平成１９年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いては、原案のとおり可決することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（小澤寛君） 

   日程第１４ 議案第７２号 平成１９年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 生活環境部長。 

〇生活環境部長（柴井英記君） 

 議案第７２号 平成１９年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につきま

して、ご説明いたします。 
 １ページをお開き願いたいと思います。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６７万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１０億３，３９１万４千円とするものでございます。今回の補正につきまして

は明野町、武川町の農業集落排水施設への未接続の世帯より、徴収した使用料の返還するため

の経費でございます。 
 ２ページ、３ページをお開き願いたいと思います。 
 最初に歳入でございます。 
 ２款１項使用料でございます。減額の２４２万４千円でございます。使用料の総額を１億１，

２４４万６千円とするものでございます。 
 次に６款１項繰入金でございますが、補正額９０９万７千円でございます。繰入金の総額を

５億３，２５６万８千円とするものでございます。 
 次に３ページ、歳出でございますが、１款１項総務管理費でございます。補正額６６７万３千

円でございます。総務費の総額を１億８，２１５万４千円とするものでございます。 
 以上、よろしくご審議の上、ご議決をいただきますよう、お願い申し上げます。 
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〇議長（小澤寛君） 
 説明が終わりました。 

 これから質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありますか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第７２号に対する採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７２号 平成１９年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

については、原案のとおり可決することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（小澤寛君） 

   日程第１５ 議案第７４号 北杜市ケーブルテレビ情報連絡施設条例の一部を改正する条例につ

いてを議題といたします。 
 内容説明を求めます。 

 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 それでは、議案第７４号でございます。説明を申し上げます。 
 北杜市ケーブルテレビ情報連絡施設条例の一部を改正する条例についてでございます。 
 この条例につきましては、平成２０年の４月１日から指定管理制度に移行することを予定し

ております。この移行に伴いまして、指定管理者が行う管理の基準および業務の範囲等を定め

るため、北杜市のケーブルテレビ情報連絡施設条例を改正するものであります。 
 改正する条例につきまして、主なものをご説明申し上げます。 
 これは、ケーブルテレビ情報連絡施設条例の一部を次のように改正するということで、１９条

を２０条とし、１８条を１９条とするということで、この改正文につきましては、下のほうか

ら順次詰めております。したがいまして、見づらいと思いますが、前半においては市長を指定

管理者に改めたり、あるいは「テレビ施設加入負担金」を「加入負担金」に改め、または「テ

レビ施設使用料」を「利用料」に改めると、こんなような字句の改正を謳っております。 
 まくっていただきまして、大きなものは第５条でありますが、２ページ目にございます。指

定管理者が行う業務の範囲でございます。この関係につきまして、入ったということですが、

この業務の範囲については、１としてケーブルテレビの加入申し込みに関すること。それから

加入負担金および利用料金の徴収に関すること。それから３として、前２号に掲げるもののほ

か、市長が必要と認める業務ということであります。 
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 それから第３条関係、これが管理ということで、ここに指定管理者が入りました。ケーブル

テレビの管理は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２、第３項の規定によっ

て法人、その他の団体であって市長が指定する者（以下、指定管理者という）に行わせるもの

とするということであります。この条例が入りました。 
 それと、あと別表第２表関係でありますが、これは加入のときの負担金であります。これに

ついては、従来、高根、大泉、小淵沢の一部が、それぞれ金額がまちまちでありました。小淵

沢を除く区域においては、市内に住民登録をしているものについては３万円とか、あるいは市

内に住民登録をしているものが所有して営業する事業所についても３万円と。それから、それ

以外の方は５万円。また、小淵沢町の区域の方は６万３千円ということでありましたけども、

今回、統一をさせていただいたということで、すべてが６万３千円にさせていただいた内容で

あります。 
 次に別表第３でありますが、これが利用料金であります。これにつきましては、料金の統一

化を図ったということであります。月３，１５０円というのが、基本的にはケーブルテレビの

月額であります。 
 なお、指定管理におきましては、２０年度から３年間は、金額を４月以前の小淵沢町の料金

と同じ額に定めてあります。予定をしております。２，６００何がしでありました。それから

２０１１年の４月からは３，１５０円にするという、一応、段階的に上げていきたいと、この

ように思っております。３，１５０円以内の中で、段階的に、それを指定管理においては進め

ていきたいと、このように思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 なお、利用料金につきましては、ここに掲げたとおり、下のほうにもインターネットの施設

等は従前のとおりでございます。 
 以上、簡単でありますけども、ケーブルテレビの情報連絡施設条例の一部を改正する条例に

つきまして、ご説明を申し上げました。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 
〇議長（小澤寛君） 

 説明が終わりました。 

 これから質疑を許します。 

 質疑はありますか。 

 野中真理子議員。 
〇１番議員（野中真理子君） 

 指定管理者が行う業務の範囲について、お聞きしたいことがあるので、お願いいたします。 
 ケーブルテレビの加入申し込みや利用料金の徴収に関することというのは、ここで明記され

ておりますし、私たちに配られている資料にはないのですが、別表第１によって、非常災害の

伝達とか広報に関する情報の伝達については、ここではっきりと明記されているんですが、例

えば、今後、チャンネルとかが確保されたときに、可能になるであろう市民向けの番組、例え

ば市民の方たちが撮ったビデオを、ビデオレターみたいな形で流すような番組をつくることも

可能になって、放送することも可能になると思いますし、また技術的には行政との双方向のや

りとりとか、水道の自動検針なども可能になるのではないかと思いますけども、そういうこと

がどのように取り扱われるかが、はっきり、こちらでは見られない。第３項の市長が必要と認

める業務の中にすべて入ると言えば入るんですけども、しっかり、そういうことを明記、将来

的なことを考えて明記して、やはり、その主導が必ずとれるような形をとったほうがよいので
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はないかというか、そういうことがどのように取り扱われるのかを伺いたいんですけども、よ

ろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 先ほど、申し上げましたけども、指定管理者が行う業務の範囲であります。これにつきまし

ては、１号から３号までということで、ほとんどが市長が必要と認める業務の範囲内に入るわ

けでありますけども、これにつきましては、現在、これから指定管理者の募集の要項等もつくっ

てありますが、この欄の中で細かい内容等が入れてあります。１０項目ほどの状況の中で、

１０項目以上ですね、取り上げてありますが、現在のケーブルテレビの施設等の運営に関する

ものについては、ほとんどが指定管理されます。しかしながら、今、考えているのは独自放送

の部分につきましては、また別扱いとして、市が独自に考えております。今の段階では考えて

います。 
 独自放送については、やはり情報の連絡等、いろいろのきめ細かな情報等を市民に知らせる

ためには、やはり独自放送の事業については、別途考えながら、いい方向に考えている状況で

ありますので、ご理解をいただきたいと思いますし、また将来にわたる、いろいろな細かい、

水道料金とか、あるいはお互いの双方向とか、そういうものの取り扱いにつきましては、これ

は別途考えていきたいなと思っております。 
 いずれにしても、指定管理者が決まった段階で、細かい業務については打ち合わせをしてい

きたいなと思っておりますし、また、それらについては料金等の体系も変わってくるかと思い

ますし、そんな状況の中で進めていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 野中議員。 

〇１番議員（野中真理子君） 
 今のご答弁の中で、指定管理者との契約が５年とか、１０年とかの長いものになると思うん

ですけども、そういった中で、その技術的なものができることが、途中出てくるような場合に、

そういうことに備えて契約をしておかないと、問題が起こるんではないかと思うんですけども、

そのへんはどのようにお考えでしょうか。 
〇議長（小澤寛君） 

 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 期間的には長い期間になろうかと、一応、１０年間を予定しております。したがって、その

間においては、いろいろな情報の関係のものについては、新しいものが、技術的なものが出て

くるということは考えられますが、その中で最終的には、その必要とする事業が出た場合につ

いては、お互いに市長が認める事業ということの中で協議するということになっておりますの

で、そういう範囲の中で、今後、検討していきたいなと思っております。 
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〇議長（小澤寛君） 
 ほかにございますか。 
 細田哲郎君。 

〇３７番議員（細田哲郎君） 
 今、ちょっと野中議員の関連で質問をいたしますが、これは総務委員会でも、この問題が議

論されまして、指定管理者が行う業務の範囲の中で、放送番組の内容について、では、どこが、

その業務をするんだということだと思うんです、心配しているのは。だから、それは確か、第

３項に市長が必要と認めるものという定義がありますが、野中議員が心配されているのは、要

は、その放送番組はどこが主体をやるのかということになってしまいますので、そのとき、総

務委員会の答弁ですと、まだ指定管理者の選定がされていないので、その時点で指定管理者と

の契約の中でうんぬんというような話と、今後検討するというようなことだったと思うんです。 
 いずれにしても、こうやって条例が提案されてきたわけですから、これはこれとして、早急

に提案された業務内容については、明確に保管できるのか。そのへんの答弁をしっかりしてあ

げることが大事だと思いますが、よろしくご答弁をお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁を求めます。 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 いずれにしましても、業務の内容については、事細かに条項が多いですから、ここではちょっ

と申し上げられませんけども、先ほど言いました別表の関係に入っている事業はすべてであり

ますし、また自主放送につきましては、これは当然、行政がやっている、今からやり続けてい

きたいということを考えておりますので、これについては、現在のところ、指定管理というこ

とも視野の中に入れてありますけども、今回の指定管理の中からは外してあります。 
 いずれにしても機材とか、いろいろのことが自主放送の番組をつくる場合については、これ

からデジタル化になりますと、完全に今、使っている機械も使えなくなるという状況でありま

すので、改めて、別の一般の民間に委託をするとか、あるいは独自に市がその部分については、

きちんと政策をしていくかというようなものについては、今、いろいろ検討していまして、指

定管理者の指定と併せまして、これから検討していきたいと思いますので、自主放送がなくな

るということではありません。責任を持って、企画のほうで事務を取り扱いながら、情報政策

のほうで、この自主番組の制作等については、今まで同様、またそれ以上にいいものにしてい

きたいと、このように思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 細田哲郎君。 
〇３７番議員（細田哲郎君） 

 市長、これ以上、内容についてうんぬんではありませんが、市長が必要と認める業務の範囲

の中で、これもちゃんと責任を持ってやっていくということで、ご答弁をいただけませんか。 
〇議長（小澤寛君） 

 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 それぞれの議員が心配しているとおりだとも思いますけども、言ってみれば、今までのよう

 １８８



な独自放送だとか、自主放送だとか、あるいはまた、ことによると、これから市民ビデオもう

んぬんというようなご指摘もあったわけでありますけども、大変、変化の激しい時代でありま

す。そういう意味からすれば、時代の変化とともに市民への放送サービスも変わってくると思

います。そのへんについては今、企画部長、答弁のとおり、市長が必要と認めるものはという

ふうに総括しておりますので、そのへんでご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 ほかに質疑はございませんか。 
 坂本治年君。 

〇２８番議員（坂本治年君） 
 料金の値上げのことで、ちょっとお伺いしたいと思いますが、２０１１年にデジタル放送に

なるんですが、２０年に指定管理者に移行するということですが、高根町では１，５００円で、

今、料金でやっているわけですが、２０年度に指定管理者になったときにはまだ、デジタル放

送にはならないで、アナログ放送をやっているわけでありまして、デジタル放送になって、は

じめて値上げにするが正しいと思うわけで、ほかの地区ではデジタル放送でやっているから３，

１５０円と。高根のところでは、２０年度では、まだアナログ放送で、デジタル放送は見えな

いわけで、そのときから、もう値上げするということは、ちょっと腑に落ちないで、２０１１年

から数年かけて上げるということでやったならば納得がいくんですが、そのへんのところを、

もう一度。 
〇議長（小澤寛君） 

 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 議員さんのご質問につきましては、デジタル化にもならないのに、料金が上がるというのは

ということでありますが、現在のところ、高根、大泉につきましては１，５００円、月額徴収

させていただいております。しかしながら、デジタル放送は、今回、指定管理者になりますと、

２０年の４月から指定管理者になるということで、逐次、高根の場合においては、極力、早い

期限の中で、線を張り直して、その設備をしていくということであります。それには莫大な金

がかかるわけであります。 
 したがいまして、やはり、料金については、できるだけ早い時点でデジタル化をするように、

どんどん進めていくわけでありますけども、若干、料金が上がっても、上がった料金で、デー

タがまだ見えないという場面もあろうかと思います。しかしながら、これは今の技術的なもの

でどういう状況になるか、今、細かい内容はまだ分かりませんけども、かなりの指定管理者も

投資をしていくということになりますので、やはり料金的なものについては、長期間にわたり、

指定管理をしながら、設備を整えていくということになりますので、料金体系については段階

的に、この３，１５０円が基本的な料金であります。今、小淵沢にいただいている料金であり

ますので、この料金を主体に考えております。 
 したがって、いっぺんに３，１５０円にするのではなくて、当面は２０年の４月からは２，

６２５円と考えております。これは、デジタル化については、当然、大泉については、すぐに

もなるような格好になります。というのは、光ファイバーが入っておる線がいっているわけで

ありますので、大泉地区については、すぐにもデジタルになるということでありますので、た
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だ、高根地区においては、若干の期間がかかるということであります。それもできるだけ早い

時限に、２０１１年まで待たずに、できるだけ早く、その設備をしながら、順次仕上がったと

ころには、デジタルが送れるという状況になろうかと思いますので、そんな状況の中で、ご理

解をいただきたいなと思っております。段階的に値上げをしていきたいと、このように思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 坂本治年君。 

〇２８番議員（坂本治年君） 
 デジタルも見えなくて、アナログ放送でありながら値上げをして、それを市民の皆さんに納

得しろということが、市民の皆さんが、果たしてどうとるかでありまして、指定管理者に移行

するというときには、やはり指定管理者は、そのぐらいは覚悟してやることが、私は当然だと

思います。ただ、高根の町民がデジタルも見えなくて、現状のアナログでありながら、２，

６５０円に上がるということは、私は納得いかないわけで、私ばかりでなくて、市民の皆さん

もそれを納得すればいいわけで、それがいかに宣伝をして、皆さんが、それを納得するかとい

うことを、ぜひお願いしたいわけでありまして、私は納得がいきません。２０１１年から段階

的に上げるであったならば、私は納得ができますが、そのへんをもう一度、見解を伺います。 
〇議長（小澤寛君） 

 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 先ほどからもお話しているわけですけども、この１，５００円では、当然、運営ができてお

りません。一般会計から大きいお金がケーブルテレビのほうにもいっているわけであります。

そういうことを考えますと、やはり今の現状から見ても経営的には大変でありますので、これ

をやはり、指定管理するについては、事前にやはり指定管理者が線の張り替え等、施設を増設

するわけでありますので、段階的にいっぺんでは３，１００円いくらにするのは大変だという

こと。それから、今、言いました全然見られなくてということでありますので、理解をしにく

いではないかということでありますが、この関係につきましては、もう少し、また指定管理者

とも検討はしますので、できるだけ市民の皆さんにご理解いただけるような方向の中で、高根

の皆さんにご理解いただけるような状況の中で、ただ、最終的な金額は３，１５０円というこ

との中で検討していきますが、指定管理者がその範囲内で、段階的に計算するわけであります

ので、その中で皆さん方にご理解いただけるようなことで、もう一度、検討をしてみますので、

ご理解をいただきたいなと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 答弁が終わりました。 
 坂本治年君。 

〇２８番議員（坂本治年君） 
 分かりました。指定管理者とよく相談しながら、２０１１年から３，１５０円に段階的に上

げるよう、努力していただきたいと思いまして、私の・・・。 
〇議長（小澤寛君） 

 企画部長。 
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〇企画部長（福井俊克君） 

 ２０１１年から３，１５０円ということでなくて、あくまでも指定管理になってから、デジ

タル放送が見られれば３，１５０円で実際はいいわけですから、ですから、ある程度、段階的

に踏むについても、もう一度、できれば、指定管理になった段階で、ある程度、上げていただ

かないと私は駄目だと思います。それはどういうことかというと、先言いましたように、今現

在でも１，５００円の状況の中ではなかなか、運営自体が難しいという状況でありますので、

やはり、この指定管理を機に、料金の改定をさせていただきたいということです。 
 しかしながら、その上げ幅につきましては、また指定管理者と十分協議をしていきたいなと

思っておりますので、デジタルが見られた順に料金をいただくという方向が出るかも分かりま

せんし、あるいは段階的にもう少し金額を安くして、段階的に上げていったらどうかという提

案も出るかと思いますので、このへんは十分指定管理者と協議しながら進めてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 
〇議長（小澤寛君） 

 古屋富藏君。 
〇２９番議員（古屋富藏君） 

 今のＣＡＴＶの料金のことでございますが、市民に分かりやすく説明できるような、説明会

をするなりなんなりのことをお願いしたいわけでありますが、したがいまして、段階的にとい

うことでありますが、この段階についても、いつからどうしていくかということをはっきりと

した中で、またお示しをしていただければというふうに思うわけであります。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 企画部長。 

〇企画部長（福井俊克君） 

 今、ご指摘のとおりであります。市民の皆さんも、特に高根の皆さんは心配されているとい

うことで、昨日もお話があったわけでありますけども、これから細かい内容について、市民の

皆さんに説明するには、指定管理が決まった段階でないと、本来ですと、できません。しかし

ながら、それ以前にこういう状況で、２０年の４月から指定管理を考えていますよということ

については、今現在、皆さん方にお知らせできる情報については、前もって市民の皆さんにご

理解いただくようにケーブルテレビ等を使いながら、説明をしてまいりたいと思いますので、

ただ、指定管理が、この８月１０日までに一応、募集をし、それから出てきたものをまた、審

査をして指定管理を進めるわけでございますので、その場でなければ、本来ですと、議員の皆

さん方に議決をいただけなければ、協定ができないということでありますので、それからにな

りますと、ちょっと若干、遅いかなと感じますので、できるだけ早い時点で、議員の皆さんに

もご理解をしていただくよう説明を申し上げ、また市民の皆さんにも分かりやすく、安心でき

るように心配がされないように、情報等も流していきたいなと思っておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 白倉市長。 
〇市長（白倉政司君） 

 いろいろご心配をおかけしておるわけでありますけども、ぜひひとつ、ご理解をしていただ
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きたいのは、高根ケーブルテレビと言わず、大泉と小淵沢が一緒になった北杜ケーブルテレビ

が自主運営できていれば、なぜ上げなければならないんだということは、よく分かると思いま

す。でも一般会計から繰り出しているわけです。特別会計からすれば、繰り入れているわけで

す。ですから、まず、そのへんをご理解していただきたい。これは将来、下水道料金、上水道

料金、その他統一議論をするときには、必ず、こういう同じような議論があると思いますが、

自主運営されていないわけです、残念ながら。それが第１点。 
 そして２０１１年のデジタル化に備えて、市全域でデジタル化に備えたいというときに、高

根が残念ながら見られないと、そういう意味からすれば、行政がやるとすれば、８億円余かか

る。それを民でできるのは民でやろうというふうにご理解をしていただいて、指定管理のもと

にやるようになってきたわけです。だから例えば明野、須玉等々、ＮＮＳでやっているところ

は、その他の地域も基本料は北杜市としては、３，１５０円というのは、基本だということで

ありますので、今度は指定管理者で、行政がやると８億円かかるのを、民でお願いしているわ

けですから、分かりやすく言えば、明野、須玉のＮＮＳの利用市民と同じ３，１５０円を基本

として進んでいくと。料金の統一化を目指していると、こういうことの中でありますので、ぜ

ひひとつ、ご理解をしていただきたいと思います。 
〇議長（小澤寛君） 

 小林保壽君。 
〇２７番議員（小林保壽君） 

 高根町関連ということで質問させていただきますと、私どもは議会の内容、それから特別会

計がどうであって、繰出金がどうであるということも分かります。ただ、これを高根町市民に

知っていただく方策をしっかりとしていただきたいと、これが要望でございます。私どもは分

かります。その説明を町民にしていただきたいと、これがお願いでございます。 
 以上です。 

〇議長（小澤寛君） 
 お願いですが、先ほどお答えしたとおり、執行部でもそういうことを実行するということで

すから、ひとつ、ご理解をいただきたいと思います。 
 ほかにございますか。 
 （ な し ） 
 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありますか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第７４号に対する採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７４号 北杜市ケーブルテレビ情報連絡施設条例の一部を改正する条例につ

いては、原案のとおり可決することに決定しました。 
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 ここで、暫時休憩をいたします。 

 再開は、１１時２５分といたします。 

休憩 午前１１時１３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時２５分 
〇議長（小澤寛君） 

 再開いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（小澤寛君） 

   日程第１６ 承認第３号 北杜市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認を求め

ることについてから日程第２３ 議案第７８号 北杜市白州尾白の森名水公園条例の一部を改

正する条例についてまでの８案件を一括議題といたします。 

 本件につきましては、常任委員会に付託しておりますので、各常任委員長から審査の経過、

ならびに結果について報告を求めます。 

 はじめに総務常任委員長、篠原珍彦君。 
 篠原珍彦君。 

〇総務常任委員長（篠原珍彦君） 
 平成１９年６月２７日 

 北杜市議会議長 小澤寛様 

北杜市議会総務常任委員会委員長 篠原珍彦 
 北杜市議会総務常任委員会委員長報告書 
 総務常任委員会は、６月１５日の本会議において付託されました議案審査を、６月１９日に

議員協議会室において、慎重に審査をいたしました。その経過、ならびに結果について報告い

たします。 

 付託された案件は、 

 承認第３号 北杜市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認を求めること

について 

 承認第５号 須玉町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例等の一部を改正する

条例の専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 議案第７３号 政治倫理の確立のための北杜市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正

する条例について 

 以上、３案件であります。 

 審査結果 

 この審査過程における、主な質疑を申し上げます。 

 まず、承認第３号 北杜市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認を求める

ことについてであります。 

 新築家屋等の把握方法は、実態の把握はどのようにしているのか、また課税漏れがないよう

に、組織的に取り組む必要があるのではとの質疑に対し、工事届、建築確認申請、登記済み等

で把握する。また、組織的な取り組みについては、いろいろな角度から検討したいとの答弁が

ありました。 
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 質疑終結後、全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

 次に承認第５号 須玉町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例等の一部を改正す

る条例の専決処分の報告及び承認を求めることについてであります。 

 暫定施行の期限はとの質疑に対し、平成２２年３月３１日まで適用との答弁がありました。 

 質疑終結後、全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決定しました。 

 次に議案第７３号 政治倫理の確立のための北杜市長の資産等の公開に関する条例の一部を

改正する条例についてであります。 

 本案については質疑はなく、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 このほか、付託外ではありますが、ケーブルテレビのデジタル化および難視聴地域への対応

など、活発な意見が交わされたところであります。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 

 これから、会議規則第４１条の規定により、総務常任委員長報告に対する質疑を一括して行

います。 

 質疑はございませんか。 

 （ な し ） 

 ないようですので、これをもって、総務常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 次に文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 文教厚生常任委員長、秋山俊和君。 

 秋山俊和君。 

〇文教厚生常任委員長（秋山俊和君） 
 平成１９年６月２７日 

 北杜市議会議長 小澤寛様 

北杜市議会文教厚生常任委員会委員長 秋山俊和 
 北杜市議会文教厚生常任委員会委員長報告書 
 文教厚生常任委員会は、６月１５日の本会議において付託されました案件審査を、６月２０日

に議員協議会室において、慎重に審査をいたしましたので、その経過ならびに結果についてご

報告いたします。 

 付託された案件は、 

 承認第４号 北杜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認

を求めることについて 

 議案第７５号 北杜市手数料条例の一部を改正する条例について 

 議案第７６号 北杜市体育施設条例の一部を改正する条例について 

 以上、３案件であります。 

 審査結果 

 この審査過程における、主なる質疑を申し上げます。 

 まず承認第４号 北杜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承

認を求めることについてであります。 

 国保税の今後の見込みはとの質疑に対し、平成２０年度から後期高齢者医療制度が導入され

るため、見込みは難しいが、上がる傾向にあると思われるとの答弁がありました。 
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 また、１世帯当たりの国保税は年額どのくらいかとの質疑に対し、平成１７年度は１人当た

り６万２千円程度、１世帯当たり１２万３千円程度であり、１９年度の税率については、仮算

定の結果、１８年度と同額としたとの答弁がありました。 

 質疑終結後、全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

 次に議案第７５号 北杜市手数料条例の一部を改正する条例についてであります。 

 北杜市でのこの協定に伴う、手数料免除の事例はあるかとの質疑に対し、事例はないとの答

弁がありました。 

 質疑終結後、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議案第７６号 北杜市体育施設条例の一部を改正する条例についてであります。 

 指定管理者への移行のスケジュールと応募業者の可能性はとの質疑に対し、企画課が担当す

るが３月までには業者選定を行う。また、この施設は集合しているので、業者が応募する可能

性はあるとの答弁がありました。 

 質疑終結後、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 このほか、付託外で旧須玉町の保育料の誤算定、ならびに明野町および武川町農業集落排水

未接続使用料徴収問題を取り上げ、その経過および原因、ならびに今後の対応についての質疑

があり、担当部局から経過および対応等についての説明を受けました。 

 委員から会計実地検査の指摘により、国・県負担金の返還に対する補正予算については、議

会で認めた経緯はあるが、なぜ、この時点で保護者の保育料にも関連する問題として、審議の

過程で議会に事実が説明されなかったのか。また、返還金が確定するまでに、すでに２年半以

上経過している。この問題については、議会としても責任を感じるものである。また、市民に

信頼される行政でなければならないことから、当委員会としては、行政業務の全般にわたり再

発防止に向けて全庁を挙げて、再発防止体制の構築を要望するものである。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 

 これから、文教厚生常任委員長報告に対する質疑を一括して行います。 

 質疑はございませんか。 

 （ な し ） 

 ないようですので、これをもって、文教厚生常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 次に建設経済常任委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長、坂本治年君。 
 坂本治年君。 

〇建設経済常任委員長（坂本治年君） 

 平成１９年６月２７日 

 北杜市議会議長 小澤寛様 

北杜市議会建設経済常任委員会委員長 坂本治年 

 北杜市議会建設経済常任委員会委員長報告書 
 建設経済常任委員会は、６月１５日の本会議において付託されました議案審査を、６月２１日

に議員協議会室において、慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果についてご報告い

たします。 
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 付託された議案は、 

 議案第７７号 北杜市白州・尾白の森名水公園条例の一部を改正する条例について 

 議案第７８号 北杜市白州・尾白の森名水公園条例の一部を改正する条例について 

 以上、２案件であります。 

 審査結果 

 この審査過程における、主なる質疑を申し上げます。 

 まず議案第７７号 北杜市白州・尾白の森名水公園条例の一部を改正する条例と議案第

７８号 北杜市白州・尾白の森名水公園条例の一部を改正する条例についてでありますが、一

括で審査を行いました。 

 後発の温泉ほど施設等が改善され、利用率が高まるが、計画見込みが甘かったのではとの質

疑に対し、昨年の温泉利用者は約１０万人であり、予想より少なかった。持ち込み禁止、入園

料の徴収、地理的問題などがその要因であると思われるとの答弁がありました。 

 また入口が入りづらい、下から入れないかとの質疑に対し、下からであると幅員が狭い、ト

イレを移動しなければならない、人員を増員しなければならないなどの問題があるとの答弁が

ありました。 

 質疑終結後、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 このほか、付託外ではありますが、幹線道路等の整備、信号・標識の整備および温泉の安全

管理など、活発な意見が交わされたところであります。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

〇議長（小澤寛君） 

 これから、建設経済常任委員長報告に対する質疑を一括して行います。 

 質疑はございませんか。 

 （ な し ） 

 ないようですので、これをもって、建設経済常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 以上で、各常任委員長の報告に対する質疑が終了いたしました。 

 これから承認第３号から承認第５号、議案第７３号および議案第７５号から議案第７８号、

以上の８案件を一括して討論を行います。 

 討論がある場合は、議案番号と議案名を朗読してから討論をお願いします。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから承認第３号から承認第５号、議案第７３号および議案第７５号から議案第７８号、

以上の８案件を一括して採決を行います。 

 本案に対する３常任委員長の報告は、可決であります。 

 お諮りいたします。 

 承認第３号から承認第５号、議案第７３号および議案第７５号から議案第７８号、以上の８案

件につきましては、３常任委員長の報告のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、承認第３号から承認第５号、議案第７３号および議案第７５号から議案第７８号、

 １９６



以上の８案件は３常任委員長の報告のとおり、可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（小澤寛君） 

   日程第２４ 同意第１号 八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合議会議員の選任について、議会の同意

を求める件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 同意第１号 八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合議会議員の選任について、議会の同意を求める

件につきまして、ご説明申し上げます。 

 新たに組合議会議員を選任する必要があるため、八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合規約第６条

第１項の規定により、北杜市小淵沢町１１３６番地、浅川豊三、昭和８年１月５日生まれ。北

杜市小淵沢町６８８３番地の１、名取保允、昭和１９年３月２２日生まれ。北杜市小淵沢町

８８７７番地、新海一義、昭和１４年３月１０日生まれ。北杜市小淵沢町１００６０番地の

４４１、五味昌男、昭和１１年３月７日生まれ。以上、４名につきまして、議会の同意を求め

るものであります。よろしくご審議の上、ご同意のほどをお願い申し上げます。 

〇議長（小澤寛君） 

 説明が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 本案は質疑・討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、質疑・討論を省略し、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって日程第２４ 同意第１号 八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合議会議員の選任について、

議会の同意を求める件は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（小澤寛君） 

   日程第２５ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 諮問第１号の、人権擁護委員の候補者の推薦につきまして、ご説明申し上げます。 

 法務大臣が委嘱する人権擁護委員の任期が満了となるため、新たに、その後任候補者を推薦

する必要があるため、北杜市高根町下黒澤７０７番地、小野幸男、昭和２２年５月３０日生ま

れ。北杜市須玉町藤田１４６６番地、櫻井義長、昭和９年５月３日生まれ。北杜市長坂町長坂

上条２５３４番地の１５、内田安雄、昭和２７年１０月１４日生まれ。北杜市白州町花水

１６３５番地、氏原宏幸、昭和１６年１月５日生まれ。以上４名につきまして、人権擁護委員
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法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。よろしくご審議の上、ご

決定のほどをお願い申し上げます。 

〇議長（小澤寛君） 

 説明が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 本案は質疑・討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、質疑・討論を省略し、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって日程第２５ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については、原案のとおり決定

することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（小澤寛君） 

   日程第２６ 議会改革等調査特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お手元に配布いたしました議会改革等調査特別委員会付託事件のとおり、議員定数に関する

こと、常任委員会の体制および所管に関することを調査するため、１５人の委員をもって構成

する議会改革等調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査終了まで閉会中の継続審査お

よび調査とすることにしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本案については、１５人の委員をもって構成する議会改革等調査特別委員会を設置

し、これに付託の上、調査終了まで閉会中の継続審査および調査することに決定いたしました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   日程第２７ 議会改革等調査特別委員会委員の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 ただいま設置されました議会改革等調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

８条第１項の規定により、議長が指名いたします。 
 議会改革等調査特別委員会委員に篠原眞清君、秋山俊和君、内田俊彦君、篠原珍彦君、小林

保壽君、坂本治年君、古屋富藏君、小野喜一郎君、小尾直知君、田中勝海君、浅川富士夫君、

坂本保君、茅野光一郎君、渡邊陽一君、風間利子君。以上の１５人を選任いたします。 
 ただいま選任されました議会改革等調査特別委員会委員は、本会議休憩中に委員会を開催し、

速やかに正副委員長の互選をされるよう、ここに招集いたします。場所については、議員協議

会室で開催いたします。 
 ここで、暫時休憩をいたします。 
 あらかじめ１０分程度の休憩になろうかと思いますが、ご承知いただきたいと思います。 

 １９８



 それでは、議員協議会室にご参集をお願いいたします。 
休憩 午前１１時４８分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午後１２時０１分 

〇議長（小澤寛君） 
 引き続き、会議を再開いたします。 
 休憩中に、議会改革等調査特別委員会が開催され、正副委員長の互選が行われました。 
 委員長に茅野光一郎君、副委員長に小野喜一郎君がそれぞれ選任されましたので、ご報告い

たします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第１ 選挙第４号 奥野山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙についてを議題といた

します。 
 本件につきましては、奥野山恩賜県有財産保護組合議会議員の多麻地区の議員が平成１９年

７月２７日に任期満了となるため、同保護組合長から議長宛てに選任依頼通知を受けましたの

で、同保護組合規約第６条の規定に基づき、選挙を行います。 
 選挙を要する議員数は、２人でございます。 
 お諮りいたします。 
 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 
 続いて、お諮りいたします。 
 指名の方法は、議長が指名したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議長が指名することに決定いたしました。 
 奥野山恩賜県有財産保護組合議会議員に清水文一君、三井善成君を指名いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま、議長が指名いたしました清水文一君、三井善成君を当選人と定めることにご異議

ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、ただいま指名いたしました清水文一君、三井善成君が奥野山恩賜県有財産保護組合

議会議員に当選されました。 
 ただいま、当選されました清水文一君、三井善成君につきましては、会議規則第３２条第２項

の規定により、文書による当選告知をいたします。 

 １９９



  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第２ 議員派遣の件を議題といたします。 

 お手元に配布してあります議員派遣の件のとおり、議員を派遣することにご異議ありません

か。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議員派遣の件につきましては、別紙のとおり議員を派遣することに決定いたしまし

た。 
 お諮りいたします。 
 ただいま、議決しました議員派遣の件について、やむを得ず、変更が生ずる場合は議長に一

任をお願いしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、やむを得ず、変更が生ずる場合は議長に一任することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小澤寛君） 
   追加日程第３ 継続審査の件を議題といたします。 

 議会運営委員会、総務常任委員会、文教厚生常任委員会、建設経済常任委員会および議会改

革等調査特別委員会の各委員長から、会議規則第１１０条の規定により、お手元に配布いたし

ました申出書のとおり、所管事項の審査につき、継続審査の申し出がありました。 
 お諮りいたします。 
 各委員長の申し出のとおり、継続審査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、追加日程第３ 継続審査の件は各委員長の申し出のとおり、継続審査とすることに

決定いたしました。 
 以上で、本定例会に付議されました議案審査は、すべて終了いたしました。 
 ６月１５日から開会されました平成１９年第２回定例会も、議員各位のご協力をいただき、

本日を最終日として１３日間の全日程を無事終了することができました。心から感謝を申し上

げます。 
 市議会議員の定数特例期間も残すところ、１年５カ月余りとなりました。いよいよ市議会の

新しい体制などを調査する議会改革等調査特別委員会が、先ほど設置されましたところであり

ます。われわれ４１人の市議会議員も、北杜市のさらなる発展のため、議員として精一杯の汗

をかいていくことをお互いに誓い合いながら、平成１９年第２回北杜市議会定例会を閉会とい

たします。 
 大変、ご苦労さまでございました。 

 

閉会 午後１２時０５分 
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